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＞＞巻頭言 

政策科学研究所長 田中 隆 

 

政策科学研究所は、サステイナブルな社会の構築を含む豊か

な未来の創造に向けて、シンポジウムや政策提言等の様々な機

会を活用していきます。ここでは、持続可能な開発目標（ＳＤ

Ｇｓ）を始め、その延長にある、「共生」への取り組み、カー

ボンニュートラルや脱炭素に関する取り組み、地方・地域や地

域産業に関する取り組み等の活動が含まれます。 

 

私たちの社会は、持続可能な存続を必要としていますが、そ

の一方で、サステイナブルな社会の構築に向けては、上述の取

り組み等に関連する中長期的・短期的な問題や危機が様々な領域に跨がって存在していま

す。サステイナブルな社会の構築に向けた不確実性や危機は、中長期的な問題・危機とし

て継続し、エネルギー等の関連する中期的・短期的な問題や危機も同様に存在していま

す。加えて、我々の足下では、複合的な要素を伴う地域社会等での問題が露見しています

が、「日本の縮図」とされる兵庫県においても、同様に散見されています。 

これらの問題や危機に対する確かな研究と、それに基づく対外的な政策提言等の社会に向

けた発信への取り組みは、現在の社会や市民の方々が切に望まれるものと思われます。し

かしながら、これらの問題や危機は複合的な要素・背景を伴い、それらへの対応について

は、１専門分野で分析、対応できる範囲を超えることが多く、様々な分野横断の視点に基

づく対処が必要となります。このような取り組みは、UNIVERSITY である現在の総合大

学に、必要な姿勢といえるものです。 

 

政策科学研究所は、サステイナブルな社会構築を含む豊かな未来の創造に向けた取り組

みとして、文理融合や人文知と社会知の融合等、様々な分野を有機的に、横断的に繋いだ

研究活動・政策提言を、シンポジウム等で展開してきました。昨年度は、脱炭素社会構築

の有力な柱となり得るメタネーションの可能性を追及するシンポジウム、自然と調和して

きた伝統産業・地域産業でもある現代清酒業とサステイナブル社会の可能性を追求するシ

ンポジウム、持続可能な「共生」に向けた関連の障壁・バリアを解消し得る芸術文化の可

能性を追求するシンポジウム等といった、取り組みを行ってきました。 

 

政策科学研究所は、引き続き、文理融合や人文知と社会知の融合等、様々な分野を有機的

に、横断的に繋いだ活動を展開し、様々な研究人材、研究機関、企業、自治体等からご協力

を頂き、現在の社会や市民の方々が必要とする研究活動・政策提言等を実践していきます。

そして、私たちの持続可能な豊かな未来の創造に向けて、取り組んでまいります。 
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＞＞ 令和 5 年度 政策科学研究所活動記録 

 

（1）政策科学研究所シンポジウム 

１）第 1回「メタネーションのある未来」 

 

日時：2023 年 6 月 16 日 (金 ) 18:00-20:10（開場 17：30）  

場所：兵庫県民会館  3 階  303 室  

テーマ：「メタネーションがある未来：脱炭素社会構築の柱となりうる合成メタ  

ン」  

＜基調講演＞  

野田太一     経済産業省資源エネルギー庁ガス市場整備室長    

＜パネリスト＞  

矢加部久孝  東京ガス株式会社執行役員、水素・カーボンマネジメント技  

術戦略部長  

金丸剛    東邦ガス株式会社企画部長  

坂梨興    大阪ガス株式会社常務執行役員  企画部長  

中村稔     兵庫県立大学政策科学研究所特任教授  

嶺重温    兵庫県立大学工学研究科教授、兵庫県立大学水素エネルギー共   

同研究センター長  

＜討論者＞  

楠田昭二    福山大学経済学部長・教授   

 

２）第 2回「サステイナブルな社会と日本酒の世界 -脱炭素社会実現への道のり -」 

日時：2023 年 11 月 18 日（土）14：00-17：00（開場 13：30）  

場所：御影公会堂白鶴ホール  

テーマ：「サステイナブル社会に対する現代清酒業の貢献」  

＜基調講演＞  

嘉納健二   白鶴酒造株式会社代表取締役社長・灘五郷酒造組合理事長   

＜パネリスト＞  

高橋俊成   菊正宗酒造株式会社執行役員・総合研究所所長  

櫻井一雅   白鶴酒造株式会社専務取締役執行役員・生産本部長  

牧慎太郎   政策科学研究所特任教授  

木本圭一   関西学院大学国際学部教授  

＜討論者＞  

中村稔    政策科学研究所特任教授  
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３）第 3回「共生と芸術文化 -持続可能社会の実現のために -」 

 

日時：2024 年 3月 10 日（日）14：00-17：00（開場 13：30） 

場所： AI・HALL伊丹市立演劇ホール 

テーマ：「サステイナブルで豊かな社会の実現に対する芸術文化の貢献」 

＜基調講演＞ 

平田オリザ 芸術文化観光専門職大学学長 

＜パネリスト＞ 

平田オリザ 芸術文化観光専門職大学学長 

林洋子   兵庫県立美術館館長 

太下義之  同志社大学経済学部教授 

小林瑠音  芸術文化観光専門職大学専任講師 

＜討論者＞ 

中村稔  政策科学研究所特任教授 

 

 

（2）兵庫県（地域経済指標研究会）との連携 

 

地域経済指標研究会 (兵庫県、兵庫県立大学 )との連携のもと、芦谷恒憲産学連

携・研究推進機構特任教授（兵庫県企画部統計課 統計分析官）による以下の地域政策分析

の成果が政策科学研究所ホームページにて公開されました。 

 

１）兵庫県内の地域別 GRP（支出側）の 2021 年度の動向と 2022 年度/2023 年度の見込み 

２）兵庫県内の地域別 GRP（支出側）の 2022 年度の動向と 2023 年度/2024 年度の見込み 

３）市区町村 69部門表を含む 2015 年市町村別産業分析ワークシート 

４）地域別経済動向指標：2023 年 6月推計（2015 年基準） 

５）地域別経済動向指標：2023 年 9月推計（2015 年基準） 

６）地域別経済動向指標：2023 年 12 月推計（2015 年基準） 

７）兵庫県交流人口及び関係人口の推計 

８）兵庫 DC2023 及びプレ兵庫 DC2022 の経済波及効果について 

９）兵庫県スポーツサテライト勘定試算 2022 

 

（3）企業訪問 

 

 2024 年 3月 19日、㈱町おこしエネルギーに訪問調査を実施しました。「地域活性と地域

との共存共栄」を理念に、地熱発電事業を軸とした多角的展開について解説いただきました。 
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＞＞ 令和 5 年度 政策科学研究所シンポジウム概要 

 

（1）兵庫県立大学 SDGｓ宣言と政策科学研究所 

 

2015 年の『国連持続可能な開発サミット』において「持続可能な開発のための 2030 アジ

ェンダ」と「持続可能な開発目標」が全会一致で採択されました。先進国を中心に、持続可

能な開発目標（SDGｓ）を意識した様々な取組が行われるようになりました。兵庫県立大学

でも、安全で平和な社会の実現と全世界の幸福と福祉に貢献するため、SDGｓ宣言を発し

ました（2022 年 3 月 23日）。 

政策科学研究所は、これを受けて本学 SDGｓ宣言に対応した活動を展開させています。

その主なテーマは、“サステイナブルで豊かな社会の実現への貢献”です。地球環境が人間に

よる活動で大きく変化し、その影響が様々な形で生態系や人間社会に広範囲に及んでいま

す。我々に身近なことも含め、サステイナブルで豊かな社会の実現は全世界規模で求められ

るようになりました。政策科学研究所は、その点をふまえて、最高学府としての「大学」の

根本的な在り様が実現する複合的視点＝“UNIVERSITY”という個性を活用したシンポジウ

ムを実施しています。ここでは、兵庫県立大学の各組織、各大学・研究機関、政府・自治体、

企業等との連携を展開しています。そして順次、最新の知見を取り入れた専門家と実務家が

登壇するシンポジウム等を開催し、多くの方が十分に質の高い情報を手にできるよう、計画

しています。政策科学研究所は、文理融合や人文知と社会知の融合等の取組から、皆様と一

緒に SDGｓの実現に向かいたいと考えています。 

 

（2）政策科学研究所シンポジウム 

 

政策科学研究所が、社会科学系の研究機関として「サステイナブルで豊かな社会の実現」

を標榜し、各種シンポジウムを行うのであれば、現在の経済社会の具体的なあり方を前提と

することになります。社会科学は自然科学とは異なり、社会現象という再現性の難しいもの

が研究対象となります。とりわけ将来に関わる問題に言及する場合は、実現可能性を強く意

識せざるをえません。政策科学研究所の特性が経済・経営系領域の総合に強みがある点をふ

まえると、日本の国民経済が人口減少とグローバル化の影響をうけつつ展開せざるを得な

いという実態を意識すること避けられません。 

政策科学研究所シンポジウムの視点として重視されるのは次の 3 点となります。第一に

イノベーションへの留意です。例えば、気候変動問題の解決を目標とする際の要点は、CO2

総量の「累積」を抑制・削減することですが、EU を中心にカーボン・ニュートラルの実現

に向けた法制化等は進捗をみており、脱炭素分野に投資を振り向けることが重視されてい

ます。日本においても 14 分野が「2050 年カーボン・ニュートラルに伴うグリーン成長戦
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略」の対象となりました。それは①洋上風力・太陽光・地熱、②水素・燃料アンモニア、③

次世代熱エネルギー、④原子力、⑤自動車・蓄電池、⑥半導体・情報通信、⑦船舶、⑧物流・

人流・土木インフラ、⑨食料・農林水産業、⑩航空機、⑪カーボンリサイクル・マテリアル、

⑫住宅・建築物・次世代電力マネジメント、⑬資源循環関連、⑭ライフスタイル関連です。

そしてこうした対象分野が多岐に渡ることは、ひとえにイノベーションといっても、提示さ

れる論点は多様で個別性に富むものとならざるを得ないことを示しています。 

第二に、需要や消費の喚起への着目が必要となります。イノベーションは市場競争を通じ

て社会経済に長期的影響を及ぼすことが多いですが、短期的には需要や消費の喚起が必要

となる場合があることもまた事実です。企業を中心とする供給・生産の担い手による需要・

消費の喚起策が即効性をもつとも限らず、なかには市場的解決自体が難しいものも含まれ

るため、その波及プロセスでは財政的支援や人々の意識への働きかけが有効となるケース

も散見されます。その際、人口減少やグローバル化の具体的影響への言及もさけられません。 

第三に、「総合知」の視点から、「サステイナブルで豊かな社会の実現」に必要であろう様々

な機会を提供・コーディネイトするという発想に立ちます。多岐に渡る論点を扱うことは、

個別のテーマ（グローバル化、産業特性、企業間関係、経済政策、地域経済など）を取り上

げてシンポジウムを実施することを意味します。しかし個別研究機関の資源には限界があ

るため、本研究所以外の組織との連携が避けられません。兵庫県立大学は、総合大学である

と同時に、兵庫県の公立大学という地域・地方組織の特色を兼ね備えています。この特色を

軸に、産・官・学の連携から生まれる「知」の社会還元を強みとしていきます。 

 

（3）令和 5年度の政策科学シンポジウムの位置 

 

１）過去のシンポジウム 

① ウクライナ侵攻後の世界経済（2022 年 6月 6日） 

 SDGｓの目標の中に公正、平和かつ包括的な社会を推進することが挙げられています。

ロシアのウクライナ侵攻は、この目標から乖離したものでした。これに対して日本は、EU

諸国と一致した行動をとっています。平和な国際社会を構築するためには、ウクライナの経

済復興に周辺各国が協力して取組む必要がでてきます。一方でロシアは、ベラルーシ等の旧

ソビエト連邦構成国の一部と連携し、また中国やインドとも関係を深めて、独自の経済圏の

構築を進めています。この問題について、政策科学研究所は経済学からアプローチし、日本

の将来的な対応の１つが、エネルギー問題に着目した脱炭素社会化でした。 

 

② 脱炭素を可能にするアンモニア混焼による発電（2022 年 11月 22日） 

 現在のエネルギー問題は、世界が直面する核心的課題の１つであり、雇用、食糧生産、安

全保障、水資源、気候変動などもエネルギーの持続的確保と結びついています。そこで石炭

火力発電所での補完的燃料として、水素由来のアンモニアを石炭と混焼させることの意義
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や可能性を検討しました。アンモニアは、石炭に限らず、メタンとの混焼なども可能であり、

その組合せ次第で将来性を期待できます。本シンポジウムでは、現在の困難な状況において

石炭火力発電所が如何なる技術をもって対応しうるか、そのためのリスク管理は如何なる

べきか等を多角的に議論しました。 

 

③ 法人限定の電力先物取引（2023 年 3 月 4 日） 

 日本には多様な形態の電力市場が存在しています。スポット取引、時間前市場、先渡市場、

調整力市場、ベースロード市場、容量市場、非化石価値取引市場などです。再生可能エネル

ギーの比率が高まると、これらの市場において価格は高騰するため、リスクヘッジとして法

人のみが参加できる電力先物市場のニーズが増大することが見込まれます。そこで電力先

物取引の活性化に着目し、電力の総合的な市場設計等について検討しました。本シンポジウ

ムは、実務的説明も取り込んだ「啓蒙シンポジウム」であり、国際公共経済学会との共同開

催で行われました。 

 

 

2）令和 5 年度のシンポジウム（概略） 

令和 4 年度までの政策科学研究所シンポジウムは、「脱炭素社会」を考えるうえで中心的

論点となるエネルギー問題に焦点をあてました。令和 5 年度は、これをふまえつつも、「総

合知」の視点から「サステイナブルで豊かな社会の実現」というテーマへの視野の拡張を図

りました。 

 

① 「メタネーションのある未来」（2023 年 6 月 16 日） 

SDGｓに適合的な脱炭素社会の創出にあわせ、「水素社会」の到来を期待する声が高まっ

ています。本シンポジウムでは、メタネーションやプロパネーションの可能性を追求しまし

た。主として工場から二酸化炭素を回収して水素と合成し、メタンガスやプロパンガスを精

製する技術には、新たな温室効果ガスが排出されない論理を展望できます。兵庫県民会館で

実施された本シンポジウムでは、「新燃料」育成のため、電気、都市ガス、プロパンガスを

利用することを念頭に、民間企業に受入れ可能で、学術的にも合理的な制度設計の提言がな

されました。野田太一経済産業省資源エネルギー庁ガス市場整備室長はじめ、東京ガス、大

阪ガス、東邦ガスの都市ガス大手３社からの登壇により、メタネーションやプロパネーショ

ンの実現にむけた道筋等の設計に関する説明が行われました。なお公益事業学会と本学水

素エネルギー共同研究センターとの共催になりました。 

 

② 「サステイナブルな社会と日本酒の世界」（2023 年 11 月 18日） 

脱炭素社会は、コア技術の確立によってのみ実現されるわけではありません。例えばコメ

は、稲作において二酸化炭素の排出が避けられないにもかかわらず、我々の生活に不可欠な
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消費財となっています。本シンポジウムでは、「世界にアピールできる日本の個性」という

観点から、持続可能な社会の実現に際しての現代清酒業の貢献について考えました。そして

脱炭素社会構築の道程では、「企業による多種多様な環境投資の積み重ね」と「日本文化に

対する消費者の矜持」との結合が肝要になるとの方向性が示されました。本シンポジウムは、

国の登録有形文化財である御影公会堂にて実施され、嘉納健二白鶴酒造㈱代表取締役社長・

灘五郷酒造組合理事長の登壇をはじめ、関西学院大学産業研究所の共催、白鶴酒造㈱、菊正

宗酒造㈱、東灘区、御影自治会連絡協議会、一般社団法人住吉学園、住吉歴史資料館からの

後援をうけ、産官学に地域連携を加えたイベントとなりました。 

 

③ 「共生と芸術文化」（2024 年 3 月 10 日） 

 国連や G20 等の国際的コミュニティにおいて、「芸術文化」が地球規模の課題を解決し、

持続可能な社会の実現に対して貢献をすることが広く認識されつつあります。日本でも同

様の趣旨で、文化審議会『文化芸術推進基本計画』（2023 年）が出されました。本シンポジ

ウムでは、グローバル化の進む日本社会における「共生」のあり方に注目し、演劇などの芸

術文化の社会的貢献、美術館の取組、イギリスにおけるアートカウンシルの歴史、欧州の芸

術文化イベントの展開をふまえて、特に兵庫県は芸術文化政策を先導する潜在的価値のあ

る地域であることが確認・強調されました。会場は AI・HALL 伊丹市立演劇ホールとし、

平田オリザ芸術文化観光専門職大学学長の登壇をはじめ、芸術文化観光専門職大学、兵庫県

立美術館、関西学院大学産業研究所、第 22回知の創造シリーズフォーラムの共催、伊丹市、

豊岡市、（公財）兵庫県芸術文化協会の後援をうけて実施されました。 
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＞＞ シンポジウムレポート > 第 1 回「メタネーションのある未来」 

 

（1）趣旨 

 温室効果ガス排出が実質ゼロの社会、すなわち「脱炭素社会」を実現するための柱は、都

市ガスの脱炭素技術の中で最も有望視される水素（H2）と二酸化炭素（CO2）を反応させ、

天然ガスの主成分であるメタンを人工的に合成することを中心しにした、大きく影響する

技術になりうると考えられています。この技術によってできるメタンは「合成メタン（e-

ethane）」と呼ばれます。それがどのように脱炭素社会の柱に成長するのかを考察しました。 

 

（2）当日レポート 

2023 年 6 月 16 日（金）午後

6 時から、兵庫県民会館におい

て、兵庫県立大学政策科学研究

所主催、公益事業学会と兵庫県

立大学水素エネルギー共同研究

センターの共催で「兵庫県立大

学政策科学研究所シンポジウム

『メタネーションがある未

来』」が開催され、会場とオンラインあわせて約 150 名の方が参加されました。 

政策科学研究所では、令和 4年度から SDGsの実現に向けた取組として、温室効果ガス

排出がゼロの社会すなわち「脱炭素社会の構築」を大きなテーマに掲げ、未来の社会に向

けた課題解決に貢献すべく、実務家や研究者を登壇者として招き、一般の方々にもご参加

いただけるシンポジウムを実施しています。令和 4 年度１回目の開催は、「メタネーショ

ンがある未来」と題し、メタネーションの可能性が追及されました。 

「メタネーション」とは、主に工場から二酸化炭素（CO₂）を回収して、水素（H₂）と

合成し、天然ガスの主な成分であるメタンガス（CH₄）を生成する技術です。都市ガスの

主成分であるメタンを人工的に合成する技術でもあることから、現在、都市ガスの脱炭素

化技術の中で最も有望視され、私たちの未来に大きな影響を与える技術になると考えられ

ています。この技術を用いてつくられるメタンは、「合成メタン（e-methane）」と呼ば
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れるようになってきました。その他、ガソリンや燃料なども人工的に合成燃料でつくると
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いう研究も盛んになってきて

おり、これらが実現すれば、

消費者はこれまでの生活態様

を維持しながら脱炭素を達成

することができるようになる

と考えられています。本シン

ポジウムでは、これらの技術

がどのようにして私たちの

「脱炭素社会の柱」として成

長していくのかについて、報告や議論が行われました。 

はじめに、髙坂誠学長から開催校挨拶がありました。髙坂学長は、国際連合広報センタ

ーがメディアと共同で推進している気候キャンペーン「1.5℃の約束－いますぐ動こう、気

温上昇を止めるために。」を取り上げ、「『1.5℃の約束』を守れるのか守れないのかとい

うと、守れないという議論が主流になっている。『それで良いのか』と、まさにこのシン

ポジウムではカーボンニュートラル世界、あるいは GX（グリーントランスフォーメーシ

ョン）の世界といった新しい未来の在り方を垣間見るような議論や報告があるものと期待

している」と述べました。 

続いて、公益事業学会の水谷文俊会長から、このシンポジウムにより学会誌『公益事業

研究』も充実することを願うこと、本学の水素エネルギー共同研究センター長の嶺重温工
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学研究科教授から、本学では水素に関わる研究が地道になされているということの説明と

ともに挨拶がありました。 

 

第１部 講演 

 

＜基調講演＞ 

基調講演では、経済産業省資源エネルギー庁ガス市場整備室長の野田太一氏から「都市

ガスのカーボンニュートラル化に向けたメタネーションの役割」と題して、日本の都市ガ

スのカーボンニュートラル政策の最新の議論内容についてご講演いただきました。講演の

中で野田氏は、「日本企業が世界に先駆けて合成メタンの大規模製造技術を確立すること

で、世界そしてアジアの国々の脱炭素に貢献し、それらを日本の新しい産業の飯のタネに

していくことが日本のグリーントランスフォーメーション政策としてのメタネーションの

意義である」ことや、「シームレスな追加的な対策費用なくしてカーボンニュートラルの

ソリューションを提供できるのが合成メタン（e-methane）ではないか。そして、日本企

業が合成メタンの製造・供給といったものの機器の供給やエンジニアリングを含めて、ア

ジアなど世界の国々に向けて提供できるようになっていることが日本の GX 戦略である」

と紹介されました。また、今年の 2 月から、都市ガスのカーボンニュートラル化に向けて

どのようなルールや規制、支援が必要であるかについての議論を始められたことなども紹

介されました。 
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＜講演＞ 

続いて、5 名のパネリストの方々に

ご講演いただきました。政策科学研究

所の中村稔特任教授からは、「脱炭素

社会に向けた視点～メタネーションの

ある未来に向けて～」と題した講演が

ありました。中村特任教授は「この脱

炭素社会について考えるときに様々な

視点があるが、1つは『なぜ、何のた

めに、何をどのようにするのか』とい

う戦略・戦術・方法論が始めから終わ

りまでトータルで上手くいっていない

といけないということがある。もう 1

つは、エネルギー問題と非常にリンクしている国際情勢、そして、『時系列をどう考える

か』ということが挙げられる。様々な視点を持って、この問題を考えなければならない。

そのためにはリテラシーの向上が必要で、本日のシンポジウムもそうだが、われわれ 1人

ひとりが知識を持って、この問題について考えることが大切である。まさに文系・理系の

枠に捉われず、いろいろな分野で視点を融合していくことが大事で、リスクについて考え

ていくことも非常に重要なポイントである」と話しました。 

東京ガス株式会社執行役員でグリーントランスフォーメーションカンパニー 水素・カ

ーボンマネジメント技術戦略部長の矢加部久孝氏からは、「ネットゼロの達成に向けた東

京ガスの取組（e-methane の社会実装）」と題してご講演いただきました。矢加部氏は、

「東京ガスでは脱炭素化に向けて『電力分野・熱分野について、あらゆる限りの手を尽く

して脱炭素化を進めていくこと』『レジリエンスの観点』『既存のインフラを最大限に活

用しながら追加のインフラ投資のコストを抑制していくこと』の 3つの視点から、e-

methaneが最も有効なソリューションと考え、実装を進めている」と紹介されました。実

現に向けて１番重要なこととしては、「いかに安価なグリーン水素を調達するのか」「再

生可能エネルギーのコストが安いところでつくるという観点」の 2点を挙げられ、安価な
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グリーン水素を製造するには、安価な再生可能エネルギーと低コストの水電解の技術が必

要であることから、2 年前から三菱商事、大阪ガス、東邦ガス、東京ガスの 4社共同で低

コストの水電解の技術開発を進められていることなどを紹介されました。 

東邦ガス株式会社企画部長の金丸剛氏からは、「ガスの脱炭素化に向けた取組につい

て」と題してご講演いただきました。金丸氏は、東邦ガスが、「e-methane がガスの脱炭

素化の一番の肝になる」と考える理由について、「基本的に海外の安い水素を活用し、そ

こでメタネーションをしてメタンを製造し、そこから海上輸送で国内に持ち込み、さらに

導管でお客様にお届けするというところであるが、出荷の基地から海上輸送、国内のイン

フラ、お客様の消費機器すべてが現状のものが使えるので、社会的な負担をなるべく低く

して、カーボンニュートラルに貢献できるということで、e-methane を主軸に進めてい
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る」と紹介されました。e-methane の社会実装に向けての課題については、「他の登壇者

の方々も仰っているように、技術的な課題に加え、ルールの整備やコスト的な支援が私ど

もの課題というふうに認識している。これらの課題を一つずつ着実に解決していきたいと

考えている」と話されました。 

大阪ガス株式会社常務執行役員で企画部長の坂梨興氏からは、「都市ガスの低・脱炭素

化に向けた取組」と題して、ご講演いただきました。大阪ガスでは、2050 年に向けて複数

の脱炭素エネルギー・ソリューションを提供し、豊かな暮らしとビジネスの発展への貢献

を目指して、エネルギーの低・脱炭素化に取り組まれており、当日は熱エネルギー分野に

おける取組を中心に紹介いただきました。坂梨氏は、「当社ではメタネーションの技術開

発やサプライチェーンの構築に向けて、国内外のパートナー企業との連携や協議を進めて

いる。しかし、e-methane の導入に向けては、民間の取組だけでなく、政策による推進が

不可欠と考えている。具体的には、事業予見性や経済性を確保しながら、水素やアンモニ

アといった脱炭素エネルギー間での公平な商用化の支援、日本の NDC にも貢献できるよ

う e-methane 利用時の CO₂排出をゼロとするルールの整備、e-methaneのさらなる利用拡

大につながる証書制度や取引制度が必要と考えている」と紹介され、「このような民間企

業による取組を政策によっても推進いただき、官民連携して e-methane の社会実装を目指

していきたいと考えている」と話されました。 
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※NDC（Nationally Determined Contribution）…「国が決定する貢献」と訳される。

2015 年 12月採択、2016 年 11 月に発効されたパリ協定で、全ての国が温室効果ガスの排

出削減目標を「国が決定する貢献（NDC）」として 5年ごとに提出・更新することが義務

づけられた。日本は 2021 年 4月に、2030 年度において温室効果ガス 46％削減（2013 年

度比）を目指すこと、さらに 50％の高みに向けて挑戦を続けることを表明した。 

 

嶺重教授からは、「兵庫県立大学における高効率メタネーションを目指した文理融合研

究」と題した講演がありました。嶺重教授は、メタネーションの反応について大きく 2つ

のポイントがあるとし、「1つは、投入するエネルギーが再生可能エネルギーだけである

こと、もう 1つは CO₂を有効利用しているという 2 点が同時に行われていることが、メタ

ネーションの素晴らしいところだと考えている」と述べ、CO₂の有効活用に向けた研究

や、本学における取組の特徴として、本学の高度産業科学技術研究所が管理・運営する放

射光施設「ニュースバル」を活用した研究を行っていることなどを紹介しました。講演の

最後には、草薙教授との共同研究について取り上げ、「まさに文理融合ということを考え

ており、理系だけでこのような勉強をするのではなく、特に水素の研究については国内外

の動向や政策提言、コストの視点、経済性の観点も欠かせないことから、文理一緒になっ

て考えながら、われわれ理系の研究者としては、動力や熱エネルギーの部分について検討

を行っている」とし、「メタネーションの技術というのは、将来のエネルギー構造におい

て欠かせない技術で、われわれ 1人ひとりに関係していることであり、将来的な発展を期

待している。本学においては、現在、文

理融合研究によって高効率な SOECメタ

ネーションの技術を開発している」と述

べました。 

※SOEC（Solid Oxide Electrolysis Cell：

固体酸化物水蒸気電解）…高温で作動す

る水の電気分解装置。高効率で水を電気

分解して水素をつくることが可能。 
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第２部 パネルディスカッション 

 

福山大学経済学部長で教授の楠田昭二氏から、5名のパネリストの方々からの報告を受

けてのコメントと質問がなされました。楠田教授は「メタネーションが導入された際に、

熱需要やガス需要といった需要化の変化に対して、このメタネーションというものは一体

どういうふうな利便性が今後期待できるのかというところに関心がある。『メタネーショ

ンになったから、こんなに便利な時代になった』と言える時代が早く来て欲しいと思って

いる。もう 1つは、新しい経済活動の中で『光』のところで必要となるエネルギーが変わ

っていく中で、それには技術の関係者が大変付加価値の高い発明をしたことによって技術

革新が起こっているのであり、技術の価値というものを過小評価してはいけないと、経済

を勉強している者として改めて感じている」とコメントされました。また、草薙教授は

「われわれの幸せの基となる電気やガスというものが、いかに大切なものであるかを噛み

締めるべきだと思う」と述べました。 
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パネルディスカッション後に

は、本学の國井総一郎理事長から

挨拶があり、「今日このシンポジ

ウムでメタネーションの話を聞

き、メタネーションに関する研究

や取組がしっかり進んでいること

が分かり、非常に心強く感じた。

これからメタネーションの研究が

もっと進み、ますます発展してい

くことを願っている」と挨拶しま

した。 

最後に、政策科学研究所長の田中隆教授から閉会の挨拶がありました。田中教授は

「『メタネーションがある未来』と題しての本日のシンポジウムは、これから本格化する

脱炭素社会に向けて、その柱となりうるメタンを合成する技術について、専門家と実務家

の先生方によるご講演とパネルディスカッションという二部構成でお送りした。メタネー

ションの技術が、脱炭素社会の柱に成長する未来のビジョンを少しでもみなさまに示すこ

とができたならば、主催者として大変嬉しく思う」と挨拶し、本シンポジウムを結びまし

た。 
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＞＞ シンポジウムレポート 第 2 回「サステイナブルな社会と日本酒の世界」 

 

（1）趣旨 

 SDG は、より良い世界を実現するために世界中の国々が様々な取組を行うことで達成さ

れます。なかでも気候変動に対する具体的措置は、最重要課題の１つと考えられています。

本シンポジウムでは、世界にアピールできる日本の個性という観点から、前近代に起源をも

ち、自然との調和や共生をはかりつつダイナミックな市場の変化に適応してきた日本の伝

統産業に焦点をあてました。世界が日本の食文化に注目している現状もふまえ、現代清酒メ

ーカーによる様々な活動や地域社会との関係を把握し、その貢献について考えました。 

 

（2）当日レポート 

2023 年 11月 18日（土）、御影公会堂（神戸市東灘区）において、兵庫県立大学政策

科学研究所主催、関西学院大学産業研究所の共催で「兵庫県立大学政策科学研究所 2023

年度第 2回シンポジウム『サステイナブルな社会と日本酒の世界－脱炭素社会実現への道

のり－』」が開催されました。 
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持続可能な開発目標・SDGs における最

重要課題の 1つである気候変動に対して、

具体的には何をしていくことが必要なの

か。また、日本に対しても世界経済との結

びつきの強まりを前提にしたサステイナブ

ルな社会の実現に対する貢献が求められて

います。政策科学研究所では、昨年度から

SDGs の実現に向けた取組として、温室効

果ガス排出がゼロの社会すなわち「脱炭素

社会の構築」を大きなテーマに掲げ、未来

の社会に向けた課題解決に貢献すべく、実

務家や研究者を登壇者として招き、一般の

方々にもご参加いただけるシンポジウムを

実施しました。今年度 2回目は、世界にアピールできる日本の個性という観点から日本の

伝統産業の 1つであり、世界各地の食文化に寄り添いながら「SAKE」として受け入れら

れつつある「日本酒」に焦点をあて、「サステイナブルな社会と日本酒の世界－脱炭素社

会への道のり－」と題し、サステイナブルな社会の実現に対する現代の酒造業の貢献につ

いて検討が加えられました。 

はじめに、関西学院大学産業研究所の豊原法彦所長から開催の挨拶がありました。豊原

所長は、学生時代に日本の海運史や灘酒に関する研究を専門とされていた元関西学院大学

学長の柚木学氏の日本経済史の講義で、江戸時代の酒造り等を学ばれていたことを取り上

げ、「日本酒造りは、過去から現在、明治を経て昭和、平成、令和に至るが、その中で移

ろいやサステイナブルといったものが発展してきているわけであるが、そのようなところ

をみなさんと学んでいけたらと思う。このシンポジウムを通じて、社会としての取組、会

社としての取組、そして、大学としての取組等を通じて、みなさんと一層理解が深まれば

良いと思う」と挨拶されました。 
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第 1部 基調講演 

 

基調講演には、白鶴酒造株式会社 代表取締役社長で灘五郷酒造組合 理事長の嘉納健二

氏にご登壇いただき、「サステイナブルな社会と日本酒の世界」と題してお話しいただき

ました。嘉納氏は、日本酒の原料として酒造りに適した酒米と良質な水が必要であり、ま

た、酒造りの技術を持つ人材が必要であることに言及され、「今日のテーマである『サス

テイナブル』の意味合いを深掘りしたときに、米作りと、われわれが大切にしてきた宮水

の管理、そして、技師のもと科学的に分析された発酵の工程を管理して酒造りを行ってい

るということを１つひとつ分解し、『なぜ、われわれが 1743 年から 280 年間、酒造りを

続けてこられたのか』『なぜ日本酒がここまでみなさまに愛され続けてきたのか』『なぜ

持続可能なことが結果的にできてきたのか』についてお話しいただきました。 

酒造りがサステイナブルな業種であることの要因に「田んぼの役割」「水のめぐみ」「人

を育む」の 3 点を挙げられ、これらを軸に講演を進められました。「田んぼの役割」とし

ては、日本の農業の一番のメインである米作り（稲作）をすることによって、水害を軽

減・防止する役割があることや、水不足を緩和する役割を持っていることを紹介されまし

た。また、「水のめ

ぐみ」では、酒造り

の要素の１つであ

り、六甲山系の地層

を水源とする酒造用

地下水「宮水」を守

るために、灘五郷酒

造組合の「水資源委

員会」や西宮地区の

「宮水保存調査会」

が保全活動に取り組
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まれていることなどを説明いただき、「人を育む」については、杜氏の雇用創出や育成を

されていることなどを紹介されました。 

最後に嘉納氏は「自然を破壊せず、そのメリットを最大に利用しながら環境を保持し、

国土の利点を持続させながら酒造業を発展させたのが灘五郷の歴史であり、また、持続可

能な事業環境や変わってはいけない価値、そして、変えるべき事柄、伝統や歴史の中で革

新を求め続けたのが灘五郷である。今後もわれわれは灘五郷の酒造りを通して、サステイ

ナブルな環境を維持しながら更に発展させていきたいと感じた次第である」と講演を締め

くくられました。 

 

第 2部 講演 

 

第 2部の講演では、4名のパネリストの方々にご講演いただきました。菊正宗酒造株式

会社 執行役員で菊正宗酒造総合研究所 所長の高橋俊成氏からは「菊正宗におけるサステ

イナブルな取組み」と題して、樽酒製造に欠かせない製樽技術と、丹波杜氏伝承の技であ

る「生酛（きもと）造り」を中心に、菊正宗酒造株式会社における伝統技術を継承する活

動についてお話しいただきました。近年、時代の変化から樽酒の需要が減少し、樽職人も

減少していることから、菊

正宗酒造株式会社では伝統

技術の継承のために、社内

で樽職人の後継者を育成し

ながら製樽事業に取り組ま

れていることや、地域貢献

活動として、樽づくりの過

程で出てきた樽の削りカス

（ウッドチップ）を六甲山

の登山道に散布することで

登山道を保全する活動をさ
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れていることなどを紹介されました。また、江戸時代に開発された日本酒の伝統的な製法

である生酛造りについても、丹波杜氏伝承の技術を後世に継承するため、社内で醸造責任

者（杜氏）を育成されていることや、杜氏の舌に頼ってきた生酛造りを科学的に分析する

研究を進められていることなどを紹介されました。 

※樽酒…木製の樽で貯蔵し、木の香りがついた清酒のこと。 

※生酛造りの工程についてお知りになりたい方は、菊正宗酒造株式会社サイ 

ト「生酛造り 自然の力と人の手が醸す伝承の技」をご覧ください。             

（https://www.kikumasamune.co.jp/kimoto/about/index.html） 

  

白鶴酒造株式会社 専務取締役執行役員 生産本部長の櫻井一雅氏からは、「米から見た

日本酒、ビッグブランド「まる」の誕生秘話」と題してお話しいただきました。講演で

は、はじめに酒米についてお話しいただき、1923 年に兵庫県立農業試験場（現 兵庫県立

農業水産技術総合センター）で誕生した日本の酒米の代表といわれる兵庫県産山田錦につ

いて、白鶴酒造株式会社が 1995 年から 10 年近くの歳月をかけて開発した酒米「白鶴錦」

について、品種改良の点からみて兄弟関係にある両者の違いについてお話しいただきまし

た。続いて、1981 年に発売を開始され、現在も白鶴酒造株式会社の代表的なブランドの 1

つである紙パック酒「まる」の開発秘話を紹介されました。洋風化する家庭料理に合う日

本酒を開発することと、アルコール分の低い日本酒を開発することの 2 点について検討

されたといい、特に紙パック酒

は、リサイクルなどの点でサス

テイナブルな社会に適した商品

であると紹介されました。最後

に櫻井氏は、白鶴酒造株式会社

における炭酸ガス排出削減の取

組「トップランナー機器（エネ

ルギー消費効率が最も高い製

品）の採用」「太陽光発電の導

入」「モーダルシフト転換」に

https://www.kikumasamune.co.jp/kimoto/about/index.html
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取り組まれていることや、商品資材についても環境に配慮したものを使用されていること

を紹介されました。 

※モーダルシフト…トラック等の自動車で行われている貨物輸送を、環境負荷の小さい鉄

道や船舶の利用に転換すること。 

※「白鶴錦」については、白鶴酒造株式会社サイト「オリジナル酒米『白鶴錦』」をご

覧ください。（https://www.hakutsuru.co.jp/community/hakutsurunishiki/） 

 

政策科学研究所の牧慎太郎特任教授からは、「お酒と持続可能な地域づくり」と題した

講演がありました。牧特任教授は講演の冒頭で、東京一極集中が進む我が国において、独

立行政法人酒類総合研究所は東京都から移転して広島県にあること、日本酒の酒蔵は兵庫

県や京都府をはじめ全国各地に分散し、歴史が長く、地域との信頼関係も厚いことを挙

げ、決して東京中心にはなっていないことを強調し、「東京は、震災やパンデミックにも

脆弱であり、東京一極集中という危うい現状を何とか変えていかなければいけない。食糧

やエネルギーを一定程度地域でまかなえるサステイナブルな地域づくりを進めていくとき

に、酒造りはヒントを与えてくれるのではないかと思う」と述べ、都市地域から過疎地域

等に移住して地域協力活動をする「地域おこし協力隊」には日本酒に関わっている人が多

いことや、地域の中でつくられたものやサービスを返礼品とする「ふるさと納税」では、

日本酒を返礼品にしている自治体が多いことを挙げました。また、原材料を地元産にこだ

わり、循環型農業を応援し、地域に貢献する酒蔵の事例を挙げ、環境や地域経済の持続可

能性を高める酒造りが消費者の共感

を呼んでいることを紹介しました。

最後に牧特任教授は「持続可能な酒

造りの育成は、地域経済の活性化と

つながりが深いと感じている。これ

からのサステイナブルな社会の形成

に向けて、酒造りに学ぶところは非

常に大きいと思う」と述べました。 

https://www.hakutsuru.co.jp/community/hakutsurunishiki/
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関西学院大学国際学部の木本圭一教

授からは、「関学日本酒振興プロジェ

クトの実践例と効果的な取り組み」と

題して、ご講演いただきました。木本

教授のゼミでは、学生が留学中（国際

学部では留学が必須）に、日本食文化

や日本酒についてよく尋ねられていた

ことや、 2013 年度のゼミ 2期生が西

宮の産業振興をテーマにしたビジネス

アイデアコンテストで「日本酒をジン

ジャーエールで割って飲みやすくしたカクテルを広める」という内容で準優勝した一方

で、審査員から「学生は、アイデアは出すが実施に至らない」というコメントが出たこ

と、また、審査員の中に有力酒蔵の責任者がいたことなどをきっかけに、2014 年度から

会計学の学びに加えて、若者への日本酒の訴求と日本酒カクテルの販売・推進を目的とし

た「関学日本酒振興プロジェクト」を実践されています。講演では、当初は日本酒に馴染

みのなかったゼミ生やプロジェクトに参加した学部生が、プロジェクトを推進していく中

で、卒業時には日本酒に馴染んできていることなどを紹介されました。木本教授は、日本

酒に馴染むために最も大きな効果を生む事柄に「日本酒の造り手の矜持を知ること」を挙

げ、「若者への日本酒の振興で最も重要な点は、味・価格で工夫するという方向性もあり

得るが、末永い飲用につなげるには、日本酒が『酔うためだけのアルコールの 1 つ』とい

うポジショニングではなく、『日本酒は日本食文化を体現するもの』あるいは『最高峰で

ある』と言って良いと思う。それを分かった上で、かつ一番大事なことは、造り手の矜持

を直接蔵で聞くことではないかと思う。そして、杜氏の矜持を知った上で杯を傾け、『日

本食文化を飲んでいるのだ』という気持ちがあれば、日本酒に対して、もっとハードルが

下がるのではないか。あるいは、日本酒を飲むときの飲み心地が変わってくると思う。も

う 1つは、マリアージュとしてお酒を飲むということが非常に大事ではないか」と提言さ

れました。 
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第 3部 パネルディスカッション 

 

パネルディスカッションでは、まず、討論者の政策科学研究所の中村稔特任教授から

「脱炭素社会と日本酒文化」と題した講演がありました。講演の中で中村特任教授は、脱

炭素社会を考える際の根本的な視点や国際情勢に触れた上で、地球環境のみならず地域的

な環境の維持にも重要な役割を果たす農林業や水源管理と深く関わる日本酒造りがサステ

イナブルな社会に対して有する意義に触れました。さらに、日本の風土が米の文化を生

み、伝統行事にはその米を原料とする日本酒が用いられることや、こうした「文化として

の日本酒」が日本文化の大きな発信力となっていることに言及しました。 

中村特任教授は、「日本酒造りは、非常に手間がかかり、繊細な作業が必要で、日本人の

勤勉な国民性の賜物と言える。おそらく、酒造りの現場を見た海外の人たちは、『すごい

な』と思いながら本国に帰り、『日本に行って、美味しい日本酒を飲んだ。日本はすごい

国だ』と日本のファンになってくれるだろう。こうして『大好きな日本に向かって鉄砲を

撃ちたくない』という海外の人が、1 人でも 2 人でも増えることが、実は日本を守るこ

とになる。1890 年にトルコの軍艦・エルトゥールル号が和歌山沖で遭難した際、当時の

日本人は不眠不休で救助活動を行った。トルコの人たちは、そのことを覚えていて、その

約 100 年後、イラン・イラク戦争が

起きた際にイランに取り残された日

本人を助けてくれた。ひょっとした

ら、こういったソフトパワーがわれ

われだけでなく将来の世代を守って

くれることになるかも知れない。ソ

フトパワーの力を侮ってはいけな

い。日本酒や日本文化は、その力の 

1 つだと思う」と言葉に力を込めま

した。 
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  講演後に行われたパネルディスカッションでは、中村特任教授から 4 名のパネリスト

の方々に向けて質問をされ、活発な議論が行われました。パネルディスカッションの最後

には、1人ずつ日本酒への思いを話され、会場では頷きながら言葉に耳を傾ける参加者の

姿が見られました。 

最後に、政策科学研究所長の田中隆教授から閉会の挨拶がありました。田中所長は

「『サステイナブルな社会と日本酒の世界』と題しての本日のシンポジウムは、灘五郷に

代表される豊かでサステイナブルな環境で育まれた、サステイナブルを前提とした高い伝

統技術の継承と、イノベーションに取り組んできた酒

造業の姿、持続可能な地域づくりと大学教育などで大

きな貢献をもたらす酒造業や日本酒振興の可能性、サ

ステイナブルな社会経済発展への酒造業の役割、日本

酒の文化影響力などといった日本酒の世界について、

専門家と実務家の先生方によるご講演とパネルディス

カッションの構成でお送りした。日常の世界で私たち

を和ませ、神事や儀礼のような非日常の神の世界で、
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私たちを気高く律してくれる日本酒は、今までも、これからも私たちの生活や文化、価値

観をつくってくれる存在感であるとともに、サステイナブルな世界をもたらしてくれるも

のである。本日のシンポジウムから、この日本酒の世界を知ることで、本当の意味で腑に

落ちるサステイナブルな社会への道筋を少しでもみなさまに示すことができたなら、主催

者として大変嬉しく思う」と述べ、関係者の方々に感謝の言葉を送り、シンポジウムを締

めくくりました。 
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＞＞ シンポジウムレポート 第 3 回「共生と芸術文化」 

 

（1）趣旨 

 日本社会には、言語や文化の均質性が高いことで、社会のグローバル化に対して適応が難

しいという特色があります。社会のグローバル化が進むと、異文化との出合いが増えること

で、人々の誤解や衝突が避けられなくなります。そのため「互いに分かり合えない」という

前提にたったコミュニケーションが重要になります。芸術文化の有効活用には、異文化間や

日常と非日常の間にある障壁（バリア）を効果的に緩和・解消することを期待できます。い

うまでもなく、経済活動にとってもこれは有効に作用します。本シンポジウムでは、芸術文

化施設、社会・政策支援の中長期的連携に着目しつつ、グローバル社会等における芸術文化

の社会的貢献について考えました。 

 

（2）当日レポート 

2024 年 3 月 10 日（日）、AI・HALL伊丹市立演劇ホール（兵庫県伊丹市）において、

兵庫県立大学政策科学研究所主催、芸術文化観光専門職大学、兵庫県立美術館、関西学院

大学産業研究所、第 22 回知の創造シリーズフォーラム（兵庫県立大学社会貢献部地域貢

献課）共催で「兵庫県立大学政策科学研究所第３回シンポジウム『共生と芸術文化－持続

可能社会の実現のために－』」を開催しました。 

 政策科学研究所では、「サステイナブルで豊かな社会の実現への貢献」を主なテーマ

に、兵庫県立大学 SDGs宣言に対応した活動を展開しています。その中で、本学の各組

織、他大学・研究機関、政府・自治体、企業と連携して、最新の知見を取り入れた専門家

や実務家が登壇するシンポジウム等を開催し、一般の方々も含めて多くの方々に質の高い

情報を提供しています。そして、文理融合や人文知、社会知の融合等の取組により、

SDGs の実現に向かいたいと考えています。 

 今年度 3 回目は、芸術文化の性質を社会生活に組み込むような施策が、これからの社会

においてますます重要になると考えられることから、芸術文化の性質が社会生活で活用さ

れることのメリットに注目し、日常生活では気が付きにくい演劇などの芸術文化のもつ社

会的貢献、美術館等芸術施設の取組、欧州地域に展開する芸術文化支援や各種イベントな

どの解説を通じて、芸術文化政策の現在や今後の可能性について検討が行われました。 
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はじめに、関西学院大学産業研究所の豊原法彦所

長から開会の挨拶がありました。豊原所長は「兵

庫県というのは、北は日本海、南は淡路島、太平

洋に面しており、縦に 170km ほどある長い県土

となっている。そのような土地に生活があり、文

化があり、そこに根ざした芸術がいろいろと広が

っている」とし、「文化というと、各々が思って

いることが必ずしも一致するわけではなく、様々

な方々が様々な意見のもとで行動されている。バ

ックグラウンドも異なるが、どのような形でとも

に協働、共生し、そして新たなものをつくってい

くのかということが今後の課題になってくる。今日は様々な観点から、多方面の先生方の

お話があり、パネル討論もあるので、それらを聞いていただき、考えを深めていただけた

らと思う」と挨拶されました。 

 

第１部 基調講演 

 

基調講演では、芸術文化観光専門職大学の平田オリザ学長が登壇され、「芸術文化によ

る対話型社会の構築を目指して」と題し、今後の日本社会で鍵となる、芸術文化の社会包

摂的な役割と、芸術の多様性が生み出す対話の重要性についてご講演いただきました。 

講演の中で平田学長は、ヨーロッパの多くの美術館やコンサートホールなどで月 1回行わ

れている、ホームレスの人々をコンサートや美術展などに招待し、これらの活動を通じて

生きる気力や働く意欲を取り戻してもらうという「ホームレスプロジェクト」や、失業者

割引があることなどを取り上げ、「『社会的に立場の弱い人々を社会につなぎ止めておく

のに大きな力を発揮するのが芸術である』というのがヨーロッパにおける共通の理念であ

り、社会包摂というのは、資本主義でもなく福祉のばらまきでもない第 3の道である。お

そらくこれ以外に 21 世紀の先進国が進む道はないのではないか」と話されました。 

また、平田学長は「日本は特に芸術文化の分野に弱く、世界の先進国の中で最も人間が孤
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立しやすい社会であ

る」と指摘され、

「日本は『失業は自

己責任である』とし

て、これまで失業者

を切る政策をしてき

たが今は決して自己

責任のみではない」

とし、「失業した方

が平日の昼間に劇場に来てくれたら『落ち込んでいるときほど、アートが大事だよね』

『新しい発想でまた働く道を探そうね』、生活保護世帯の親子が劇場に来てくれたら『生

活が大変なのによく来てくれたね』と声をかけるような社会に変えていかなければいけな

い。これを『文化による社会包摂』と呼ぶ。失業した方々にこそ演劇や音楽が届く社会、

困難な世帯にこそ芸術が届く社会をつくっていくべきではないか」と呼びかけられまし

た。また、働き方改革や子育て支援といった社会問題についても言及され、「人々が生活

を楽しみ、文化を享受できる社会をつくるときに芸術文化が果たす役割は非常に大きい」

と話されました。 

 

※社会包摂（ソーシャル・インクルージョン：Social Inclusion）…誰もが排除されず、

国民 1 人ひとりが社会の構成員として平等に参加できる機会を持つことを指す。 

 

基調講演のもう１つのテーマである対話について、会話が「親しい人同士のおしゃべ

り」であるのに対して、対話は「知らない人との間の情報交換や、知っている人同士の価

値観が異なるときの擦り合わせ」であるとし、「日本では長らく稲作文化のもと強固な共

同体をつくり、その中であまり話をしなくても以心伝心で伝わるようなコミュニケーショ

ン『ハイコンテクストな社会』を育んできた。それに対してヨーロッパは、異なる価値

観、文化、宗教を持つ人たちが暮らしているので『自分が何者で、何を愛し、何を憎み、

どんな能力でもって社会に貢献できるか』をきちんと言葉にして説明しないといけない
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『ローコンテクストな文化』である。特に多民族国家は、きちんと説明しないと通じない

のでローコンテクストな文化になる」と説明されました。そして、国際化が進む日本にお

いて、日本人も対話力を身につけなければならないと言及され、「自分の文化を押し付け

ず、他者の文化を許容する。他の異なる価値観や宗教と出会ったときの喜びを少しでも見

出すような教育を私たちはしていかないといけないのではないか」と提言されました。 

  

第２部 講演 

 

講演では、３名の方々にご登壇いただきました。まず、2023 年 4月に兵庫県立美術館館

長に就任された林洋子氏にご登壇いただき、「兵庫県立美術館は、時代と地域と「共生」

できるか？」と題して、兵庫県立美術館が旧兵庫県立近代美術館時代の 1989 年から継続

して行われている「美術の中のかたち―手で見る造形展」や、2023 年から開始された手話

通訳や要訳筆記付きの「ゆっくり解説会」の取組など、地域との共生に向けた取組につい

てご講演いただきました。 

 林氏は、兵庫県立美術館の現在の課題に「地域との連携」を挙げられ、「今までの『展
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示室の中でお宝を見せる』という昭和的な美術館の在り方ではなく、美術館と地域との連

携を果たしていくということがあるとすると、県境をはじめ、国立・公立・私立という設

立母体や、動物園・水族館といった館種を超えた連携、アジア等海外の文化施設との連

携、文化観光や文化経済といったものとの連携もある」と話されました。また、公立美術

館であることから、過去 2 年間、7 月に実施された『プレミアム芸術デー』という県立の

文化施設を無料でオープンするといった兵庫県全体の取組への参画や、施設利用のバリア

を低くしていく経済的な問題への対応、一時保育の実施など、文化施設へのアクセシビリ

ティを高める取組をされていることを紹介されました。「ゆっくり解説会」の取組につい

ては、聴覚障害の方だけでなく、高齢の方や非日本語話者の方にも分かりやすいと好評を

得られたことから、当面年 4回程度開催されることを紹介されました。最後に林氏は「当

館らしい身の丈にあった『何か』を継続し、展開していくことが兵庫県立美術館の『共

生』の現在であるので、ぜひ一度、足を運んでいただきたい」と講演を締めくくられまし

た。 

芸術文化観光専門職大学の小林瑠音専任講師からは、「英国アーツカウンシル：創設者

ジョン・メイナード・ケインズの理念を中心に」と題して、アーツカウンシルとは何か、

英国アーツカウンシルの創設者である経済学者ジョン・メイナード・ケインズ（John 

Maynard Keynes,1883-1946）の経歴、英国アーツカウンシル設立時から継承されているケ

インズの理念やメッセージについてご講演いただきました。 

 講演の中で小林専任講師は、アーツカウンシルとは、芸術文化事業に対する助成、評価

および助言を中心とした文化政策の執行を

担う専門機関のことを指し、日本において

も 2011 年以降に文化庁や独立行政法人日

本芸術文化振興会の主導のもと、全国規模

でアーツカウンシル制度が導入されている

と説明されました。また、ケインズは芸術

愛好家でもあり、私財を投じての公立劇場

の再建や美術館における展覧会の企画・運

営、美術家をはじめとしたアーティストへ
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の財政的な支援など、アートマネージャーとしても活動していたことを紹介されました。

これらの活動を通してケインズが得た教訓について小林専任講師は「ケインズは、『個人

の奉仕と善意に頼る民間の努力だけでは継続的な芸術支援活動は立ち行かない』という経

験を身を持って知った。『公的な資金と、継続的に運営がなされる公的な機関が必要であ

る』と、経験からアーツカウンシルの構想が生まれたのではないか」と話され、ケインズ

が残したアーツカウンシルの理念として、行政とは一定の距離間を保つべきであるとする

「半独立の機関＝アームレングスの原則」と、専門的な知見やデータに基づいてアドバイ

スをする「アドバイザー機能」の 2 点があることを紹介されました。 

 最後に小林氏は「それぞれの国・地域がカスタマイズしながら、こうした制度をつくっ

ていく必要があるのではないか。芸術領域を連携、横断するハブステーションの 1つとし

て、その役割を担う人材を育成していく機関として、共生社会づくりや持続可能なシステ

ム構築に貢献していくことが重要ではないかと考えている」と話されました。 

同志社大学経済学部の太下義之教授からは「欧州の文化事業と持続可能な社会」と題し

て、ヨーロッパの文化事業である欧州文化首都の事例から、共生または持続可能な社会の

ためにどのような取組がなされてきたのかの具体的な事例と、兵庫県への今後の文化政策

に関する提言についてご講演いただきました。 

 欧州文化首都とは、毎年 EU 加盟国の中から都市を選定し、年間を通じて様々な芸術文

化行事を開催する事業のことで、EU の「多様性の中の統合」という理念と密接に関連し

ており、域内の文化的共通性と多様性を同時に表現しようする特徴があるといいます。講

演ではオランダのロッテルダムやフランスのリール、オーストリアのリンツ、ドイツのエ

ッセンで行われた事例の紹介

がありました。 

 また、太下教授は、文化政

策に関する兵庫県への提言と

して 2 点挙げられ、「1つめ

は、芸術支援のための専門組

織であるアーツカウンシルを

兵庫県でも設立したらどう
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か。兵庫を中核として持続可能で豊かな社会を創造するということを構想しても良い段階

に来ているのではないか。もう 1つは、欧州文化首都を参考にしてつくられた『東アジア

文化都市』という、日本・中国・韓国の 3か国が毎年それぞれ『東アジア文化都市』を選

定し、3か国の 3都市が文化交流を行うという事業についてである。2014 年から始まり、

今年で 10 年目を迎え、今年は石川県が選定されていたが、残念ながら 1 月に発生した令

和 6年能登半島地震の影響で東アジア文化都市の返上を発表しており、日本では行われな

いことになっている。この東アジア文化都市の事業を兵庫で実施したら良いのではない

か。開催にあたっては、できれば但馬地域に芸術文化観光専門職大学があるので、ここを

中心に演劇祭を中核とする東アジア文化を開催してはどうかと思う」と提言されました。 

 

第３部 パネルディスカッション 

 

パネルディスカッションでは、政策科学研究所の中村稔特任教授の司会で「異質な他者

との接触と共生－芸術文化の社会的貢献－」をテーマに、これからの日本において芸術文
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化が他者理解や共生のために役割を果たす

べく必要な環境などについて、討論が行わ

れました。 

この中で、中村特任教授から、ポーラン

ドで保管されていた日本の浮世絵の膨大な

コレクションを展示するため両国の官民の

協力で古都クラコフに博物館が建てられた

経緯の説明があり、芸術文化が国際的な連

携を生むと同時にこうした連携の中で芸術

文化が他者理解や共生に貢献している事例

が示されました。また、兵庫県が在留外国人数全国 7位で多文化共生を標榜する地域であ

り、様々な芸術文化施設も充実していることが中村特任教授から紹介され、これを踏まえ

て、兵庫県における芸術文化の位置づけやその役割への期待についても討論が行われまし

た。 

最後に、政策科学研究所長の田中隆教授から閉会の挨拶がありました。田中教授は「古

来より社会には様々なバリア・障壁が存在してきたと言われている。例えば、平安時代以

前は巨大な障壁であった生きている者と死んでいる者の世界を、弘法大師・空海は、法事

や葬儀といった祭（まつり）という文化の 1 つの形で解消・克服したと言われている。こ

の偉大な例は、空海という人物の偉大さは言うまでもないが、社会の様々なバリア・障壁

を解消し、克服するのは、まさに文化や芸術であるということを教えてくれるものだと思

う。そして、その芸術文化の力は、われわれにサステイナ

ブルな世界をもたらしてくれるものと言えるのではないか

と思う。本日のシンポジウムから、持続可能な共生に向け

て、グローバル社会を含めた今後の社会におけるバリア・

障壁を解消していく芸術文化の社会的貢献の大きな可能性

を、少しでもみなさまに示すことができたなら、主催者と

して大変嬉しく思う」と述べ、関係者の方々に感謝の言葉

を送り、シンポジウムを締めくくりました。 
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＞＞＞地域経済指標研究会との連携 1  

 

兵庫ＤＣ2023 及びプレ兵庫ＤＣ2022 の経済波及効果について 
 

兵庫県立大学地域経済指標研究会 

 

 標記事業の経済波及効果について、主催者（兵庫デスティネーションキャンペーン推

進協議会）資料及び兵庫県立大学地域経済指標研究会推計資料をもとに、「平成 27 年兵

庫県産業連関表」を使用し、産業連関分析により経済波及効果（直接効果及び第 1 次間接

効果、第 2 次間接効果）を推計した。経済波及効果(生産誘発額等)の推計結果は下記のと

おりである。 

 

 兵庫ＤＣ2023 経済波及効果概要       プレ兵庫ＤＣ2022 経済波及効果概要 

（2023 年 7 月～9 月全国 JR ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ）     (2022 年 7 月～9 月 JR 西日本ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ) 

生産誘発額注 1)     ３１４億円              １４２億円 

付加価値誘発額注 2）    １７７億円               ８０億円  

就業者誘発数注 3）   ３，３３２人              １，５４４人 

注 1) 生産誘発額：売上額の合計で、生産をどれだけ誘発したかを示したもの 

注 2) 付加価値誘発額：（売上額－経費等）の合計で、生産活動の成果を示したもの 

注 3) 就業者誘発数：生産誘発額を就業者数(従業地ベース)に換算したもの 

 

兵庫ＤＣキャンペーン 2023 の経済波及効果概要       (単位：億円、人) 

項　　　目 DC(観光消費増分） DC（鉄道分） 観光消費額 備　　　考

生産誘発額 1,658 314 4,951 経済効果(売上額の合計）

　直接効果 1,128 213 3,369 最終需要額(鉄道分観光消費増加額)

　第一次間接効果 316 60 933 原材料消費から誘発効果

　第二次間接効果 214 41 649 民間消費支出による誘発効果

付加価値誘発額 937 177 2,316 （売上額－経費等）の合計

名目GDP 55,453 55,453 55,453 2022年度速報

名目GDP比（％） 1.69 0.32 4.18 　

就業者誘発数 17,605 3,332 50,800 個人業主、雇用者等

就業者数 2,453,151 2,780,000 2,453,151 従業地ベース

県内就業者比（％） 0.72 0.12 2.07 市民経済計算  

プレ兵庫ＤＣ2022 キャンペーンの経済波及効果概要     (単位：億円、人) 

項　　　目 ﾌﾟﾚDC(観光消費増分) ﾌﾟﾚDC（鉄道分） 観光消費総額 備　　　考

生産誘発額 750 142 4,043 経済効果(売上額の合計）

　直接効果 510 97 2,751 最終需要額(鉄道分観光消費増加額)

　第一次間接効果 144 27 761 原材料消費から誘発効果

　第二次間接効果 96 18 531 民間消費支出による誘発効果

付加価値誘発額 421 80 2,832 （売上額－経費等）の合計

名目GDP 55,453 55,453 55,453 2022年度速報

名目GDP比（％） 0.76 0.14 5.11 　

就業者誘発数 8,158 1,544 41,346 個人業主、雇用者等

就業者数 2,453,151 2,780,000 2,453,151 従業地ベース

県内就業者比（％） 0.33 0.06 1.69 市民経済計算  

調査協力 兵庫県立大学地域経済指標研究会 
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兵庫ＤＣ2023 及びプレＤＣ2022 の経済波及効果の概要 

 

兵庫デスティネーションキャンペーン推進協議会と JR グループは、2023 年 7 月から

9 月まで「兵庫デスティネーションキャンペーンを下記により開催した。 

・実施主体：兵庫デスティネーションキャンペーン推進協議会 

（県、観光関係団体、事業者など 39 団体） 

・キャッチフレーズ「兵庫テロワール旅－私の感動、その先へ。－」 

プレキャンペーン期間：2022 年 7 月 1 日～9 月 30 日 

※コロナ禍の中、感染防止のための様々な行動制限がない 3 年ぶりの夏 

キャンペーン期間：2023 年 7 月 1 日～9 月 30 日 

※新型インフルエンザ等感染症（２類相当）から５類感染症になった夏 

 

主催者資料及び兵庫県立大学地域経済指標研究会推計資料をもとに「平成 27 年兵庫県

産業連関表」を使用し、産業連関分析により経済波及効果（直接効果及び第 1 次間接効果、

第 2 次間接効果）を推計した。 

 

１ 最終需要額の推計 

観光消費額の推計(年度推計値)の項目別に推計した。 

① 交通費 

② 宿泊費・宿泊費（寮保養所差額帰属計算） 

③ 飲食費その他 

④ 買物代（商業マージン額） 

⑤ 旅行会社収入 

 

四半期別観光消費額の推計 

年度推計値（2019 年度～2022 年度）から四半期値推計（2019 年 4-6 月～2023 年 1-3 月） 

 四半期分割指標 

① 交通費：交通費消費額 

② 宿泊費・宿泊費（寮保養所差額帰属計算）：宿泊費消費額 

③ 飲食費その他：飲食費その他消費額 

④ 買物代（商業マージン額）：宿泊飲食その他消費額 

⑤ 旅行会社収入：観光消費額計 

 四半期別観光消費額（一次推計）＝消費単価（Ａ）×入込客数（Ｂ） 

  Ａ：観光庁「旅行・観光消費動向調査」観光・レクリエーション（2019 年 1-3 月 

～2023 年 7-9 月） 

兵庫県観光消費額：観光庁「旅行・観光消費動向調査」参考５表／参考４表で算出 

  Ｂ：兵庫県産業労働部「主要 66 施設入込状況」（2019 年 4 月～2023 年 9 月） 

・2023 年 4-6 月～2023 年 7-9 月は、補助系列の増減率で延長推計した。 

  観光消費額年度推計値：兵庫県観光振興課「観光動態調査報告」 
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表1-1　四半期別兵庫県内観光消費額
　 2019年 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 4-12月計

1 旅行会社収入 213 182 189 584
2 交通費 147,239 131,148 125,056 403,443
3 宿泊費 40,910 36,728 37,402 115,040
4 宿泊費（寮保養所差額帰属計算） 128 115 117 360
5 飲食費その他 142,965 117,964 129,303 390,232
6 買物代（商業ﾏｰｼﾞﾝ額） 23,832 19,929 21,590 65,351

観光消費産出額（名目） 355,287 306,066 313,657 975,010  
表1-2　四半期別兵庫県内観光消費額
　 2020年 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-12月計

1 旅行会社収入 68 2 8 57 135
2 交通費 51,791 5,823 21,664 179,207 258,485
3 宿泊費 45,645 9,456 33,173 26,090 114,364
4 宿泊費（寮保養所差額帰属計算） 143 49 173 136 501
5 飲食費その他 48,612 5,562 21,832 192,779 268,785
6 買物代（商業ﾏｰｼﾞﾝ額） 7,967 852 3,268 23,622 35,709

観光消費産出額（名目） 154,226 21,744 80,118 421,891 677,979  
 

表1-3　四半期別兵庫県内観光消費額
　 2021年 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-12月計

1 旅行会社収入 17 13 24 30 84
2 交通費 51,417 45,947 93,086 105,029 295,479
3 宿泊費 18,775 25,863 42,589 35,524 122,751
4 宿泊費（寮保養所差額帰属計算） 98 97 160 133 488
5 飲食費その他 50,988 42,655 76,686 115,187 285,516
6 買物代（商業ﾏｰｼﾞﾝ額） 6,971 6,590 11,539 15,077 40,177

観光消費産出額（名目） 128,266 121,165 224,084 270,980 744,495  
 

表1-4　四半期別兵庫県内観光消費額
　 2022年 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-12月計

1 旅行会社収入 15 26 28 34 103
2 交通費 45,466 103,284 106,246 120,633 375,629
3 宿泊費 39,209 36,086 49,607 44,879 169,781
4 宿泊費（寮保養所差額帰属計算） 147 123 170 154 594
5 飲食費その他 43,882 101,790 103,682 142,088 391,442
6 買物代（商業ﾏｰｼﾞﾝ額） 7,408 14,219 15,345 19,479 56,451

観光消費産出額（名目） 136,127 255,528 275,078 327,267 994,000  
 

表1-5　四半期別兵庫県内観光消費額
2023年 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-9月計

1 旅行会社収入 120 35 34 189
2 交通費 90,401 150,042 127,975 368,418
3 宿泊費 41,037 52,982 73,550 167,569
4 宿泊費（寮保養所差額帰属計算） 32 181 252 465
5 飲食費その他 93,427 130,122 116,595 340,144
6 買物代（商業ﾏｰｼﾞﾝ額） 13,581 18,636 18,447 50,664

観光消費産出額（名目） 238,598 351,998 336,853 927,449  
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表2-1 兵庫県内観光消費（最終需要額）推計 (単位：百万円）
2019年度 2020年 2021年 2022年 2023年
4-20年3月 1-12月 1-12月 1-12月 1-9月

1 旅行会社収入 1,167 135 84 103 189
2 交通費 488,471 258,485 295,479 375,629 368,418
3 宿泊費 141,917 114,364 122,751 169,781 167,569
4 宿泊費（寮保養所差額帰属計算） 445 501 488 594 465
5 飲食費その他 468,460 268,785 285,516 391,442 340,144
6 買物代（商業ﾏｰｼﾞﾝ額） 130,703 35,709 40,177 56,451 50,664

観光消費産出額（名目） 1,231,163 677,979 744,495 994,000 927,449
備考 感染前 感染拡大期 感染拡大期 感染緩和期 感染緩和期  

 

表2-2　兵庫県内観光消費（最終需要額）推計(2019年=100） (単位：ﾎﾟｲﾝﾄ)
2019年 2020年 2021年 2022年 22年-21年

    1-9月
1 旅行会社収入 100.0 11.6 7.2 8.8 1.6
2 交通費 100.0 52.9 60.5 76.9 16.4
3 宿泊費 100.0 80.6 86.5 119.6 33.1
4 宿泊費（寮保養所差額帰属計算） 100.0 112.6 109.7 133.5 23.8
5 飲食費その他 100.0 57.4 60.9 83.6 22.6
6 買物代（商業ﾏｰｼﾞﾝ額） 100.0 27.3 30.7 43.2 12.5

観光消費産出額（名目） 100.0 55.1 60.5 80.7 20.3
備考 感染前 感染拡大期 感染拡大期 感染緩和期 感染緩和期  

 

表3　兵庫県内観光消費（最終需要額）推計 比較基準値 (単位：百万円）

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 ﾌﾟﾚDCｷｬﾝﾍﾟｰﾝ DCｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

7-9月 7-9月 7-9月 7-9月 7-9月 22年7-9月 23年7-9月

1 旅行会社収入 182 8 24 28 34 4 10

2 交通費 131,148 21,664 93,086 106,246 127,975 13,160 34,889

3 宿泊費 36,728 33,173 42,589 49,607 73,550 7,018 30,961

4 宿泊費（寮保養所差額帰属計算） 115 173 160 170 252 10 92

5 飲食費その他 117,964 21,832 76,686 103,682 116,595 26,996 39,909

6 買物代（商業ﾏｰｼﾞﾝ額） 19,929 3,268 11,539 15,345 18,447 3,806 6,908

観光消費産出額（名目） 306,066 80,118 224,084 275,078 336,853 50,994 112,769

備考 感染前 感染拡大期 感染拡大期 感染緩和期 感染緩和期 最終需要額 最終需要額  
 

 

２ 経済波及効果の推計 

（１）2023 年 7-9 月の県内観光消費額の県内への経済波及効果 

経済波及効果は、関連資料や各種経済統計データにより、兵庫県内を対象に「平成

27 年兵庫県産業連表」により産業連関分析により推計した。 

2023 年 7-9 月の県内観光消費額の県内への経済波及効果（生産誘発額）は 1,335 億

円である。原材料費等経費を除いた付加価値誘発額は 524 億円、就業者誘発数は、8,265

人である。 

 鉄道入込比率は、調査データがないため、兵庫県産業労働部「兵庫県観光動態調査」(2010

年度まで）をもとに 2019 年度(コロナ禍前)まで延長推計し、関連資料等から直近 2022 年

度データを推計し、鉄道・路線バス比率(0.379)を推計した。鉄道利用分を区分するデータ

が得られないため、鉄道利用分を 1/2、その他 1/2 として、ＤＣキャンペーン鉄道利用分

経済波及効果推計に使用する鉄道比率（0.189）を推計した。 
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表4 利用交通機関別入込客数・鉄道入込比率

区分 2010年度 2015年度 2019年度 2022年度 備考

調査推計 推計 推計 試算 2019年度比

1 JR・私鉄・路線バス 35,980 41,228 48,165 43,349 0.90

2 貸し切りバス 14,174 16,492 19,268 16,162

3 自家用車 65,853 75,142 87,786 73,635

4 その他 7,676 5,894 6,887 54,993

計 123,683 138,756 136,508 114,503 0.84
JR・私鉄・路線バス比率 0.291 0.297 0.353 0.379
鉄道比率(1/2) 0.145 0.149 0.176 0.189

（出所）兵庫県産業労働部「兵庫県観光動態調査」(2010年度まで）  
 

 

（２）県内観光消費額の県内への経済波及効果概要 

2022 年 7-9 月及び 2023 年 7-9 月の県内観光消費の経済波及効果推計値×鉄道利用率(推

計値)により鉄道利用比率を乗じて兵庫ＤＣキャンペーン(鉄道利用分)の経済波及効果を

「平成 27 年(2015 年)兵庫県産業連関表」を用いた産業連関分析により試算した。 

兵庫ＤＣ2023 概要（2023 年 7 月～9 月全国 JR キャンペーン） 

2023 年 7-9 月期の観光消費額は、3,369 億円で、キャンペーン期間分の観光消費は、2021

年 7-9 月期と比べ 1,128 億円増加し、そのうちの鉄道利用分を推計した。 

県内への経済波及効果（生産誘発額）は 314 億円である。付加価値誘発額は 177 億

円（2023 年度県内ＧＤＰ速報 0.32％）、就業者誘発数は、3,332 人である。 

また、税収効果（国県市町税計試算値）は、37 億円である。 

表5 兵庫DＣキャンペーン(2023年7-9月期)の経済波及効果概要 （単位：億円、人）

項　　　目 DC(観光消費増分） DC（鉄道分） 観光消費額 備　　　考

生産誘発額 1,658 314 4,951 経済効果(売上額の合計）

　直接効果 1,128 213 3,369 最終需要額(鉄道分観光消費増加額)

　第一次間接効果 316 60 933 原材料消費から誘発効果

　第二次間接効果 214 41 649 民間消費支出による誘発効果

付加価値誘発額 937 177 2,316 （売上額－経費等）の合計

名目GDP 55,453 55,453 55,453 2022年度速報

名目GDP比（％） 1.69 0.32 4.18 　

就業者誘発数 17,605 3,332 50,800 個人業主、雇用者等

就業者数 2,453,151 2,780,000 2,453,151 従業地ベース

県内就業者比（％） 0.72 0.12 2.07 市民経済計算

税収効果 195 37 584 試算

備考 0.189 鉄道利用率(2022研究会推計）  

 

プレ兵庫ＤＣ2022 概要(2022 年 7 月～9 月 JR 西日本キャンペーン)  

2022 年 7-9 月期の観光消費額は、2,751 億円で、キャンペーン期間分の観光消費は、2021

年 7-9 月期と比べ 510 億円増加し、そのうちの鉄道利用分を推計した。 

県内への経済波及効果（生産誘発額）は 14２億円である。付加価値誘発額は 8０億

円（2022 年度県内ＧＤＰ速報 0.14％）、就業者誘発数は、1,544 人である。 

また、税収効果（国県市町税計試算値）は、17 億円である。 
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表6  兵庫プレDＣキャンペーン(2022年7-9月期)の経済波及効果概要 （単位：億円、人）

項　　　目 ﾌﾟﾚDC(観光消費増分) ﾌﾟﾚDC（鉄道分） 観光消費総額 備　　　考

生産誘発額 750 142 4,043 経済効果(売上額の合計）

　直接効果 510 97 2,751 最終需要額(鉄道分観光消費増加額)

　第一次間接効果 144 27 761 原材料消費から誘発効果

　第二次間接効果 96 18 531 民間消費支出による誘発効果

付加価値誘発額 421 80 2,832 （売上額－経費等）の合計

名目GDP 55,453 55,453 55,453 2022年度速報

名目GDP比（％） 0.76 0.14 5.11 　

就業者誘発数 8,158 1,544 41,346 個人業主、雇用者等

就業者数 2,453,151 2,780,000 2,453,151 従業地ベース

県内就業者比（％） 0.33 0.06 1.69 市民経済計算

税収効果 88 17 478 試算

備考 0.189 鉄道利用率(2022研究会推計）

(資料)兵庫県統計課(2019)「平成27年兵庫県産業連関表」  
 

その他 デスティネーションキャンペーンの効果と課題 

デスティネーションキャンペーンは、JR グループ旅客 6 社（JR 西日本ほか）と指定さ

れた自治体、地元の観光事業者等が共同で実施する大型観光キャンペーンである。1 年前

に予行演習を兼ねて「プレ DC」を開催し、観光需要の底上げをはかる。 

兵庫県では、「あなたに会いたい兵庫がいます」をキャッチフレーズに 2009 年 4 月～6

月開催し、今回の DC は、14 年ぶりの 2 回目の開催である。DC の成果であるアフターDC で

は、旅行市場における観光地の認知度向上や観光需要の底上げなどである。 
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（参考）経済波及効果推計に関連する用語 

① 産業連関表 

域内経済において一定期間（１年間）に行われた財貨、サービスの産業間の取引関

係を示した一覧表である。産業連関表から作成された各種係数を用いた産業連関分析

により経済波及効果の測定を行うことができる。 

②経済波及効果 

  直接効果（最終需要額）に間接波及効果（第一次間接波及：原材料からの波及、第二

次間接波及：消費支出からの波及）を加算した額 

③直接効果（最終需要額） 

  需要発生額で事業実施経費、施設維持経費、家計消費支出などの支出のうち各産業部

門にもたらされた金額。 

④間接効果 

  直接効果に間接波及効果（第１次間接効果：原材料からの波及、第２次間接効果：消

費支出からの波及）を加算した額 

⑤ 付加価値誘発効果 

 生産誘発額のうち、生産に要した原材料やサービスなどの中間投入額を控除したもので、

雇用者報酬、営業余剰などである。一定期間における付加価値の合計額がＧＤＰである。 

⑥ 雇用誘発効果 

経済波及効果を雇用（就業者数、雇用者数）に換算したもので雇用表等を用いて推

計する。 

 就業者：個人業主（個人経営の事業主）、家族従業者（個人業主の家族）及び雇用者 

雇用者：就業者のうち、常用雇用者及び臨時・日雇 

図1 産業連関表の概略
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 兵庫県／平成 27 年（2015 年）兵庫県産業連関表（概要・統計表編）  (hyogo.lg.jp) 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/ac08_2_000000014.html
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統計表1　兵庫県内観光消費（2023年7-9月）の県内経済波及効果 （単位：百万円、人）

部門
最終需要額 生産誘発額

付加価値誘発
額

就業者誘発数 雇用者誘発数

1 農業 0 391 177 107 17

2 林業 0 44 33 7 5

3 漁業 0 259 134 25 7

4 鉱業 0 41 16 1 1

5 飲食料品　　　　　　　 0 3,589 1,202 133 127

6 繊維製品 0 62 23 11 8

7 パルプ・紙・木製品 0 266 87 13 10

8 化学製品 0 203 67 4 4

9 石油・石炭製品 0 428 73 5 5

10 プラスチック・ゴム製品 0 152 56 7 7

11 窯業・土石製品 0 62 29 2 2

12 鉄鋼 0 43 8 0 0

13 非鉄金属 0 13 3 0 0

14 金属製品 0 126 54 8 6

15 はん用機械 0 32 14 1 1

16 生産用機械 0 33 14 1 1

17 業務用機械 0 76 28 3 3

18 電子部品 0 30 11 1 1

19 電気機械 0 126 43 3 3

20 情報通信機器 0 68 23 2 2

21 輸送機械  　　　　　 0 224 69 6 6

22 その他の製造工業製品 0 270 109 21 16

23 建設 0 677 300 59 45

24 電力・ガス・熱供給　 0 4,906 1,513 32 32

25 水道　　 0 1,100 517 19 19

26 廃棄物処理 0 1,535 942 98 95

27 商業 6,908 12,196 8,085 1,959 1,788

28 金融・保険 0 3,437 2,217 153 151

29 不動産 0 8,698 7,313 140 124

30 運輸・郵便 34,899 39,152 25,225 2,824 2,705

31 情報通信 0 1,746 915 66 59

32 公務 0 275 193 15 15

33 教育・研究 0 828 603 65 59

34 医療・福祉 0 1,341 813 139 132

35 他に分類されない会員制団体 0 606 347 82 78

36 対事業所サービス 0 6,800 4,060 813 686

37 対個人サービス 70,962 74,807 38,048 10,778 8,972

38 事務用品 0 294 0 0 0

39 分類不明 0 830 355 2 2

40 合計 112,769 165,769 93,720 17,605 15,194
(出所）兵庫県統計課(2019)「平成27年兵庫県産業連関表」   
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統計表2　兵庫県内観光消費（2022年7-9月）の県内経済波及効果 （単位：百万円、人）

部門
最終需要額 生産誘発額

付加価値誘発
額

就業者誘発数 雇用者誘発数

1 農業 0 185 83 50 9

2 林業 0 21 16 3 2

3 漁業 0 123 63 12 3

4 鉱業 0 19 7 0 0

5 飲食料品　　　　　　　 0 1,697 568 63 60

6 繊維製品 0 28 10 4 3

7 パルプ・紙・木製品 0 121 40 5 4

8 化学製品 0 94 31 1 1

9 石油・石炭製品 0 183 31 2 2

10 プラスチック・ゴム製品 0 70 26 3 3

11 窯業・土石製品 0 29 13 1 1

12 鉄鋼 0 19 3 0 0

13 非鉄金属 0 6 1 0 0

14 金属製品 0 57 24 3 3

15 はん用機械 0 14 6 0 0

16 生産用機械 0 15 6 0 0

17 業務用機械 0 35 13 1 1

18 電子部品 0 14 5 0 0

19 電気機械 0 57 19 1 1

20 情報通信機器 0 31 10 0 0

21 輸送機械  　　　　　 0 92 28 3 3

22 その他の製造工業製品 0 124 50 10 8

23 建設 0 298 132 26 20

24 電力・ガス・熱供給　 0 2,273 701 15 15

25 水道　　 0 511 240 8 8

26 廃棄物処理 0 711 436 45 45

27 商業 3,806 6,252 4,145 1,005 916

28 金融・保険 0 1,526 985 68 67

29 不動産 0 3,888 3,269 63 55

30 運輸・郵便 13,164 15,010 9,671 1,083 1,037

31 情報通信 0 799 419 30 27

32 公務 0 120 84 7 7

33 教育・研究 0 370 269 28 26

34 医療・福祉 0 597 362 61 59

35 他に分類されない会員制団体 0 274 157 38 35

36 対事業所サービス 0 3,050 1,821 365 307

37 対個人サービス 34,024 35,774 18,195 5,154 4,291

38 事務用品 0 133 0 0 0

39 分類不明 0 360 154 0 0

40 合計 50,994 74,978 42,097 8,158 7,019
(出所）兵庫県統計課(2019)「平成27年兵庫県産業連関表」   
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統計表3　兵庫県内DC観光消費（2023年7-9月鉄道使用分）県内経済波及効果 （単位：百万円、人）

部門
最終需要額 生産誘発額

付加価値誘発
額

就業者誘発数 雇用者誘発数

1 農業 0 74 33 20 3

2 林業 0 8 6 1 1

3 漁業 0 49 25 5 1

4 鉱業 0 8 3 0 0

5 飲食料品　　　　　　　 0 679 227 25 24

6 繊維製品 0 12 4 2 2

7 パルプ・紙・木製品 0 50 16 2 2

8 化学製品 0 38 13 1 1

9 石油・石炭製品 0 81 14 1 1

10 プラスチック・ゴム製品 0 29 11 1 1

11 窯業・土石製品 0 12 5 0 0

12 鉄鋼 0 8 1 0 0

13 非鉄金属 0 3 1 0 0

14 金属製品 0 24 10 2 1

15 はん用機械 0 6 3 0 0

16 生産用機械 0 6 3 0 0

17 業務用機械 0 14 5 1 1

18 電子部品 0 6 2 0 0

19 電気機械 0 24 8 1 1

20 情報通信機器 0 13 4 0 0

21 輸送機械  　　　　　 0 42 13 1 1

22 その他の製造工業製品 0 51 21 4 3

23 建設 0 128 57 11 9

24 電力・ガス・熱供給　 0 929 286 6 6

25 水道　　 0 208 98 4 4

26 廃棄物処理 0 291 178 19 18

27 商業 1,308 2,309 1,530 371 338

28 金融・保険 0 651 420 29 29

29 不動産 0 1,646 1,384 27 23

30 運輸・郵便 6,606 7,411 4,775 535 512

31 情報通信 0 330 173 12 11

32 公務 0 52 37 3 3

33 教育・研究 0 157 114 12 11

34 医療・福祉 0 254 154 26 25

35 他に分類されない会員制団体 0 115 66 16 15

36 対事業所サービス 0 1,287 769 154 130

37 対個人サービス 13,432 14,160 7,202 2,040 1,698

38 事務用品 0 56 0 0 0

39 分類不明 0 157 67 0 0

40 合計 21,346 31,378 17,740 3,332 2,876
(出所）兵庫県統計課(2019)「平成27年兵庫県産業連関表」   
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統計表4　兵庫県内DC観光消費（2022年7-9月鉄道利用分）県内経済波及効果 （単位：百万円、人）

部門
最終需要額 生産誘発額

付加価値誘発
額

就業者誘発数 雇用者誘発数

1 農業 0 35 16 9 2

2 林業 0 4 3 1 0

3 漁業 0 23 12 2 1

4 鉱業 0 4 1 0 0

5 飲食料品　　　　　　　 0 321 108 12 11

6 繊維製品 0 5 2 1 1

7 パルプ・紙・木製品 0 23 7 1 1

8 化学製品 0 18 6 0 0

9 石油・石炭製品 0 35 6 0 0

10 プラスチック・ゴム製品 0 13 5 1 1

11 窯業・土石製品 0 5 3 0 0

12 鉄鋼 0 4 1 0 0

13 非鉄金属 0 1 0 0 0

14 金属製品 0 11 5 1 1

15 はん用機械 0 3 1 0 0

16 生産用機械 0 3 1 0 0

17 業務用機械 0 7 2 0 0

18 電子部品 0 3 1 0 0

19 電気機械 0 11 4 0 0

20 情報通信機器 0 6 2 0 0

21 輸送機械  　　　　　 0 17 5 1 1

22 その他の製造工業製品 0 24 9 2 2

23 建設 0 56 25 5 4

24 電力・ガス・熱供給　 0 430 133 3 3

25 水道　　 0 97 45 2 2

26 廃棄物処理 0 135 83 9 9

27 商業 720 1,183 785 190 173

28 金融・保険 0 289 186 13 13

29 不動産 0 736 619 12 10

30 運輸・郵便 2,492 2,841 1,831 205 196

31 情報通信 0 151 79 6 5

32 公務 0 23 16 1 1

33 教育・研究 0 70 51 5 5

34 医療・福祉 0 113 69 12 11

35 他に分類されない会員制団体 0 52 30 7 7

36 対事業所サービス 0 577 345 69 58

37 対個人サービス 6,440 6,772 3,444 976 812

38 事務用品 0 25 0 0 0

39 分類不明 0 68 29 0 0

40 合計 9,653 14,192 7,969 1,544 1,329
(出所）兵庫県統計課(2019)「平成27年兵庫県産業連関表」   
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統計表5　兵庫県内観光消費(2023年7-9月）県内経済波及効果 （単位：百万円、人）

部門
最終需要額 生産誘発額

付加価値誘発
額

就業者誘発数 雇用者誘発数

1 農業 0 1,077 487 295 50

2 林業 0 122 91 17 13

3 漁業 0 708 366 69 18

4 鉱業 0 121 47 3 3

5 飲食料品　　　　　　　 0 9,903 3,316 368 351

6 繊維製品 0 185 68 31 23

7 パルプ・紙・木製品 0 789 258 35 30

8 化学製品 0 584 193 11 11

9 石油・石炭製品 0 1,376 235 18 18

10 プラスチック・ゴム製品 0 448 166 21 19

11 窯業・土石製品 0 178 82 7 7

12 鉄鋼 0 137 24 1 1

13 非鉄金属 0 39 10 1 1

14 金属製品 0 373 158 23 20

15 はん用機械 0 99 41 2 2

16 生産用機械 0 102 43 4 4

17 業務用機械 0 225 82 10 10

18 電子部品 0 92 32 3 3

19 電気機械 0 384 131 10 10

20 情報通信機器 0 207 70 4 4

21 輸送機械  　　　　　 0 755 232 22 22

22 その他の製造工業製品 0 789 319 61 48

23 建設 0 2,103 932 183 138

24 電力・ガス・熱供給　 0 14,123 4,355 93 93

25 水道　　 0 3,139 1,475 56 56

26 廃棄物処理 0 4,374 2,684 280 273

27 商業 18,447 33,644 22,304 5,406 4,932

28 金融・保険 0 10,576 6,823 471 463

29 不動産 0 26,514 22,292 429 375

30 運輸・郵便 128,009 141,401 91,104 10,201 9,771

31 情報通信 0 5,174 2,713 194 177

32 公務 0 864 606 48 48

33 教育・研究 0 2,522 1,837 197 179

34 医療・福祉 0 4,104 2,489 426 405

35 他に分類されない会員制団体 0 1,806 1,036 246 231

36 対事業所サービス 0 20,727 12,376 2,480 2,090

37 対個人サービス 190,397 201,767 102,623 29,068 24,200

38 事務用品 0 883 0 0 0

39 分類不明 0 2,639 1,129 6 6

40 合計 336,853 495,053 283,231 50,800 44,105
(出所）兵庫県統計課(2019)「平成27年兵庫県産業連関表」   
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統計表6　兵庫県内観光消費(2022年7-9月）県内経済波及効果 （単位：百万円、人）

部門
最終需要額 生産誘発額

付加価値誘発
額

就業者誘発数 雇用者誘発数

1 農業 0 872 394 238 41

2 林業 0 99 73 14 11

3 漁業 0 572 296 56 15

4 鉱業 0 99 38 2 2

5 飲食料品　　　　　　　 0 8,010 2,682 297 284

6 繊維製品 0 151 56 25 18

7 パルプ・紙・木製品 0 644 211 29 25

8 化学製品 0 475 157 8 8

9 石油・石炭製品 0 1,131 193 15 15

10 プラスチック・ゴム製品 0 366 135 15 15

11 窯業・土石製品 0 144 67 5 5

12 鉄鋼 0 112 20 1 1

13 非鉄金属 0 32 8 0 0

14 金属製品 0 304 129 19 17

15 はん用機械 0 81 34 2 2

16 生産用機械 0 83 35 2 2

17 業務用機械 0 184 67 9 9

18 電子部品 0 75 26 2 2

19 電気機械 0 314 107 8 8

20 情報通信機器 0 170 57 4 4

21 輸送機械  　　　　　 0 623 191 19 18

22 その他の製造工業製品 0 644 260 49 40

23 建設 0 1,724 764 150 113

24 電力・ガス・熱供給　 0 11,490 3,543 76 76

25 水道　　 0 2,550 1,198 45 45

26 廃棄物処理 0 3,550 2,179 226 221

27 商業 15,345 27,701 18,364 4,450 4,060

28 金融・保険 0 8,665 5,590 384 380

29 不動産 0 21,704 18,248 350 307

30 運輸・郵便 106,274 117,260 75,550 8,459 8,104

31 情報通信 0 4,228 2,217 158 144

32 公務 0 709 497 38 38

33 教育・研究 0 2,064 1,504 161 146

34 医療・福祉 0 3,360 2,038 348 332

35 他に分類されない会員制団体 0 1,474 845 202 189

36 対事業所サービス 0 16,976 10,137 2,031 1,713

37 対個人サービス 153,459 162,734 82,770 23,444 19,517

38 事務用品 0 722 0 0 0

39 分類不明 0 2,169 928 5 5

40 合計 275,078 404,262 231,608 41,346 35,932
(出所）兵庫県統計課(2019)「平成27年兵庫県産業連関表」   
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　　（図2）兵庫県内DC観光消費（2023年7-9月）の県内経済波及効果
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＞＞＞地域経済指標研究会との連携 2 

 

兵庫県スポーツサテライト勘定の試算について 

 

                                  兵庫県立大学地域経済指標研究会  

 

１ スポーツサテライトアカウント（SSA）作成目的 

スポーツ産業は、1 つの産業からではなく、多くの産業によっているため、既存の統計によ

りスポーツ産業の経済規模を捉えることは困難である。そのため、スポーツ産業の経済規模を

測定するためのスポーツサテライトアカウント（SSA：Sports Satellite Account）の作成が必要

である。欧州では、SSA を開発し、スポーツ産業の経済規模を推計している。EU スポーツ経

済作業部会（EU Working Group on Sport & Economics）は、スポーツ産業統計の定義である

ヴィリニュス定義（The Vilnius Definition of Sport）で作成（2007 年 10 月）された。この定義よ

りスポーツ産業に該当する財・サービスを定義し、兵庫県民経済計算や兵庫県産業連関表を

用いて兵庫県版スポーツ GDP（付加価値）及びスポーツ産業の経済波及効果を試算した。 

 

（参考）スポーツの定義例：競争、肉体的鍛錬、レジャー  〔参考資料(2)〕 

A 競争(カードゲーム等) 

B 肉体的鍛錬（自転車ツーリング等） 

C レジャー（スポーツ観戦等）、AB（プロ野球等プロスポーツ） 

A・C（将棋、e スポーツ等）、B・C(オリエンテーリング等)、A・B・C（オリンピック等） 

 

２ 地域スポーツサテライト勘定の試算 

 下記統計資料により兵庫県版地域スポーツサテライト勘定及びスポーツ産業の経済波及効

果を試算した。 

・推計年次：2015 年、2019 年、2021 年及び 2022 年 

・推計資料：総務省「経済センサス-活動調査」、兵庫県「兵庫県民経済計算」、「四半期別兵

庫県内ＧＤＰ」、「兵庫県産業連関表」推計資料、参考資料 (3) など 

 

スポーツ関連部門(産業連関表部門)  〔参考資料(1)(3)〕 

・娯楽：興行場・興行団、公営競技、スポーツ施設提供業など 

・教育：スポーツ教育（小学校、中学校、高等学校及び大学の体育） 

・その他の製造工業製品：運動用品  

・衣服・身回品：スポーツウェア、一般衣料品（スポーツ目的に利用）  

・個人サービス：スポーツ・健康教授業（スイミングスクール、ヨガ教室等）、スポーツ振興くじ 

・その他：商業（商業マージン）、運輸業（運輸マージン）  

 

兵庫県民経済計算、兵庫県産業連関表推計資料及び日本版スポーツサテライトアカウント

推計資料（2018 年推計スポーツ部門比率）等により試算した。試算結果は次のとおり。(表 1) 

表1　スポーツ産業県内生産額（名目）試算 (単位：百万円） 2024/1/26

項目 2015年 2019年 2020年 2021年 2022年 備考

スポーツ産業県内生産額 484,997 484,955 414,386 455,654 505,570

県内スポーツＧＤＰ 307,913 307,103 263,620 289,014 320,556 付加価値額

県内総生産 21,535,229 22,265,240 22,627,284 22,265,240 22,627,284 付加価値額

GDPシェア（％） 1.43 1.38 1.17 1.30 1.42

(出所）兵庫県立大学地域経済指標研究会試算(2024.1)

        兵庫県統計課「四半期別県内GDP速報」  
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(1) 2015 年県内スポーツ産業生産額(ベンチマーク値) 

 2015 年兵庫県産業連関表県内生産額  

  全国スポーツ GDP 部門別スポーツ部門シェア(2018) 産業連関表作業分類 

  スポーツ GDP＝統合中分類(106 部門)県内生産額×部門別付加価値率 (2015)  

 スポーツ GDP＝統合中分類(106 部門)県内生産額×産業連関表部門別付加価値率 (2015)  

 

(2) 2019 年及び 2021 年県内スポーツ産業生産額 

2021 年＝2015 年値×補助系列部門別増減率（2019 年／2015 年、2021 年／2015 年） 

 兵庫県民経済計算確報県内産出額（2015 年度、2019 年度、2021 年度：36 部門） 

 スポーツ GDP＝統合中分類(106 部門)県内生産額×産業連関表部門別付加価値率 (2015)  

  

(3) 2022 年県内スポーツ産業生産額 

2022 年＝2015 年値×補助系列部門別増減率（2022 年／2015 年） 

 四半期別兵庫県内 GDP 速報生産側産出額（2015 年、2022 年度速報） 

スポーツ GDP＝統合中分類 (106 部門 )県内生産額×産業連関表部門別付加価値率

(2015)  

 

 コロナ禍前の第 9 回神戸マラソン(2019)の経済波及効果を比較した。(表 2) 

表2　神戸マラソン経済波及効果経済規模比較 (単位：百万円、％）

項目
第9回大会経
済波及効果

2019年兵庫県
ｽﾎﾟｰﾂGDP

構成比 備考

生産誘発額 8,002 484,955 1.6

付加価値誘発額 4,419 307,103 1.4

(出所）兵庫県立大学地域経済指標研究会推計(2020)  
 

３ 県内スポーツ産業の経済波及効果試算概要 

2015 年兵庫県産業連関表を用いて県内スポーツ産業の経済波及効果を推計した。生産

誘発額は、7,434 億円、付加価値誘発額 4,122 億円（県ＧＤＰ比 1.8％）、就業者誘発数 76,236

人である。(表 3) 

表3　2022年スポーツ産業の経済波及効果概要 （単位：億円、人）

項　　　目 兵庫県 備　　　考

生産誘発額 7,434 経済効果(売上額の合計）

　直接効果 5,056 最終需要額

　第一次間接効果 1,368 原材料消費から誘発効果
　第二次間接効果 1,010 民間消費支出による誘発効果
付加価値誘発額 4,122 （売上額－経費等）の合計
名目GDP 226,273 2022年速報
名目GDP比（％） 1.8 　
就業者誘発数 76,236 個人業主、雇用者等

(資料)兵庫県「平成27年兵庫県産業連関表」  
 

（参考資料） 

(1)（株）日本経済研究所(2020)「わが国スポーツ産業の経済規模推計～日本版スポーツサテ 

ライトアカウント 2010～2017 年推計」。 

(2)谷口昭彦（2020）「スポーツサテライト勘定の構築」、『産業連関』、第 27 巻第 1 号、環太平

洋産業連関分析学会。 

(3)(株 )日本政策投資銀行地域調査部 (2021)「わが国のスポーツ産業の経済規模推計～日

本版スポーツサテライトアカウント 2020～」。 
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統計表1 兵庫県スポーツ産業県内産出額 (単位：百万円） 2024/1/26

2015年 2019年 2020年 2021年 2022年 備考

部門 県内産出額 県内産出額 県内産出額 県内産出額 県内産出額

1 農業 243 269 291 329 245

2 林業 0 0 0 0 0

3 漁業 0 0 0 0 0

4 鉱業 0 0 0 0 0

5 飲食料品　　　　　　　 2,851 3,161 3,151 3,261 3,215

6 繊維製品 1,317 1,249 1,136 1,133 1,187

7 パルプ・紙・木製品 0 0 0 0 0

8 化学製品 2,504 2,765 2,694 2,930 3,274

9 石油・石炭製品 0 0 0 0 0

10 プラスチック・ゴム製品 26 27 24 28 30

11 窯業・土石製品 0 0 0 0 0

12 鉄鋼 0 0 0 0 0

13 非鉄金属 0 0 0 0 0

14 金属製品 0 0 0 0 0

15 はん用機械 0 0 0 0 0

16 生産用機械 0 0 0 0 0

17 業務用機械 3,465 3,650 3,686 4,117 4,409

18 電子部品 0 0 0 0 0

19 電気機械 0 0 0 0 0

20 情報通信機器 0 0 0 0 0

21 輸送機械  　　　　　 3,514 5,677 4,577 4,277 4,182

22 その他の製造工業製品 60,094 62,386 55,482 64,382 68,018

23 建設 1,765 1,843 2,064 2,138 2,129

24 電力・ガス・熱供給　 0 0 0 0 0

25 水道　　 0 0 0 0 0

26 廃棄物処理 0 0 0 0 0

27 商業 37,687 38,104 35,807 37,578 37,998

28 金融・保険 156 146 155 161 164

29 不動産 663 667 707 698 684

30 運輸・郵便 10,781 9,986 6,590 7,059 8,570

31 情報通信 9,443 9,406 8,926 9,203 8,006

32 公務 1,021 1,031 1,028 1,058 1,084

33 教育・研究 74,131 83,315 83,605 87,072 85,305

34 医療・福祉 10,285 11,181 10,677 11,211 12,177

35 他に分類されない会員制団体 10,680 12,540 11,915 11,777 12,645

36 対事業所サービス 3,925 4,453 4,338 4,241 4,731

37 対個人サービス 250,446 233,099 177,533 203,001 247,517

38 事務用品 0 0 0 0 0

39 分類不明 0 0 0 0 0

40 合計 484,997 484,955 414,386 455,654 505,570

(出所）兵庫県統計課(2019)「平成27年兵庫県産業連関表」等から推計  
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統計表２ 兵庫県スポーツ産業県内総生産 (単位：百万円） 2024/1/26

2015年 2019年 2020年 2021年 2022年 備考

部門 県内総生産 県内総生産 県内総生産 県内総生産 県内総生産

1 農業 153 169 183 206 154

2 林業 0 0 0 0 0

3 漁業 0 0 0 0 0

4 鉱業 0 0 0 0 0

5 飲食料品　　　　　　　 1,462 1,621 1,615 1,672 1,648

6 繊維製品 488 463 421 420 440

7 パルプ・紙・木製品 0 0 0 0 0

8 化学製品 1,279 1,412 1,376 1,497 1,672

9 石油・石炭製品 0 0 0 0 0

10 プラスチック・ゴム製品 13 13 12 13 14

11 窯業・土石製品 0 0 0 0 0

12 鉄鋼 0 0 0 0 0

13 非鉄金属 0 0 0 0 0

14 金属製品 0 0 0 0 0

15 はん用機械 0 0 0 0 0

16 生産用機械 0 0 0 0 0

17 業務用機械 1,259 1,326 1,340 1,496 1,602

18 電子部品 0 0 0 0 0

19 電気機械 0 0 0 0 0

20 情報通信機器 0 0 0 0 0

21 輸送機械  　　　　　 1,051 1,699 1,370 1,280 1,252

22 その他の製造工業製品 22,369 23,222 20,653 23,966 25,319

23 建設 773 808 904 937 933

24 電力・ガス・熱供給　 0 0 0 0 0

25 水道　　 0 0 0 0 0

26 廃棄物処理 0 0 0 0 0

27 商業 24,984 25,260 23,738 24,912 25,190

28 金融・保険 100 94 100 104 106

29 不動産 471 474 503 496 487

30 運輸・郵便 7,268 6,722 4,483 4,803 5,777

31 情報通信 4,085 4,080 3,880 4,007 3,462

32 公務 716 723 721 742 760

33 教育・研究 60,034 67,525 67,930 70,815 69,082

34 医療・福祉 5,764 6,266 5,983 6,282 6,824

35 他に分類されない会員制団体 6,124 7,190 6,832 6,753 7,251

36 対事業所サービス 2,584 2,948 2,886 2,807 3,115

37 対個人サービス 166,936 155,088 118,690 135,806 165,468

38 事務用品 0 0 0 0 0

39 分類不明 0 0 0 0 0

40 合計 307,913 307,103 263,620 289,014 320,556

(出所）兵庫県統計課(2019)「平成27年兵庫県産業連関表」等から推計  
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統計表3　2022年兵庫県スポーツＧＤＰの県内経済波及効果 （単位：百万円、人）

部門
最終需要額 生産誘発額

付加価値誘発
額

就業者誘発数 雇用者誘発数

1 農業 245 1,924 870 528 89

2 林業 0 200 149 28 21

3 漁業 0 1,405 726 136 37

4 鉱業 0 170 66 3 3

5 飲食料品　　　　　　　 3,215 17,275 5,784 641 611

6 繊維製品 1,187 1,534 566 251 185

7 パルプ・紙・木製品 0 2,217 726 100 84

8 化学製品 3,274 5,378 1,775 99 99

9 石油・石炭製品 0 1,251 214 14 14

10 プラスチック・ゴム製品 30 1,652 611 73 68

11 窯業・土石製品 0 523 243 19 18

12 鉄鋼 0 599 106 4 4

13 非鉄金属 0 255 63 5 5

14 金属製品 0 892 379 55 47

15 はん用機械 0 194 81 5 5

16 生産用機械 0 177 75 6 6

17 業務用機械 4,409 5,137 1,867 235 231

18 電子部品 0 272 95 10 10

19 電気機械 0 704 241 16 15

20 情報通信機器 0 323 108 7 7

21 輸送機械  　　　　　 4,182 5,082 1,562 144 142

22 その他の製造工業製品 68,018 70,410 28,435 5,398 4,335

23 建設 2,129 4,805 2,130 416 316

24 電力・ガス・熱供給　 0 20,670 6,374 137 137

25 水道　　 0 4,983 2,341 87 87

26 廃棄物処理 0 5,480 3,364 351 342

27 商業 37,998 63,212 41,905 10,159 9,266

28 金融・保険 164 15,204 9,808 676 667

29 不動産 684 38,213 32,129 617 541

30 運輸・郵便 8,570 25,589 16,487 1,844 1,767

31 情報通信 8,006 17,269 9,055 644 589

32 公務 1,084 2,233 1,566 122 122

33 教育・研究 85,305 89,043 64,867 6,959 6,328

34 医療・福祉 12,177 18,407 11,165 1,908 1,817

35 他に分類されない会員制団体 12,645 15,300 8,773 2,090 1,956

36 対事業所サービス 4,731 35,788 21,370 4,281 3,614

37 対個人サービス 247,517 264,890 134,729 38,161 31,771

38 事務用品 0 1,426 0 0 0

39 分類不明 0 3,314 1,418 7 7

40 合計 505,570 743,401 412,223 76,236 65,363
(出所）兵庫県統計課(2019)「平成27年兵庫県産業連関表」   
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＞＞＞地域経済指標研究会との連携 3 

 

兵庫県交流人口及び関係人口の推計について 

 

兵庫県立大学 地域経済指標研究会 

 

１「関係人口」と「交流人口」 

「関係人口」は、移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもな

い、地域や地域の人々と多様に関わる人々である。地方圏は、人口小減少・高齢化に

より、地域づくりの担い手不足という課題に直面しているが、地域によっては若者を

中心に、変化を生み出す人材が地域に入り始めており、「関係人口」と呼ばれる地域外

の人材が地域づくりの担い手となることが期待される。 

兵庫県交流人口及び関係人口の推計について、毎年、5 年周期で入手可能な公的統計

や業務統計を用いて兵庫県及び県内市区町(2015 年～2023 年)について推計した。 

 

２ 推計の考え方 

① 昼間人口＝定住人口（夜間人口※1）＋域内への通勤通学者－域外への通勤通者 

② 交流人口＝昼間人口－域内通勤通学者＋観光客入込者    

③ 関係人口＝県外滞在者※2（住民基本台帳人口－推計人口 ※マイナス値はゼロで集計） 

＋県内一時滞在者※3＋消費支援者（ふるさと納税者）＋ゆかりの人口（検討中）※4 

 

※1 国勢調査人口(2015 年、2020 年)、兵庫県推計人口(2015 年～2023 年) 

※2 住民基本台帳を置いたまま県外に居住する学生、単身赴任者等（定期的に帰郷）  

※3 別荘等で一時的に滞在する者  

※4 ゆかりの人口（検討中） 検討例：ひょうご e-県民登録者、県人会、高等学校等同窓会県外支部等 

 

３ 推計方法と推計資料 

項　　目 年　次 推　計　方　法 資　料

A 総人口（夜間人口） 2015年、2020年 総人口 総務省「国勢調査」

2016年～2023年 総人口 兵庫県「兵庫県推計人口」

B 昼間人口 2015年、2020年 昼間人口 総務省「国勢調査」

2016年～2023年 総人口×昼夜間人口比率(2015年、2020年） ※不詳補完

C 域外から通勤通学者 2015年、2020年 市町外通勤通学数 総務省「国勢調査」

2016年～2023年 総人口×2015年(2020年）市町外通勤通学比率

D 観光人口(1日当たり） 2015～2022年度 観光客入込客数(日帰り、宿泊延べ人員) 兵庫県観光振興課「兵庫県観光動態調査」

（実人員調整後） 観光客入込客数(延べ人数)×実人員調整係数／365日観光GDP推計資料

E 県外滞在者 2015年～2023年 住民基本台帳人口－兵庫県推計人口(1月1日現在) 総務省「住民基本台帳人口」

兵庫県「推計人口」

Ｆ 県内一時滞在者 2013年、2018年 市町別一時現在者(住宅戸数） 総務省「住宅・土地統計調査」

Ｇ 消費支援者 2015年～2021年 県市町別ふるさと納税者(納税者数調整済） 総務省「ふるさと納税に関する現況調査」

Ｈ 交流人口＝昼間人口（B)－域外から通勤通学者（C)＋観光人口（実人員調整後）（D)

Ｉ 関係人口＝県外滞在者(住民基本台帳人口－推計人口)＋県内一時滞在者＋消費支援者(ふるさと納税者)＋県内観光人口(1日当たり宿泊客)

その他 2015年、2020年 平均世帯人員＝総人口／世帯数 総務省「国勢調査」

2016～19、21～ 兵庫県「推計人口」  
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統計表1　兵庫県内市町関係人口（試算) (単位：人） ※暫定値 2024/2/20

2022年

地域・市町 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年※ 2015=100
兵庫県 171,798 183,252 188,765 191,883 216,222 307,660 390,060 247,548 284,268 144.1
神戸市 34,646 33,424 34,507 32,897 33,070 28,390 31,710 31,465 32,354 90.8
阪神南地域 17,859 17,353 16,892 16,125 15,399 14,451 15,340 13,682 15,264 76.6
阪神北地域 25,840 26,191 26,547 25,177 24,967 24,798 25,393 25,090 25,448 97.1
東播磨地域 14,918 14,912 15,515 14,212 17,064 18,952 18,795 17,732 18,722 118.9
北播磨地域 11,342 14,546 17,477 18,165 27,564 49,528 59,201 45,440 59,252 400.6
中播磨地域 14,241 12,409 11,755 12,279 11,815 11,376 13,878 13,077 14,098 91.8
西播磨地域 13,769 18,863 18,771 18,373 20,567 23,165 28,637 24,226 28,688 175.9
但馬地域 14,768 16,857 17,648 19,034 25,185 26,633 27,270 26,676 27,484 180.6
丹波地域 4,896 7,759 6,512 6,169 6,592 7,353 7,824 7,201 7,816 147.1
淡路地域 19,519 20,938 23,141 29,452 33,999 103,014 162,012 42,959 55,142 220.1

100 神戸市 34,646 33,424 34,507 32,897 33,070 28,390 31,710 31,465 32,354 90.8
東灘区 2,099 1,799 1,974 1,760 1,854 1,383 1,962 1,878 2,055 89.5

灘区 1,280 1,277 1,476 1,399 1,532 1,135 1,511 1,558 1,603 121.7
中央区 4,908 4,586 4,908 4,260 4,385 2,451 2,845 3,696 3,283 75.3
兵庫区 3,117 2,841 2,590 2,084 1,733 926 964 990 1,052 31.8

北区 5,442 5,409 5,631 5,622 5,824 5,640 6,197 6,000 6,181 110.3
長田区 4,648 4,229 4,044 3,723 3,441 3,082 3,208 3,204 3,270 68.9
須磨区 3,870 3,808 3,732 3,486 3,324 3,005 3,248 3,034 3,199 78.4
垂水区 6,696 6,965 7,451 7,772 8,114 7,980 8,408 8,082 8,338 120.7

西区 2,586 2,510 2,701 2,791 2,863 2,788 3,367 3,023 3,373 116.9
阪神南地域 17,859 17,353 16,892 16,125 15,399 14,451 15,340 13,682 15,264 76.6

202 尼崎市 15,073 14,036 12,937 11,685 10,407 8,482 8,670 7,849 8,660 52.1
204 西宮市 671 1,189 1,564 1,862 2,538 3,069 3,562 2,964 3,510 441.7
206 芦屋市 2,115 2,128 2,391 2,578 2,454 2,900 3,108 2,869 3,094 135.7

阪神北地域 25,840 26,191 26,547 25,177 24,967 24,798 25,393 25,090 25,448 97.1
207 伊丹市 5,431 5,781 5,906 6,083 6,234 6,336 6,526 6,416 6,509 118.1
214 宝塚市 9,594 10,270 10,341 10,046 9,745 8,995 9,043 8,939 9,046 93.2
217 川西市 5,242 4,979 4,956 4,798 4,783 4,900 4,816 4,850 4,800 92.5
219 三田市 4,382 4,024 4,028 2,875 2,804 3,206 3,727 3,538 3,806 80.7
301 猪名川町 1,191 1,137 1,316 1,375 1,401 1,361 1,281 1,347 1,287 113.1

東播磨地域 14,918 14,912 15,515 14,212 17,064 18,952 18,795 17,732 18,722 118.9
203 明石市 6,023 5,652 4,785 5,010 5,503 5,743 5,746 5,090 5,683 84.5
210 加古川市 3,951 3,625 4,750 3,492 4,219 4,952 4,116 4,509 4,116 114.1
216 高砂市 2,948 3,043 3,354 3,661 4,580 5,419 5,737 5,184 5,729 175.8
381 稲美町 1,068 1,662 1,664 1,054 1,752 1,790 2,132 1,885 2,132 176.5
382 播磨町 928 930 962 995 1,010 1,048 1,064 1,064 1,062 114.7

北播磨地域 11,342 14,546 17,477 18,165 27,564 49,528 59,201 45,440 59,252 400.6
213 西脇市 2,307 2,540 2,931 2,848 4,147 6,013 6,402 5,541 6,410 240.2
215 三木市 3,121 3,919 4,055 4,169 5,330 5,752 5,662 5,485 5,678 175.7
218 小野市 1,192 2,174 2,756 2,926 3,527 2,772 3,188 3,196 3,202 268.1
220 加西市 1,832 3,431 4,557 5,063 10,692 27,905 33,849 24,145 33,863 1,318.0
228 加東市 616 724 903 796 1,697 4,553 5,911 4,075 5,907 661.5
365 多可町 2,274 1,758 2,275 2,363 2,171 2,533 4,189 2,998 4,192 131.8

中播磨地域 14,241 12,409 11,755 12,279 11,815 11,376 13,878 13,077 14,098 91.8
201 姫路市 10,371 9,268 8,607 8,938 8,023 7,167 8,485 8,602 8,702 82.9
442 市川町 2,920 1,792 1,811 2,312 2,570 2,939 3,565 3,016 3,567 103.3
443 福崎町 138 195 267 175 396 394 453 415 453 300.7
446 神河町 812 1,154 1,070 854 826 876 1,375 1,044 1,376 128.6

西播磨地域 13,769 18,863 18,771 18,373 20,567 23,165 28,637 24,226 28,688 175.9
208 相生市 876 1,272 1,324 1,222 994 1,832 2,153 1,702 2,157 194.3
212 赤穂市 1,911 2,045 1,895 1,909 2,390 4,644 7,323 4,989 7,378 261.1
227 宍粟市 5,716 4,334 4,061 3,497 4,233 3,870 3,958 3,942 3,956 69.0
229 たつの市 1,841 2,647 2,781 2,579 2,655 4,509 7,221 4,799 7,222 260.7
464 太子町 889 5,438 5,402 4,406 4,119 4,316 3,668 3,995 3,660 449.4
481 上郡町 1,563 2,120 1,979 3,731 5,200 3,087 3,477 3,925 3,471 251.1
501 佐用町 973 1,007 1,329 1,029 976 907 837 874 844 89.8

但馬地域 14,768 16,857 17,648 19,034 25,185 26,633 27,270 26,676 27,484 180.6
209 豊岡市 5,954 5,385 5,487 5,327 6,855 6,751 7,964 7,382 8,075 124.0
222 養父市 1,567 2,746 2,994 3,738 4,567 4,522 3,890 4,390 3,932 280.2
225 朝来市 3,205 4,860 5,626 5,502 6,950 5,800 5,363 6,037 5,372 188.4
585 香美町 2,843 2,717 2,376 2,888 4,506 6,014 6,953 5,823 6,973 204.8
586 新温泉町 1,199 1,149 1,165 1,579 2,307 3,546 3,100 3,044 3,132 253.9

丹波地域 4,896 7,759 6,512 6,169 6,592 7,353 7,824 7,201 7,816 147.1
221 丹波篠山市 2,098 2,711 2,917 3,003 2,769 3,015 3,159 2,970 3,161 141.6
223 丹波市 2,798 5,048 3,595 3,166 3,823 4,338 4,665 4,231 4,655 151.2

淡路地域 19,519 20,938 23,141 29,452 33,999 103,014 162,012 42,959 55,142 220.1
205 洲本市 6,566 8,495 12,054 19,202 19,491 75,059 124,744 16,270 17,802 247.8
224 南あわじ市 5,740 5,543 5,554 5,940 7,777 18,073 22,657 16,302 22,690 284.0
226 淡路市 7,213 6,900 5,533 4,310 6,731 9,882 14,611 10,387 14,650 144.0

関　係　人　口
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統計表2　兵庫県内市区町交流人口（試算） (単位：人） ※暫定値 2024/2/20

地域・市町 2022年
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年※ 2015=100

兵庫県 1,481,215 1,519,065 1,557,471 1,585,669 1,600,714 1,530,067 1,636,868 1,536,754 1,593,042 103.7
神戸市 529,629 543,723 561,444 564,078 570,010 527,418 538,356 524,757 534,029 99.1
阪神南地域 208,727 213,487 215,404 219,429 221,495 206,570 217,921 205,913 211,250 98.7
阪神北地域 103,395 108,073 112,540 122,536 122,503 121,052 142,564 123,740 131,083 119.7
東播磨地域 141,257 144,480 148,480 152,129 154,623 152,287 162,720 154,362 160,089 109.3
北播磨地域 98,260 101,883 103,541 106,331 106,671 107,487 124,671 108,423 115,884 110.3
中播磨地域 170,936 172,006 173,908 175,192 177,438 172,994 178,292 173,142 176,906 101.3
西播磨地域 73,659 74,738 76,017 76,179 76,386 75,020 79,915 75,076 77,514 101.9
但馬地域 65,564 67,337 68,530 69,265 68,472 66,598 72,315 65,480 70,000 99.9
丹波地域 30,338 32,128 33,646 35,143 36,601 36,443 42,988 38,428 41,714 126.7
淡路地域 59,450 61,210 63,961 65,387 66,515 64,198 77,126 67,433 74,573 113.4

100 神戸市 529,629 543,723 561,444 564,078 570,010 527,418 538,356 524,757 534,029 99.1
東灘区 44,759 46,498 49,125 50,517 50,517 46,356 48,065 47,095 48,331 105.2

灘区 33,232 34,331 35,922 35,527 35,527 28,237 29,581 28,269 29,214 85.1
中央区 230,564 236,164 243,038 245,918 245,918 214,797 216,304 210,346 214,060 91.2
兵庫区 60,197 60,487 61,379 60,999 60,999 54,252 54,155 54,019 54,062 89.7

北区 24,308 25,037 26,731 27,722 27,722 28,293 30,859 29,661 31,134 122.0
長田区 38,039 38,406 38,836 39,291 39,291 37,891 38,596 38,408 39,140 101.0
須磨区 33,413 34,222 35,018 35,512 35,512 36,216 37,592 36,434 36,813 109.0
垂水区 17,213 18,350 18,857 18,380 18,380 17,562 17,528 15,311 14,814 89.0

西区 47,904 50,228 52,538 56,144 56,144 63,814 65,676 65,214 66,461 136.1
阪神南地域 208,727 213,487 215,404 219,429 221,495 206,570 217,921 205,913 211,250 98.7

202 尼崎市 118,832 120,865 122,091 124,778 127,673 123,273 122,894 120,359 121,051 101.3
204 西宮市 81,044 83,317 83,335 84,124 82,926 70,714 81,613 71,598 75,849 88.3
206 芦屋市 8,851 9,305 9,978 10,527 10,896 12,583 13,414 13,956 14,350 157.7

阪神北地域 103,395 108,073 112,540 122,536 122,503 121,052 142,564 123,740 131,083 119.7
207 伊丹市 35,146 35,532 36,659 38,880 39,459 41,867 45,363 43,111 44,230 122.7
214 宝塚市 29,559 30,902 31,737 37,988 34,975 27,481 37,382 26,169 28,746 88.5
217 川西市 18,627 19,716 20,750 21,118 21,546 20,521 23,401 22,132 23,317 118.8
219 三田市 17,950 19,341 20,700 21,684 23,417 28,086 31,753 29,173 31,000 162.5
301 猪名川町 2,113 2,582 2,694 2,866 3,106 3,097 4,665 3,155 3,790 149.3

東播磨地域 141,257 144,480 148,480 152,129 154,623 152,287 162,720 154,362 160,089 109.3
203 明石市 54,730 56,091 59,756 62,218 64,195 61,792 67,423 62,481 65,894 114.2
210 加古川市 43,953 44,885 45,124 45,822 45,802 45,657 48,147 46,258 47,412 105.2
216 高砂市 28,753 29,318 29,327 29,570 29,796 29,580 30,960 29,594 30,121 102.9
381 稲美町 9,034 9,250 9,391 9,578 9,787 10,103 10,453 10,525 10,867 116.5
382 播磨町 4,787 4,936 4,882 4,941 5,043 5,155 5,737 5,504 5,795 115.0

北播磨地域 98,260 101,883 103,541 106,331 106,671 107,487 124,671 108,423 115,884 110.3
213 西脇市 10,590 10,976 11,057 11,418 11,579 11,639 12,937 11,722 12,430 110.7
215 三木市 31,522 32,812 33,861 34,358 34,545 35,332 41,692 35,561 38,082 112.8
218 小野市 15,387 15,877 15,944 16,325 15,918 16,786 19,607 17,082 18,315 111.0
220 加西市 16,629 16,987 17,133 17,819 18,240 19,071 20,171 18,857 19,538 113.4
228 加東市 19,136 19,816 20,058 20,645 20,582 19,011 23,029 18,995 20,671 99.3
365 多可町 4,996 5,415 5,488 5,766 5,807 5,648 7,235 6,206 6,848 124.2

中播磨地域 170,936 172,006 173,908 175,192 177,438 172,994 178,292 173,142 176,906 101.3
201 姫路市 157,931 158,425 160,030 160,937 163,236 158,459 162,045 158,620 161,581 100.4
442 市川町 3,413 3,411 3,600 3,775 3,627 3,629 4,470 3,515 3,827 103.0
443 福崎町 7,428 7,695 7,804 7,897 7,946 8,004 8,147 8,030 8,269 108.1
446 神河町 2,164 2,475 2,474 2,583 2,629 2,902 3,630 2,977 3,229 137.6

西播磨地域 73,659 74,738 76,017 76,179 76,386 75,020 79,915 75,076 77,514 101.9
208 相生市 11,791 11,845 12,027 11,959 11,736 11,575 11,800 11,249 11,303 95.4
212 赤穂市 16,356 16,732 16,660 16,361 16,232 15,224 16,915 15,030 15,629 91.9
227 宍粟市 10,244 10,481 10,901 11,107 11,462 11,050 11,769 11,120 11,764 108.6
229 たつの市 20,492 20,789 20,910 21,148 21,204 21,759 22,960 22,081 22,549 107.8
464 太子町 2,656 2,693 2,929 3,023 3,052 2,527 2,557 2,522 2,579 95.0
481 上郡町 5,003 5,051 5,113 5,010 5,010 5,120 5,453 5,253 5,480 105.0
501 佐用町 7,117 7,147 7,477 7,571 7,690 7,765 8,461 7,821 8,210 109.9

但馬地域 65,564 67,337 68,530 69,265 68,472 66,598 72,315 65,480 70,000 99.9
209 豊岡市 30,338 31,118 31,848 32,096 32,316 31,208 32,373 30,537 32,278 100.7
222 養父市 10,077 10,306 10,250 10,150 9,860 10,060 10,981 9,927 10,453 98.5
225 朝来市 13,126 13,268 13,438 13,503 13,120 11,988 14,075 11,809 12,692 90.0
585 香美町 6,618 7,005 7,088 7,362 6,971 7,314 8,178 7,110 7,838 107.4
586 新温泉町 5,405 5,640 5,906 6,154 6,205 6,028 6,708 6,097 6,739 112.8

丹波地域 30,338 32,128 33,646 35,143 36,601 36,443 42,988 38,428 41,714 126.7
221 丹波篠山市 11,832 12,857 13,556 14,199 15,278 15,335 18,991 16,320 18,213 137.9
223 丹波市 18,506 19,271 20,090 20,944 21,323 21,108 23,997 22,108 23,501 119.5

淡路地域 59,450 61,210 63,961 65,387 66,515 64,198 77,126 67,433 74,573 113.4
205 洲本市 16,186 16,819 17,706 18,041 18,449 19,098 19,155 19,509 20,660 120.5
224 南あわじ市 14,554 16,034 16,922 17,878 18,659 18,765 21,363 20,476 22,464 140.7
226 淡路市 28,710 28,357 29,333 29,468 29,407 26,335 36,608 27,448 31,449 95.6

交　流　人　口
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＞＞附録 ① 

 

２０２３年度 第１回 兵庫県立大学政策科学研究所シンポジウム 

「メタネーションがある未来」 

 

草薙 お待たせいたしました。ただいまから、

兵庫県立大学政策科学研究所シンポジウム、

「メタネーションがある未来」を開催しま

す。このシンポジウムは、兵庫県立大学政策

科学研究所が主催し、公益事業学会と兵庫

県立大学、水素エネルギー共同研究センタ

ーに共催をいただいております。申し遅れ

ましたが私は兵庫県立大学副学長であり、

公益事業学会副会長の草薙真一でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。それ

ではまず、開催校挨拶を髙坂誠兵庫県立大

学学長にお願いいたします。 

 

◼ 開催校挨拶 

 

髙坂 皆さんこんにちは。県立大学の学長の

髙坂です。会場の皆様、それからネットで繋

がっている皆様、本当にお忙しい中本シン

ポジウムにご参集していただきまして心よ

り感謝申し上げます。ありがとうございま

す。それからさっき草薙先生からもご紹介

ありますけどですね、このシンポジウムは、

公益事業学会とのパートナーシップで開催

ができることになりました。僕の次にご挨

拶いただく水谷先生、ご尽力本当にありが

とうございました。大学のことはあんまり

知らない人もいるだろうから、一言だけち

ょっと。 

県立大学は 2004 年に神戸商科大学姫路

工業大学、明石の県立看護大学が統合して、

発足してですね、来年 20 周年になります。

現在では 6 学部、大学院が 9 つ、研究所が

5 つ、附属中高を含めてですね、学生総数が

大体 6500、中規模大学です。公立大学では、

大阪公立、東京の都立、うちが 3 番目の規

模になります。ただ、言うても地方の公立大

学です。だけど、気持ちだけは負けるなよ

と、研究成果でも負けるなよと、一泡ふかし

てやろうやないかというような気持ちでで

すね、教職員一同頑張ってます。 

今の時代、連携だけではやっていけない

と、産学官公金、あるいは地域の人と一緒に

なってですね、連携から共創、共に創る、と

いう時代をですね、大学も一緒に手を携え

てですね、乗り切っていこうと思ってます。

これからもどうぞよろしくお願いいたしま

す。最後になりましたが、1 点ごとの約束、

もう守れるのか守れないのかといったらも

う守れないという議論がもう主流になって

ます。それでいいのかという、まさにこのシ

ンポジウムはですね、カーボンニュートラ

ル世界、あるいは GX の世界、新しい未来

のあり方を垣間見るような議論や報告があ

るものと僕は期待しています。このシンポ

ジウムはですね、白熱した議論になってみ

たり、あるいは実りある成果に導くような

ものであることを期待して、私からの挨拶

に代えさせていただきます。今日はどうも

ありがとうございました。 
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草薙 髙坂学長先生ありがとうございまし

た。続きまして、公益事業学会会長挨拶をい

ただきます。水谷文俊先生、よろしくお願い

いたします。 

 

◼ 学会長挨拶 

 

水谷 皆様こんばんは。ただいまご紹介いた

だきました、公益事業学会会長の水谷文俊

と申します。共催の一つとして代表しまし

て、公益事業学会を代表しまして、私の方か

らご挨拶をさせていただきたいと思います。

まず初めに、今回のシンポジウムの共催さ

せていただいた公益事業学会っていうもの

を簡単に説明させていただきたいというふ

うに思います。 

公益事業学会は 1949 年の 1 月に設立さ

れまして、本年で 74 年の歴史ある学会でご

ざいます。なかなかですね、社会科学系の学

会というのは、数があんまりないんですけ

ども、その中の一つとして、この学会が有力

な学会として研究活動を続けております。

内容がですね、公益事業と書いてあります

から、電力とかガスとかっていうこのメイ

ンのフィールドは、主な分野ですけれども、

その他にも、水道とか情報通信、それから放

送、交通とか、いわゆる規制産業がそれに当

たっております。 

なかなか技術革新が進まないっていうよ

うなことは昔言われておったんですけれど

も、規制緩和とかいろいろ、技術の進歩が目

覚ましくてですね、どんどんとそれが進展

しているような状況でございます。いわゆ

る生活、我々経済活動をやるには、なくては

ならない重要な産業であります。学会活動

を行っている方々っていうのは大学とか研

究所の大学教員っていうのが主なんですけ

れども、その他にもですね、企業とか、事業

者とかが参画しております。 

現在 50 団体以上の企業がこの学会に加

入していただいております。この中にも、学

会の特別会員として担っていただいている

企業さんもございます。そういった中で本

学会というのは、大学の研究者、それから実

務家が一緒になってですね、今後の政策に

対して良い提言ができるように、あるいは

研究がその進める上で、障害となっている

ようなものを 1 個ずつ克服していくってい

うようなもので重要な役割を担っているか

と思います。 

本日も司会をやっていただきます草薙先

生、それからパネルディスカッションのコ

ーディネーターをやっていただきます楠田

先生も学会の重鎮としてですね、活躍して

いただいております。さてですね、本シンポ

ジウムのテーマであります、「メタネーショ

ンがある未来について」っていうのは、公益

事業学会でも重要なテーマの一つだという

ふうに思います。つい一週間前も、公益事業

学会の全国大会が大阪公立大学でありまし

て、特に私エネルギーのセッション、電力ガ

スのセッションの座長をしておりました。

残念ながらそこではメタネーションのテー

マは発表した方はいらっしゃらなかったん

ですけれども、ガスとかっていうような重

要なテーマというのが興味深いテーマが発

表されておりました。特にですね、この地球

環境の問題から、カーボンニュートラル社

会をいかに実現するかっていうのは、それ

は喫緊の課題であるというふうに思ってま

す。 

そういう意味で、今日のテーマでありま

す。CO2 と、水素からメタンを合成すると
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いう技術、これは何かメタネーション技術

とかって言われているそうなんですけれど

も、実際に 2021 年の 6 月に策定された、

2050 年カーボンニュートラルに伴うグリ

ーン成長戦略において、メタネーションと

いうのが、次世代の大熱エネルギー産業と

して重要な位置づけをされてるってことで、

私自身、非常に興味を持っております。特に

ですね、私自身この専門分野とはかなりか

け離れてるんですが、メタネーション技術

のポイントはどのようなものがあるのか、

それからメタネーション技術の実用化に至

る過程で、現在どこまで進んでいるのか。こ

れ技術自身は、草薙先生のお話によるとか

なり古い技術で、それを今、実証に向けて進

められているという話なんですけども、ど

の程度どこまで進んでいるのか、それから

合成ガスの価格ですね、これを LNG 価格

と同水準にすることを目指すというふうに

言っておりますけれども、そのコスト面で

の課題がどこにあるのか、私、経済学者とし

ては非常に興味のあるところです。 

それから、この技術が実用化された場合

に、天然ガスの輸入依存度がどの程度軽減

されるのか、日本みたいにエネルギー試験

があまりないようなところではそれは重要

なポイントだと思います。それから最後に

ですね、将来の目標と現在の課題に関して、

制度的にクリアすべき点はどのようなもの

があるのかっていうのが、今日のシンポジ

ウムで話されるんではないかなというふう

に思いまして、非常に興味を持っておりま

す。幸いにこのシンポジウムの参加の方が、

政府の政策担当者、それから企業の実務家、

それから大学の研究者という三つの産学官

の中でのシンポジウムですので、どういっ

た議論が展開されるのか非常に興味を持っ

ております。 

本日基調講演を行っていただきます、経

済産業省資源エネルギー庁の野田太一様、

それからパネリストであります、東京ガス

の矢加部久孝様、東邦ガスの金丸剛様、大阪

ガスの坂梨興様、それから兵庫県立大学の

中村稔先生と嶺重温先生、そして、討論者の

福山大学の楠田昭二先生と司会の草薙真一

先生には、シンポジウムでのご講演、議論参

加に対して、厚く御礼申し上げます。またこ

のような貴重な機会を設定いただきました

主催者であります兵庫県立大学の政策研究

の先生方、それからまた関係各位に厚く御

礼を申し上げます。共催者としまして簡単

ではありますが、これで私の挨拶とさせて

いただきます。本日はどうもありがとうご

ざいました。 

 

草薙 水谷公益事業学会長先生、本当にあり

がとうございました。続きまして、兵庫県立

大学水素エネルギー共同研究センター長の

嶺重温先生からご挨拶を賜ります。嶺重先

生よろしくお願いします。 

 

◼ 兵庫県立大学水素エネルギー共同研究

センター長挨拶 

 

嶺重 ご紹介にあずかりました、兵庫県立大

学水素エネルギー共同研究センターの嶺重

でございます。本日のシンポジウムは、我々

兵庫県立大学水素エネルギー共同研究セン

ターの共催とさせていただいておりますの

で一言ご挨拶を申し上げます。 

メタネーションは、将来の社会における

エネルギー構造を考える際にとても重要な

技術、いわゆるキーテクノロジーでありま

して、我々もとても重要視をいたしており
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ます。本日、多数の方のご来場およびウェブ

の方のご参加をいただいているということ

でございまして、皆様方の関心の高さも改

めて感じております。つい先日、我が国の水

素基本戦略が 6 年ぶりに改訂されたという

ことがニュースになってございます。2017

年に世界で初めて水素の国家戦略である水

素基本戦略が策定され、この戦略のもと、世

界トップクラスの関連特許を有する日本で

すね、常に優位性を保っているということ

で世界をリードしてきているという状況で

ございます。さらに様々な水素関連技術の

実証についても、次々と成功を収めている

というような状況にございます。 

今回のメタネーションもこの技術の一つ

というふうに言えるということでございま

す。この度の水素基本戦略におきましても、

広い意味での水素の位置づけとしまして、

水素アンモニアとともに、合成メタン、e-メ

タンや合成燃料、e-fuelを含めるということ

が記載されておりまして、これからますま

すこの分野、関連技術が発展していくとい

うことは間違いないというところでござい

ます。 

ところで当研究センターにおきましても、

本日の久々の政策研究所そして草薙先生と

ですね、密に連携をとりながら、水素エネル

ギー社会に向けていろいろな研究の取り組

みというものを実施をしておるわけですけ

れども、将来どのような社会の姿になって

いるのか。あるいはエネルギーの主役は一

体何になってるのかっていうところにつき

ましてはですね、明確になってきていない

というところでございます。将来的な我が

国のエネルギー構造について、まさにこれ

からみんなで真剣に考え、議論をするとい

うことが必要になっているという状況かと

思っております。本日のシンポジウムが、そ

のための良い機会になるものと確信をいた

しております。 

メタネーションの魅力は何といいまして

も、既存のインフラを使用し続けながら、送

り手側が工夫をするということで、消費者

は特に意識することなくカーボンニュート

ラルに向かって歩み出せるというところか

と思っております。また二酸化炭素、これを

有効に活用するという視点も重要と思って

おります。さらに都市ガスの主成分である

メタン、これが合成できますと次はですね、

都市ガス地域におきまして用いてますプロ

パンを合成することですとか、あるいは自

動車、飛行機の燃料の合成というところに

も繋がっていくような技術かと思っており

ます。我が国にとりましても、このような基

礎技術をどんどん積み上げていくというこ

とはですね、将来に向けて非常に必要なこ

とになってくると思っております。本日は

専門家の皆様の詳細で先端のお話をお聞き

し、学ばせていただきますことをとても楽

しみにいたしております。それでは本日は

最後までどうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

 

 

 

第一部 講演 

 

◼ 趣旨説明・登壇者紹介 

 

草薙 嶺重先生、どうもありがとうございま

した。それでは早速、第 1 部の講演の部に

進ませていただきます。まず私から、このシ

ンポジウムの趣旨説明と、登壇者のご紹介

をさせていただきます。ここにございます
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タイトル、「メタネーションがある未来」と

いうことを考えましたときに、温室効果ガ

ス排出が実質ゼロの世界、脱炭素社会、こう

いったものを実現するための柱が、まさに

メタネーションであるということなのでご

ざいます。 

都市ガスの脱炭素化技術の中でも最も有

望視されておりますのは、水素と二酸化炭

素を反応させて、天然ガスの主な成分であ

るメタンを合成するメタネーションなわけ

でございます。これこそ、都市ガスの主成分

であるメタンを人工的に合成することを中

心にした、私達の未来に大きな影響を与え

る技術になる、と考えられております。この

技術を用いてできるメタンは、合成メタン、

あるいは e-メタンと呼ばれるようになって

まいりました。それでは、この技術はどのよ

うにして私達の脱炭素社会の柱に成長して

いくのか、ぜひこのシンポジウムで見てま

いりたいと思います。 

それでは登壇者のご紹介をさせていただ

きます。まず、基調講演を野田太一様にお願

いしました。野田様は、昭和 52 年、熊本県

生まれです。平成 12 年通商産業省、今の経

済産業省に入省されました。貿易経済協力

局、製造産業局などで勤務され、在マレーシ

ア日本大使館、在トルコ日本大使館の経済

部、経済班で在外勤務をされたことがござ

います。前職は富山県警の警務部長という

ことになります。令和 3 年 7 月から資源エ

ネルギー庁電力・ガス事業部ガス市場整備

室長、熱供給産業室長を兼ねておられます。 

続きまして、パネリストであります。まず

中村稔先生。昭和 37 年、広島市生まれ。昭

和 61 年東京大学法学部を卒業後、経済産業

省に入省。原子力、石油、中東アフリカ担当

等のエネルギー安全保障分野および近畿経

済産業局や兵庫県庁での地方振興分野を二

つの軸に、35年にわたり 20ポストを経て、

令和 2 年に退官されました。その後、民間

企業で顧問を務められ、令和 4 年から兵庫

県立大学特任教授、令和 5 年から奈良先端

科学技術大学院大学客員教授を兼務してお

られます。 

続きまして、矢加部久孝様。昭和 39 年筑

後市生まれ。昭和 63 年、東京大学物理工学

科を卒業後、東京ガスに入社されました。平

成 6 年に筑波大学にて博士の学位を取得さ

れています。東京ガスでは、研究開発に従事

し、燃料電池の実用化等を推進してこられ

ました。その後、東京ガス内の研究所長、基

盤技術部長を経て、令和 3 年度より執行役

員、水素・カーボンマネジメント技術戦略部

長でいらっしゃいます。また、令和元年から

4 年まで IGU、International Gus Union の

R&D 委員長でいらっしゃいます。 

次に、金丸剛様。昭和 46 年、大阪府岸和

田市生まれ、平成 8 年に大阪大学大学院工

学研究科を修了されています。平成 8 年に

東邦ガス株式会社に入社されました。導管

部門で技術開発、維持管理、導管ネットワー

クの計画等を担当されてまいりました。平

成 23 年から家庭用の営業部門へ移り、お客

さま保安部マネージャー、平成 30 年、名古

屋支社の営業所長、令和 2 年、営業計画部

マネージャー、そして令和 5 年から企画部

長でいらっしゃいます。 

続きまして、坂梨興様。昭和 42 年生まれ

で、平成 4 年に京都大学大学院工学研究科

電気工学第二専攻修士課程を修了後、同年、

大阪ガス株式会社に入社されています。平

成 26 年、ガス製造・発電事業部電力事業推

進部長、平成 29 年、理事ガス製造発電事業

部電力事業推進部長で、令和 2 年、執行役
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員企画部長、令和 5 年、常務執行役員、企

画部長でいらっしゃいます。 

続きまして、嶺重温先生です。昭和 43 年

姫路市生まれ。平成 5 年、姫路工業大学大

学院工学研究科応用化学専攻修士課程修了。

平成 8 年京都大学大学院工学研究科物質エ

ネルギー科学専攻。博士の後期課程を学修

退学しておられます。そして、平成 10 年に

京都大学から博士工学の学位を得ておりま

す。平成 8 年、姫路工業大学助手、その後

兵庫県立大学助手、助教、准教授を経て、令

和 4 年より兵庫県立大学大学院工学研究科

教授兼水素エネルギー共同研究センター長

でいらっしゃいます。 

続きまして、討論者のご紹介をいたしま

す。楠田昭二先生、昭和 31 年、兵庫県相生

市生まれでいらっしゃいます。昭和 54 年東

京大学工学部を卒業後、経済産業省に勤務

されました。平成 18 年に退官されておられ

ます。平成 23 年、関西学院大学にて博士経

済学を取得されました。平成 27 年度から令

和 3 年度まで日立造船株式会社顧問、平成

27 年度から協和合金株式会社社外取締役。

令和 3 年、福山大学経済学部長補佐・経済

学科長、令和 4 年福山大学学長補佐・経済

学部長でございます。 

私、草薙は昭和 41 年松山生まれでござい

まして、現在、兵庫県立大学副学長を務めさ

せていただいております。以上をもって登

壇者のご紹介とさせていただきます。それ

では、まず基調講演に移らせていただきま

す。野田太一様、ご準備の方をお願いいたし

ます。 

 

◼ 基調講演 

 

野田 ただいまご紹介いただきました、経済

産業省資源エネルギー庁ガス市場整備室長

をしております野田でございます。今日は

ですね、都市ガスカーボンニュートラル化

に向けたメタネーションの役割、というこ

とでお話をさせていただければというふう

に思います。ちょうど今週の火曜日ですね、

草薙先生にもご参加いただいております、

私どもの審議会の方で、この議論の取りま

とめを行ったところでございまして、ある

意味日本のですね、都市ガス、カーボンニュ

ートラル政策の最新のご議論を皆様に今日

ご紹介できるという機会いただきまして大

変嬉しく思っております。 

まず一番目、都市ガスのカーボンニュー

トラル化っていうのはどういうことを目指

しているか、というところからお話をさせ

ていただければと思います。言うまでもな

く、都市ガス流れておりますのはですね、メ

タンガスを主とする LNG をですね気化さ

せたガスであったりするわけであります。

化石燃料そのものでございますので、これ

をどう 2050 年に向けてカーボンニュート

ラルにしていくかといったところで、今、取

り組みを行っているところでございます。 

今見ていただいておりますのは、2021 年

の 10 月にですね、取りまとめました第 6 次

エネルギー基本計画で、私どもが立ててい

る目標でございます。都市ガスをカーボン

ニュートラル化するための手段、この左側

のですね下の方に書いてあるいくつかの手

段があるというふうに整理をしておるもの

でございますが、ガスをですね、今 LNG、

天然ガスから別のものに変えていくという

やり方と、こういった LNG を使いながら、

これをオフセットもしくは相殺、抑制をし

ていくというようなやり方、大きく二つあ

ろうかと思っておりますけども、特にガス
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をですね変えていくといったところが、主

たるメインのですね、対策になっていくの

だろうというふうに思っております。で、供

給するガス種の変更を伴うものというふう

にここでは書かせていただいておりますけ

れども、その中でもですね、合成メタン、要

するに LNG と同じ成分であるメタンとい

うものをですね、回収した CO2 と、そして

再生可能エネルギーなどから作った水素か

らですね、人工的に合成をして作る合成メ

タン、e-メタンに置き換えていくといった

ところがですね、対策の大きな柱となって

いるわけであります。 

もう一つ、カーボンニュートラルなメタ

ンとしてはですね、バイオメタンといった

ものもあります。これは昔からわりと知ら

れている有機物がメタン発酵するときに出

てくるバイオガスの中、この中にはメタン

ガスと CO2、その他っていうのが入ってま

すけども、大体 60%ぐらい入っているメタ

ンガスといったものを取り出して使うとい

うのがバイオメタンというものでございま

す。さらには、全く違うメタンではないもの

としてですね、水素を使うといったところ

もあるわけでございます。私どものこの第

6 次エネルギー基本計画でどういうふうな

目標を立ててるかと言いますとですね、今

は LNG 天然ガス 100%の都市ガス供給と

いうことでございますが、これを 2030 年の

時点で、大きく 5%はカーボンニュートラル

化していこう、という目標でございます。 

そのうちの 1%というのは、合成メタン、

e-メタンで置き換えていきたい、そしてさ

らにこれが 2050 年、完全なカーボンニュー

トラルといったところを実現するという段

階においては、約 9 割をですね、合成メタ

ン、e-メタンで置き換えられないかという

ふうに目標を立てておるところでございま

す。政府の基本方針、いろいろな方針の中で

ですね、このカーボンリサイクル燃料の中

の一つである合成メタン、e-メタンを推進

していこうと、メタネーションを推進して

いこうというふうに謳っておるわけでござ

いますけども、最新のですね、2023 年 2 月

に閣議決定をいたしましたグリーントラン

スフォーメーションの基本方針といったも

のがあるんですけども、こちらの中でです

ね、カーボンリサイクル CCS という項目の

中のカーボンリサイクル燃料といったもの

を一つの分野としてですね、メタネーショ

ン、合成メタン、e-メタンといったものをし

っかり推進していこうというふうなことを

位置づけておるところでございます。 

カーボンリサイクル燃料というのは他に

もありまして、いわゆる SAF でございます

とか、合成燃料、e-fuel、こういったものを

ですね、推進していこうというふうになっ

ておるんですけれども、カーボンリサイク

ル燃料のうち、かなり取りが組み進んでお

るというのがこの e-メタン、合成メタンな

分野であろうというふうに思っております。 

まさに都市ガス、カーボンニュートラル

化の未来というのはどういったものかとい

ったことをお示ししたのがこの図でござい

ます。少しちょっと図が小さくて申し訳な

いのですけれども、将来の都市ガス供給、ガ

ス体エネルギーの供給というのはどうなる

のかといったものをお示しをしたものでご

ざいます。真ん中にですね水色のバーとで

すね、ピンクのバーが書いてあって、一番下

に黄色のバーが見えているかと思いますけ

れども、一番真ん中のピンク色のバー、ここ

がですね、国内の都市ガスの供給だという

ふうにご覧ください。ここで流れているも
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のはメタンであると、これは今でも LNG を

気化させたメタンガスが流れているわけで

ありますけども、2050 年、ここのですね都

市ガスのネットワーク、導管といったとこ

ろには、まさに合成メタンであるとかバイ

オメタンといったものが流れていく、とい

うことをイメージしております。 

そして水素、水素はですね、水素の専用の

導管でありますとか、あとは水素専用のロ

ーリーといったものでですね、ガス体エネ

ルギーとして需要家の方に届けられていく

ということであります。したがいまして、ガ

ス体エネルギーの供給としては、これまで

と同じですね、都市ガスの供給インフラを

使ったメタンの、ただしカーボンニュート

ラルなメタンの供給というものと、水素専

用の導管やローリーを使った水素のガス体

エネルギーの供給というものが行われる、

というような未来でございます。そして電

気、電気も再生可能エネルギーを使ったカ

ーボンニュートラルな電気の供給というも

のが行われることでございます。 

一方で、水素、そしてメタン、そういった

ものをどうやって作っていくのかというこ

とでありますと、国内と海外、それぞれです

ね、こういったカーボンニュートラルなガ

スを作っていく舞台というのはあろうかと

思いますけれども、まずは国内、国内の再生

可能エネルギーから作られた電気、こうい

ったものから水素を作り、さらには、国内で

回収した CO2 と合成して合成メタンを作

って、都市ガスのインフラに供給をすると

いうようなパターン。さらにはバイオメタ

ンですね国内のですね、こういったものを

都市ガスの導管に入れるといったこともあ

るわけであります。 

そして海外です。海外も再生可能エネル

ギー、日本よりも安い再エネの電気がある

わけでございますので、そういったものか

ら作った水素と、同じように回収した CO2

を合成して合成メタンを作る。また海外で

もバイオメタンというのがあるわけであり

ますので、そういったものを引用してきて

日本の国内都市ガスに供するというもので

ございます。 

まず現在の取り組み、国内のですね取り

組みどういったものが行われるか、この後

また東邦ガスさんからもですね、具体のご

紹介あるかと思いますけれども、CO2、日

本のですね製造業から出てくる CO2 があ

るわけでございます。こういったものを回

収して、あとは水素、もしくは水素を作るた

めの安い再生可能エネルギーの電気といっ

たものをですね、供給していかなきゃいけ

ないということでございます。そういった

ものをですね、何とか国内でできないかと

いうことでガス事業者を中心とした取り組

みといったところが始まっているところで

ございます。これはですね、合成メタンの取

り組み、e-メタンの取り組みだけで今進め

られているということではなくて、政府全

体で言いますと、水素の供給、水素供給拠点

なんかを作ろうといった動きもありますの

で、これと連携をしながら今進めていると

いうところでございます。 

さらには電気とのセクターカップリング

というのもとても大事になります。前見て

いただきました図の方でですね、電気のネ

ットワークといったところがあったかと思

いますけれども、要するに今どんどんどん

どん電気の方でも再エネ電気進んでいるわ

けでありますが、ここでですね、やはり余っ

てしまう際の電気があると、出力調整なん

かも今行われてるというところでございま
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すが、こういった余った電気をガス体エネ

ルギーに変えていくパワーto ガスといった

ところがですね、世界的に議論されている

わけでありまして、この合成メタンを国内

でしっかり作っていくというのは、イコー

ルこのパワーto ガス、電気のこの再エネの

ですね、電気をうまくガス体エネルギーと

して使っていこうという取り組みに他なら

ないわけでありまして、こういったことを

セクターカップリングというふうな呼び方

をするわけでございます。 

次に国際的なカーボンリサイクル燃料で

ある合成メタンや e-メタンを作っていく取

り組みということでございます。やはり、量

とですね価格といったところを見たときに、

国産のですね、e-メタンというだけではな

かなか量の確保、価格面でのですね競争力

のあるエネルギーの供給というのも難しか

ろうといったこともありまして、海外から

のですね、e-メタンの調達といったところ

にもですね、しっかり目を向けているとこ

ろでございます。この左側のですね積み上

げのグラフ、色のついてるもの、これはです

ね、今の LNG の供給といったものがどう

いうふうに実現をしてきたかというもので

ございます。1960 年代の終わりにアラスカ

からアメリカから LNG を東京ガスさんが

引用されたというところから始まり、それ

が東南アジアのブルネイやマレーシアやイ

ンドネシアといったところからの調達に拡

大し、さらにはオーストラリアが、そして中

東がアメリカが、そしてロシアがといった

形でですね、世界的に LNG の供給といっ

たところの主体が拡大をしてきたというこ

と、まさにそういった供給マーケット、国際

的な市場をきちんと e-メタンについても作

っていかなきゃいけないということであり

ます。今ガス会社の方で取り組んでおられ

るような、こういった世界を巻き込んだ e-

メタンのサプライチェーン作りといったと

ころ、この後各社の方からご紹介あるかと

思いますけども、北米、南米、オーストラリ

ア東南アジア、そして中東といったところ

でですね、今取り組みを始めていただいて

いるところでございます。 

次に技術の面でございます。これ文字だ

けなのでちょっと面白くないので次のペー

ジに行きますけれども、e-メタン、合成メタ

ンを作る技術、メタネーション技術という

わけでございますけども、大きく二つの技

術の潮流があるということでございます。

一つはサバティエっていうですね、これは

昔から知られている 20 世紀の初めから知

られている技術でございますけれども、こ

のサバティエ反応を利用したメタネーショ

ンの技術、今足元ですね日本国内は 10 数立

米でありますとか一番大きなものですと、

125 立米のものがですね日本国内では実現

している。1 時間あたり、10 立米とかです

ね、あとは一番大きいもので 125 立方メー

トルぐらい生産をできるようなプラントと

いうものは実現をしている。ヨーロッパな

んかですと、数百、400 とかですね、400 立

方メートル当たり 1 時間に作れるようなプ

ラントといったものが実現をしているとい

うのが、このサバティエ反応を使ったメタ

ネーションの技術です。早晩日本もですね、

400 から 500 立方メートルの毎時の生産能

力のプラントといったところが、例えば

INPEX と大阪ガスさんがやっていらっし

ゃる長岡でのプロジェクトでありますとか、

日立造船さんのプロジェクトといったとこ

ろ IHI さんのプロジェクトといったところ

で、おそらく 2025 年には 400、500 といっ
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たとこが実現をしていく。 

ただこれを、2030 年にさっき申し上げま

した 1%、日本のですね都市ガス供給を賄お

うと思ったときには、1万とかですね数万、

1 時間当たりの生産能力が 1 万から数万と

いった、立方メートルといったスケールの

ですね、生産技術を確立していかなきゃい

けないというような状況でございます。も

う一つがですね、この水色の丸で囲ってお

ります革新的メタネーション技術といった

ものでございます。これは今年度すいませ

ん昨年度ですね、昨年度から技術開発の取

り組みを開始したものでございまして、大

阪ガスさんとですね東京ガスさんの方で取

り組みをしておられます。おそらくこの後

ご紹介あるかと思います。これは、まだまだ

現時点では研究室レベルの技術開発という

ことでございますけれども、2030 年ぐらい

にはですね、今のサバティエが実現してい

るような水準と同じぐらいの生産能力を実

現し、さらに 2050 年といった断面において

は、サバティエに置き換わるようなですね、

生産技術の主役としてですね、活躍すると

いうことが期待をされているものでござい

ます。 

そして、こういったですね開発したメタ

ネーションの技術といったところをですね、

世界の、そしてアジアの脱炭素に貢献をし

ていく、そしてそれを日本の新しい産業の

飯の種にしていくといったところが、この

グリーントランスフォーメーション政策と

してのこのメタネーションの意義というこ

とでございます。左側を見ていただきます

と、これからですね世界の LNG 事業とい

うのはますます増えていくといったところ

が IAEAの予測でもあるわけでございます。

その中でも特に需要拡大が大きいのがアジ

ア、インドといったところでありましょう

けれども、そういったところでは今日本の

ですね、ガス会社のエンジニアリングによ

って LNG 導入、天然ガス導入というのが

非常に進んでいるといったところでありま

す。 

そして彼らもカーボンニュートラルとい

ったところで言うと、この先のですね、

LNG 転換をした先のですね、カーボンニュ

ートラルへの道筋といったところを求めて

いる。こういったところに対して、シームレ

スな、追加的な対策費用なしでカーボンニ

ュートラルのソリューションを提供できる

のが、合成メタン、e-メタンではないかとい

ったところであります。そしてそのときに、

e-メタンの製造なり供給といったものの機

器の供給エンジニアリングそういったもの

を含めてですね、日本企業が提供できるよ

うになっているといったところが日本の

GX 戦略ということでございます。 

次にコストの話もあったかと思いますけ

れども、合成メタンの足元の今コスト、どれ

ぐらいかということなんですけども、いわ

ゆるガスのですね、都市ガス 1 立方メート

ルの供給の価格コストといったところで見

たときに、今実現しているサバティエ反応

による合成メタンの製造技術で作るといく

らぐらいになるかっていうと、これは日本

ガス協会さんがですね公表している資料な

んですけども、大体 250 円ぐらいになりそ

うだと、とても高いと。2030 年にはこれを

120 円ぐらいまで持っていきたい、さらに

は 2050 年には今の、今の LNG は少し高い

ので参考にならないんですけれども、比較

的落ち着いていた頃の LNG 価格と同じぐ

らいの 50 円ぐらいにですね、2050 年には

持っていきたい、というのがガス業界の目
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標でありますと。 

こちらですね、コストの積み上げの棒グ

ラフになっておりますけども、コストって

いうのは何が占めているかということなん

ですが、緑色の部分ですね。これは何かとい

うと水素の製造コスト電力コストというこ

とで、e-メタン合成メタンというのは水素

の発生物でありますので、基本的にはコス

トの大半というのを、水素、逆にいうと水素

を作るための電力コスト、再エネの電気の

コストといったものが占めてくるというこ

とであります。なのでできるだけこれを安

いところで、再エネが安いところでですね、

しっかり合成メタンを作っていくといった

ところが大事になるということであります。

そのときに日本国内、もちろん調整の出力

調整なんかでですね、捨てているものもあ

るんですけれども、やはり海外なんかに比

べると、実際のコスト高いんじゃないか、と

いったところで海外生産というのをとても

大事になってくるというものでございます。 

2050 年 50 円といったところが実現すれ

ば、今の都市ガスの供給というものについ

て、価格面でもですね全く遜色のない供給

といったところがおそらく実現をするとい

うことなんですけれども、一方でですね、こ

れはエネルギー経済研究所の方が出してい

るコスト試算なんですけども、この試算だ

と若干合成メタン e-メタンについては厳し

い試算も出ていると。コスト的には 107 円

から 126 円輸入したものについては。国内

で作ると 167 円とか 200 円を超えるかもし

れないというような試算もあったりするの

で、そういった意味で言うと、コスト削減と

いうのはしっかり取り組まなければいけな

いというものでございます。ただ、今この海

外からですね、輸入してくる革新的な技術

で作った合成メタン、厳しい見方をしてい

るこのエネルギー経済研究所の数字は 107

円なんですけど、これは大体どれぐらいの

水準かというと、この冬ものすごく LNG の

価格が世界的に高かったときの日本の平均

的な、いっときの LNG の輸入価格って大

体これぐらいのコストなんで、この冬ぐら

いのコストぐらいでは供給できるだろうと

いうコンサバティブにおいてはそれぐらい

の見方というのはあるということだろうと

思います。 

次に、制度としてどういったものの整備

が必要かということでありますと、バイオ

メタン、合成メタン、いずれもメタンなの

で、燃やすとですね CO2 が出てしまうとい

うことは、化石燃料である LNG と一緒な

のでありますけれども、バイオメタン、バイ

オガスというのは、これは燃やしてもです

ね、CO2 が出ないというようないろいろな

ルール上の整理になっているということが

ございます。一方で新しく出てきました燃

料である e-メタン、合成メタンについては、

燃やしたときの CO2 の排出をどういうふ

うに扱うのかといったところが必ずしもル

ールとして決まっているわけではない。こ

れは日本国内にもいろんな制度があります

し、国の排出量を計算するときにどうする

かというルールもあるし、国際的な企業の

CO2 のレポーティングアカウンティング

のルールの中でどういうふうに決めるかと

いったところもある。いろんなところでい

ろんなルールがあるので、それについてき

ちんと決めていかなきゃいけないというと

ころがあります。まずは日本国内の制度を

ちゃんと作らなきゃいけないということな

んですが、日本の国内の中で一番大事な制

度の一つが、温暖化対策法による企業の温
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室効果ガスの排出算定報告公表制度、SHK

制度と呼ばれる制度があるんですけども、

こちらでですね、合成メタン、e-メタンを使

ったときの CO2 の排出をどのように扱う

のかといったところをまずちゃんと決めて

いかなければいけない。これは今年度、すい

ませんこの資料では来年度って書いてます

けども、今年度です。年度変わっちゃったん

で。今年度まもなく検討が始まります。です

ので今年度何らかの方向性が見えてくると

いうことだろうと思います。 

次に、今後どうしていくのかといったと

ころでですね、草薙先生にも入っていただ

いてですね、私ども 2 月からですね、この

e-メタン、そしてバイオメタンもそうなん

ですけど、都市ガスのカーボンニュートラ

ル化に向けて、どういったルール、支援、そ

ういったものをやっていくべきなのかとい

ったところの議論を開始したところでござ

いまして、ちょうど今週の火曜日に中間的

な整理を行ったところなんですけれども、

そのときのですね、取りまとめのコアとな

る部分がここなんですけれども、都市ガス、

ごめんなさいこれはバイオメタンですね。

はい。ここです。要するに何らかのですね、

対策を今後打っていくといったときに、電

気、これはもういろいろなカーボンニュー

トラル化に向けたですね、制度始まってい

ます。FIT制度もあるしFIP制度もあるし、

様々な対策、これまでも捉えてきました。 

電気はどうやってきたのかといったこと

もよく学ぶ必要ありますし、諸外国の制度

といったところもよく見なきゃいけない。

EU もですね、新しいガスの制度といったと

ころをですね、この 2 年弱ぐらい、すごく

インテンシブに議論をしているところがあ

ります。こういった EU の制度を見なきゃ

いけない。さらには今日ご説明をしました

関連技術がですね、どういうふうに発展し

ていくのか、いつ頃どういったものが実現

しそうなのかといったものも考えなきゃい

けない。そして 2030 年、我々が気候変動枠

組条約で約束をしている日本のですね、

NDC、要するに、その作成っていうのもで

すね、達成というのをきちんと考えなきゃ

いけない。さらには民間事業者が 2030 年に

向けて 1%といったことに向けて取り組ん

でいらっしゃるプロジェクト、これについ

てもですね、その進捗状況、スケジュールと

いうのもよく考えなきゃいけない。 

そして事業者間の競争が生まれる、さっ

き言いました合成メタン、e-メタン、バイオ

メタン、水素、いろんなガス間の競争といっ

たのを考えなきゃいけない。そして電気、ガ

ス、熱、アンモニア、いろんな脱炭素エネル

ギー間の公平な競争といったことを考えて

いかなきゃいけない。そして全体としてビ

ジネスのダイナミズムが生まれるような制

度や仕組みを考えていこう、そして事業化

の視点も大事だ、負担のあり方も考えなき

ゃいけない、規制支援一体型で、これから具

体的なことを考えていこうということでで

すね、この中間的な方向性の取りまとめを

したところでございます。先ほど水谷先生

の方から、公益事業学会、ガスの発表、具体

的な人はあまりいなかったということでご

ざいましたけど、ぜひ来年はですね、そうい

ったところご関心を持っていただいて、こ

こでいろんな変数あるんですけども、これ

を全て解決するようなですね、仕組み・制度

というのをぜひ産学官合わせて考えていき

たいと思っています。以上です。ありがとう

ございました。 
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草薙 野田太一資源エネルギー庁ガス市場

整備室長様による基調講演でございました。

どうもありがとうございました。それでは、

パネリストの講演に移ってまいります。最

初のパネリストは中村稔先生であります。

中村先生ご準備の方よろしくお願いいたし

ます。 

 

◼ 脱炭素社会に向けた視点～メタネーシ

ョンのある未来に向けて～ 

 

中村 皆さんこんばんは。ただいまご紹介い

ただきました中村でございます。本日は最

初の方のパネラーの方の説明ということで、

概念のですかね、になるかもしれませんけ

ども、お話させていただきたいと思います。

今日 3 点ですね、お話をさせていただきた

いと思います。 

まずはですね、脱炭素社会の構築ってい

うのはメタネーションの基本になるわけで

すけれども、そもそもその何のための脱炭

素かと、当然ですけれども CO2 削減なわけ

ですけれども、これはですね、最初この

CO2 の議論、地球温暖化の議論が始まった

ときにですね、このホッケースティック論

争ってのがあってですね、そもそもその産

業革命以来人間が CO2 を出し始めてです

ね、地球が温暖化したと。 

これについていろんな議論があったわけ

でございます。実は地球っていうのは非常

にこれまで fluctuate してるわけでして、こ

れ例えばその福井県の水月湖っていうとこ

ろに、非常に特殊な湖でですね、これ何万年

という気候が 1 年 1 年ずっとわかるって不

思議な湖があって、それからグリーンラン

ドの氷床を検査した調査した結果とこれを

突き合わせると、非常にシンクロしてると

いうようなことがあって、地球の気候の歴

史ってのは実は非常にだんだんわかってき

てるということであります。 

そういう中でですね、今さら CO2 が犯人

かどうかなんていうことを言ってても仕方

がないんで、もう大体この傾向がですね、も

う科学的にわかってきてるという中でです

ね、こういう CO2 の排出量が世界で、大き

な国だ中国だとかアメリカだとか、そして

日本もかなり出してるんですね、1 人当た

りこんな量、こういうもうわかってる話が

いっぱいあるわけですけれども、そういう

中でですね、国際社会今どういう動きをし

てるか、先ほどちらっと EU の話も出まし

たけれども、EU タクソノミーって言ってで

すね、タクソノミーっていうのは分類って

いう意味なんですけれども、既に EU はで

すね、どういう持続的可能な産業というの

があるのかというのをですね、分類をして

ですね、その投資家の資金とか、あるいはそ

の企業の設備投資っていうのをそういった

ところに振り向けていこうと、持続可能な

CO2 を出さないところに振り向けていこ

うというような議論がどんどん進んでいる

わけで、中にはですね、CBAM って言って

で す ね 、 Carbon Border Adjustment 

Mechanismですけれども、これ実はですね、

2023 年ですね、今年の 10 月から実は報告

義務化っていうことで、例えば鉄鋼とかア

ルミとか、そういうセメントとか、CO2 を

たくさん使う産業を特定してですね、そう

いったところにですね、もう報告義務をか

けて、どういうその対象商品の輸入量があ

るのか、原産国はどこなのか、そして CO2

の量はどんなに出てるのか、こういうのを

報告させようという動き、そして 2026 年か

らですね、課税をしていこうと、関税でです
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ね調整をしていこうというようなこともで

すね、EU は考えているということでありま

す。 

つまりそういう国際的な動きっていうの

を常に気にしながらですね、我々も対応し

ていかなきゃいけないというような状況に

なっています、一方でその脱炭素社会を構

築していくときにですね、どういうものを

するのか、そして時間軸ですね、いつまでに

何をするのか、そしてそのやったものを適

時フィードバックをしながら考えていかな

いと、いうことになると思います。この方法

論、実際にですね、やってみたら、経済的に、

あるいは社会的にどういうメリット・デメ

リットがあったのか、こういうことも考え

ながら進めていく必要があるということだ

と思います。 

2 番目にですね、このエネルギー、CO2

の排出ってのは、エネルギー消費とコイン

の裏表になってるわけですけれども、この

エネルギー問題のポイントはですね、この

S＋3E というのが非常に大事だというふう

に言われてるわけです。まず Safety、安全

じゃないといけない。そして Energy 

Security、安定供給、供給途絶があってはい

けない、エネルギーって毎日使うものです

から。そして Economic Efficiency、安全で

ですね、常に供給されるんだけれども、もの

すごく高くてもいいかと、それは駄目です

ね。経済的に合理的なものでないといけな

い、そして環境適合しないといけない。この

S＋3E っていうのを実現するということが

ですね、大事でありまして、そのためのいろ

んなエネルギー源を組み合わせていくとい

うエネルギーミックスという考え方が今言

われているわけであります。 

実はこの図はですね、年配の方には馴染

み深い絵だと思うんですけれども、ちょっ

と若い方に石油ショックっていうと「なん

だろう」っていう感じがするんですけれど

も、実は戦後ですね、日本って石炭で復活し

ていくわけですけれども、一気にエネルギ

ー革命ということで石油を使い始めたんで、

経済成長とともにですね、65 年前後からも

のすごい勢いで石油を使い始めて、ほとん

どこの頃、石油 70 年ぐらいですね、もう石

油一本足打法っていうかですね、もうほと

んど石油に頼り切りのエネルギー構造にな

っちゃったわけです。そこに 1973 年、79 年

とですね、2回の石油ショックが起こって、

中東戦争なんかでですね、それでこういう

こと、この二つの石油ショックでですね、ど

うなったかと、今の 2%インフレしたか 3%

かって言ってますけど、もうこの頃 20%、

30%のインフレで、狂乱物価っていうこと

ですね、もう日本めちゃくちゃなっちゃっ

たんですね、日本経済。これはいかんと、こ

んな一本足打法でいいのかということでで

すね、どんどん多様化が進んでいくわけで、

この原子力の利用だとか、あるいは天然ガ

スシフトだとか、あるいは再生可能エネル

ギーとかいうことでですね、進んできた。と

ころがですね、この 3.11 の東日本大震災の

ときにですね、原子力全部止まってしまっ

て、0 になって、またほとんど全部が化石燃

料になってしまった。いま一部原子力も再

稼働してますけれども、こういう日本ので

すね、経済構造の歴史があって、もうこの頃

日本はめちゃくちゃになっちゃったという

ことをですね、心に留めておかなきゃいけ

ないわけであります。 

こういう中でですね、実は、日本っていう

のは島国ですから、そして化石燃料いま出

してませんので、ほとんど全部輸入してる
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という中でですね、地政学的な視点という

のがこのエネルギー問題、非常に大きなポ

イントになります。さっき安定供給って言

いましたけど。そういう中でですね、今例え

ば石油を例にとってみますと、ご覧のよう

に石油は今 90%以上中東から来てるわけで

すけれども、3 分の 1 がサウジ、4 分の 1 が

UAE ということでですね、シーレーンって

いいまして、こういうふうに毎日毎日タン

カーが来てるんですけれども、この中でで

すね、ご覧のように中国、習近平さんがです

ね、一帯一路政策とか言ってですね、今の途

上国に、バングラデシュとかミャンマーと

か、それからパキスタン、そしてスリラン

カ、こういうところにお金を貸し込んでで

すね、返せなかったら港の経営権をよこせ

っていうことでですね、どんどんこの中国

の港になっていくわけですね。 

それを軍事的に適用していくということ

になると、これ今ちょうどインドのですね、

顔に見立てるとですね、その周りに中国の

港がいっぱいできていく、これあの真珠の

首飾りって言ってるんですけども、こうい

う今インド洋はこんな状態になってる。そ

の前をですね、丸腰のタンカーが毎日通っ

てると。やっとマラッカ海峡を通ってです

ね、南シナ海に帰ってきたらどうなってる

かというのは、ご案内のように、今度は中国

の赤い舌っていってですね、この南シナ海

に向かってですね、ペロリんとこう赤い舌

が伸びてきてるわけです。ご案内のように、

今ですね、この南シナ海のパラセル諸島と

かスプラトリー諸島のサンゴ礁がどんどん

埋められてですね、軍事基地化されてミサ

イルが配備されて、こういう状況になって、

こういうですね、安全保障環境っていうの

が一つの我々は考えていかなきゃいけない

とか、そしてこのメタネーションの意義は

ですね、今日先ほどもお話ありましたけれ

ども、この CO2 循環、そしてエネルギー安

全保障ということで、国内でどれだけそエ

ネルギーを供給できるかということ、それ

から、さっきもお話ありましたけれども、こ

のエンジニアリングですね、将来、産業政策

としての意義っていうのがメタネーション

にも、あと内燃機関をどうしていくのか、ガ

スタービンとかですね、それからエンジン

とか、そういったものを、非常に大きな産業

構造を構成してますんで、そういったもの

をどうするかっていうことにも効いてくる

ということであります。 

最後に、この脱炭素社会を考えるときに

ですね、たくさんの視点がありまして、一つ

はですね、やっぱり、なぜ何のために何をす

るのか、どうやるのかっていうですね、戦略

と戦術と方法論が一気通貫でうまくいって

ないと駄目だと。それから、さっき国際情勢

に触れましたけども、エネルギーと国際情

勢ってのも非常にリンクしている、そうい

う考え方。そして、この時系列をどう考える

か、グリーンとブルーの話もありますけれ

ども、エネルギーの変遷もありました。そう

いうですね、たくさんのこの視点を持って、

この問題を考えていかなきゃいけない。そ

のためにはこのリテラシーの向上、我々、今

日の勉強会もそうですけれども、1 人 1 人

がいろんな知識を持って考えることが必要

であるということで、まさに文理融合、文文

融合、理理融合と書きましたけれども、いろ

んな分野で融合していくということがこれ

から求められているということだと思いま

す。そしてリスクテイク、マネジメントをど

うしていくかということで、今日原子力の

話はできませんでしたけども、そういうで
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すね、リスクをどう考えていくかっていう

ことも、非常に大事なポイントだというふ

うに思っています。どうもありがとうござ

いました。 

 

草薙 中村稔先生のご講演でした。中村先生

ありがとうございました。続きまして、矢加

部久孝様のご講演に移ります。矢加部様、ご

準備をよろしくお願いします。 

 

◼ e-methane の社会実装に向けた取り組

み 

 

矢加部 ただいまご紹介にあずかりました

東京ガスの矢加部でございます。本日はご

招待いただきまして誠にありがとうござい

ます。私の方からは、ネットゼロ達成に向け

た東京ガスの取り組みの中で、e-メタンの

社会実装についてご紹介させていただきま

す。まず最初のスライドでございますけれ

ども、東京ガスの事業、それからこの事業を

どのように脱炭素化していくかということ

を紹介したものでございます。 

基本的に東京ガスの事業は、天然ガスを

ベースといたしまして、ガスと電気と、それ

からエネルギーサービスをお客様に提供す

る事業でございます。下の図は、LNG のサ

プライチェーンを示してございますけれど

も、海外で天然ガスを調達して液化して輸

送し、日本に荷上げしまして、都市ガスに変

えて、都市ガス導管を用いてお客様に届け

ていくと。それから電気に関しましては、湾

岸の天然ガス火力発電所で発電いたしまし

て、電気をお客様に提供してございます。こ

ういった事業をどのように脱炭素化してい

くかということでございますけれども、脱

炭素化の上では、上の三つの視点が大変重

要というふうに考えております。 

一つ目でございますが、電力分野、それか

ら熱分野、あらゆる限りの手を尽くして脱

炭素化を進めていくこと。それから、二つ目

は先ほどのお話にもございましたけれども、

レジリエンスの観点、それから三つ目は、既

存のインフラを最大限活用しながら、追加

のインフラ投資のコストを抑制していくと

いう点でございます。これら三つの視点か

ら、我々e-メタンが最も有効なソリューシ

ョンというふうに考えまして、実装を進め

ているところでございます。 

こちらの図でございますけれども、我々

のグループ経営ビジョンの中での 2050 年

に向けての脱炭素化のロードマップを記し

てございます。2050 年に向けては大きく前

半部分はトランジションの期間、それから

後半部分は本格的な脱炭素化の期間という

ふうに捉えてございまして、トランジショ

ンの期間においては、最大限天然ガスを有

効活用しながら、これまでの低炭素化の取

り組みを脱炭素化に繋げてまいります。 

また並行いたしまして、本格的な脱炭素

化の時期に備えて e-メタンの社会実装の導

入、それから e-メタンの原料となります低

コストの水素製造の技術を開発してまいり

ます。また電力に関しましては、再生可能エ

ネルギーの獲得量を増やしながら、我々将

来的には浮体式の洋上風力が大変有効とい

うふうに考えてございますので、この技術

も獲得して参ります。本格的な脱炭素化の

期間におきましては、ガスの部分は e-メタ

ンを積極的に活用しながら、また電力の部

分におきましては、再生可能エネルギー、特

に浮体式の洋上風力を中心として拡大しな

がら、自社の火力に関しましては、水素、そ

れからアンモニア等を柔軟に活用してゼロ
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エミ化を図ってまいります。2030 年での二

酸化炭素の削減貢献目標は 1700 万 t、e-メ

タンの導入量は都市ガスの 1%相当、それか

ら再エネの取り扱い量は 600 万 kW を掲げ

ております。 

続きまして、少し詳細に e-メタンをご紹

介させていただきます。e-メタンとは、水素

と、それから二酸化炭素から合成したメタ

ンの総称でございまして、その合成技術を

メタネーションというふうに呼んでおりま

す。発電所等から排出される二酸化炭素を

回収し、水素を原料といたしまして、メタン

を合成して都市ガスとして活用いたします

ので、グローバルにオーバーオールで見ま

すと大気中の二酸化炭素は増加しないとい

うことになります。これが e-メタンの環境

価値でございます。これ以外の e-メタンの

提供の価値でございますけれども、主にこ

ちら四つがあるというふうに考えておりま

す。左側の図でございますが、民生・産業部

門のエネルギー消費の割合を示したもので

ございますけれども、こちら見ていただき

ますと、エネルギーの約 6 割は熱事業に使

用されてございます。特に、約 200℃以上の

熱需要というのはなかなか電化が困難な領

域でございまして、こういった部分の脱炭

素化に e-メタンは大変効果的であるという

のが一点目。それから二つ目は、先ほどご紹

介しましたように、既存のインフラを最大

限活用して追加のインフラ投資のコストを

抑制することができるという点。 

それから三つ目はエネルギーセキュリテ

ィの観点でございまして、様々な国、再エネ

の豊富な国から e-メタンを合成して日本に

持ってくることによって、カントリーリス

クを低減できるという点。それから最後は

日本の技術を近隣諸国に提供いたしまして、

アジア全域でのカーボンニュートラル化を

進めることができるという点でございます。

下の図でございますけれども、e-メタンの

海外サプライチェーンを示したものでござ

いまして、海外の安価な再生可能エネルギ

ーを活用して、グリーン水素を製造し、また

回収した二酸化炭素を原料として合成メタ

ンを作り、液化して、それ以降の全てのイン

フラをそのまま活用できるというのが e-メ

タンの大きな特徴でございます。e-メタン

以外にも、水素キャリア、エネルギーキャリ

アと呼ばれるものがございます。液化水素、

MCH、アンモニア、こういった水素キャリ

アでございますけれども、さっきの水素基

本戦略の中でも水素アンモニアに並んで e-

メタンも同じような形で書き込んでいただ

いております。 

基本的な考え方でございますけれども、

海外の化石燃料から CCS 付きでブルー水

素を製造する、もしくは再エネから水電解

を活用してグリーン水素を製造し、こうい

った水素キャリアに変えて日本に持ってき

て活用するというのが国の大きな方針の一

つでございます。 

右側の図になりますけれどもエネルギー

経済研究所さんの試算でございますけれど

も、各水素キャリアに対して、日本への卸の

価格、メタンのカロリーベースで比較した

ものになりますけれども、こちら見ていた

だきますと、他のキャリアに比較しても e-

メタンはコスト競争力があるということが

おわかりいただけるかというふうに思いま

す。ただ、やはり一番重要なのは、野田室長

のお話もございましたように、いかに安価

なグリーン水素を調達するのか、再生可能

エネルギーのコストが安いところでつくる

という観点でございまして、安価なグリー
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ン水素を製造するためには安価な再生可能

エネルギーと低コストの水電解の技術が必

要でございます。 

そこで我々は 2 年前から SCREEN 社と

一緒になりまして、低コストの水電解の技

術開発を進めているところでございます。

これまでの技術でございますが、セルと呼

ばれるキーデバイスは、こちら触媒装置付

きの電解質 CCM でございますけれども、

これを一層一層を製造いたしまして、積層

していくという工程でございましたが、

SCREEN社はこの触媒層のところを一括し

て高速プリンティングできる技術を保有し

てございまして、既に燃料電池用には適用

済みでございます。 

また東京ガスは 14 年前にさかのぼりま

して、世界に先駆けて家庭用の燃料電池エ

ネファームを商用化してございまして、こ

の 2 社の技術を掛け合わせまして、Roll to 

Roll と呼ばれる高速の生産技術と、それか

ら触媒量を少量化するような技術をもって

大幅なコスト低減を図っているところでご

ざいます。現在は、セルの大型化を進めてい

るところでございまして、高性能、低コス

ト、それから高耐久なデバイスを作ってい

るところでございます。続きまして、e-メタ

ンの社会実装に向けての取り組みをご紹介

させていただきます。 

e-メタンの社会実装に向けては、大きく

三つのステップを考えてございます。一つ

目は小規模の実証試験、これは通常のサバ

ティエと呼ばれる方式に加えまして、先ほ

ど少しご紹介ありましたけれども、新しい

革新的なメタネーションの技術も同時に検

証していく計画でございます。二つ目は、国

内の地産地消のモデル実証、それから三つ

目は、海外で大規模なサプライチェーンを

構築して 2030年までに都市ガスの 1%相当

の e-メタンを導入するという計画でござい

ます。 

少し詳細ご紹介させていただきます。ま

ず、小規模実証でございますが、昨年より鶴

見の研究所の方で小規模の実証を進めてお

ります。こちらが全景でございますけれど

も、こちらの試験は、単にメタネーションの

実証を行うというだけでなく、下の図は先

ほどの e-メタンの海外サプライチェーンを

示してございますけれども、この中で液化

それから輸送の部分を除く全ての工程を一

気通貫で実施をし、課題を抽出していくと

いうのが大きな目的でございます。メタネ

ーションの装置は 1時間当たり 12.5立方メ

ートル、またこちらは水素タンク二酸化炭

素のタンクになりますけれども、水素に関

しましては、自社で開発しております水電

解のシステムから作った水素をテストして

おります。また、合成しましたメタンがガス

機器に与える影響といたしまして、ガスエ

ンジンコジェネを導入いたしまして、現在

試験を行っているところでございます。社

会実装に向けてはサプライチェーンの構築

が重要になってまいります。 

大きく、グローバル企業様、それから総合

商社様と一緒になって取り組んでおります

けれども、候補地は米国、豪州、それから東

南アジア、そして中東等ございますけれど

も、本日は米国のプロジェクトをご紹介さ

せていただきます。ガス 3 社と三菱商事様

と一緒になりまして、テキサス州、ルイジア

ナ州において e-メタンを合成して、

Cameron の LNG から日本に出荷して輸送

してくるプロジェクトを進めております。3

社それぞれの目標値はこのようになります

けれども、3 社総計で年間で約 13 万 t を想
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定してございます。 

最後に e-メタン実装に向けての課題でご

ざいますけれども、先ほど野田室長の方か

らお話もありましたが、主に三つの課題が

ございます。一つは、二酸化炭素の帰属をど

うするのか。それから二つ目は e-メタンの

環境価値をどう扱っていくのか。それから

三つ目は、コスト競争力のあるメタンを実

現するという点でございます。二酸化炭素

を海外から日本に持ってきて、日本で排出

するということのないように、外国で計上

するという制度、それから e-メタンは特に

色がついているわけではございませんので、

証書等を活用して、お客様に提供するとき

に環境価値を紐づける制度、それから価格

差をどう埋めていくか、これは技術開発も

ございますし、それから国の方にはぜひご

支援をお願いしますということで経済産業

省様にもお願いしているところでございま

す。 

最後まとめてございます。e-メタンは熱

需要の脱酸素化、それから社会的な低コス

ト、コストの低減、そして多様性とセキュリ

ティの向上に貢献できるエネルギーでござ

います。従来の技術に加えて、グリーンイノ

ベーション基金を活用させていただきまし

て、様々な実証を進めております。また技術

開発とあわせまして、サプライチェーン構

築に向けての制度設計を官民一体となって

取り組ませていただいているところでござ

います。以上でございます。 

 

草薙 矢加部久孝様のご講演でございまし

た。矢加部様本当にありがとうございまし

た。続きまして、金丸剛様のご講演に移りま

す。金丸様、ご準備をよろしくお願いいたし

ます。 

 

◼ ガスの脱炭素化に向けた取組みについ

て 

 

金丸 ただいま紹介いただきました、東邦ガ

スの金丸でございます。本日は、こうした場

をいただきまして誠にありがとうございま

す。それでは東邦ガスのですね、ガスの脱炭

素化に向けた取り組みにつきましてご説明

をさせていただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

まず私どもの会社概要について簡単にご

説明させていただければと思います。私ど

もはですね、愛知県、岐阜県、三重県を中心

にですね、ガスを供給する事業者でござい

ます。この地域の特徴でございますが、国内

でも有数となります産業の集積地でござい

ます。自動車産業を中心としたお客様が多

数おられまして、ガスの販売につきまして

も、これらのお客様が 8 割ぐらいを占める

ようなところであります。またこうしたお

客様はですね、グローバル企業でございま

して、極めてですね、ガスの脱炭素化にです

ね、関心が高いといったような特徴もござ

います。次のページでございますが、こちら

はですね私どものですね、カーボンニュー

トラルに向けた 2050 年に向けたですね、取

り組みの全体像でございます。これは 2021

年に私どもがですねビジョンとして公表し

ているものでございまして、この図の下の

方にございます通り、左側にガス、それから

水素、電気と、この三つをですね、軸に置い

て、ガスにつきましては低炭素化を進めた

り、あるいはカーボンリサイクルしてそれ

からガス自体を脱炭素化していく、メタネ

ーションしていく、こうした取り組みを進

めていくというところ、それから水素につ
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きましてもですね、サプライチェーンを構

築する、それから知多の緑浜工場というと

ころにですね、拠点を作っていく、そんなよ

うなコースを進めているというところであ

ります。また電気につきましても同様にで

すね、再エネの導入というところを着実に

進めているというところで、2050 年のカー

ボンニュートラル化に向けて進めていると

いうところでございます。 

その中で、一気に進めるというわけでは

ございませんので、トランジション、どうい

うふうに進めていくかというところを簡単

に示した図がこちらでございます。下の図

の左下の青いところでございますが、ここ

につきましては、石炭とか石油からですね

天然ガスをお使いいただくことによって燃

料転換を図りながら、低炭素化を図ってい

くというところを足元では進めているとい

うところでありますが、右側の緑の方です

ね、ガス自体をですね脱炭素化することに

よってさらにカーボンニュートラルの度合

いを高めていくというところを段階的にシ

ームレスに進めていくというところを示し

たものでございます。 

続いて、私どもが進めているガスの脱炭

素化の全体概要を示した図がこちらでござ

います。図の真ん中にあります通り、最も

我々が主軸に置いているのがメタネーショ

ン、e-メタンのところでございます。オレン

ジの色で記載がありますが、北米案件を進

めてたり、それからちょっと後にご説明を

させていただきますが、アイシン様、デンソ

ー様とですね国内のモデルを検討したりし

ているというところがございます。また、そ

の下にですね真ん中中央にバイオガス、バ

イオメタンっていうところで、我々の地域

でですね発生しているバイオガスをですね

活用して実際に導管に注入する、このよう

な取り組みもやっているというところでご

ざいます。さらにはオフセットというとこ

ろと、一番下に水素というところでござい

ますが、オレンジの文字で二つ目のところ

でございます。みなとアクルスという、私ど

も商用施設だとかマンションだとかそれか

らスポーツ施設なんかを抱えているような、

ちょっとした街並み、まちづくりというか

ですね、そういうのがあるんですが、そこに

ですね水素タウンを作ると。水素を製造し

てそこで利用するという、そんなモデルを

ですね、名古屋市様と今共同で取り組んで

いくというところでございます。またこの

図の左側のところがですね、CO2 の分離回

収というところでございます。 

ここにつきましてはですね、また後ほど

詳しくご説明をさせていただければという

ふうに思っております。私どもがですね、e-

メタンを一番の肝だというふうに考えてい

るところがですね、この図のところでござ

いまして、下の図のところの左側からです

ね、e-メタンを製造していくというところ

でありますが、基本的にですね海外の安い

水素を活用して、そこでメタネーションし

てメタンを製造し、そこから海上輸送を行

って、国内に持ち込んで、さらに導管でお客

様に届けるというところでございますが、

特にこの水色で示したところですね、出荷

の基地から、それから海上輸送、それから国

内のインフラ、それからお客様の消費機器

全てがですね、現状のままが使えるという

とこですので、社会的な負担をなるべく低

くして、カーボンニュートラルに貢献でき

るというところで、こちらを主軸に進めて

いるというところでございます。 

それではここからはですね、メタネーシ
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ョン、脱炭素に関わらず個別な取り組みに

ついてご説明をさせていただきたいという

ふうに思います。まず海外のところでござ

います。私どももですね 2030 年度にですね

ガス販売量の 1%をですねメタネーション

で補いたいというふうに考えてございまし

て、具体的には 4000 万立米というところで

ございます。大量のメタネーション、合成メ

タンをですね、獲得していく必要がありま

すので、それを作り込む必要がありますの

で、ここに示しているように、先ほど東京ガ

ス様からの発表にございました、北米での

事業性検討であったり、下に示しておりま

す豊田通商様、それからとトタルエナジー

ズ様と検討しています、豪州等でですね、社

会実装を進めていくといったところをです

ね、検討を進めているというところでござ

います。 

続いて、海外の他に国内でというところ

で、二つ私どもはですね取り組みをしてお

ります。左側のところにあります地域の

CO2 を活用したメタネーションというと

ころでございます。これは愛知県のですね、

知多市様と共同で実施をさせていただいて

いるというところでございまして、私ども

のLNGの基地であります知多のLNG共同

基地というところがあるんですが、その隣

にですね、知多市様の下水処理場がござい

ます。そこから出たバイオガスをですね、現

状につきましてはバイオガスの部分をです

ね、都市ガスに注入をしているという状況

でございます。一方でバイオガス以外にも

ですね、CO2 だとか CO っていう未利用も

のがございますので、今回その CO2 を回収

しまして、さらに水電解装置による水素の

製造、それからメタネーション設備を設置

して、今年度末、2023 年度末にですね、メ

タネーションを運用開始をして都市ガスに

実際に注入をしていくというところを計画

してございます。 

また右側につきましては、アイシン様、デ

ンソー様と連携した事業性検討を行ってお

りまして、それぞれの工場で発生した CO2

をトラックで運んで、東邦ガスの LNG 基

地に運んで、そこに海外から輸入した水素

と合わせてメタネーションしてメタンを作

って、それを導管で注入するという国内で

の循環というところができないかというと

ころですね、事業性検討を進めているとい

うところでございます。続きまして、こちら

はですね、CO2 を分離回収するという中身

でございます。まず左側はですね、回収した

二酸化炭素をどのように活用するかという

ところであります。 

ちょっとここはまだ基礎的な検討・研究

のところでございますが、イメージとして

は左下にございますように、固定化をして、

例えばセメントだとかそんなところに加工

できないかといったところの検証であった

り、それから右側はですね、私どもの技術研

究所の中に CO2 を分離する実証設備を設

けております。いろんな膜だとかですね、物

理吸着方式等で実験をして、改良して、いか

にいろんな濃度の CO2 に対して、いかに

CO2 の回収量を高めていくか、そんなよう

な検証を進めているというところでござい

ます。同じく CO2 の分離回収というところ

で、左側はですね、大規模な工場からたくさ

ん煙が出てくると、そんなようなイメージ

のところから効率的にですね、CO2 を回収

する、その CO2 を回収してメタネーション

に活用していくといったところの検証でご

ざいます。 

また右側はですね、DAC というところで



80 

 

ございまして、大気中からですね、CO2 を

回収してそれを生かしていくというところ

で、いずれもグリーンイノベーション基金

であったり、NEDO さんのムーンショット

事業っていうところの補助金を活用させて

いただいて、名古屋大学様等と連携をさせ

ていただきながら研究を進めているという

ところでございます。 

最後になりましたが、これらの技術的な

課題に加えまして、先ほどからいろんな皆

様がご講演されているように e-メタンのル

ールの整備であったり、それからコスト的

な支援のところもですね、私どもとしても

課題と認識しておりまして、これらの技術

の課題、それからルールの課題、それからコ

ストの課題っていうところをですね、一つ

ずつ着実に解決をしてまいりたいというふ

うに考えております。以上をもちまして私

どもの発表とさせていだきます。ありがと

うございました。 

 

草薙 金丸剛様のご講演でありました。金丸

様、どうもありがとうございました。続きま

して、坂梨興様のご講演に移ります。坂梨

様、ご準備をよろしくお願いいたします。 

 

◼ 都市ガスの低・脱炭素化に向けた取組

み 

 

坂梨 皆さんこんばんは。ただいまご紹介に

あずかりました大阪ガスの坂梨でございま

す。本日はこのような貴重な機会を賜りま

して誠にありがとうございます。それでは

私からですね、当社の都市ガスの低脱炭素

化に向けた取り組みと題しましてお話をさ

せていただきます。 

 

こちらの方はですね、当社グループの概

要ということでございます。ご存知の通り

ですね、我々関西を中心とした会社でござ

いますけれども、都市ガス事業にとどまら

ず、電力事業あるいはその海外事業、非エネ

ルギー事業、こういったところに幅広く取

り組んでいるということでございます。こ

ちらのページでは、当社のグループ事業に

おけるイノベーションの歴史というものを

お示ししております。当社 1905 年に創業し

たんでございますけれども、都市ガスの原

料をですね、元々石炭系だったものをです

ね、石油系、天然ガス系とこういうふうに転

換することで、低炭素化にですね貢献して

まいりました。またですね合わせて、お客様

のですね、お客様の機器の用途開発という

ところもあわせてすることで、他燃料から

都市ガスへの燃料転換を進めるというとこ

ろにも主体的に取り組んで参りました。近

年では、コージェネレーションやエネファ

ーム、燃料電池ですね、こういった先進的な

機器開発というところにも取り組んだり、

高効率なガス火力発電、それから再生可能

エネルギーの発電と、こういったものにも

取り組んでおります。 

こうしたですね、当社グループではこの

ような DNA を生かしまして、お客様の省

エネ化や低脱炭素化に貢献するために様々

なイノベーションにチャレンジしてまいり

ます。こちらのページは長期的に当社が目

指す姿というものを示しております。当社

では 2050 年に向けて、複数の脱炭素エネル

ギーソリューションというのを提供し、豊

かな暮らしとビジネスの発展に努めてまい

ります。本日はですね、そのうち一番上のこ

の赤で囲んでるところですね、熱エネルギ

ー分野の取り組みについてご説明させてい



81 

 

ただきます。 

熱エネルギーの分野では、まず足元では、

石炭や石油から天然ガスへ転換するという

ことで、低炭素化というものを進めます。そ

の先ですね、この e-メタンやバイオメタン、

こういったものへの移行を通じて脱炭素化

を図るということで、シームレスなカーボ

ンニュートラル化の実現というものを目指

しております。こちらはですね、e-メタンの

提供価値というものを記載してございます

けれども、こちら先ほど東京ガス様のご説

明とも重複しておりますので、本日は説明

を割愛させていただきます。こちら、ガス体

エネルギーの脱炭素化に向けました当社の

戦略マップでございます。ガス体エネルギ

ーの脱炭素化という意味では、数量確保な

どの観点から e-メタンが主な手段になると

いうふうに考えてございます。既に検討を

進めております海外のプロジェクトによる

大規模調達を始め、国内外でサプライチェ

ーンを調達しまして、安定安価な e-メタン

の調達を進めていきたいというふうに考え

てございます。 

またですね、e-メタン、これはですね水素

キャリアの一つということなので、国内メ

タネーションが促進されるということは、

e-メタンとの原料としての水素活用が進み、

国内の水素需要の拡大にも貢献できると考

えてございます。下半分ですね、技術面では

大きく三つの取り組みがございます。 

まずは基礎技術が確立しておりますサバ

ティエメタネーション、一番上ですけれど

も、こちらでは 2030 年の e-メタン 1%の導

入を目指しております。その後更なるスケ

ールアップを通じて e-メタンの普及拡大を

図ります。 

その次、オレンジ色のところが、2050 年

のカーボンニュートラル化に向けて e-メタ

ンをさらに安定かつ安価に利用するという

ことで、将来に向けた革新技術ということ

で、SOEC メタネーションの開発に取り組

んでおります。こちら、水と CO2 から直接

かつ高効率にメタンを合成できるというと

ころが特徴でございます。現在は国のグリ

ーンイノベーション基金もいただきながら、

基礎技術の開発に挑戦しておりまして、

2040 年頃の商用化を目指しております。 

一番下のですね、バイオマス、バイオメタ

ネーションにつきましては、国内の場合、こ

のバイオガスというのが賦存量っていうも

のが限定的であるという課題がございます。

そこで、バイオメタネーションによりまし

て、バイオガスに含まれております余剰の

CO2、これをさらにメタン化するというこ

とで、ポテンシャルを最大化して、国内の地

産地消エネルギーの拡大に貢献したいとい

うふうに考えてございます。 

こちら先ほどご説明した三つの技術の概

要でございますけれども、本日は時間の都

合上説明を割愛させていただきます。こち

らはですね、当社が 2021 年 10 月に開設い

たしました研究開発拠点であります

Carbon Neutral Research Hub のご紹介に

なります。 

この Carbon Neutral Research Hub です

けれども、先ほどご紹介した将来技術であ

ります SOEC メタネーションの研究開発の

他、水素アンモニアの利活用、電源の脱炭素

化、そういったものをカーボンニュートラ

ルに貢献する研究開発を進めております。

こちらカーボンニュートラル分野の技術開

発というのはなかなか単独では進められず、

様々なパートナーの皆様との連携というも

のが必須になってもございますので、こち
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らの施設ではですね、研究開発自体を進め

るという役割に加えて、外部の方々に向け

ての情報発信拠点、こういった役割も担っ

てございます。こちら e-メタンの製造コス

トの見通しです。野田室長のご説明にもあ

りましたけれども、我々まずは 2030 年時点

では従来型のサバティエメタネーションに

よりまして、1 立方メートル当たり 120 円

を目指します。これ天然ガスの価格で申し

ますと、1t 当たり約 15 万円ということに

なります。その後ですね、高効率の SOEC

メタネーション、こちらの技術開発、実用化

スケールアップということで、2050 年に 50

円、1 立方メートル当たり、というものを目

指しております。こちら天然ガス価格で申

しますと、t 当たり 6 万円ということになり

まして、これが仮に実現しますと、ウクライ

ナ情勢が悪化する前の天然ガス価格こちら

とほぼ同等のレベルということでございま

す。右側にですね、棒グラフございます。こ

ちらが SOEC メタネーション 2050 年に実

現したときのですね、このコストの内訳の

イメージ書いてございますけれども、こち

らも皆様の説明の中にありましたように、

この中の内訳の大半を再エネ電力のコスト

が占めているということになりますので、

やはりより安価な再エネ電力の調達という

ことがコストダウンの鍵になってくるとい

うところでございます。 

こちら、現在当社で検討しております海

外の主な e-メタンのプロジェクトになりま

す。E-メタンを安価に製造するためには、

既存インフラであります LNG の液化基地

の近傍で、かつ再エネ電力や水、CO2、こ

ういったものをいかに安価安定的に確保す

るかということが重要になります。そこで

当社では、国内外のパートナー企業と連携

しながら、これらの条件を満たす、北米、南

米、豪州、東南アジア、こういったところで

の e-メタンの製造事業の可能性というのを

調査しておりまして、第 1 号のプロジェク

トというものを 2025 年に投資意思決定す

るような予定にしてございます。 

こちらはバイオマスの最大活用に向けた

取り組みです。国内ではバイオガスに含ま

れる余剰 CO2 と水素をメタン化すること

で、限られたバイオガスのポテンシャルの

最大化を目指したいと考えます。一方です

ね、海外ではマレーシアにおいて、バイオマ

スを高温熱処理することで生成される水素

と CO から e-メタンを製造する、こういっ

た取り組みを進めております。これまでご

紹介した通り、当社ではメタネーションの

技術開発やサプライチェーンの構築に向け、

国内外のパートナー企業の連携や協議を進

めております。 

ただですね、この e-メタンの導入に向け

ては、こういった民間の取り組みだけでは

なく、政策による推進というのが不可欠と

考えております。具体的には、事業予見性や

経済性を確保しつつ、水素やアンモニアと

いった脱炭素エネルギー間での公平な商用

化の支援、日本の NDC にも貢献できるよ

う、e-メタン利用時の CO2 排出をゼロとす

るルールの整備、そして e-メタンの更なる

利用拡大に繋がる証書や取引制度、こうい

ったものが必要というふうに考えておりま

す。またですね、この 4 月に行われました

G7 大臣会合の共同声明に、脱炭素化の重要

な解決策ということでカーボンリサイクル

燃料が位置づけられ、その中で e-メタンと

いうのも初めて明記されたというのは非常

に大きなイベントだったというふうに考え

てございます。今年 12 月までがですね、日
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本は G7 の議長国ということになりますの

で、ぜひこれを足がかりにして、官民一体と

なって、e-メタンの国際的な浸透を図りた

いというふうに考えております。 

最後にまとめです。繰り返しになります

が、当社は 2050 年のカーボンニュートラル

化を目指して、e-メタンの安定安価な調達

に向けた技術開発やサプライチェーンの構

築に取り組んでおります。第 1 号プロジェ

クトというのは 2025 年に投資意思決定を

行う予定です。こういった民間の取り組み

を政策によっても推進いただいて、官民連

携して e-メタンの社会実装を目指していき

たいというふうに考えてございます。私か

らの説明は以上です。ご清聴ありがとうご

ざいました。 

 

草薙 坂梨興様によるご講演でありました。

坂梨様ありがとうございました。続きまし

て、嶺重温先生によるご講演に移ります。嶺

重先生、ご準備をよろしくお願いいたしま

す。 

 

◼ 兵庫県立大学における高効率メタネー

ションを目指した文理融合研究 

 

嶺重 兵庫県立大学の嶺重でございます。

本日はこのような発表の機会をいただきま

して、草薙先生、田中先生、本当にありがと

うございます。それでは、本学の文系・理系

の研究者の融合で進めております、高効率

メタネーションを目指した取り組みにつき

まして、簡単に紹介させていただきたいと

思います 

まず最初に、これは中村先生始め多くの

方が言われたことの繰り返しになりますけ

ども、現在の我が国のエネルギー構造とい

うのをちょっと絵にしております。電力部

門、非電力部門、いずれにおきましてもです

ね、現在は化石燃料を中心としたエネルギ

ー構造、この上に社会が成り立っていると

いうところでございます。 

化石燃料というのはとかく悪く言われる

わけなんですけれども、ただこの化石燃料

のおかげでですね、非常にこれを効率よく

使っているということからですね、非常に

便利な、そして高度な世の中が構築できて

いるということはもちろんご存知の通りで

ございます。しかしながら、このような非常

に優れた化石燃料をですね、放棄して、これ

を水素に変えないといけない、というとこ

ろが強く望まれているということでござい

ます。具体的には、電力部門では再エネある

いは水素を使うと、そして非電力部門にお

きましては水素および化石燃料によらない、

すいません合成の燃料ですね、e-fuel、e-gas

のようなものを使っていくということで、

これらのエネルギーを得ていくということ

が非常に強く望まれているというところで

ございます。 

ここで重要となりますのは、やはりこの

非電力部門における水素をどのようにして

得るのか、作成するのかというところにな

るかと思います。これは化石燃料を使わず

にこの水素を得るということを考えますと、

やはりこれは再エネを使うというのが一つ

のやはり大きなやり方になると考えており

ます。そのために、この水を用いて電気分解

をすることで水素を例えば得るというよう

な方法が重要になってくるということであ

ります。ところで、この水素と言いますと非

常に爆発するというようなイメージの強い

物質でありますけども、これは爆発的に反

応が進行してエネルギーを取り出せるとい
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う意味でありまして、この水素という物質

は、化学エネルギーで、このような潜在的な

エネルギーを化学エネルギーと申しますけ

ども、この化学エネルギーを内に秘めた物

質であるということであります。ですから、

これを上手にエネルギーを取り出す、例え

ば上手に電気エネルギーとして取り出すこ

とができれば、これが燃料電池として使え

るということであります。 

そして、ここで生成しました水につきま

しては、水はもちろん人体に必要なもので

ありますけれども、エネルギー的にはあま

り価値がないというものでありまして、そ

こでここにですね、再エネのエネルギー電

力を使いまして、先ほど燃料電池の逆反応

である水の電気分解をするということで、

この水素を得ることができるということで

ありまして、これが再エネを用いた水素製

造ということであります。同様にメタンに

ついて考えていきますと、このメタンも化

学エネルギーを持っているというわけであ

りますけれども、これを利用した後に出て

きます CO2 あるいは水ですけれども、ここ

に再エネを投入するということによりまし

て、メタンを作るということができるとい

うことになります。 

そこで、このような再エネを使うことで、

いろいろな化学エネルギーですね、このよ

うないろんな化学エネルギーを作ることが

できるという仕組みであります。このメタ

ンを作るメタネーションにつきましてはも

う一つ大きな意味がございまして、これは

二酸化炭素 CO2 を水素化するということ

になりますので、これは二酸化炭素を再利

用、リサイクルできるというところであり

まして、これまでのご講演にもございまし

たように、この CO2、炭素を外に排出せず

にですね、CO2 とメタンをぐるぐる回すこ

とができるということで、これがうまくい

きますと、カーボンニュートラルを実現し

ながら、このうまくこのサイクルを回すこ

とができるということがですね、があり得

ると言われております。 

このようなメタネーション、あるいはこ

の電解による水素生成ですけれども、例え

ばこちらのグラフですと、これは年々です

ね、ここに投入する電力を縦軸にとってま

すけども、まさに指数関数的にですね、これ

が増加をしていると。これはヨーロッパの

例ですけれども、このようなことが現状と

なっているということであります。ヨーロ

ッパにおきましてはもう一つですね、この

ようないろいろなエネルギーの事情を背景

としてですね、脱化石燃料の推進というの

が非常に加速的に進んでいるというふうに

言われております。 

ヨーロッパではですね、この化石燃料が

非常に比較的潤沢にあるものですから、こ

れを使って水をジャンジャン分解しまして、

水素にしまして、この水素と排出ガスであ

る二酸化炭素を合わせて、ここからメタン

を作るメタネーションということが非常に

有効な方法であるというふうに考えられて

おりまして、反応式で書くとこのようにな

るということであります。このメタネーシ

ョンの反応をですね、大きく分けて二つポ

イントがあると思っておりますけれども、

一つは投入するエネルギーが再生可能エネ

ルギーだけであるということ。そしてもう

一つは、これは同時にですね CO2 を有効利

用しているというふうにも見えるという、

この 2 点が同時に行われているというとこ

ろが、私はメタネーションの素晴らしいと

ころかなと思っているところであります。 
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この二酸化炭素の有効利用ということに

関しましてはいろんな研究がございまして、

例えばこちらの研究ですと、二酸化炭素

CO2 から CO、そして CO からメタン CH4

になるときにですね、どのような材料を用

意するとこの反応が早く進行するのかって

いうようなことを詳細に調べておられます

し、またこちら産総研さんの研究では、先ほ

ど大阪ガス坂梨様からもお話がありました

SOEC ですね、ここに水と CO2 を同時に供

給するということで、この二酸化炭素の有

効利用というものですね、いろんなものが

出てくるというところを研究されていると

いうこともございます。このような中で、本

学ではですね、二酸化炭素水素化というこ

とをですね、挑戦をしているということで

ありますけれども、水素エネルギー共同研

究センターの中のですね、耐久性の高い太

陽電池を作る研究チームがありまして、そ

れとこの真ん中に書いてます我々の水電解、

これは水蒸気電解をするグループ、それか

ら右に書いておりますが、これをメタネー

ションの触媒でメタネーションをするとい

う、この三つのチームがですね、力を合わせ

まして、このメタネーションの検討という

のを行っております。すなわち太陽光を用

いまして電力を得まして、それを用いて化

石燃料によらない水素を生成しまして、そ

れをもとにメタンを構成するということで

あります。 

本学の我々で行ってます取り組みの特徴

を少しだけ説明させていただきますと、こ

の右上に写真がありますけども、我々です

ねこの SOEC の水素メタネーションを目指

しておるんですけれども、酸素過剰型酸化

物というちょっと変わった固体電解質を

我々開発しておりまして、これは非常に性

能がいいもんですから、これを使ってです

ね、まずは水を電気分解すると、高効率な水

電解を行うということを考えております。

そして、もう一つはこの例えば電極反応な

んですけども、これもいろんな反応過程か

らできてるんですけども、これを一つ一つ

詳細に調べてやりましてですね、どこが足

を引っ張ってるのかということを明確にし、

そしてどこを加速するんだということを考

えながらですね、高効率化を目指している

と。 

そしてもう一つは、この触媒をこの本体

の中に入れておりまして、1 段階でメタン

を生成するようなことを狙って検討を行っ

ているというところでございます。そして

もう一つ本学の強みとしましては、この放

射光、いわゆる非常に強い光を使う施設に

アクセスが非常に容易なもんですから、具

体的にはスプリングエイトですとか、本学

の持つ放射光施設ニュースバル、これを活

用しますと、触媒の化学状態の解析ですと

か、あるいはメタネーションの反応を起こ

しながら、その反応過程、あるいは劣化過程

というものをですね、すぐに観察解析がで

きるという体制となっておりますので、そ

の結果をすぐに次の開発にフィードバック

できるというところで非常に加速度的に研

究が進むという、このようなまさに理系と

理系の融合ということも行ってございます。 

さらに最後には、これは政策研究所草薙

先生との共同で行っていることですけども、

まさに文理融合ということを考えておりま

して、やはり理系だけでこのような研究を

するのではなくてですね、特にこの水素の

研究におきましてはやはり国内外の動向で

すとか、今日もいろいろお話がありました

が、あるいは政策提言とかですね、あるいは
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コストの視点ですね、経済性というところ

の観点も絶対必要になってきますので、そ

ういったことをですね一緒になって考えな

がら、我々理系としてはこういった検討を

進めている。特にこの赤い部分のところの

検討を行っているというところでございま

す。 

最後にまとめさせていただきますと、こ

のメタネーションの技術というのはですね、

将来のエネルギー構造において欠かせない

技術と、これは本日お越しいただいたガス

会社さんだけのものではなくてですね、や

っぱり我々1 人 1 人に関係してくるところ

じゃないかというふうに思っておりますの

で、こういったことを将来的にですね、発展

を期待しているというところであります。

本学におきましては、文理融合研究により

まして、高効率な SOEC のメタネーション

というのを現在開発中でございます。今後

ともいろいろご支援をいただければと思っ

ております。発表は以上です。ご清聴ありが

とうございました。 

 

草薙 嶺重温先生のご講演でありました。嶺

重先生、本当ありがとうございました。以上

で第一部講演の部は全て終了でございます。

ここで休憩に入りまして、会場を若干設営

を変えてまいります。第二部の開始を午後

7時 45分からとさせていただきたいと思い

ます。皆様トイレ休憩でトイレに行ってい

ただいても結構でございます。しばらく会

場設営の時間をいただきたいと思っており

ます。どうぞよろしくお願いします。では、

第一部を終了します。 

 

 

第二部 パネルディスカッション 

 

草薙 お待たせしました。それでは第二部の

パネルディスカッションの部に進ませてい

ただきます。ここまでご講演を聞いていた

だきましたけれども、討論者でいらっしゃ

います福山大学経済学部長の楠田昭二先生

からお 1 人ずつに対して質問を投げかけて

いただきます。当然、何かのお答えをいただ

けるものと期待しております。ここから先

は楠田先生におまかせします。楠田先生ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

楠田 はい。こんばんは、ご紹介にあずかり

ました福山大学の経済学部の楠田でござい

ます。今日は「メタネーションがある未来」

ということで、多くの先生方、事業者の方

が、このメタネーションという新しいガス

体に向けて、非常に熱心なご議論をしてい

ただいたわけであります。私の方も少しメ

タネーションにもかつて携わったこともあ

りますし、それからあと今、大学の方の経済

学部で環境経済学をやっておりますので、

そういう意味でこのテーマっていうのは大

変私の専門にも近いと言えば近いというこ

とが言えると思います。それでは時間も限

られておりますので、今日のご講演者の順

番順にですね、質問をさせていただきたい

と思います。 

まず 1 人目は兵庫県立大学の中村先生で

いらっしゃいますが、脱炭素化社会に向け

た視点、メタネーションのある未来に向け

て、というご講演をしていただきました。大

変包括的な、どう見るべきなのかっていう、

素晴らしいプレゼンテーションだったと思

います。エネルギー、ガスに限らず、電力も

いろいろ考えてみますと、業態によってや

はり特徴ってのがあるかと思うんです。電
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力産業と都市ガス産業の例えば工場の立地

の仕方っていうのも、物のエネルギーによ

って違ってくるというのはよく言われてる

ことでございますが、電力なんかの場合は、

いろんな歴史的な経緯もありますけれど、

比較的こう送電線という手段が発達し、相

対的には特にこの都市ガス導管網なんかと

比べますとコスト的に安いということもあ

るので、かなり遠くまでも運べるという特

徴があろうかと思います。逆に言いますと、

大規模な発電所を都市部事業地からは離れ

たところに設置をするという、そういう思

考があったと思います。 

そういう意味で、発電所という電力の方

は生産地立地型というふうに言われてます

が、一方、今日のテーマのガスってのは送管

網の施設がコスト的にも高いということで、

ガスの製造工場というのは消費地の近くに

置く消費地立地型っていうのが一般的に言

われております。それが伝統的な分類、考え

方になるんですが、今回のメタネーション

によるメタンガスっていうのが、昭和 40 年

以降、天然ガスが LNG 搬送されて今に至

ってるわけなんですが、このメタネーショ

ンによるこのメタンガスっていうのが、こ

の LNG の代替ガスとして位置付けられる

とすると、さて、そのメタネーション装置っ

てのは、ガスの製造工場の一部として消費

地立地型にすべきなのか、各事業者さんが

いろいろおっしゃってましたし、野田室長

の方もおっしゃってたわけなんですが、海

外から原料ガスを調達する付随する装置と

いうことで、生産地立地型にするのかとい

う、こういうどちらになるんだろうかって

いうというのが一つの議論になると思うん

ですね。 

中村先生は、考え方が重要だということ

で、特にこの S＋3E の視点とか、地政学的

な観点からこのメタネーションというのを、

国内あるいは海外にどうもって位置づけて、

そういった装置ってのを置けばいいのかっ

ていうのを、少しお考えをお尋ねしたいと

思います。 

 

中村 はい。ご質問どうもありがとうござい

ます。非常に大事なポイントを言っていた

だきまして、感謝を申し上げたいんですけ

れども、もちろんですね、この製造装置、ど

ういったところに立地していくかっていう

のは、それぞれの事業判断っていうところ

あると思うんですけども、その前提としま

してですね、このまさに生産と消費がどっ

ちなんだというご指摘ありましたけれども、

これいろんな形態がですね、これからどう

いうふうになっていくかということにやは

りよるんだと思います。つまりですね、CO2

をどこから調達するか、例えば製鉄所が非

常に CO2 を出すという場合にその製鉄所

の近くに置くのかどうか、それからもう一

つ、その水素をですね、どういうふうに調達

するのか、これによってですね、どこで生産

をしていくのかっていうのは、様々に決ま

ってくるというふうには思います。 

またいろいろコメントがあるかもしれま

せんけれども、そういう中で、最近はです

ね、例えばオーストラリアからですね、グリ

ーンな水素を輸入するという、水素の専用

船でですね、持ってくるといったような動

きもございますけれども、そういったその、

特に先ほど野田室長のお話にもありました

けれども、水素の価格、自然エネルギーで作

った水素、グリーンな水素ですね、これの価

格っていうのは非常にこの効いてくるわけ

ですね、このメタネーションやるときにで
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すね、つまりその水素をどういうふうに考

えるかというのは非常に大きなポイントに

なると。そのときにその、例えばさっきシー

レーン防衛の話しましたけども、どっから

どういうふうに持ってくるのかという問題、

海外から持ってくるわけですね。 

それからもう一つその、先ほどもお話あ

りましたけれども、風力とか太陽光のよう

な自然エネルギーってのは非常に fluctuate

するわけですね。夜は発電しないとか風が

止まったらどうすんだと、そういうその

fluctuate する自然エネルギーを使って水素

を作るっていうときにですね、そのいわゆ

る蓄電代わりにですね、使うというような

考えもあるでしょうし、もう一つ、今日はち

ょっと時間がなくて触れませんでしたが、

原子力がこれからどうなるか。 

先ほどの楠田先生の話にもありましたけ

ど、原子力って巨大な施設をですね、遠くに

作ってそれを送電線で持ってくるっていう

ビジネスだったわけですけれども、これか

らの SMR、スモールモジュールリアクター

っていうね、小型の原子炉、経済効率性は下

がるけれども安全性が高まるという地産地

消型の SMR っていうのも出てくるかもし

れない。そうなったときに、SMR で電気分

解した水素っていうのがまた利用できると

いうことになるとまた話が変わってくる。

ということでですね、ちょっと原子力の話

は今日はもうあんまりしませんけれども、

そういったいろんなファクターを考えなが

らですね、この一番最適解を探っていくこ

とになるんじゃないかというふうに思って

おります。 

 

楠田 ありがとうございました。それでは続

きまして、東京ガスの矢加部様の方にご質

問させていただきたいと思います。私は結

構こういうエネルギーの歴史っていうのに

大変関心がございまして、特に東京ガスさ

んといいますと日本にガスを導入したとき

に、明治期でございますけれど、東京、横浜

の方に導入されて、後は居留地の神戸、こち

らですね、という 3 ヶ所しかない、そうい

う時代があったときに、それから東京ガス

さんの方に転換していくということで、今

発展されてると思うんですが、たかだか創

成期には 2 ヶ所しかない、あるいは神戸も

いれて 3 ヶ所しかないものが、大正の時代

になってくると、石炭を大量に使って、会社

の数も 91 社に増加するという、ガス産業の

を黎明期っていいますか、発展の初期の段

階で相当数も、そしてガスの供給なり需要

も増えていった、そういう時代があったと

いうふうに承知してます。 

ただ、ちょうど大正の頃の 91 社もあった

頃は、残念ながら第一次世界大戦後の不況、

そしてそういった戦争もあったことも原因

だったと思うんですが、ガスの当時の原料

であった石炭価格の高騰、これでですね、原

料費が上がれば需要家が払えば会社として

は運営していけるんですけれど、なかなか

需要家の方も価格転嫁を許さないというこ

とになって、各 91 社の会社さんの方も大変

経営が厳しくなったと。多くの会社が潰れ

てしまって、中には地中からその導管を掘

り出して、それ別ですから、有用な価値のあ

るものですからそれで何とか最後は会社を

締めることができた、というようなことを

歴史の本から学んでおります。 

ただ、御社においてはそういった厳しい

中をうまく切り抜けて現在に至って、No.1

の会社ということで今リーディングをして

いただいてるわけなんですが、このメタネ
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ーションやはり価格を下げなければならな

いとかっていう、あるいは技術開発で多分

そうなるんだろうなと思いながらも、やは

りいろいろ科学技術なり加工をやっていく

ということになりますと、どうしても値段

が高い、価格が付加せざるを得ない状況に

なっていくと思うんですね。 

そうすると御社にとって、もちろん政府

の方にいろんな支援とかっていうことをご

提案されるのはもちろん必要だと思うんで

すけれど、やはり企業としてもそれなりの

決意と努力と、そしてその、例えばこの大正

時代にうまく生き抜いてきた歴史的な経験

といいますか、そういったものがおそらく

うまく利用されて、次の 2030 年あるいは

2050 年に向かってうまく立ち行くんじゃ

ないかなというふうに期待してるんですけ

れど、こういった観点からですね、どういう

経営工夫をされてこの e-メタンっていうの

の社会実装をですね、実現されるのか、この

辺りの考え方をお伺いできればなと思って

おります。 

 

矢加部 ご質問ありがとうございます。大正

時代に危機があったことは存じ上げており

ますけれども、大変お恥ずかしながらです

ね、どうやって危機を乗り越えたかという

のは正直存じ上げておりませんので、割と

時代の近い例で、LNG50 年前に導入しまし

たときと今を比べてどうかということで少

しお話をさせていただきます。 

50年前にLNGを導入しましたときには、

実はいくつか追い風の要因がございまして、

一つは環境課題これを解決すべく、非常に

クリーンなエネルギーである天然ガスの価

値があったこと、それから二つ目でござい

ますけれども、パイプラインの輸送能力を

大幅に高めることができたこと、そして三

つ目はちょうど高度経済成長の時期でござ

いましたけれども、いわゆる天然ガスが発

電用にも利用できるということと、それか

ら産業用であったり民生用の需要が伸びる

ように対応できたという、いくつかのプラ

スの要因があったというふうに思います。 

また、当時でございますけれども、総括原

価方式でございまして、投資の回収もある

程度予見できたというのもプラス要因だっ

たと思います。一方で現在の e-メタンを考

えてみますと、性状は基本的には天然ガス

とほとんど変わりございませんので、e-メ

タンを導入するということは単純にコスト

を高めてしまうだけに繋がってしまうとい

うことでございます。 

ただ、先ほど私の発表でもご紹介しまし

たように、他のエネルギーキャリアに比べ

ると e-メタンはよりベターな選択肢だろう

というふうには思っています。こういった

実情の中でどうやってコストの課題を解決

していくのか、それから普及を促進してい

くのかということでございますけれども、

主に三つのポイントがあるかというふうに

思っております。 

一点目は、先ほど来繰り返し話に出てお

りますけれども、とにかく e-メタンのコス

トの大半は再生可能エネルギーのコストが

占めてございますので、いかに安価な再生

可能エネルギーを入手してくるか、その選

択によって変わってまいりますので、その

選択肢を一生懸命いま探しているところで

ございます。 

それから、二つ目は技術革新というふう

に思っております。弊社経営の方からも技

術が経営を支える、それから技術が事業を

変えるというふうに言ってもらっておりま
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すけれども、我々先ほどご紹介しましたよ

うに、より低コストなグリーン水素を製造

するための自前の水電解の技術開発を進め

ております。また大阪ガス様のご発表にあ

りましたし、野田市長の方のご紹介もあり

ましたけれども、我々も GI 基金を活用させ

ていただきまして、将来のより低コスト高

効率なメタンの合成技術を、革新的な合成

技術を現在開発しているところでございま

して、そういった技術が活用できることに

よって将来的にはコストを下げることがで

きるというふうに思っています。ただし、こ

の技術が実際に適用できるのは 2030 年以

降でございますので、それまでの間、黎明期

においてはぜひ国の方のご支援をいただき

たいということで、経済産業省様の方には

お願いしているところでございます。 

それから三つ目の観点でございますが、

啓蒙活動、それから仲間作りというふうに

思っております。e-メタンのカーボンイン

テンシティが低い環境価値をぜひお客様に

ご理解いただき、少しでも高コストであっ

ても活用いただけるという会話を続けてい

く必要があるというふうに思っております

し、それから仲間作りの観点でございます

けれども、得てして e-メタンというのは日

本だけが取り組んでいるように思われがち

でございますが、実は最近グローバル企業

であるシェルなんかも e-メタンに関心を示

して取り組みを進めているところでござい

ます。こういったインターナショナルな企

業が e-メタンのビジネスに参入してくるこ

とによって、世界的なビジネスが展開して、

規模の経済、それから技術進展も期待され

まして、その結果としてコストが低減して

いくものというふうに思っておりますので、

いかに仲間作りをやっていくかということ

が重要と考えて今取り組みを進めていると

ころでございます。以上でございます。 

 

楠田 ありがとうございました。それでは続

きまして、東邦ガスの金丸様の方にご質問

させていただきたいと思います。御社のプ

レゼンテーションの冒頭、東邦ガスは国内

でも有数の産業集積地を抱えて、産業分野

のガスの販売ウェイトが高い、これが特徴

であるというふうに冒頭ご説明いただきま

した。e-メタンの社会実装の調整方法、海外

調達、あるいは国内で、という大きく場所的

にいうと 2 ヶ所、2 パターンがあるわけな

んですが、御社の活動の中でも、自動車部品

メーカーさんとの国内需要中での消費地立

地型のメタネーションというようなことも

今やられてるというご説明だったわけなん

ですが、ただそろそろ考えてみますと、国内

立地で CO2 を排出するような、例えば自動

車部品メーカーさんなり、他の企業さんで

もいいんですけれど、そういったところは、

ひょっとするとメタネーションの技術を販

売する企業、あるいは再生エネルギーもだ

いぶやってらっしゃるようなことがありま

して、ひょっとすると、ガス会社さん抜きで

も、そういった国内立地型のものってのは

できちゃうかもしれないなというそんなイ

メージもございまして、今もちろん東邦ガ

スさんとしてはこのメタネーション社会実

装に向けていろいろ鋭意努力されてるし、

国内の需要家さんともコラボレーションを

組んで、ということで、いろいろ実績も積ん

でらっしゃるので、多分そういう方向で横

展開っていうんですか、広がっていくんだ

ろうなという期待は持ってるんですけれど、

一方で会社さんは会社さんの判断ってのも

ありますから、何も学際者さんとご一緒し



91 

 

なくても、自分たちの周りのリソースでで

すね、自分たちのビジネスができるってい

う可能性だって十二分にありうる。 

そのときに東邦ガスさんの方にお聞きし

たいのは、いやいや、ちょっと待ってくださ

いと、やはり東邦ガスはこれだけの実績が

ある、これだけの価値があるので、わが社抜

きではそんなことはうまくできないんです

よ、というふうにぜひ私達は言って欲しい

んですけれど、その辺についてですね、どう

いうお考え方なのかというのをお話を伺え

ればと思います。 

 

金丸 はい。ご質問いただきましてありがと

うございます。非常に悩ましい質問ではご

ざいますが、私どもの使命というか考えと

しましては、産業のお客様中心にですね、ク

リーンなエネルギーを国際競争力のある形

でお届けするというところが我々の使命だ

というふうに思っておりまして、私どもの

説明の中にはですね、海外と国内と両方の

メタネーションを検討しているというふう

に申し上げましたが、その点で申し上げま

すと、やはり海外の方が再生エネルギーの

値段が安いというところもありまして、メ

タネーションによる価格というところは、

国内と比べて相対的に安くお客様に供給で

きるだろうというふうに思ってますので、

一時的にはまずは海外っていうところが優

先かなというふうに思っております。 

ただ一方で国内のよさというところもご

ざいまして、例えば国際ルールのところが

ですね、関係なくなるだとか、それから迅速

にですね検討が進められるとか、そういっ

た良さもあるので、国内でやるというケー

スの中で、お客様がですねオンサイトでや

った場合、弊社の関わりはどうだというと

ころがご質問のところかなというふうに思

っておりますが、例えば、オンサイトでメタ

ネーションをやろうと思いますと、CO2 の

回収をしながら、一方でお客さんが使うガ

スの燃料としての計画、それから再生エネ

ルギーのバランスだとか、それから設備の

設置だとかって考えていきますと、なかな

か効率よく運転したりだとか管理していく

っていうところが難しいのかな、というふ

うに我々としては思っております。 

できましたら、そうしたたくさんのメー

カーさんをですね、束ねてというか、たくさ

んの工場から排出される CO2 を我々が回

収してそれを束ねて、その束ねた CO2 を基

にですね、我々の工場の方でメタネーショ

ンしてボリュームを大きくしてですね、生

産した方がですね、安定的にかつ廉価に供

給できるものというふうに思っております。

そのあたりのインフラを持つ我々の強みで

あるというふうに思っておりますので、そ

うしたところを生かしながらですね、カー

ボンニュートラルに貢献していきたいなと

いうふうに思っております。以上でござい

ます。 

 

楠田 ありがとうございました。それでは大

阪ガスの坂梨様への質問でございます。坂

梨様のプレゼンの中で、御社の歴史的なイ

ノベーションについて石炭から石油、そし

て天然ガス、都市ガスの原料の低炭素化の

ために、諸々の技術開発努力されて、かつ、

その需要家での燃料転換に資するような機

器の開発まで行うという、実に広い活動領

域の実績があるという、そういうご説明を

いただきました。大変感銘いたしました。そ

の際にですね、やはり御社というのは昔か

ら非常にいろんなこういったイノベーショ
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ン、あるいは原料調達についても、リスクを

どちらかというと好んで取られる、そうい

う社風が、私もちょっといろいろ大阪ガス

さんとこれまでお付き合い短い期間ですけ

どありまして、どうも独特の会社だなとい

う感じがあって、これは全然非難してる意

味じゃなくて、ウェルカムでリスクテイク

をされる会社という意味で非常に尊敬申し

上げてるんですけれど、そういった会社と

しての DNA といいますか、そういった発

想から、今回のこの e-メタンの社会実装、

リスクもある、技術的なリスクもある、コス

ト的に解決しないといけない課題もある、

もちろん経産省とかお役所の方にもいろい

ろお願いはされてるんでしょうけれど、ど

こまでやっていただけるのか、これは神の

みぞ知るというふうに考えますと、大変リ

スクがあるというふうに会社としてはお考

えになる方がいいのかなと。そういう意味

でこれまで長い社歴で、リスクもいつも勇

猛果敢に捉えた御社としてですね、どうい

う経営戦略なのか、というのを改めて、決意

のほども含めて述べていただければなとい

うふうに思っております。よろしくお願い

します。 

 

坂梨 どうもありがとうございます。そんな

にリスクを好んで取っているつもりはない

んですけれども、そういうふうに見えると

いうことは、それを気づいてないのが一番

我々のリスクなのかなと今思った次第です。

私達のイノベーションのところにですね、

非常にご関心いただいたということで本当

にありがとうございます。そうですね、今日

の説明では割愛させていただきましたけど

も、確かに私どもですね、国内のユーティリ

ティの中では、比較的今日ご説明した機器

開発なんか以外でも、その非エネルギービ

ジネス、こういったところでもかなり容量

拡大には努めてきたという過去がございま

す。例えば一例申し上げますと、今大阪ガス

ケミカルっていう会社で、材料ビジネス、ケ

ミカル材料ビジネスやってるんですけれど

も、それっていうのは元々我々が石炭ガス

から都市ガスを作ってた頃、まさにその頃

っていうのはガス工場っていうのが一種の

化学工場だったわけで、そういったときに

培った石炭、科学技術、そういったものを生

かして高付加価値型の研究開発何かできな

いかということでやってまいりまして、今

では半導体の材料であるとか、スマホのレ

ンズ、炭素繊維、こういった事業に繋がって

いるというのもございます。 

その他にも、LNG の冷熱を使った冷凍食

品であるとか、料金システムの開発から広

がった情報サービス、そんなこともいろい

ろございました。それらを考えますと、

DNA っていうふうにおっしゃっていただ

きましたけれども、やはり我々都市ガス事

業の中で培った技術、サービス、そういった

ものをいかに幅広く活用して、より大きな

提供価値を生み出せないか、そういったこ

とを考えてきた会社なのかなというふうに

思います。そう考えて本日のですね、メタネ

ーションの提供価値というところを考えま

すと、一番メインのところは今日もご説明

しましたガス体の脱炭素化というところが

最大だというふうには思います。 

ただそれ以外にもですね、化石燃料とは

違って再エネ電気とか CO2 水素、こういっ

たものを原料としているというようなとこ

ろで調達元の多様化、つまり供給セキュリ

ティの向上なんかにも繋がるなとも思いま

すし、また日本の中でこういったメタネー



93 

 

ション産業、こういったものがよりそのグ

ローバルにも先駆的な地位というのを築く

ことができれば、次世代エネルギー産業、熱

エネルギー産業、こういったモデルとして、

アジアなどですね、世界的にも展開できる

可能性もあるかなと。 

その当社がですね、今日ちょっとあまり

詳しくは説明しませんでしたけれども、将

来技術の中で SOEC、こちらの方取り組ん

でおるんですけれども、こちら前段、後段と

いうふうに反応があるんですけども、後段

の方はですね、実はメタンだけじゃなくて、

エチレンであるとかエタノールメタノール、

こんなものも、つまりカーボンニュートラ

ルな化学製品ですね、こういったものを作

るというような形の展開というのもあるか

なというふうに思います。そう考えますと、

メタネーションの方も今のところは始まっ

たばっかりですけれども、単なる都市ガス

を脱炭素エネルギーで置き換えるという話

だけではなく、日本だけではなくて世界で、

あるいはそのエネルギーだけではなくてそ

ういった化学製品、そういったよりその高

い提供価値を与えていけるような、そんな

ソリューションにできたらなというふうに

考えてございます。 

 

楠田 はい、ありがとうございました。それ

では最後、兵庫県立大学の嶺重温先生に対

する質問でございますが、電力、それから熱

需要とかというようなことで、供給できる

エネルギーってのは違うわけなんですが、

特に東京電力様のプレゼンの中にもありま

したけれど、民生産業部門の 62%のエネル

ギー消費が、約 200 度以上の熱需要という

ことで、これはなかなか電化が難しい分野

だというふうに言われております。そうい

う意味で、非電力部門ということで水素、e-

gas への転換ということで、今日もご説明い

ただいて、種々、兵庫県立大学の中でどうい

う技術開発をやってらっしゃるかというご

説明ありがとうございました。ただこの e-

メタンに関することでいろいろ研究開発・

技術開発やっていただいてるわけなんです

が、改めてこの技術開発上の課題と、特に大

学の立場から、おそらく産学協力とかです

ね、そういった技術開発推進に向けての期

待と課題、こういったことについて改めて

ちょっとご紹介いただければと思います。 

 

嶺重 楠田先生、ご質問ありがとうございま

す。そうですね、e-メタンの課題としまして

は、これは野田様はじめ皆様おっしゃって

られましたが、やはり水素ですよね、この水

素を効率よく、そして低コストに作るとい

うところがやはり重要なんだろうと思って

おります。 

またもちろんメタンネーションの反応の

触媒の設計ですよね、あるいはプロセス工

学的な設計ですとか、もちろん触媒の劣化

もあります、その辺りの抑制、あるいは大規

模化に向けたそういったいろんな取り組み

の必要があるんだろうなというふうには思

っておるんですけど、やはり一番大事なと

ころはやはり水素なんだろうと思っており

ます。これはもちろん水、あるいは二酸化炭

素というのはもう非常にもう安定な物質で

すから、もうこれにですね再エネのエネル

ギーを与えて、いわゆる化学エネルギーを

作らないといけないわけですね、水素でし

たりメタンと思うんですけど、これは普通

に考えると非常に難しい、厳しいことだと

思うんですよね。そこがやはり、そこをどう

克服していくのかっていうのがやっぱり重
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要になってくるのかなと。 

いわゆる水素を効率よく得るということ

と、低コストでいるというところが必要な

んだろうと思ってます。そこにブレークス

ルーがあればですね、この SOEC、あるい

は e-メタンというところもですね、e-メタ

ンというものが大幅に普及するんじゃない

かなというふうに期待をしておるわけであ

りますし、そこで低コスト化が進めば、我々

の家庭にもこういったものが入ってくる可

能性があって、我々も恩恵を受けるんじゃ

ないかなというふうに期待をしているとい

うところでございます。 

それで、我々の取り組みとしましては、こ

れは大阪ガスさんが言われてましたような

SOEC という形で取り組んでおるんですけ

れども、これを何とかしてですね、水素を効

率よく得る方法っていうところをですね、

何とかしてどこまでいけるのかっていうと

ころを、明らかにしていきたいと思ってお

りまして、それがうまくいった暁にはです

ね、ぜひ大阪ガスさんにはですね、技術を買

い取っていただいてですね、ぜひリスクを

とっていただいてですね、一緒に歩ませて

いただけることがあれば非常に幸いだなと

思っておりまして、そのような産学連携み

たいなものを通してですね、e-メタンの普

及っていうのがどんどん進んでいけばなと、

そのようなストーリーを描いているという

ようなところでございます。 

 

楠田 それでは先生方ありがとうございま

した。もう 5 分遅れてますので、やり取り

をフロアともやらせていただければとは思

うんですけれど、ちょっとそれが叶わない

ようでございますので、ちょっと私の方か

ら二言だけですね、ちょっとまとめと感想

等まとめということで申し上げたいと思い

ます。 

ガスの原料、石炭から石油、そして天然ガ

スに変わったという歴史があって、各々イ

ノベーションも必要に応じてやったってい

う歴史があるわけなんですけれど、例えば

石炭も還流することによってガス化するっ

ていうことで、還流プロセスってのは結構

時間かかる。そうすると、需要家の方が急に

冬場、ガスが欲しいとかって言ったときに、

なかなか石炭の場合は柔軟に対応できなか

った。それが次に石油の時代になると、これ

はそんな面倒くさい還流っていうプロセス

必要ないので、需要家の方で結構需要が高

まる、変化するっていったときに、比較的簡

便に柔軟に対応できたっていうような話が

ございました。LNG になりますともっとそ

ういった利便性ってのがあって現在に至っ

ているのかなと思うんですが、メタネーシ

ョンが導入されたときに、そういうこの熱

需要といいますか、ガス需要の需要家の変

化に対して、一体このメタネーションって

のが、どういうふうなうまい展開というん

ですか、利便性が今後期待できるのかなっ

ていうのが、私の関心でもありますし、技術

のことでございますので、いろんな対応も

あろうかと思いますので、ぜひそういった

面でメタネーションになったからこんなに

便利になったっていうことが言えるような

時代が早く来てほしいなというふうに思っ

ているのが一点です。 

もう一つがですね、私もちょっと大学の

経済学の方におりますので、経済学者らし

いことを一言だけ。この地球環境問題の関

係でノーベル経済学賞を取った方で、ウィ

リアム・ノードハウス先生っていうアメリ

カの経済学者がいらっしゃって、それはそ
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れでご立派な方で、いろんなモデルとかで

温暖化の計算とかされて、私もいくつか論

文読んでるんですけれど、どうもノードハ

ウス先生がノーベル賞を取ったのは、実は

そういう温暖化の推計モデルとかそんなん

じゃなくて、光の技術に関する歴史っての

を、非常に地味な仕事なんですけれど、1996

年に出された論文で、実はこれがノーベル

経済学賞に受賞するきっかけになったと。 

太古の時代から現在に至るまで、光って

いうのはちゃんと技術革新に伴って便利に

なって、今日この部屋も明るいわけなんで

すが、特にノードハウス先生が注目してて、

面白いなと思ってるのが、明治期に、日本で

言えば明治期のガス灯の時代なんですね。

その頃、やはり鯨油っていうんですか、あの

鯨の油とかそういったものから、ガスの方

に変わっていったとき、大変世の中便利に

なって、先ほど東京とか横浜あるいは神戸

なんかもそのガス灯、光の分野でこのガス

ってのが使われたわけです。そうすると、た

だそのエジソンとか電気屋さんが頑張って

今電気の時代になっちゃってるわけではあ

るんですけれど、ただそのガスエネルギー

ってのもそういった昔の時代から、その光

っていう分野でお互いに切磋琢磨して競合

して、現在に至っているわけなんですけれ

ど、今この築かれてるガスの需要、例えば

200 度以上の熱需要っていうのがメインの

需要分野かもしれないんですけれど、熱だ

けなのか、あるいは 200℃のところなのか、

あるいは昔みたいに光に戻るかとか、需要

のところが、新しい世界、新しい経済の中

で、変わっていって、そのときに必要となる

エネルギーってのが、このガス、あるいは場

合によってはメタネーションのガスになっ

ていくのかっていう、そういったところが、

学術的には大変面白いところだなと。もち

ろん変わった理由として、実は隣にいらっ

しゃる先生のような技術の関係者が、大変

な努力をされて、大変付加価値の高い発明

をされることによって、世の中がゴロっと

こう変わっていたというのが、ノードハウ

ス先生の論文に書いてらっしゃる話なので、

大変刺激的で、そうなんだなということで、

やっぱり技術って重要だと、その技術の価

値ってのはやっぱり、やはり過小評価して

はいけないな、というふうに改めて経済を

勉強するものとして感じているということ

を最後のコメントとして述べたいと思いま

す。以上でございます。 

 

草薙 ありがとうございます。熱い議論を繰

り広げられた 6 名の方々に、今一度拍手を

お願いいたします。ありがとうございます。

楠田先生がおっしゃる通り、ノードハウス

教授の話っていうのを明かりの歴史とか光

の歴史っていうとこを見たときに、神戸の

人はランプミュージアムを思い出すと思う

んですね。ランプミュージアムに行きます

と、江戸時代に菜種油でなんとか夜ですね

明かりを灯した。でもその明かりではとて

もじゃないけど読書はできないですね。そ

ういったものを体験できました。そのラン

プミュージアムも今はありません。やっぱ

り我々の幸せのもとにあるこういう電気と

かガスというものがいかに大切なものかと

いうことを、我々は噛み締めるべきだとい

うふうに思います。 

最後までですね、基調講演をしてくださ

った野田様、お付き合いくださいました野

田様ありがとうございました。野田様にも

拍手をお願いいたします。ぜひ今日の議論

も政策策定に役立てていただければと思い
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ます。よろしくお願いいたします。それでは

時間も超過いたしましたので、パネルディ

スカッションはここまでとさせていただき

ます。席にお戻りくださいませ。ありがとう

ございました。それでは、理事長挨拶に移ら

せていただきます。本学の理事長でいらっ

しゃいます國井 総一郎様からご挨拶をい

ただきたいと思います。國井様よろしくお

願いいたします。 

 

國井 長時間のシンポジウムになりました

けども、熱心に聞いていただきまして本当

にありがとうございます。 

私はですね、中村先生からありましたけ

ども、オイルショックをですね、学生時代に

経験をいたしまして、就職が全くない時代

でしてね、これからガスの時代だというこ

とで、神戸の地元のですね、ノーリツという

ガス機器メーカーに勤めまして、20 年以上

経営をやってまいりました。ただし元々は

ですね技術屋でして、私はあのガスバーナ

ーの開発をやってましたね。当時東京ガス

さんは 6B というガスでして、大阪さん 6C、

東邦ガスさんは 6C というやつで、天然ガ

スに近いのは 13A っていうガスですね、非

常にいろんな種類のガスがあったというこ

とで一生懸命やった記憶があります。そう

いう関係もありましてですね、あの水素が

出てきたときに、ずいぶん一生懸命調べま

してね。神戸市と川重さんが水素を運んで

きて、実証実験に成功したということだし、

ポーアイのですね、コージェネのシステム

なんか見に行きました。 

私はですね、コージェネで電気とそれか

ら熱、温水を供給するんですけども、隣にワ

ールド記念体育館とかあるんですけどね、

とかあの、ポートアイランドのプール、私ス

ポーツ協会の会長もやってましたね、そう

いうのが来ますとクリーンなエネルギーが

来るんで、ワールド記念体育館もですね、コ

マーシャルなるかなというふうに思ったん

ですけども、いざ水素をですね、家庭に供給

するってなりますと、これはとんでもない

と。発熱量も圧倒的に少ないですしね。基本

的に家庭のエネルギーを水素では賄えない

ということで、水素だけでは駄目だなと。水

素をやってる人はですね、水素のボンベを

勝手に持っていくとかいうなことを言った

人がいましたけどね。とんでもないなと。や

っぱりメタネーションみたいなことをしっ

かりやっていかなあかんなというふうに思

いまして、今日ですねメタネーションの話、

しっかり進んでいることを確認しましてね、

非常に心強く、本当に感じました。ありがと

うございました。これからですね、メタネー

ションがもっと研究が進んで、ますます発

展することをね、祈念申し上げまして、私の

挨拶といたします。本日はどうもありがと

うございました。 

 

草薙 ありがとうございました。國井総一郎

理事長でございました。続きまして、兵庫県

立大学政策科学研究所所長の田中隆所長か

らご挨拶をいただきます。田中先生、よろし

くお願いします。 

 

◼ 閉会挨拶 

 

田中 兵庫県大学政策科学研究所の所長の

田中隆でございます。皆様、本日は改めまし

て、当研究所シンポジウムにご来場くださ

り、ありがとうございました。 

「メタネーションがある未来」と題して

の本日のシンポジウムは、これから本格化
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する脱炭素社会に向けて、その柱となりう

るメタンを合成する技術について、専門家

と実務家の先生方によるご講演とパネルデ

ィスカッションという二部構成でお送りい

たしました。メタネーションの技術が、脱炭

素社会の柱に成長する未来のビジョンを少

しでも皆様に示すことができたなら、主催

者として大変嬉しく存じます。 

まず、本日お越しいただきました、関西学

院大学産業研究所所長・豊原 法彦先生に御

礼申し上げます。そして、本日のシンポジウ

ム開催にあたり、ご尽力とご協力をいただ

きました皆様に改めて深く御礼申し上げま

す。ご挨拶を賜りました公益事業学会会長・

水谷文俊史先生、兵庫県公立大学法人理事

長・本学理事長・國井総一郎様、本学学長・

髙坂誠先生、基調講演を賜りました経済産

業省資源エネルギー庁ガス市場整備室長・

野田太一様、続いてご講演を賜りました当

研究所特任教授・中村稔先生、東京ガス株式

会社執行役員・水素カーボンマネジメント

技術戦略部長・矢加部久孝様、東邦ガス株式

会社企画部長・金丸剛様、大阪ガス株式会社

常務執行役員・企画部長・坂梨興様、本学工

学研究科教授および本学水素エネルギー共

同研究センター長・嶺重温先生、パネルディ

スカッション討論者をお務めくださいまし

た福山大学経済学部長・楠田昭二先生、本当

にありがとうございました。そして、このよ

うに豪華なメンバー構成でのシンポジウム

は、本学副学長・草薙真一先生のご尽力なく

しては実現し得なかったことを申し添えま

す。ありがとうございました。簡単にではご

ざいますが、これをもちまして、閉会の挨拶

と代えさせていただきます。皆様、本日は本

当にありがとうございました。 

 

草薙 田中隆先生ありがとうございました。

これにて全てのプログラムを終了いたしま

した。皆様、どうかお忘れ物なきようお帰り

くださいませ。時間が超過いたしました。司

会の不手際に他なりません。本当に申し訳

ございません。20 分超過いたしました。心

よりお詫びいたします。どうかお気をつけ

てお帰りくださいませ。ありがとうござい

ました。 

 

以上 
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＞＞附録 ② 

 

２０２３年度 第２回 兵庫県立大学政策科学研究所シンポジウム 

「サステイナブルな社会と日本酒の世界」 

 

 

◼ 開会挨拶 

 

津田 本日は対面参加での皆様、それからオ

ンライン参加での皆様、兵庫県立大学政策科

学研究所シンポジウム、サステイナブルな社

会と日本酒の世界へようこそお越しいただ

きまして、誠にありがとうございます。本当

に今日はぐっと冷え込んで参りました。こう

いう日はこれからより日本酒が美味しくな

る時期でもございますが、今日はゆっくりと

シンポジウムをお聞きいただきまして、サス

テイナブルな世界からの日本酒を、シンポジ

ウムの後、皆様どうぞお楽しみいただければ

と思います。 

本日司会進行は甲南女子大学より参りま

した津田なおみでございます。どうぞ最後ま

でよろしくお願い申し上げます。それでは、

これよりサステイナブルな社会と日本酒の

世界、シンポジウムを始めさせていただきま

す。まず、関西学院大学産業研究所、豊原法

彦所長より、開会の御挨拶がございます。 

 

豊原 こんにちは関西学院大学の産業研究

所の豊原でございます。本日はご参集いただ

きましてどうもありがとうございました。今

回ですねこのような形でサステイナブルな

社会と日本酒の世界という形でこういう会

ができましたこと、非常にありがたく思って

おります。共催をさせいただいておりますの

で応援もありまして一言ご挨拶をさせてい

ただきたいと思います。皆さんもサステイナ

ブルっていう言葉は非常によく聞かれてい

る言葉だと思います。SDGs なんていう言葉

で聞かれているかと思いますけども、このよ

うにお酒の世界が、この灘区の辺りから、五

郷と言われるような形で、関西学院ございま

す西宮市まで広がっているのは皆さんご承

知のところかというふうに思います。ご縁が

ありまして、白鶴酒造株式会社の嘉納様に基

調講演をいただき、そして菊正宗の高橋様、

そして白鶴の櫻井様、そして兵庫県立大の牧

様、そして関西学院の木本様に講演を順次い

ただくという形での進め方をして、中村様を

交えてパネルディスカッションをしようと

いうふうに考えておりますので、いろいろな

意見をクロスオーバーしながらできればい

いかなというふうに思っております。 

  ご存知の方もおられるかもしれませんが、

関西学院でも退職されて、昔学長をされてい

た方なんですけども、柚木先生という方がお

られました。樽廻船のことを勉強されていた、

江戸時代からですかね、江戸から昭和にかけ

ての、明治・昭和にかけてのことを勉強され

た方で、実は私も授業を受けて非常に優しい

先生でいい点をいただいた覚えがあるんで
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すけども、その先生の授業を受けていたこと

を思い出しました。その先生が言われていま

したのは、元々お米やお酒を作っていたので

はなくて、伊丹であるとか、池田あたりで作

っていたと。それが江戸時代です。そのとき

に一番大変だったのが米を研ぐっていう作

業で、その精米水車っていうのがここはすご

く良かったので移った。もちろん宮水もあり

ますし、輸送しやすいというファクターもい

ろいろあったんですけれども、そういうとこ

ろで産業が発展していくプロセスっていう

のを日本経済史という科目で習ったことを

思い出しておりました。 

いろいろ過去からまた現在明治を経て昭

和平成令和に至るわけですけども、その中で

サステイナブルなディベロップメントをし

ているわけですけども、そういうところを皆

さんと一緒に学んでいけたらというふうに

思います。会社・社会の取り組み、会社とし

ての取り組み、そして大学としての取り組み

等を通じることで、皆さんと一層理解が深ま

ればいいかと思っております。本日はよろし

くお願いいたします。 

 

津田 ありがとうございました。それではこ

こでシンポジウムの趣旨のご説明と、登壇者

のご紹介をさせていただこうと思います。こ

のシンポジウムは、世界にアピールできる日

本の個性、こういった観点から、日本の伝統

産業に焦点を当てました。サステイナブルな

社会の実現に対します、現代の清酒業の貢献

について考えてまいります。持続可能な開発

目標におけます最重要課題の一つでありま

す気候変動、これに対しまして具体的には何

をしていくことが必要なのか。日本に対しま

しても世界経済の結びつきの強まりを前提

といたしました、貢献が求められております。

そこで、前近代社会に起源をもって、そして

現在もなお持続しています伝統産業、自然と

の調和や共生を図りながら、ダイナミックな

市場の変化に対応していく力があるのが伝

統産業です。特に日本酒です。世界各地に食

文化、こういったものに寄り添いながら、今

は「SAKE」いわゆる酒として受けられてい

るところはもう皆様ご承知のところかと思

います。このシンポジウムでは、日本を代表

いたします清酒メーカーの様々な活動や地

域社会とはどういうふうに関わっているの

か、また日本酒の消費文化を見ることを通し

まして、サステイナブルな社会の実現に対し

ます、現代の清酒業の貢献について、皆様と

ともに考えてまいりたいと思います。 

ではここから、登壇者の皆様をご紹介させ

ていただきます。まずは基調講演を賜ります、

嘉納健二様です。どうぞ中央にお越しくださ

い。嘉納健二様は、白鶴酒造株式会社代表取

締役社長、また灘五郷酒造組合の理事長でい

らっしゃいます。このあとどうぞよろしくお

願い申し上げます。続きまして、パネリスト

の皆様方、ご登壇順ですが、ご紹介をしてま

いります。菊正宗酒造株式会社執行役員総合

研究所所長 高橋俊成様、白鶴酒造株式会社

専務取締役執行役員生産本部長 櫻井 一雅

様、兵庫県立大学政策科学研究所 牧慎太郎

特任教授です。関西学院大学国際学部教授の

木本 圭一様、以上の皆様方でございます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。そして

もう１方、パネルディスカッションのときに

討論者としてご登壇いただきます。兵庫県立

大学政策科学研究所 中村稔特任教授です。

ありがとうございます。以上の先生方が登壇

者として壇上に上がっていただきます。なお、
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登壇者の皆様の略歴につきましては、皆様方

にお配りさせていただいておりますプログ

ラム、こちらの方に掲載をされております。

どうぞ合わせてご覧いただきたいと思いま

す。 

 

 

第一部 基調講演 

津田 第一部をスタートしてまいりたいと

思います。第 1 部は基調講演でございます。

嘉納 健二様にご登壇をいただきます。タイ

トルは「サステイナブルな社会と日本酒の世

界」ということで、ではよろしくお願い申し

上げます。 

 

◼ 嘉納健二「サステイナブルな社会と日

本酒の世界」 

 

嘉納 ご紹介あずかりました白鶴酒造の代

表しております嘉納 健二と申します。また

灘五郷酒造組合の理事長もさせていただい

ておりますので、本日基調講演ということで

すけども、少し短め 20 分程度のお話という

ことで、題名は本来通りでサステイナブルな

社会と日本酒の世界を、少し私の理解の中で

かいつまんでちょっとお話をさせていただ

きたいと思います。 

最初は、こちら灘の酒の中心部であります

東灘区でございますけれども、灘の酒のお話

を紹介だけを簡単にさせていただきたいと

思います。灘の酒、いわゆる灘五郷を含む兵

庫県のお酒は、生産数量で全国一番を誇りま

す。その中で灘五郷エリア、いわゆる神戸市

から西宮市にかけての昔の地名で五つの地

名がございまして、その中でたくさんのお酒

が作られてきたわけですけれども、酒造りに

適した風土に恵まれた、本当に米と水と技に

優れた日本一の酒どころとして知られてい

ると思います。大体地形の方はですね、ちょ

っと古いタイプの地図であえて説明させて

いただきますと、我々がいるこの御影公会堂

は、御影という通りでこの「御影郷」という

ところにございます。左から 2 番目の四角に

なったところが、我々のいる御影郷。そして

西に行くと西郷、これは行政区で分けますと

灘区になります。逆に御影郷から東側、これ

もまだ神戸市でございますけども、魚崎郷と

いうのがございます。芦屋を挟んで、西宮郷、

今津郷というふうな形で並んでいます。ただ

いま灘五郷の酒造組合で登録されているの

は 25 社、そしてみりんの製造業者として 1

社、登録されております。 

近世灘五郷・近代灘五郷と少し分けてあり

ますけども、大きく分けて東灘区、神戸市で

すね、東灘区と灘区とに分けられたエリアと

西宮市に分かれたエリアで、合わせて 25 社

の、そして 1 社のみりんの業者が、今灘五郷

の中で活動をしている次第でございます。写

真をずらずらと並べましたけども、こちら割

と皆さんも小売店さんでも見かけるような

銘柄が並んでいるかと思います。ここに写っ

ているのは西宮郷の少し見えるのが大関さ

んだとか、日本盛さん白鹿さんなんかは、皆

さんにも親しみのある会社かなと思います。

他にも私の白鶴酒造、白鶴の銘柄だとか、菊

正宗、剣菱、福寿さん等ございますので、こ

ういった銘柄の集まった酒蔵のエリアでご

ざいます。世界的にも灘五郷を登録して、灘

のお酒らしい酒質を確保して、それを世界に

広めようという活動をしております。GI 灘

五郷、ジオグラフィカル・インジケイション

ということで、ロゴを作って、酒質の特性、
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原料および製法、管理期間をきっちり設けて、

灘でのお酒気候風土そして人材の育成等の

取り組みのマニュアルを作り、そういったも

のだけがGI灘五郷と名乗るように生産販売

して世界的にも PR をするように心得てお

ります。 

私の会社の白鶴酒造ですけども、少し小さ

く 1743年からというふうに書いております。

我々の一族はそれ以前から酒造りをしてい

たんですけども、この白鶴という名前は使い

始めたのがおそらく 1743 年ということで、

ブランド創業にあたる 1743年から我々は事

業が展開されたとしております。商品は見て

いただくと、左側の方はよく親しみのある一

升瓶だとかパックの酒、最近はコンビニでも

見かけるような、真ん中の左側のちょっと黒

っぽいのとか、緑は四号瓶 720ミリだとか、

右のお酒は生貯蔵しているお酒です。その右

側のお酒は非常に高付加価値なお酒という

ことで、特定名称酒純米大吟醸やその他新し

いタイプのお酒になります。どちらかという

と広範囲に皆さんに提供するというよりも

コアなお客さんに提供するようなお酒です。

我々白鶴酒造だけではなく、今、SAKEONE

と言ってアメリカでも日本酒を作っていま

す。梅錦というのは、青森や愛媛でもグルー

プの会社を募って、酒造りを伝承してお客様

に届けている商品です。その一方でビールの

輸入代理店だとか、ワインの代理店も今活動

しております。 

今年で 280年を迎えることができました。

スローガンとして掲げております「時をこえ

親しみの心をおくる」、これは 40 年ぐらい

前から使っている言葉でもありますが、今日

のお題目でもあるサステイナブル社会とい

うことで、時間を超えてでもですね、皆さん

に同じようなサービス、あるいは時代が変わ

れば親しみのある、その時々に良い皆さんの

消費マインドをくすぐるような商品作りを

続けるというポリシーがございます。最初に

サステイナブルな社会と日本酒の世界とい

うテーマで話をしろと言われたときに、我々

がずっと使ってきた言葉が非常に当てはま

るようだと思って、非常に親和性を持った言

葉だと思いましたので紹介させていただい

ております。 

日本酒というと、原料は米、そして良質な

水が必要だということは皆さんも感じてい

らっしゃると思います。右の方には古い写真

がありますけれども、蔵人と呼ばれるヒュー

マンリソースがあってからこそ、美味しいお

酒が作り続けられてきたのかなというふう

に思っています。また、今日のサステイナブ

ルという意味の意味合いを深掘りしたとき

に、お米いわゆる米作りですね、そして水の

管理、我々が大切にしてきた宮水と、常に水

の管理をしていい水を使おうという、努力の

賜物があると思います。この写真では古いで

すけども、今はきっちりと技術のもとで、科

学的に分析された発酵の工程を管理して、お

酒を作っています。 

私共は 1743年から 280年間酒造りをして

きましたが、どうしてこうやって続けてこら

れたのか、どうして世の中からなくならない

で皆さんに愛されてきたかっていうのを少

し分解していくことで、やはりその持続可能

なことが結果的に出来ていたんではないか

ということで、少しお話をさせていただきま

す。まずそのお米から。田んぼの役割ってい

うのがございまして、お米の質だとか、どう

いったお米を使ったらお酒にふさわしいか

ということは会社の中でもやっております
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けれども、田んぼの役割というのが一つ大き

な役割があります。やはり日本の農業の一番

のメインである米作りというところに、また

その持続可能な要素が含まれていたのかな

というふうに感じております。 

色々な統計が出ていますので、細かい数字

はわかりませんけれども、日本の米作り、年

間で 800 万トンあると言われております。

その中で酒造用のお米は 20 万トン前後、今

の市場環境からすると少なくなってきてい

るかもしれませんが、酒造用の米で 20 万ト

ン作っております。そのうち酒米と言われる

ものが、8 万 5000 から 9 万トンぐらい使わ

れていると言われておりまして、そのうちの

2 万 5000 トンが兵庫県で作られております。

逆算しますと、およそ 3 割程度の酒米が日本

で、この兵庫県で作られていると言われてい

ます。 

有名な山田錦、ちなみに全国で 2 万 6000

トンだとか。年によって違いますし、コロナ

の影響もございまして、気候の影響もあって

前後はするんですけど、2 万 6000 トンから

2 万 8000 トン作られているといいます。兵

庫県の中で山田錦を使われているのが、1 万

6000 トンから 1 万 7000 トン、これはおお

よそですね全国の山田錦のうちの5割・6割、

かつては 7 割程度が兵庫県の山田錦が使わ

れていると言われております。やはり皆さん

山田錦を使いたいということで、各地で作ら

れるようになりました。兵庫県の比率は多少

下がっておりますけれども、やはり米どころ

である兵庫県、そのすそ野で事業をしている

我々灘五郷にとっては非常に大きな役割だ

と思います。 

我々は原料として米に含まれるデンプン

質を分解して、アルコールの発酵に繋げてい

きます。田んぼ・稲作をするというのは、最

初は緑の葉っぱが出て、そして穂を実らせる

わけです。持続可能という世の中ということ

ではですね、二酸化炭素は低減しないといけ

ないということであれば、稲作をすることに

よって二酸化炭素を取り込み、酸素を排出し

て、そして光合成によってデンプン質がブド

ウ糖を育成し、デンプン質を生成して、お米

ができるとも言えると思います。また稲作に

よってですね、田んぼに水を蓄え、農家の方

が自然関係をきちっと管理することで、健全

な生物・微生物を育んで食物連鎖を促すとい

うこともできているというふうに言われて

います。また兵庫県の北の方に行きますと、

コウノトリを保護する目的があって、非常に

減農薬な稲作が行われて、北の兵庫の方では

北錦、フクノハナなどという酒造好適米も作

っているというそういう活動もしておりま

す。 

また水害を軽減する・防止する、あるいは

水不足を緩和するという役割もあると言わ

れています。日本の水田の面積は 280 万ヘ

クタールあると言われておりまして、そのう

ちきちっと整備された田んぼは 140 万ヘク

タール、そこに 30 センチの水がたまること

を考えていただきたいと思います。未整備の

田んぼの中でも、その先ほど言った場合の

140 万ヘクタールに、仮に水が 30 センチな

くても、10 センチぐらいの貯水能力がある

ということが分析されております。それを換

算すると 60 億トンの水を貯めることができ

るというようなデータも出ておりますけれ

ども、少々この数字はあまり意味をなさない

のかもわからないんですけども、日本にある

洪水調節ダムっていうんですか、洪水を防止

するためのダムが 300 ヶ所以上あると言わ
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れますけど、その田んぼの貯水能力っていう

のが、その洪水調節ダムの約 4 倍の能力があ

るというふうに言われています。その他に、

田んぼからまた染み込んだ水が地下水にな

ったり伏流水になったり、あるいは最終的に

は井戸水になっていくような水を加えると、

500 億トンという水を田んぼから吸収して

いるというふうに言われております。やはり

日本の稲作が、水害を軽減しそれを防止して、

我々の水不足も、水不足から人間を守ってい

るとも思っております。 

同じように水を管理することによって国

土を守るということの効果もあるようです。

日本は土砂の流出が多い国と言われていま

す。当然雨が多いためですが、土砂の流出量

は世界平均の 7 倍、年間 1 ヘクタール当た

り 1025 トンが流出と言われています。棚田

のような急斜面にできている田んぼは全体

の 15%、その中で土砂の流出防止効果は年

間 130 万トンに達するというふうに言われ

ています。また田んぼが水を張る点では、空

気を冷やすという効果もあります。田んぼの

水の蒸発、そして葉っぱからはですね、蒸散

といってやはり空気を冷やす効果もあると

いうふうに言われています。伏流水と井戸水

等で分かれる水もですね、田んぼから吸収さ

れたものが結果的には人々が使う水になっ

ているとも言われております。その中で田ん

ぼを通してですね、水質を良くするという効

果もあるそうです。ゴミや細菌が除去され、

塩類やイオンの吸収・吸着なども田んぼとし

てされていると言われて、いわゆる窒素です

ね、脱窒素作用というのもあるというふうに

言われています。こうして見ますと、日本の

田んぼが、いかにいい持続可能な日本の社会

に作用していたかっていうのが、何となく透

けて見えるのかなというふうに思います。 

ただこれ、日本独特のものなのかなと思い

ますけれども、例えばアルコール飲料で言え

ばそのワインやビールとの比較で、ワイン産

業がそういうことがあったのかビール産業

がそういうことをできていたのか、仮にウイ

スキーの生産なんかがそういうことが成し

得ていたのかっていうのは、まだまだこれか

ら研究の余地があるのかなというふうに非

常に興味深く思った次第でございます。田ん

ぼの役割は、それだけ日本人にとっては、持

続可能な世の中を形成する中で非常に重要

な役割をしていたんではないかなと感じて

おります。 

次に我々の要素である水の恵み、こちらの

方も我々としては宮水という六甲山の伏流

水が沿岸で湧き出るという非常に貴重な水

を管理しながら、それを酒造りに使ってきま

した。六甲山系の伏流水はですね、花崗岩質

という通り、沿岸で海水の圧力で湧き出る井

戸水であります。ミネラルに富んで中硬水、

この中硬水っていうのは発酵を促すいわゆ

るカルシウムやカリウム、適度なリンが非常

に多く含まれてですね、宮水に限っては鉄分

が非常に少なくて発酵に適した水でござい

ます。ちなみにそのどのぐらいのミネラルが

あるかというと、水道水で、およそコードで

言えば 50mg パーリットル、いわゆるミネラ

ルウォーターは比較的軟水が多いというこ

とで 30mg のパーリットルでございます。宮

水に関しては 100 ミリ程度、やはり良いミ

ネラルが水道水に対しても倍以上、一般の軟

水から比べても 3 倍近くのミネラルがある

と言われています。 
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灘五郷ではですね、地下水の保全活動とい

うことで、灘五郷酒造組合の中で水試験委員

会、あるいは西宮地区では宮水保存調査会と

いうのが活動し、それに地下水層の調査研究

を行い、土木麹等の地下水への影響を最小限

にとどめるための活動を行っております。ま

たこの東灘区ではですね、これは神戸市の管

轄ではあるんですけども、いわゆる水道局と

タイアップして専用水道というのを歴史的

に作った経緯があります。これは一般の水道

管をですね、我々の水資源が都市開発の中で

危機を迎えるのではないかということのバ

ックアップとして、住吉川を水源とする浄水

場があるんですけども、そこに寄付をした経

験があります。浄水場も老化したときに浄水

の装置を、灘五郷酒造組合で各蔵元から資金

を集めて寄付をしています。我々の大事な水

源を通常は井戸水を作って使うんですけど

も、水道水としても大切な宮水に近い水源水

質の水源を守るということで活動もしてき

ております。実際この近隣で使われる水、住

吉川の浄水場の水は、こちらのエリアだけ、

大水道も利用しながらバックアップとして、

未だに我々が寄附した水道と浄水装置が機

能していまして、地元の水が飲めるというこ

との結果にもなっております。 

あるいは、先ほどちょっと前になりますけ

ども、地図があったと思いますけど、たくさ

ん灘五郷には水脈が、河川が流れております。

こちらの河川の水を利用して精米を行った

り、あるいは瀬戸内の海を使い、あるいは大

阪湾の船の流通を使い、菱垣廻船あるいは樽

廻船と呼ばれる船に乗せて、広域に渡ってお

酒を運ぶという水の利を利用して我々も発

展してまいりました。 

水の話はこの程度なんですけども、今度は

人を育むということでも我々は持続可能な

世の中を形成してきたのかなというふうに

思っております。いわゆる杜氏ですね、我々

の杜氏は丹波杜氏と言われる酒蔵集団が、夏

は農業をして冬は蔵人として酒蔵に来てい

ただいております。今でもそういった杜氏組

合というのを通して人材を求めて折衝をし

ている次第でございます。当時は雇用を創出

して、また、あるいは酒造の技術を育て、技

術者も育てる、やはりその職業というものを

育てたというような経験もしております。そ

の杜氏制度っていうのは、当時の合理的な人

事の育成であったのではないかと思います。

いわゆる経済用語ではありますけれども、マ

ニュファクチャーといわれる工場制手工業

の走りも酒造業ではなかったのかなと、私も

感じております。これはマニュファクチャー

の代表的なものは繊維業だと思いますけれ

ども、酒造業も家内制手工業のうちから、作

業場において集団で一つの物作りをする場

所を与えていたのではないかなというふう

に感じております。 

今までご説明した通りですね、米と水と人、

それが清酒造りの三大要素でありますけれ

ども、先ほどちょっと説明も加えたように、

この図柄でいう水車ですね、あと真ん中はこ

の木材・材木だと思います。これも非常にこ

の関西エリアでは非常に重要な要素かと思

います。私も説明した通り、船の利ですね、

海の利を利用して、灘五郷も発展してという

ふうに感じております。 

水車の力、川の力を利用して水車を回し、

米を研ぎ、高精白なお米を使って、吟醸酒、

今の吟醸酒ではなくて高精白という意味の

吟醸酒というのが我々が得意とした分野で
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あります。またそういったこの水車の動力が

あり、量産にも適しておりました。高精白と

いうのは雑味が少なく劣化しにくい、また熟

成に向く秋晴れのしやすいお酒だと言われ

ておりますし、灘の酒の代名詞であります灘

の生一本というのも、そのおかげで江戸の方

で評判があったと言われています。「灘もの」

あるいは「下り酒」と言って、江戸の時代に

は灘の酒しか酒ではないというふうに言わ

れていた時代もございました。 

先ほどのこの木のマーク、山の恵みですね。

おそらくその代表するような奈良の吉野杉、

その林業を育てたという部分もあると思い

ます。酒造の設備、桶や半切り、抱き樽やせ

い樽、そういったものも木がなくてはこうい

うことができなかったと思います。蔵の建築

物も、非常に吉野杉の強度が強く、またスペ

ース効率の良い空間を確保できるので、大量

生産にも向いていたように思います。樽廻船

の船、これは和船でございますので、当然木

材で作られていて、頑丈で遠方まで運べるよ

うな船ができたのも、山の恵みのおかげであ

るというふうに感じております。そして樽廻

船に戻りますけれども、やはり海があったり、

そして今日もちょっと風が強いような感じ

で、いわゆる六甲おろしが増えていますけれ

ども、そういった海と風の利を利用して船を

江戸に回し、また新酒を届けるのに本当に短

い期間で、いわゆる当時の日本橋のエリアま

で卸店まで配下したというのが歴史書にも

残っております。また瀬戸内を渡り、北回り、

これは北前船の方ですけども、広島の、例え

ば福山だとか山口・下関を通って山口・長崎・

北陸・新潟、そして函館・小樽までも灘のお

酒は届いていたというふうに思っておりま

す。自然を破壊せずにメリットを最大に利用

しながらもその環境の保持、あるいは国土の

利点を増幅させながら発展したのが灘五郷

の歴史です。 

持続可能な経済環境、不易流行といって変

わってはいけない価値、そして変わるべき事

柄、伝統や歴史の中で革新を求め続けたのが

灘五郷であります。私としては灘五郷の事業

活動が、サステイナブルであったということ

をもっともっと証明していきたいなという

ふうに思いましたけれども、他のアルコール

飲料と比較してどうだったのか、先ほども申

し上げたワインの世界ではどうだったのか、

ビールの世界ではどうだったのか、例えばウ

イスキーの世界が、そういう伝統的な酒類の

中ではどういう社会的な影響をうけたのか

というのもまた探求してみたいと思いまし

た。 

いずれにしろ今後も我々が灘五郷の酒造

りを通して、サステイナブルな条件を維持し

ながら、発展続けていきたいなというふうに

感じた次第であります。いろいろ調べると本

当きりがなくて、先ほど田んぼの利用の中で

もですね、藁を利用して、昔だったら草履雨

具を使って作ったり、壁や屋根にすき込んだ

り、また畑に栄養として耕すために使ったり、

あるいはその籾は断熱材に使ったり。精米し

た糠はですね、いわゆるぬか漬けのぬか床と

して使ったり、白糠は和菓子あるいは米菓と

して使ったり、酒粕はまた食べて粕漬けとい

ったお魚をつけたり、野菜をつけたりもしま

した。作ったときに利用した樽、こういった

樽も味噌や醤油の方にまた 2 次利用をして、

リユースをしたという歴史もあります。一升

瓶、この一升瓶も皆さんもご存知の通りで、

リユースをして酒屋に戻ってきて、またそこ

に酒を詰めて、商品として発売しているよう
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なことも続けています。我々の酒造りがです

ね、何かそのサステイナブルな世の中の一つ

の提案となるように、また再びこちらの方を

研究しながら PR をしていきたいと思いま

すので、皆さんの中で、これはどうなってい

るのか、いやこれはもしかしたら持続可能じ

ゃないんじゃないかとか、逆にそういうとこ

ろもご意見もお聞かせ願えたら嬉しく思い

ます。 

日本酒の世界と今少し流行り言葉になっ

ているサステイナブルという言葉で、その接

点の説明をさせていただきました。ご清聴あ

りがとうございました。 

津田 ありがとうございました。白鶴酒造株

式会社代表取締役社長の灘五郷酒造組合の

理事長でいらっしゃる嘉納 健二様でござい

ました。田んぼ・水・人、日本酒造りは持続

可能な世界が広がっている、そういったお話

でございました。 

 

第二部 講演 

 

津田 続きましては、第 2 部の講演に移らせ

ていただきます。それではまず高橋 俊成様

にご登壇をいただきご講演いただきます。今

度は菊正宗でございます。タイトルは、菊正

宗におけるサステイナブルな取り組みでご

ざいます。では、高橋様よろしくお願いいた

します。 

 

◼ 高橋俊成「菊正宗におけるサステイ

ナブルな取り組み」 

 

高橋 ご紹介どうもありがとうございます。

菊正宗の高橋です、よろしくお願いします。

今嘉納社長の方から素晴らしい講演いただ

きまして、もう私が喋ることほとんどないの

かなと思うんですけども、今のお話の概略の

中の技の部分、ちょっと細かく紹介、２例ぐ

らいを紹介させていただきたいと思います。 

最初に自己紹介をしようということで、私

は 94 年阪神大震災の前の年に入社しまして、

主に研究開発をやってきました。10 年経っ

たときに営業行ってこいって言われて東京

でお酒を売ってスーパーでお酒並べました。

その後また研究開発して、2016 年からは酒

造りの全般を、米の買い付けからお酒を作る

ところまでの統括をやっておりまして、今年

の春からまた研究開発に戻っております。普

段はこんな感じで、お酒とテントを担いで山

に登って六甲山で遊んでいます。最近は天か

ら釣りと言って、渓流釣りをしてみんなで小

屋を借りて、五右衛門風呂に入って酒を飲む。

今年やったのは高知の仁淀川でカナディア

ンカヌーに乗って、川べりにテントを張って

焚き火をしながら酒を飲むということで、基

本なんでも酒を飲むために遊んでいるとい

うような人です。 

ここからちゃんとした話ですけども、江戸

時代後期に灘が酒どころになったという話、

先ほどの基調講演でもありましたのでこの

辺さらっと行きます。灘五郷のエリアってい

うのは、大体西宮から神戸市にまたがり六甲

山地と大阪湾に挟まれた東西 12 キロにも及

ぶ清酒製造地帯で灘五郷と呼ばれています。

さっきの話もありましたけども、我が国のお

酒の 4 分の 1 がここで作られています。酒

どころになったという話なんですけども、こ

れをしだすともう 1 時間 2 時間でも足りま

せん。まだはっきり告知されてないんですけ

ども、来年の 1 月 28 日の日曜日に東灘の図
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書館でまたこういう話をさせていただきま

すので、興味ある方はお越しください。 

実際に先ほどもありましたけど、銘柄的に

は白鶴・菊正・大関さん等々いろいろありま

して、兵庫県で全体の 30%ぐらいを作って

います。京都が 15.7%、ほぼこの 2 県で半分

近く。大体神戸の学生さんとかに聞いたら、

どこで作っているのが一番多いですかって

聞いたら、秋田とか新潟って言うんですけど

も、兵庫と言ったら皆さんびっくりしていま

す。それも灘五郷がかなりの部分作っている

ということです。菊正宗はどういう会社なん

ですかということですけども、弊社は 1659

年、徳川の４代将軍家綱の頃に御影の地で創

業しました。お米については、明治 24 年か

ら灘五郷と横浜地区の農家の方と村米制度

という、いわゆる契約栽培みたいなことを行

っております。 

秋ぐらいに横浜の方行きますと、こういう

酒蔵の旗が立っているというのが見ること

ができます。水もこれ宮水ということで、こ

れうちの宮水の井戸場ですけども、大切に水

を管理しながら保全活動しながら使ってお

ります。こういう気候風土の話はあるんです

けども、今日はこういう樽を作るとか伝統的

な作り方といった辺りのお話をさせてもら

いたいと思います。 

サステイナブルっていうことは過去から

ずっとやってきたということで、この先も続

けていかないといけないということです。普

通「酒造り」は、こういう字書くんですけど

も、私最近この「酒創り」、想像するという

字を使っています。研究開発もやっています

ので、新しいお酒を作り出す、新しい市場を

作り出すことでお酒の需要を増やして、より

これからも持続的に作っていきたいなと考

えています。 

本日は、二つの技術の部分をお話させてい

ただきます。灘五郷の発展の理由、先ほども

ありましたけども水車精米とか六甲おろし、

宮水、こういうものがあります。本当にこの

山があって、海が近くにあるこの近接した関

係というのは、本当にここしかないです。普

通こんなところで雨が降って、ここで出てく

る水なんてのは軟水です。中硬水が出てくる

っていうのは非常に特殊な水であるという

ことです。ただ、やはり一番はマーケット、

江戸時代一番伸びたときに、江戸に樽廻船で

持っていけたということだと思います。 

これも重複するんですけども、江戸時代、

江戸で飲まれていたお酒は樽酒でした。なぜ

なら樽はお酒を運ぶ容器だったからです。灘

の酒は江戸に運ばれて、上方からの「下り酒」

として人気を博しました。江戸に運ばれない

お酒は「くだらないお酒」と言われて、くだ

らないの語源ともいわれています。一般的に

下りものっていうのはいいものというよう

な意味合いです。 

ここでちょっと樽酒のお話をさせていた

だきます。樽酒昔はこういう四斗樽、大体こ

れで 72 リッター、一升瓶 40 本入る樽にお

酒を詰めます。もう今はこれ輸送道具として

は使いません。我々はここで一定期間貯蔵し

た後に抜き取ってこういう瓶に詰めて樽酒

という商品を出しております。これよく言わ

れますけど、おがくずで香りつけているんで

すかって言われるんですけども、酒税法上、

全部樽に 1 回貯蔵しております。これを作っ

ていく中で問題が起こります。何かと言いま

すと、この酒樽の需要が減っていって、酒樽

を作る職人がどんどん減っていっていると。
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このままではもう酒樽を作る技術がなくな

ってしまうということで、廃業される製樽会

社の方 3 名、職人さんを自社で雇用して酒樽

を作ることを始めました。全国でそういう職

人さんが酒樽を蔵の中で作っているって言

ったら、多分菊正宗ぐらいだと思います。 

どんなふうに作っているかっていうのを

ちょっと三、四分のビデオで 1 回見てもらい

ます。 

（ビデオ上映） 

何かこれで皆さん樽酒飲みたくなってき

ませんか。こういう技を実際に使ってやって

いるところを見ることができます。2017 年

に、菊正宗の酒造記念館の隣に樽酒マイスタ

ーファクトリーというのを作りまして、職人

たちの酒樽作りを感じてもらえるようにし

ました。平日だとかなり作業見えます。社内

での後継者育成にも取り組んでおりまして、

現在社員 2 名男性 1 名女性も 1 名、もう半

分泣きながら頑張って酒樽の修業をしてい

ます。うちのホームページで予約してもらう、

予約して見学無料でできますのでぜひ行っ

てみてください。 

先ほどからカンナで削ったときにいろい

ろチップが出てくるんですね、カンナ屑が。

それを何かに有効利用しようということで、

地域貢献ということでカンナ屑を袋に入れ

て、軽いものですから、これみんなで背負っ

て六甲山に上げて登山道に巻いて整備をし

よう、というようなことをしております。こ

れ簡単にまとめた映像です。 

（ビデオ上映） 

こういうふうな感じで今まで 3 回ぐらい

やっていて、どんどんどんどん規模を大きく

していっていますので、またいずれ皆さんに

ご案内できればなと思います。 

もう一つ灘五郷の発展の理由は技のとこ

ろです。このお米の話は先ほどありましたけ

ども、丹波杜氏の技、生酛っていうものをち

ょっとご紹介させていただきます。ようやく

日本酒の製造方法でてきました。重要な微生

物として麹、それと酵母があります。お米の

デンプンに麹菌を投下して、ブドウ糖を作り

ます。酵母はあるアルコール発酵してアルコ

ールと二酸化炭素、脱炭素の時代にはもう一

つなのかなというところもありますけども、

これは出てくるもんです。だから麹を作る酵

母を増やす工程というのが、非常に重要なっ

てきます。丹波杜氏の技で、その米と米こう

じを原料として、清酒酵母を純粋に培養する

工程があります。いわゆる酒母作りというん

ですけども、いくつか酒母作りの方法ありま

して、生酛っていうものがあります。日本酒

という岩波新書の秋山先生の本なんですけ

ども、「日本酒作りで最も素晴らしい発明は

清酒酵母だけを集殖培養する方法として生

酛が考案されたことであろう、江戸時代のこ

とである。酵母の存在も知らなかった江戸時

代になぜ酒造りに適した酵母だけを繁殖さ

せることができたのか」というような一節が

ありまして、要は江戸時代に日本で生まれた

バイオテクノロジーなんですよということ

です。 

実際どういうふうにしますかというと、こ

ういう桶ですね。木の桶に米麹蒸し米、宮水

入れまして 1 日目混ぜます。2 日目山卸しと

いいまして攪拌作業をします。この山卸しの

作業を廃止したのを山廃酛と言います。置い

ておきますと、自然の乳酸菌が出てきます。

乳酸菌は乳酸を作ります。ということは酸っ

ぱくなります。お米のヨーグルトが出来上が

ると。お米のヨーグルトが出来上がったとこ
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ろに、酵母菌を摂取して酵母を増殖させると

いうのが昔ながらの生酛です。 

賢い人いますね。明治時代の終わりに、こ

の酸っぱくなることが重要であるんであれ

ば、最初からもう酸っぱい醸造用乳酸を入れ

てやれと。そうすると時間が半分ぐらいで済

むし、腐ることはないということです。実際

にこんなことやっているという話を、ちょっ

とまた見てもらいます。ちょっとこれ 2 分ぐ

らいだと思います。菊正宗で 1 月にやってい

る生酛のさっきの乳酸菌を増やすところま

であります。 

（ビデオ上映） 

（ビデオ説明）この半切り桶に、今これ蒸し

米が入っています。今、米麹を運んで行って

います。自動化できないので、もうこれは持

っていって、大体この半切り桶、うちですと

いま 1 回当たり 32 枚の半切り桶に仕込みを

しています。宮水を入れます。1 日目の午後

に、この仕込みを行います。みんなこんだけ

集まってきて、えやこらえやこらと、まずあ

の木の櫂で混ぜます。かなりの人数とかかり

ますけど、昔はこれ全部作っていたんですね。

その後、爪という木製の道具を手の先につけ

て、こういう拡販をします。大体これ 6 度か

ら 7 度ぐらいの冷たいもんです。もうだんだ

んみんな疲れてきて、この辺の人手止まって

います。この人もちょっとかなり疲れてきて

も、こういう状態に。すごいちゃんとやる。

やるよと言っているんですけどこんな感じ

で、1 日目はこの作業を 2 回ほどやって終わ

りです。2 日目これが山卸しということで、

菊正宗では消毒した長靴で桶に入って踏む

という作業をしています。これを昔は櫂でや

っていたんですね。これ 3 人がかりで持ち上

げてそこへ移します。18 枚を一つのタンク

ぐらいに集めていきます。本当、全然これ水

分ないと思います。これが 2 日目の朝で、こ

こから冷缶という氷を入れたアルミの缶を

入れて、3 日ほど５度ぐらいに保ちます。蓋

はないです。でも腐らないのが生酛です。こ

の辺から乳酸菌が増殖しだして、これは抱き

樽という樽にお湯を詰めて、この酒母を徐々

に徐々に温度を上げていくということで乳

酸菌の増殖を図っていきます。これ今入って

いる状態なんですけど、温度を均一にしない

といけないので、混ぜる作業をします。だい

ぶ溶けてきているのがわかると思うんです。

こうやってお米のヨーグルトを作っていっ

て、その後酵母を増やすというようなことを、

昔の江戸時代にこういう酒造りをやってい

て、今もこれをずっと続けてやっているとい

うことです。 

1 日目は混ぜて混ぜる、2 日目踏む、でタ

ンクへ移すというようなことをします。冷や

した後に温める。そして酵母を摂取すると酵

母が増えてきて純粋にできますよというこ

とです。これだから本当に何て言うんすかね、

昔からやっている作業で、なんで木桶使うん

ですかって言われるんですけども、私らの研

究をしていますと、乳酸菌は丸い菌と細長い

菌がいるんですけども、まるい菌っていうの

は、どうもあの桶にずっといるようです。20

年ぐらい。20 年ぐらいサンプリングして乳

酸菌株とっていたんですけど、DNA を調べ

ると、昔の菌と今の菌が同じようなのがいた

ということから、蔵付き乳酸菌みたいなのが

あるので、木桶を使っているということです。 

まとめのところですけども、菊正宗におけ

る伝統技術を継承する活動としましては、樽

酒を持続的に作っていくために樽酒マイス

ターファクトリーを創設して、3 人の職人た
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ちが樽酒作りに欠かせない杉樽作りを行っ

ています。また杉樽の技術を継承するため、

社内で後継者育成にも取り組んでいます。ま

た丹波杜氏の伝統の生酛作りを世界へ、後世

へ継承するために、社内で醸造責任者（杜氏）

を育成し、嘉宝蔵における寒造りにおいて、

技術の継承を行っています。また杜氏の勘と

舌に頼っていた生酛作りを、今さっきの乳酸

菌の話もあるんですけども、科学的に分析す

る研究も進めております。そういう生酛につ

いてもっと科学的に知ってみたいなという

方は、これ最後になるんですけど、こちらを

ご覧になっていただければと思います。私監

修していますので、生酛作りとかかなりマニ

アックに書いています。「日本酒の科学」ブ

ルーバックスで、結構今もう 13 刷で 2 万

7000 部までいっていますので、皆さんこれ

もよろしくお願いします。私の方から以上と

なります。ご清聴ありがとうございました。 

津田 ありがとうございました。菊正宗酒造

株式会社執行役員総合研究所社長の高橋 俊

成様からのお話でございました。冒頭でもお

話ありましたように、このお話続きが聞きた

いなという方は、1 月 28 日日曜日の東灘図

書館、こちらの方でまた高橋様のお話が聞け

るということですので、ご興味のある方、ぜ

ひお問い合わせなりサイトご覧になってい

ただければというふうに思います。 

 

津田 続きましては、櫻井 一雅様でござい

ます。今度は皆様よくご存知のお酒のブラン

ドについての話です。タイトルは、「米から

見た日本酒、ビックブランド「まる」の誕生

秘話」ということです。櫻井様、よろしくお

願いいたします。 

 

◼ 櫻井一雅「米から見た日本酒、ビックブ

ランド「まる」の誕生秘話」 

 

櫻井 白鶴酒造の櫻井でございます。今まで

二つ、基調講演と、それから菊正宗の高橋さ

んのお話がありましたですけども、日本酒を

作るのはもうお米と水しかないんですよ。も

ちろん麹があるんですけど、麹はお米から作

りますので、そのやっぱりお米を中心に考え

てみようかなと。二つ目は皆さんに大変長く

かわいがっていただいている「まる」のブラ

ンド、「まる」の酒がありますが、どうやっ

て生まれてきたか。今後ももっと成長してい

かないといけないですけども、その「まる」

のブランドについてちょっとお話をしたい

と思います。 

菊正宗さんにはまだまだ負けてしまいま

すけども、こんなロゴも使っていまして、

280 年ということでご理解をいただきたい

と思います。米から見た日本史ということで、

これは実は私どもが開発して白鶴錦という、

そういうお米の写真なんです。原料米ですの

で、お米を精米して蒸して仕込みに使うと。

蒸したお米は、一部は麹菌の種を振って麹に

して、仕込みに使う。浅く絞って、酒と酒粕

に分けるわけです。どんどんお米が変化をし

ていくという、酒造りではそれを制御しなが

らやっているということになります。 

先ほどちょっとお話がありましたですけ

ども、村米制度ありました。村米制度は特定

の酒造家との間で結ばれる、いわゆる酒米の

取引制度、一種の契約栽培であります。良質

の酒米生産に前向きな、「村米」と呼ばれる

特定の農家との密接な関係が築かれてきた

ということで、「村米」の産地は酒造業者の

固定客を持っているわけです。品質改善を怠
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ると、取引量の減少を招くということで、村

全体で協力して品質を上げたということに

なろうかと思います。これが灘酒の品質向上

の一因として大いに貢献をして、今でも米産

地と酒造家の間ではこの契約が継続してお

ります。 

それから何回も話題になりました水車精

米ですね。実際には左下にありますような足

踏みの精米をやっておりましたですけども、

精米の能力というのはこの河川の水を使っ

て水車を動かして、精米するということで、

1913年頃ですかね。住吉村では水車場が80、

従業員 1000名。すごい産業だと思いますが、

これで高精白をして大量生産を可能にした

ということです。ただ、もう昭和初期になり

ますと上記電力に役目を譲ったということ

になると思います。 

続いて蒸しなんですが、酒を蒸すことです。

お米のデンプンを加熱して、デンプンをちょ

っと崩しまして、タンパク質も壊してしまう。

あるいは脂質なんかも飛ばしてしまって、麹

菌の繁殖をよくするようにする。あるいはお

米の殺菌も兼ねるというような、こういうこ

とで蒸しというのは非常に大事なところで

す。1.5 トンの白米を蒸すために、古式とい

うバッチ方式でやるので、600 から 800kg の

蒸気量が必要だったと言われていますけど

も、今では連続式というものを使いますので、

約半分ぐらいで済んでいます。やっぱりここ

でも、ずいぶんと節約をしているのがわかり

ます。 

それから搾りですけども、最近は自動圧搾

機を使いますが、自動的に行われます。下に

ありますような袋釣り、大吟醸をするときな

んか、こんな格好をするんですけども、かな

り労働の軽減には役に立っているだろうな

と思います。 

酒造好適米の山田錦は、これ一番有名です

けども、美味しいお酒を作るこの特性、何が

由来するんだろうというのが、お米を開発す

る最初のスタートであります。山田錦は

1923 年に兵庫県立農業試験場で交配されま

した。70 年余り経た 1995 年、70 歳違うん

ですが、白鶴はこの山田錦の両親をもう一度

交配させました。母方に山田穂、それから父

方に渡船 2 号、いろいろ探っていって多分こ

れだろうというものを使って母方・父方とを

掛け合わせまして、要は 70 歳以上違う兄弟

を作ったということです。 

山田錦のような大粒でタンパク質が少な

くて、心白があって、収量もよろしかろうと

いうのが一番よろしいわけです。次の写真を

見ていただきますと、左の方が弟分の白鶴錦、

それから兄貴分の山田錦、父方母方と書いて

ありますけども、白鶴錦の玄米の方にひげみ

たいのがひょろひょろっと入っています。こ

れが芒と言われるものですね。父方の方にも

あります。結局、これは昔のいわゆる古代米

の系統を引いておりまして、それが発現して

こういうことになっております。稈長という

か、稲の高さですね。これも弟分は父方と同

じぐらいの高さで、母方の山田穂は非常に高

いんですけども、他の心白発現率とか心白率

とかっていうのも、そんなに大きく変わらな

い、良いお米なのかなという気がします。 

何が違うんだっていうことなると、精米し

た後水を吸わせるんですけども、白鶴錦と山

田錦では、横軸に給水時間、何分つけますか

ということですが、縦軸の方は吸水率で、何

回やっても白鶴錦の方が遅いんですよね。何

故だろうということで、これは給水した後の
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米の断面図ですけども、左側は山田錦、右側

が白鶴錦です。真ん中が心白と言われるとこ

ろでもあるんですが、ここの部分を見ていた

だくと、何かガタガタしているなっていうの

が山田錦に見てとれます。右側の白鶴錦がギ

ュッと詰まっているなっていう感じです。こ

の空隙量というのを測ってみますとですね、

山田錦と白鶴錦ではずいぶん違う、1.5 倍ぐ

らいある。山田錦の 3 分の 2 程度しかこの

空間空洞はないというのがわかってきまし

た。これが何に影響したんだというのは、や

っぱ給水が遅い原因かなということがわか

ってきました。 

それを今度米麹にしますと、左側の方が白

鶴錦、右側が山田錦。赤いところがブドウ糖

が多い部分になるんですが、白鶴錦も山田錦

も同じように麴菌が内部まで混ぜこんでい

るというのもわかるんですが、麹のですね、

甘み物質である、ここにはグリセロールと書

いてありますけども、その生成がずいぶん違

うなというのがわかってきます。 

最終的にこれがどう日本酒に影響するん

だということですけども、全国新酒鑑評会と

いうのは酒類総合研究所（東広島）で得られ

た令和 2 年酒造年度の評価ですが、当社の蔵

が三つ書いてありますが、本店 3 号工場、そ

れから旭蔵、本店 2 号蔵、三つとも金賞を取

れました。上二つは山田錦を使い、下の本店

２号蔵では基本白鶴錦を使います。一番何が

申し上げたいかというと、審査員のコメント

のところですね。本店 3 号工場の中では甘み

のバランスが良好とか、旭蔵でもバランスよ

くと書いてあるんですけども、本店２号蔵の

ところでは甘みが綺麗で、味に膨らみがある

と。これがさっき申し上げたグリセロールな

んかの多さの違いが、最終的にこのお酒に表

れてきたんじゃないかなというふうに見て

おります。嘉納社長の方からも少しご紹介あ

りましたけども、この天空というブランドが、

今私ども最高のブランドとしてあるんです

けども、山田錦と白鶴錦両方のお米の違いを

わかっていただける、一番良い素材かなとい

うふうに思っております。 

ここでガラッと話を変えましてですね、皆

さんご存知の「まる」なんですが、もう 40

年も前の話ですが、当時はライフスタイルと

か嗜好の変化とか、食の洋風化とか言われて

おりました。私ども冷やして飲むお酒、生貯

蔵酒というのを出しているんですけども、一

方で新しい容器、紙パックというのが出てき

ましてですね、こういうものを組み合わせた

らどうかということなんですが、開発すると

きに考えたのは、一つ目が洋風化する家庭の

料理に合う日本酒・清酒にしようじゃないか

と。砂糖がどんどん消費量が落ちていまして、

甘くない料理が増えてまいりまして、そうす

ると辛口のお酒が合うよねと。 

あるいは脂分をたくさん使う油の料理、こ

れも酸味のあるお酒があうよねと。酸味のあ

るお酒って何だろうなんていうと、今でこそ

白麹ですね、焼酎メーカーさんがお使いにな

る白い麹を清酒醸造に利用できんかな、とい

うのを 40 年前にやっているんです。当時ま

だどこも手をかけてなかったと思うんです

が、割と早く我々は、これを日本酒に使った

らどうだろうと考えました。 

それから二つ目がアルコール分の低い日

本酒というのはどうかなと。当時 15%ぐら

いのアルコール普通だったんですけども、

13%ぐらいにしてどうかと。でも水っぽい酒

になったら面白くないよね、水っぽくないお

酒にするのはどうしたら良いのだろうとい
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うことで、目指す方向は飲み飽きをしない味

わいで、いつも変わらない美味しさというこ

となんですけども、こだわりは白麹。白麹は

クエン酸をたくさん作ります。クエン酸は割

と低い温度でも爽やかな味がします。これ一

つ頂きだろう。でも、クエン酸がいっぱいあ

るお酒、単独で出すと、とってもじゃないけ

ど美味しくないですよね。酸味が強すぎて。

じゃあブレンドしたらどうだろうと。あんま

りこれも発想がなかったんですけども、単独

ではなくてブレンド選択をしました。幅と奥

行きのある味わいを実現しようじゃないか

ということで。 

目指す方向は今の二つですが、それからも

う一つ味わいを守るところでいきますと、お

米のこだわりということで、全国各地から厳

選した農産物検査法で等級のついたお米し

か使わない、というのが今の私どもの姿勢で

もあります。もう一つですねブレンドをしな

いといけないんですが、今、「まる」に使っ

ているのは 6 種類の違った原酒、違った醸造

方法で作ったお酒を混ぜています。私どもで

は合口担当者と呼んでいるんですが、口を合

わせるという意味ですけども、ウイスキーの

ブレンダーですね。ブレンダーは、今女性が

やっております。女性としては 2 代目のブレ

ンダーなんですけども全く問題ありません。

女性ならではの感性も持っております。それ

から味を守るという点ではですね、きき酒鑑

定人制度というのを作りました。1992 年で

すね、級別廃止というのがありました。社内

制度として確立をいたしまして毎年 60 人が

受験をするんですが、20 から 30 人ぐらい合

格するんですけどもきき酒のみです。実技の

みです。その試験で 10 年以上の合格者は免

除されていますんで、私なんかももう免除さ

れていますけども、大変な試験です。 

それから「まる」のパックっていうのは紙

のパックですけども、左側にあるのはアルミ

付きのパックですけども、私どもが採用して

いるのはアルミなしの真ん中のパックです。

これは牛乳パックと同じようにリサイクル

できるというようなことです。こんなものも

やっぱり今後ずっと続けていかないといけ

ないだろうと思います。紙パックは紙容器自

体が包装用資材になったり、手すきではがき

とかブックカバーになったりとか、そんなこ

ともあります。 

ちょっとだけお時間いただいて、今後やっ

ぱり話題は炭酸ガスの削減というような話

が出てくると思うんですけども、私どもで四

つの方向性を今出しております。炭酸ガスの

削減というのは、このトップランナー方式、

一番効率の良いものを使いましょうと。わか

りやすいのは LED ですね、あるいはコンプ

レッサーあるいは効率化の変圧器なんかも

使っております。それから太陽光ですね。こ

れ一番本当にわかりやすいと言えばわかり

やすいんですけども、右側が灘魚崎工場、屋

上にこんな大きな太陽光を設置しておりま

す。左側 3 号工場です。ヒートポンプ。お酒

を温めるのと冷やすのと両方ありますので

そのエネルギーの差を利用して、上手にエネ

ルギーを節約しようと、そういうことです。 

それからモーダルシフト。トラックばっか

りじゃなくて、船とか、あるいは鉄道とかを

使おうと。ちょっと事例を一番下に書いてあ

りますけども、神戸から福岡まで 580 キロ

ありますけども、トラックで運ぶと、私ども

の荷物の量でいくと 201 トン出るのが、フ

ェリーとトラック使うと 74 トンまで減るよ
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と。計算上の話なんですけども、127 トン減

る。こんなことも今やっております。あるい

はいろんな資材の軽量化ですね。瓶の軽量化、

それからダンボールの軽量化とか、あるいは

バイオマス原料の利用ですね。ストローなん

かもバイオポリエチレンを利用する。こんな

ことをやっておりましてですね、幾ばくかで

も協力できればなというふうに思っており

ます。ちょっと拙い話で、最後はちゃちゃっ

と言ってしまいましたけども、いろんなこと

をやっている会社でございまして、持続可能

な社会に少しでも貢献をしたいなというふ

うに思っております。ご清聴どうもありがと

うございました。 

津田 ありがとうございました。白鶴酒造株

式会社専務取締役執行役員生産本部長の櫻

井 一雅様でございました。様々な社内制度

のご努力の上に、私達は美味しいお酒をいた

だいているんだなっていうことがね、話の中

から伺えました。どうぞ皆様、来週のコマー

シャルをお楽しみにお待ちいただきたいと

思います。 

 

津田 次はお酒と地域というテーマで、皆様

方に聞いていただきます。牧慎太郎特任教授

でいらっしゃいます、お酒と持続可能な地域

作りというテーマでお話しいただきます。お

願いいたします。 

 

◼ 牧慎太郎「お酒と持続可能な地域作り」 

 

牧 皆さんこんにちは。ただいまご紹介いた

だきました牧でございます。今日はお酒と、

持続可能な地域作りというテーマでお話を

したいと思います。まず自己紹介ですけれど

も、私姫路に実家がありまして、元々今の総

務省、旧自治省という役所に入りました。 

井戸知事が私の 18 年先輩。久本市長は私

の 10 年先輩です。今の斎藤知事はですね、

私が本省課長時代に、彼は課長補佐で、一緒

に仕事をした仲です。全国転勤が多く、北は

北海道から南は九州まで全国あちこちを異

動しました。実は私、趣味が山登りでして、

全国転勤を奇貨といたしまして、40 歳のと

きに日本 100 名山上りました。日本山岳会

が定めた日本 300 名山っていうのがあるん

ですけど、それを 51 歳のときに全部踏破し

ました。兵庫県庁にも 2006 年から 4 年間勤

務しておりました。六甲全山縦走皆さんご存

知でしょうか？須磨裏から宝塚まで 56 キロ、

大体 1 日、もう朝、日の出前からちょうど夕

暮れまでかけて縦走する。これも 10 回完走

しております。こういう山登りが趣味という

ことでございます。 

 

 

総務省の仕事の中で、私今でも内閣府の地

域活性化伝道師、総務省の地域力創造アドバ

イザーという仕事をしているんです。日本の

大きな課題が東京一極集中。もうとにかく自

由経済、資本主義に任していたら、この東京

一極集中を止められないんですね。これ何と

か緩和できないかと。過疎地域の人口がどん

どん減っていく、一方的に減っていくという

流れを何とか止められないかということが

一つ大きなテーマです。これ遡りますと、実

は東京一極集中を是正しようという大きな

動きが出てきたのは、かつてのバブル時代で

す。バブルっていうと、ちょうど昭和から平

成に変わる頃、株価のピークだった平成元年

2 年ぐらいでした。実はそれ以前は、三大都
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市圏に人口が集まるという構造だったんで

すけれども、関西圏、あるいは中京圏があま

り伸びずに、東京だけが 1 人勝ちという傾向

がもう生じたのが、このバブルの時代でござ

います。 

このとき国の政策として、多極分散型の国

土形成を図っていこうということで 1988年

に法律ができました。それに基づいて当時東

京 23 区にあった国のいろんな研究所とかい

ろんな行政機関、大体 70 以上の行政機関を

とにかく地方に分散しようという話がござ

いました。ただですね、いろんな国の 23 区

にあった機関の地方移転はいいんだけれど

も、ちょっと東京圏から離れるのは、首都圏

から離れるのには結構抵抗がありました。私

今、自治大学校の客員教授もしているんです

が、例えば自治大学校であれば、港区から立

川に移りました。関東近県、近傍で言うと、

さいたま新都心だとか横浜市だとかつくば

市だとか、関東の中で移転する動きがあった

んですけれども、全国を見渡して関東以外に、

この多極分散法に基づいて、閣議決定で移転

したのは二つしかありませんでした。 

その一つが、本四公団ですね、今の本州四

国連絡高速道路株式会社、これは四国と本州

を結びます。これ今、神戸に本社があります。

民営化されて神戸に本社あるので、これは当

たり前といえば当たり前です。いろんな機関

の中で、ただ一つ。東京北区から東広島市、

西条というところ、酒どころです。ここに唯

一国の中央研究所で移転したのが、醸造試験

所、今の独立行政法人酒類総合研究所でござ

います。この研究所が一転したのが 1995 年

なんですけれども、その翌年、私、島根県庁

に総務省から出向しました。島根県庁の企業

振興課長、工業技術センターなんかも所管し

ていました。島根というと酒造りと瓦造り。

地場産業に非常に力入れていたんですけど

も、広島に新しい研究所が出来たっていうん

で、視察に行ったんです。そのとき酒類総合

研究所の職員の方に言われたのは、私達は一

生東京で暮らすと思っていたのに、こんなと

ころに来てしまったのは、あんたたちのせい

だっていわれまして。その職員の方が言いた

かったは、ここに 2 人の竹下さんの影響力と

書いてありますけれども、実は、当時の広島

県知事、竹下虎之介さん、私の総務省自治省

の先輩でございます。 

それと島根県の代議士が竹下登総理、ちょ

うど消費税アップしたときです。この頃竹下

総理と中国ブロックの知事全員が、このお酒

の研究所をぜひ中国地方にということで、政

治力のあった竹下登総理でしたけれども、直

接島根県、足元に持ってくるわけいかないん

で、広島県西条に持ってこようということで、

当時最強パワーの政治力を発揮して、唯一東

京から関東から引っ張ってきたのが、お酒の

研究所。それほど東京首都圏の吸引力という

のは強くて、最近文化庁がようやく一部京都

に移りましたけども、お酒の研究所は、東京

には首都圏にはないというのが一ついえる

と思います。 

それともう一つ、酒蔵の雇用を見ても、全

国の酒蔵の中で大体大手 11 社、大体販売数

量が 1 万 kL 以上、兵庫だとか、京都に集積

をしております。この大手 11 社の製造して

いる数量、どれだけたくさん作っているか、

お酒の量でいうと大体 4 割ちょっとです。従

業員の数で言うと 14.4%です。お酒の雇用っ

ていうのは、全く東京中心でなくて、大手 11

社も、兵庫だとか京都に主力があります。あ

と 8 割、85%以上が全国各地に雇用が分散し
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ている。お酒っていうのは、決して東京中心

ではないと。むしろ地方には、歴史の長い酒

蔵が多くて、地域との信頼関係が非常に厚い

というところが言えるかと思います。 

今東京、震災が起きたり、あるいはコロナ

パンデミックのときも非常に脆弱だったの

で、この東京一極集中の危うい現状というの

を何とか変えていく。食料だとかエネルギー

を一定程度地域でまかなえるような、そうい

うサステイナブルな地域作りを進めていく

ときに、このお酒作りが一つヒントを与えて

くれるんじゃないかというのが、私の思いで

ございます。 

次は、総務省本省の課長時代に担当した仕

事です。ちょうど斎藤知事と同じ課で、総務

省の地域自立応援課というところの課長を

やったときに、取り組んでいた地域おこし協

力隊という制度です。「遅咲きのひまわり」

って、テレビドラマあったんですけど、当時

私、テレビ局とタイアップして制度ができて

3 年目、4 年目を担当したんですけれども、

何とかこの地域おこし協力隊、これを広めた

いということで、テレビ局とタイアップして、

全国の市町村と大学にバーっとこのポスタ

ーを貼って、一気に知名度を上げたことを覚

えております。都市から過疎地域に移り住ん

で、任期が大体 3 年以内で活動費と報酬 480

万以内で地域おこし活動に取り組むという。

まさに東京一極集中で若者が首都圏に集ま

るのと逆方向で、大都市から地方に移り住ん

で、地域おこし頑張ってもらう。今これが

6447 人まで増えました。7 割が 20 代、30

代。4 割が女性ということで、任期終了 3 年

たって大体 65%がその地域に定住していま

す。 

こういう彼らの中で、非常に特徴的なお酒

に関わっている人多いんですね。地方で、地

元ならではの付加価値を生み出すときに、お

酒作りは非常にマッチするんです。例えば一

例で申し上げますと、福島県浪江町、東日本

大震災で津波が来たところです。日本一海に

近い酒蔵と言われた浪江町の鈴木酒造店と

いうのがあるんですけれども、波をかぶって、

蔵ごと流されたんですけど、たまたま蔵に住

んでいた菌が福島県の工業技術センターに

保存されていました。その菌を使って山形に

移って、それで再起して、なんと地域おこし

協力隊、杜氏で鍛えた人の協力を得て、浪江

町の道の駅に新しく製造工程を見学できる

ような施設も併設したようです。そういう酒

造りの再開を果たしたという事例。他にも宮

城県だとか新潟県、滋賀県、山口県、全国各

地で日本酒に限らず、クラフトビールだとか、

あるいはジンだとか、いろんなワインもそう

ですけれども、いろんな分野で結構お酒に関

わって地域おこしをする地域おこし協力隊

が多いというのが私の印象でございます。 

それから大都会でもなくても、本当の過疎

地域の酒蔵でも、非常に地元に貢献して地域

活性化に頑張ってくれている酒蔵・蔵元があ

ります。二つだけ紹介したいと思います。一

つが岩手県二戸市の南部美人というお酒で

す。久慈さんっていう蔵元さん、若い蔵元さ

ん、東日本大震災からの復興を応援しようと

いうことで、仙台でシンポジウムを開いたと

きに一緒にお話しました。大勢の方が亡くな

られてお酒飲んで宴会するのを控えよう、す

ごい自粛ムードが広がったんですね。ただで

さえ打撃受けているところに、もう東京・関

東に向けて全くお酒が売れない状況が生じ

て、この久慈さんという蔵元さん、南部美人、
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この自粛ムードを一変させようということ

で、花咲け日本、東北のお酒を飲んで、自粛

するんじゃなく、飲んで東北の復興を応援し

てくださいっていうのを、インターネット、

Youtube で広げた。これ結構、シェアされま

して。応援消費っていうんですか、一挙に今

まで沈んでいたのが、花咲け日本、花見をみ

んなして、そこで東北のお酒を飲みましょう

と。その年の 12 月に仙台行ったんですけど、

仙台の酒場はものすごく盛り上がっていて、

東北のお酒を皆さん飲んでおられました。コ

ロナが来たときにも、これ実は自粛ムードで、

外食で飲む日本酒の需要が非常に減少した

んですが、このときも消毒用のアルコールを

作ろうということで、酒米が余ってしまった

ら、農家から翌年あまりたくさん買えないと

いうことになるんで、契約している農家の

方々を応援するため、余ったお酒を消毒用の

アルコールに回す、あるいは新しくジンを作

ると、こんな活動もありました。またスーパ

ーフローズンと言って生酒を急速冷凍する

と、鮮度が維持されるので、海外輸出なんか

も取り組まれています。 

もう一つが北海道上川町の上川大雪酒造

です。お酒は需要が落ちているので、新規の

免許はでないんですけれども、三重県の製造

免許を北海道に移して蔵を作って、販売ルー

トは地元限定、人口 3000 人の町で大体月

1,000 本ぐらい出るらしいんですけど、地元

でしか基本売らなくとも、よそから買いに来

てくれる観光客がお土産で買ってもらえる

と。 

また地域の人作り、帯広畜産大学という大

学の中に酒蔵を使って作って、No.1 の酒造

りに詳しい杜氏を客員教授として実践的な

醸造学を教えている。函館にもですね、函館

高専と連携して酒蔵を作る。こういう地域に

貢献する酒蔵も、多くでてきているところで

ございます。 

それで酒造りって言って同じようなお酒

を作るように見えて、私やっぱりですね、こ

れから持続可能な社会をつくるためには、ど

ういう原材料を使う、作って使っているのか、

あるいは作り方がどうなのか、やっぱここに

ねやっぱり注目していくべきだというふう

に考えております。 

日本酒というのは水と米と、醸造アルコー

ル。一般的にはもう 10%未満しか添加する

場合でもしないようにしていますけれども、

この神戸でいうと去年あたりですかね、世界

初、カーボンゼロ、カーボンニュートラルの

純米酒。福寿さんですね。エコゼロっていう

のが新しく出ましたけれども、精米歩合が、

普通吟醸大吟醸って削り込んだ方が日本酒

美味しくなる、削り込んだお酒の方が価値は

高いと思いがちですが、あえて地球環境を考

えると、精米歩合を 70%から 80%上げる、

精米する間エネルギーを使いますから、製造

工程の日数を短くすることによって、要する

に省エネをするというようなことも取り組

まれています。 

原材料、なるべく地元産、あるいは作り方

も、できるだけ地球環境に優しくと、こうい

うことが必要じゃないかな。例えば電気あり

ますね。電気を買うときは、太陽光だとか風

力だとか、再生可能エネルギーで作られた電

気だとか、電気としては原子力で作ろうが火

力で作ろうが全く同じものですけれども、再

生可能エネルギー由来だと電気代高くても

買います、こういう企業、そういう個人の

方々は増えています。やっぱり地域の経済だ

とか、地域環境、持続可能性を高めるような
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酒造りというものを、きちっと消費者にアピ

ールして、ストーリーをうまく作ってあげれ

ば。例えばクラウドファンディングでも、吉

野杉プロジェクトっていいまして、今はホー

ローだとか、強化プラスチックの桶が多いん

ですけれども、吉野杉で大きな杉桶を作って、

60 年ぶりに、それでお酒を作ろうと。例え

ば要するに、クラウドファンディングで目標

100 万が 160 万以上集まったとこういうケ

ースがありまして、大きな桶、木の桶って大

阪にある 1 社でしか作ってないらしいです

けども、こういうことに取り組んでいこうと。

こういう物語性、地球環境に優しい持続可能

な社会作りに役立つと、こういう物語が消費

者の共感を得て、ならばクラウドファンディ

ングで応援しよう、あるいは高くてもそっち

を選んで飲もうと、こういう賢い消費者が増

えているんじゃないかと思います。 

先ほど村米制度の話もありましたけど、や

っぱり地域経済とお酒の関係で非常に密な

関係があり、地域との繋がりの中でお酒作り

をする、それが持続可能な社会作りに繋がっ

ていくんじゃないか。観光の分野でも、酒蔵

ツーリズムで佐賀県の鹿島市では、2 日間で

大体 10 万人ぐらい来ると。あるいは菊正宗

さんの資料館も、年間大体 10 万人以上来ら

れているとお聞きしました。観光振興にも、

酒蔵っていうのは非常に貢献する。あるいは

循環型の農業だとかリサイクル。日本酒の製

造工程でできる酒粕を有機肥料にして酒造

りをする。月桂冠さんが取り組まれています。

あるいは神戸酒心館さんでは、下水の中のリ

ンを回収して再生して肥料として使う。ある

いは弓削牧場のミニバイオガスプラントか

ら出てきた有機消化液、これを酒米の栽培に

利用する。こういうリサイクルの流れ、ある

いは循環型農業を応援するような形での酒

造りというのも出てきているところでござ

います。 

地域の経済循環ぐるぐるっと表にしたも

のですけれども、もの作りをすると、それで

所得を得ると所得から支出をしたり、投資を

したり消費すると。経済って、ぐるぐるぐる

ぐる回っていますけれど、途中で例えば、原

材料のところで輸入品で原酒を作ったり、タ

イ米を輸入すると、そこで地域のお金が外に

流れていきます。一方で、地域、例えば吉野

杉を作って樽だとか桶をつくるだとか、地域

の中でできるだけ経済を回してあげるって

いうことを考えたときに、持続可能の酒造り

の行く末は、非常にここと繋がりがあるんじ

ゃないかなというふうに私は感じていると

ころでございます。サステイナブルの社会の

形成に向けて、酒造りに学ぶところは非常に

大きいんじゃないかということで、私の話を

終わらせていただきます。ご清聴ありがとう

ございました。 

津田 ありがとうございました。兵庫県立大

学政策科学研究所牧慎太郎特任教授からの

お話でございました。地域のものがプレミア

になる、そういったところに、たくさんの

人々が注目する。いろいろな観点からお話を

いただきました。ありがとうございました。 

 

津田 今度は木本 圭一様にご登壇をいただ

きます。学生とお酒というテーマでございま

す。「関学日本酒振興プロジェクトの実践例

と効果的な取り組み」というタイトルでご講

演いただきます。よろしくお願いいたします。 

 

◼ 木本 圭一「関学日本酒振興プロジェク

トの実践例と効果的な取り組み」 
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木本 ご紹介いただきました関西学院大学

の木本です。私は工学的な酒造りの専門家で

もありませんし、専門は会計学なんですが、

商学的ですがマーケティングリサーチ的に

専攻しているわけでもありません。国際学部

で学生が、留学必修で海外に行ったときに、

もうまず間違いなく聞かれるのが日本文化

です。それから次に聞かれるのは日本食文化

です。そしてその中で最も興味を持って聞か

れるのが、実は日本酒なんですね。学生が頻

繁にそれを聞かれるっていうことがあった

中、このプロジェクトを始めたっていうのを

ご理解いただければと思います。 

 

10 年ほど前のゼミ生が、西宮で行われた

アイデアコンテストで、日本酒、西宮の産品

を振興するビジネスアイディアっていうと

ころで、日本酒を飲みやすくして、具体的に

はジンジャエールで割って。あの日本酒がす

ごくお好きな方はね、何すんねやっていうこ

とやと思うんですけども、学生のアイディア

でそれを提示して準優勝になりました。しか

し学生ってアイディアばっかりで実践ない

なと、もうこれアイデアコンテストだからそ

うなんですけど。審査員のお 2 人が酒蔵の当

主でいらっしゃって、学生とともに日本酒の

振興の取り組みしますんで、ご協賛・ご協力

いただけますかということで始めたのがき

っかけです。 

先ほど申しました学生が留学中に日本酒

について興味があって聞かれると、これ答え

られないんですよね。留学って大体 2 年生か

ら 3 年生に向けていくので、日本酒について

造詣が深かったらおかしいわけで、未成年っ

てことですね。だから行って聞かれて、全く

それはわかっていないと、アルコールについ

てもわかってないわけですけど、日本酒はな

おさらわからないという状態で帰ってきて、

非常に海外では日本食文化・日本酒に興味が

ある人が多いということを実感して帰って

きてプロジェクトをやる、というふうな流れ

でした。 

日本酒カクテルっていう形で、お酒をジン

ジャーエールで割るっていうのが大元でし

たから、これを進めるっていうことで。具体

的にはご存知の方あるかもわかりませんが、

苦楽園口にバータイムっていうバーがあり

ますけども、そこの有名なバーテンダーさん

が作られた宮モヒートでいこうと。ジンジャ

エールで割るまで一緒なんですけど、モヒー

トですから、ミントを入れて、それから少し

シロップを入れるというカクテルです。西宮

神社で行われる酒蔵ルネッサンスですね。こ

れにブース出展するということで始めまし

た。1 杯 500 円です。こんな感じですね、色

合いは少し緑っぽくてミントが入っている

と。大体度数は半分ぐらいに割りますので、

15 が 7.5、8 から 7.5 ぐらい。炭酸でアップ

するので、飲んだ感じですね、普通学生が飲

むアルコール度数よりほんのちょっと高め

ぐらい。いつも飲んでいるようないわゆるチ

ューハイ的なもので、それに近い感じになる

というわけです。 

3 期生 10 年前から 12 期生、今の現役 3 年

生までブース出展、大体各期 2 回から 7 回

やっていましたので、今年でコロナの 2 年間

やれなかったのを除いて 25 回ブース出展、

いろんなところでブース出展してきました。

主な日本酒カクテルは宮モヒート。それから

ゼミ生独自開発の。宮モヒートってバーテン

ダーさんが、多分日本酒で一番良いカクテル
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だって認定されているカクテルです。これ以

上、日本酒の香りを残してカクテルとして完

成させるのは無理っていうぐらいのカクテ

ルなんですけど、逆にちょっと日本酒の香り

がかなり出るカクテルなので、それが苦手な

方向けを中心に、学生が考えたカクテルも併

せて出したりしました。大体一番最大杯数は

西宮神社で行われるルネッサンスで、コロナ

の直前で全体の来場者数が 16 万人というイ

ベントです。2 日で 16 万人というイベント

ですので、ゼミで出しているブースも大量の

お客さんが来られたということです。 

2023 年の、これが今年ので、特に留学生、

学内の留学生に広報しようということで、ま

とまってきてくれたり、トータル 30 人ぐら

い来てくれました。ご理解のある留学生向け

授業をやっている先生がいらっしゃって、そ

こに広報しに行くっていうことができたん

で、かなり留学生も興味を持って来てくれま

した。2019 年、コロナの直前ですよね。2019

年の次からはコロナで 2 年ほど中止になり

ましたので、コロナの直前の例同じ場所です。

ご存知の方あると思うんですけど、鳥居の正

面入って鳥居のちょっと横ですよね。 

それ以外にも今年は、テールゲートパーテ

ィーって言って、アメフトですね。関西学院

はアメフトが強い。アメリカだとアメフトの

試合の前後あるいは試合最中に、パーティー

のようにしてブースを出すっていうのが行

われる。それをテールゲートパーティーって

いうんですけど、日本では行われてなくて、

今年初めてブース出展したりもしました。そ

れから去年、相当厳しかったんですけど、う

めきた広場で。アフォガードです。アフォガ

ードっていうのは、アイスクリームにアルコ

ールを掛けるっていうものですね。アイスク

リームに日本酒をかけるっていうことで販

売をいたしました。 

078 神戸でも出店したことありまして、こ

れがその出展会場です。ブース出展以外の取

り組みとしては、酒蔵さんに提供いただいて、

日本酒セミナーや試飲会それから日本酒の

販売などを行ったこともあります。試飲会は

月桂冠さん。灘五郷では、兵庫県の方多いん

ですけども、大関さんや日本盛さん白鹿（辰

馬本家酒造）さんからの機会提供もありまし

た。これは日本酒セミナーです。関西学院は

キャンパス内飲酒禁止なんですけど、ここだ

け関学会館っていうあのホールだけお酒が

許されているので、そこでセミナーと試飲会

をしたりしました。 

それからフィールドパビリオンモニター

ツアー。フィールドパビリオンっていうのは、

万博の万博会場外で地域振興産品を万博と

連動して行う。フィールドですから外でパビ

リオン、外で展示する。兵庫県は結構これに

力入れていて、その中に日本酒、あるいは日

本酒のもととなる、山田錦の里っていうのは

見えていますけど、山田錦の産地ですね。吉

川あたりが。田植え体験。これは去年も今年

もやっていてこの写真は去年ですけど、立っ

ておられるのが知事ですね。斎藤知事と一緒

に田植えをしている図です。 

やっぱ国際学部生ですので、元々の問題意

識は海外でということでしたから、海外展開

も酒蔵さんの協力を得ながら、日本酒を提供

するという形でやってきました。台湾が 2 回、

シンガポールが 2 回、アメリカ 1 回、オース

トラリア 1 回です。これがシンガポールです

がなかなか盛況で、オフィスビルの 1 階でも

う自由に何をしてもいいというフロアで借

りて、日本酒を提供する取り組みをしました。
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定額で確か 30 ドルで何杯か飲めるっていう

取り組みで、日本人の感覚からしたらちょっ

と高いかなと思ったんですけど、シンガポー

ルではものすごく格安で大盛況でした。それ

からオーストラリア。左側がいわゆるブース

出展、右側が部屋を借りて、酒飲み比べみた

いな形ですね。飲み比べとつまみを出してマ

リアージュと呼んで提供した取り組みでし

た。それ以外に蔵見学、提供者の理解を深め

るためコロナ禍の 2 年度を除いて、毎年度一

つから三つの蔵を見学させていただく取り

組みをしています。 

コロナ禍においても 2 年間全く対面がで

きなかったんですが、日本酒の学校と題して、

日本酒セミナーを学生手配で。オンラインで

酒蔵当主に来ていただいたりして、セミナー

を実施してきました。これまで連携を行った

酒蔵というのは、西宮の酒蔵さん多いんです

けど、獺祭の旭酒造さんや月桂冠さんとも連

携をしてきました。  

ブース出店っていうのは、多分酒蔵さんが

やられるイベントって、日本酒を割と飲まれ

る方へのイベントがほとんどに多分なると

思うんですね。もちろん酒蔵ルネッサンスな

んていうのは、西宮神社の日本酒メーカーが

主として行うイベントなのですが、それ以外

いろんな場所でブース出展しています。必ず

しも日本酒イベントではないところで、日本

酒カクテルを提供していると、日本酒になじ

みがない層もアクセスしやすいというとこ

ろで、その辺が酒蔵さんが提供するブース出

展と少し違うという点が一点。カクテル、こ

れも多分酒蔵さんが提供することはできん

ことはないでしょうけど、多分ユーザーのこ

とを考えると、あんまり聞いたことないです。

自社の日本酒を何か市販のもので割って出

すっていうのは多分しにくいし、なされにく

いことだと思います。ユーザー寄りの形で提

供して、それがどうユーザーに受け入れられ

るか、特に日本酒の度数の高めのが苦手って

いう人にどう受け入れられるかっていうこ

とをやってきました。 

ただこれ一定程度アクセスしてこられて

日本酒に馴染むっていう効果あるんですけ

ど、日本酒カクテルから日本酒そのものへの

飲用っていうのにはまだハードルがありま

す。飲み合わせを、お酒や日本酒、こうした

ら飲みやすいねで終わってしまうというこ

とですね。そのために日本酒そのもの、カク

テルではなくて日本そのものに触れる機会

で日本酒セミナーや日本酒試飲会を開催し

てきて、日本酒にあまり触れない層が日本酒

試飲とおつまみとともに。マリアージュです

ね。いわゆるマリアージュを通じて日本酒に

馴染むということについて一定の効果あり

ました。特に一番効果あるのはあの留学生で

す。もう日本文化に興味あって日本に来てい

るので、貪欲に日本文化、日本食文化に触れ

ようと思っている学生ですんで、この層には

相当効果があります。先ほど酒蔵のルネッサ

ンスでも留学生が来ていたっていうお写真

見せましたけど、そういう意味で効果ありま

す。 

ただしですね効果は限定的です。いい体験

だったに終わる可能性もあって、ゼミ生はこ

うやって 10 年間やってくるんですけど、必

ずしもですね、入るときに日本酒飲んだこと

ないとか、それから、飲酒自体もあまりなじ

みがないという学生が入ってくる。それから

イベントに参加した学部生もそうですけど

も、推進していくとですね、誰もが卒業時に

は日本酒に馴染んでくると、ゼミ入った 3 年
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の初めのときに、日本酒どころかお酒も飲め

ない日本酒もちょっと苦手ですって言って

いたゼミ生が、卒業時、30 分次の懇親会ま

で時間あって、西北でどこ行こか言うたとき

に喫茶店いかんと、居酒屋行って居酒屋へ行

って、銚子 2 号 1 本頼んで、おちょこ四つポ

ンポンと頼んで、先生乾杯しましょうという

ようになる。そういうなじみ方をしてくる。

ある程度興味はあった学生がゼミ生ですん

で、もちろん全 10 人が学生が全部こうなる

わけじゃないですけど、馴染んでくる、何が

最も大きな効果を呼んでいるのかっていう

のを考えたときに、これやなと。日本酒の造

り手の矜持を知ること、もうこれに尽きるな

と思っています。 

蔵見学が効果生んでいるんですけど、高温

多湿のこの国で、先人が役に立つカビを取り

出しそれを発酵して、元の食材より高栄養・

美味にさせてきたのが日本の食文化。基礎調

味料が発酵食品っていう国は、本当少ないと

思います。ほとんどないんじゃないかなと思

うんですよね。いわゆる醤油味噌、みりんで

す。もちろん発酵食品はかなりふんだんにあ

りますけど、ほとんどが乳製品で、ヨーグル

トかチーズですよね。基礎調味料が発酵食品

というのは多分、主だった国では日本だけっ

て言ってもいいんじゃないかなと思うんで

すね。 

それから先進国の中で随一の高温多湿の

国です。高温多湿の国はもちろん世界にいっ

ぱいあるけど、そのカビを取り出して、日本

酒っていうかその醸造酒にするって一定の

技術と文化がないと無理だと思うんですね。

それがやっぱ日本だということを実感した

ときに、日本酒を飲むとき、単なるアルコー

ル摂取だと思うと、他のアルコールとの差別

化は味と価格になってしまうと。例えば某社

さんが出しているような麴臭味がついた炭

酸アルコールみたいなのが出ちゃったら、価

格では全然勝負にならないわけですよね。じ

ゃなくて、日本の食文化の伝統飲んでいるん

だという気持ちになって盃を傾けると、飲み

方が他のアルコールとは変わってくる。それ

はゼミ生だけじゃなくて、参加してくれた一

部の学部生も同様でした。 

若者への日本酒の振興に最も重要な点っ

ていう最後まとめで、私見ですけれども、味・

価格で工夫するという方向性もありえます

し、実際そうなさっている酒造メーカーさん

もある。先ほど白鶴さんのお話もありました

けど、度数を少し下げるっていう方向もある

んですけれども、末永い飲用に繋げるには、

日本酒は酔うためだけのアルコールの一つ

っていうポジショニングじゃなくて、日本酒

は日本食文化を体現するもの、あるいはもう

最高峰と言っていいと思うんです。最高峰と

言っていいっていう理由は、五穀豊穣祝うと

き、神棚にセンターに備えるってことですよ

ね。日本酒ってそういうポジショニングだっ

たと思うんですね、伝統的に。それをわかっ

た上で、かつ一番大事なのは、作り手の矜持

を直接に蔵で聞くっていうことが多分一番

大事かなと思います。それを知った上で、盃

を傾けるとき、日本の食文化を飲んでいるん

だっていうのがあれば、日本酒に対してもっ

とハードルが下がってくる。あるいは日本酒

を飲むときの飲み心地が変わってくる。 

あともう一点は今日のパワポに書いてな

いんですけど、学生って飲み会ですねいわゆ

る居酒屋行くときコークハイとかカルピス

チューハイとか、もう頼むわけですよ。出て

いる食事、刺身なんか出たときに、あなたカ
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ルピスやらコーラで食べるんですかってこ

とですよね。食事を。それはしない、しない

けど、アルコールだったらコークハイで飲む

と。これマリアージュ的に NG だし、刺身が

日本酒と口の中でまろやかになって別の味

わいになるみたいな食生活を知るというこ

とが、やっぱりマリアージュっていうことを

大事にするっていうことも一つだと思うん

ですね。だからこの杜氏の矜持をちゃんと知

るっていうことと、それを知った上で盃を傾

けるっていうことと、やっぱマリアージュと

してお酒を飲むっていうことがやっぱり非

常に大事なんじゃないかなと。 

10 年間この日本酒振興プロジェクト学生

と一緒にやってきて、思うこととして、お伝

えしたいことでした。大学教員なのに、全然

これまでの方がデータに基づいてしっかり

した論考だったのに、すいません。非常に雑

駁な、学生と一緒にやってきましたみたいな

講演になってしまって申し訳ないんですけ

ども、やはり今思っている実感がこのような

ことです。本日はありがとうございました。 

 

津田 ありがとうございました。学生の話か

ら非常に深いお話へとね、広げてくださいま

した。神様のお酒であるっていうことをちょ

っと改めて認識をしたりいたしました。関西

学院大学国際学部教授の木本 圭一様でした。 

 

 

 

 

 

第三部 パネルディスカッション 

津田 パネルディスカッションでは、まず討

論をされる中村稔特任教授からご講演をい

ただいたうえで、そしてご登壇された皆様と

のパネルディスカッションに入りたいと思

います。「脱炭素社会と日本酒文化」という

テーマで、まずはご講演をいただきたいと思

います。では、よろしくお願いいたします。 

 

◼ 中村稔「脱炭素社会と日本酒文化」 

 

中村 皆さんこんにちは。ただいまご紹介い

ただきました中村でございます。皆さん大変

興味深いご講演を聞かれて、いろんなことを

今思われているかもわかりません。このパネ

ルディスカッションで、今日のご登壇いただ

いた皆さんと、いろんなお話をまた後ででき

ればと思いますが、その前にちょっとだけ私

の方からも、お話をさせていただければと思

います。 

 

 

まず簡単に自己紹介させていただきます

と、私は灘高校の出身でございまして、中学

高校から、白鶴さん菊正宗さん、そして櫻正

宗さんということでお酒に関心を持ってい

ました。中学から飲んでいたわけではないん

ですけれども、今日、嘉納社長も来られてお

話ししていただいて、今灘育英会の理事長も

されているわけでございまして、そういう意

味で不思議な縁を感じているところでござ

います。 

 

私、昭和 61 年に、通産省、今の経済産業

省に入りまして、35 年に近くに渡って 20 の

ポストを経験したんですけれども、二つの軸

を持って仕事をしてきたのかなと思ってい

ます。一つがですね、この中にありますけど

も、在ポーランド日本国大使館。ベルリンの
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壁が崩壊した直後に、共産主義から資本主義

に変わっていくポーランドを支援するとい

うことで、外務省に出向しまして 3 年間外交

官をやっておりました。歴史の歯車が反対に

回らないように、もう 1 回共産主義国になら

ないように、G7 の国の一角として支援をし

ておったということでございます。それから

日本に帰ってきてからですね、航空機武器。

爆弾とか戦車とかミサイルとか、いわゆる防

衛産業の所管をしておったり、あるいは原子

力とかですね石油開発、あるいは中東アフリ

カ政策、いわゆるエネルギー安全保障、イン

テリジェンス系の仕事をやっております。 

もう一つがですね、私も経済産業省から兵

庫県庁に出向しておりまして、産業労働部長

何かをやっております。このときの観光ツー

リズム推進本部の事務総長も兼務して、姫路

菓子博 2008 っていうのを、事務方の責任者

としてやったりしております。それで兵庫県

に出向してたってのは一つありますし、それ

から大阪にあります近畿経済産業局に 2 回

ほど、総務課長、総務局部長として出向して

きております。そういう意味で、霞が関ばっ

かりではなくて、地方にも出てきて芸術祭の

現場など、いろんなことをしてきたというこ

とであります。その中で、私は本を９冊ほど

書いているんですけれども、『何が地方を起

こすのか』っていう思わせぶりなタイトルの

本がありまして、「何が地方を起こすんです

か中村さん」とよく聞かれるんですけど、こ

の一言で言うと、人ではないかというふうに

思っているわけであります。関西学院大学と

産経新聞のシンポジウムに出たときのこと

が本になりまして、『アジアと繋がる関西経

済』っていう、こういう本を書いたりすると。 

今最近は、『たる』という雑誌を皆さんご

存知かどうかあれですけども、お酒の専門誌

として 40 年以上の歴史を誇る月刊誌なんで

すけども、そこにこのエッセイを書いたりし

ております。日本酒の専門家ではありません

けれども、日本酒が大好きな人間として、今

日は討論者ということで、皆さんと一緒にモ

デレーターとして参加させていただいてい

るという次第でございます。 

サステイナブルな社会ということで、皆さ

ん最近は地球温暖化問題、非常に関心お持ち

だと思います。いわゆる CO2 ですね。炭酸

ガスが原因だと言われているわけですけれ

ども、これよく落ち着いて考えなきゃいけな

いというふうに思っています。科学的知見の

不断の見直しと書きましたけれども、そもそ

も地球温暖化問題が出てきたときにホッケ

ースティック論争ってのがあって、この

1000 年ぐらいの間で人間の活動で出てきた

炭酸ガスのせいで急に温度が上がったんだ

っていうことで、地球温暖化問題が一気に炭

酸ガスのせいだっていうことで大騒ぎにな

ったわけです。このホッケースティック論争、

これホッケーのスティックのような形をし

ているんでホッケースティックって言うん

ですけども、本当にそうなのかと。 

地球の歴史、何万年何十万何百万年、地球

ができて 43 億年と言われていますけど、長

い歴史の中で温暖化していた時期っていっ

ぱいあるわけです。平均で 10 度ぐらいその

温度が違っていたっていうことあるわけで

す。最近のこのいろんなデータを見ますと、

気温と CO2 の濃度っていうのは非常にリン

クしているという話とか、それから地球温暖

化効果っていうのがありましてグリーンハ

ウスガスって言うんですけども、その中でメ
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タンとか他にもいろいろ種類があるんです

けども、炭酸ガスの占める割合が大体 4 分の

3 だと言われています。そして年を追うごと

に炭酸ガスの濃度がどんどん上がってきて

いると。こういう科学的な知見もあるわけで

す。 

誰が二酸化炭素出しているんだというこ

とを見ると、世界の中で中国とかアメリカと

か、インド、やっぱ人口の多いところですね。

それから産業を発達しているところって、い

っぱい炭酸ガスを出し、日本も出しているわ

けですけれども、そういう中で 1 人あたりは

どうなのかと。人口が多ければ中国みたいに。

当然、国としては炭酸ガスがいっぱい出るわ

けですけども、1 人当たりにすると中国はそ

うでもない。アメリカがすごく多い。それか

ら例えばインドとか。あるいはインドは少な

いとか、1 人当たりにするとですね。だから

その実はドイツとか日本というのも、結構 1

人当たりですけど出していますとか。アメリ

カも多いとか。こういう世界中の中で、どこ

かで炭酸ガスが出ていて、誰が出しているの

かというのが、わかっているわけです。 

そういう中で、まず世界中で今何が起こっ

ているのかということを、もう一つ気にしな

きゃいけないのが経済社会の動きなわけで

す。EU は非常に環境問題意識が高くて、こ

の例えば EU タクソノミー。タクソノミーっ

て何かっていうとその分類って意味なんで

すけども、EU には、産業をいろいろ分類し

て、サステイナブルな産業か、それとも環境

に良くない産業かっていうのを分類して、例

えば投資家の資金をどこに誘導するかとか、

あるいは設備投資をしていくのにどこがい

いのかっていうのを、少し差別をしていこう

という話もあるわけです。その中で、この最

近よく出てくるのは CBM。CBM って何だ

ってことですけれども、カーボンボーダーレ

スメントメカニズムといいまして、もう今年

の 6 月からこの制度を EU はもうスタート

させています。2026 年には、グリーンじゃ

ない産業については関税をかけてやるって

いうことです。そうすると日本も EU と貿易

しているわけですから、非常に大きな影響が

出てくるんじゃないかと。今試行期間という

ことで、情報開示を求めたり、いろんなこと

をやっていますけれども、だんだんこういう

国際的な動きの中でも、グリーンにしていか

なきゃいけないということが求められてい

るというわけであります。 

従って皆さんの心の中で、本当に CO2 が

悪いのかと、本当に俺のせいかと思われるか

もしれませんけれども、世界はもうそういう

ふうに動いていることを認識しながら、地球

環境問題っていうのを考えていく必要があ

る。ただし、いっぺんにグリーンにしろと言

われてもなかなかできない。トランジション

分野と書きましたけども、だんだん移行して

いくということが認められている分野もあ

るわけでございまして、この括弧に書きまし

たように、その内容、脱炭素に向けて何をす

るのか、どういう時間軸でやるのか、そして

その効果はどうなのかというのを、不断に見

直しながら、地球環境温暖化問題というのは

考えていかなきゃいけないということであ

ります。 

当然のことながら、やったことの評価、経

済的なメリット・デメリット、そして社会面

にいろんな不自由が生じるわけですから、何

が最適なのかというのは常に考えながら、科

学的知見も常にアップデートしながら、更新

しながら、本当にその解決に役に立っている
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のかというのを常に考えながらやらないと。

何か一つ同じことをずっとやればいいって

いうわけではないということが、地球環境問

題の難しいところだというふうに思ってい

ます。今日は、地球環境問題を CO2 の問題

も含めて、その環境問題と日本酒の繋がりと

いうことを、2 番目に考えてみたいと思いま

す。 

最初の嘉納社長の基調講演、あるいはその

他のその講演者の方々のお話の中にも出て

きましたけれども、日本酒は農業との繋がり

が深いわけであります。原材料は米でありま

すし水なわけです。その米を作るってのは、

当然水田になるわけですけれども、この水田

が、どういうふうに環境いわゆる国土保全と

か、そういう意味での環境にどう役に立って

いるかということはですね、今日お話があっ

た通りなわけであります。この日本酒の原料

が、米と水だということ、これは非常に今の

水田の意義とか、水源の保全とかそういった

ものに、やっぱ我々は常に消費者としても心

を持っていかれるところなわけなんですね。

米、水田がなくなったらどうなるんだろうか。

水が悪くなったらどうなるんだろうか。美味

しいお酒も飲めなくなってしまうというこ

とが、常に意識されるわけであります。 

それからもう一点。生産から消費までトー

タルに、ライフサイクルってよく言いますけ

れども、環境負荷というものを考えたときに、

日本酒ってのは、どういうふうな特徴がある

のか。今日のお話の中にもいろいろ出てきま

したけれども、その樽作りの話も出てきまし

た。樽っていうのは木で作るわけですから、

当然木っていうのは CO2 を固定する能力が

あるわけです。米自身も植物ですから CO2

を固定する能力があるということで、炭酸ガ

スを吸収する吸着する能力を持っているも

のを使っているという、生産段階の環境貢献

もあります。 

今度は需要サイドに行くときに、樽廻船の

話も出てきましたし、北前船の話も出てきま

した。元々非常にエコなですねその運び方を

しておったわけです。フードマイレージって

いう言葉が皆さんよくお聞きになると思い

ますけれども、地方地域に根ざす産業だとい

うご講演内容もありましたけれども、そうい

う意味で地産・地消の産業でもあるわけです。

物は運べば運ぶほどエネルギーを使うわけ

なんです。従って地産地消ということは非常

にそのエネルギー消費を抑える、つまり環境

に良いということなんですね。日本酒ってい

うのが地域に根ざした産業であるというこ

とは、もちろん地域経済にも大きな影響あり

ますけれども、実は地球環境というかですね

そういう大きな問題にも貢献をしていると

いうことが言えるわけです。 

そして最後に、私の方からちょっと申し上

げたいのは、日本酒の持つその文化力ってい

うことなんですね。今日もいろいろお話が出

ましたけれども、まずはですね、日本酒って

のは何だということをもう 1 回考えてみた

ときに、米の文化がまずあって、日本独特の

気候風土自然が米作りを産んでいるわけで、

それが日本社会を築いてきたわけです。もう

一つ日本の特色っていうのは、ちょっと面白

い。自然崇拝っていうのが、実は日本人の中

に心の中にありまして。日本というのは非常

に災害が多い国なんですね。地震とか、ある

いは洪水とか、津波とか。様々な自然災害を

克服してきた歴史なんです。それと向き合っ

てきた歴史なんです。そういう中で自然に対

する恐れっていうのが心の中にあるわけで
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す。と同時に、自然の恵み、水とか、土壌と

か、いろんな自然の恵みを得て、日本人は育

ててきたわけです。暮らしてきたわけです。 

そういう意味でこの自然崇拝って、私中東

アフリカ使節をやっていたと言いましたけ

れども、これ一神教の人から見たら日本人っ

て変やなと思うわけですよ。なんで木に拝ん

でいるんやろうかとかですね。なんで岩を拝

んでいるんやろうかって言ってですね、みん

な不思議がるんです。というのは一神教の人

たちは、キリストを拝みなさいとかマホメッ

トを拝みなさいとなるわけですけれども、日

本人はもちろん仏様神様拝みますけれども、

やおよろずの神といって、あらゆるものに神

様が宿っているということで、木まで拝んじ

ゃうっていうことなんです。これは外国の人

から見ると不思議な人やなと思うわけです

けれども、そういう我々は実は自然を崇拝す

る、自然に対する畏敬の念を持っているって

いうことなんですね。 

そういう恵の方から言いますと米なんか

もですね、日本の自然が高温多湿ってありま

したけれども、この日本酒もですね、さっき

のカビっていうのを使った発酵という話が

ありましたけれども、こういう中で育まれた

のが日本の文化だいうことになるわけです。

そのいわゆる風習とか伝統に、例えば神社の

御神木とか、結婚式のこの写真ありますけど

も、初詣とか行かれると思いますけども、神

社でお神酒をいただいてですね、それがウイ

スキーだったってことはあんまりないわけ

ですね。だから、結婚式で三々九度しようと

思ったらビールだったとか、そういうことな

いわけです。皆さん、これ日本酒なんですね。

神社でも、結婚式でも日本酒なんです。なぜ

かってことなんですね。よくよく考えて当た

り前だと思っているんですけど、よくよく考

えると何でやろうと、なんでウイスキーやビ

ールやないんやと。日本酒なんです。それは

やっぱり日本の歴史文化伝統っていうのは、

こういう行事の中で、日本酒、さっき日本の

食文化の最高峰という話もありましたけれ

ども、そういうふうに我々の中に実は根付い

ているっていうことなんです。あんまり意識

しなくても、本当はそうなんです。 

ちょっと戻りまして 2 番目にですね、今日

のタイトルは日本酒の話だけじゃなくサス

テイナブルな社会ということですから、いろ

んな意味で経済としてもサステイナブル、地

域経済のサステナビリティというのもあり

ましたし、それから環境を保護していくって

いう意味での国土保全も含めて、あるいは地

球環境も含めたサステイナブル、持続可能な

って意味ですけれども、この日本酒の持つ意

義は今日たくさん聞いたわけです。 

ここでよくよく考えてみますと、今日皆さ

んここに来られている方はですね、きっと日

本酒が好きな方が多いんじゃないかという

ふうに思うわけですけれども、実はそれって

どういう意味があるのかと考えていると、括

弧 2 にありますように、供給サイド、今日企

業努力の話がいっぱいありました、樽の話と

かいろんな話がありました。日本酒を作ると

きの努力、そして作るときの原材料の供給、

農業の話、そういう環境と作る原材料も含め

た日本酒ができるまでの話っていうのは今

日ありました。もう一つですね忘れちゃいか

んのは、需要サイドっていうか消費者なんで

すね。作ったものは、当たり前ですけど、経

済の中で売れなければ話にならないわけで

す。いくら作っても、それが売れなければ、

供給サイドがサステイナブルじゃなくなる
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わけです。経済として。従ってその、いや俺

は日本酒が好きだから日本酒飲んでいるだ

けなんだよとおっしゃるかもしれませんが、

実はそれが経済を回しているわけなんです。

だから皆さん日本酒を飲むことによって、実

は皆さんが、その経済っていうか、環境問題

というか、そういうものに実は貢献している

んだ、ということが意外と知られてないんで

すけれども、単に飲んで酔っぱらっているだ

けじゃなくて、実は皆さん貢献しているんで

す。消費者として。これは需要サイドも、そ

ういう意識を持つか持たないかは全然違う

ということで、もうこれは環境問題も総力戦

だと。企業とかメーカーとか、農家だとかだ

けが、何かやったらいいっていうことじゃな

くて、やっぱり消費者もそういう意識を持っ

て自分たちが支えているんだというふうに、

日本酒も飲んでいただけるといいんじゃな

いかと思っております。 

最後に、日本酒の持つソフトパワーってい

うのは、非常に注目をされております。日本

食が、世界でヘルシーだとか、いろんなとこ

ろで人気だというのは皆さんご存知の通り

ですけども、例えばお刺身を食べるときに、

ウイスキーでいいのかと、あるいはコークハ

イのようなカクテルでいいのかと。やっぱり、

お刺身とか日本食を食べるときは日本酒が

美味しいわけです。マリアージュって言いま

すけども、この組み合わせで、世界中で日本

食そして日本酒に対する注目度が上がって

いるわけです。日本酒、あるいはその文化と

しての日本酒が非常に日本文化の発信力に

なっているわけですけれども、当然のことな

がら、日本に行ったら日本酒の美味しいのを

飲んでみたいって外国人の方が、今ものすご

い外国からのインバウンドが増えました。中

国、例のトリチウム処理水の話でちょっと減

っていますけれども、中国からのインバウン

ド、コロナの前を回復したっていうニュース

が出ています。つまり欧米の人たちもどんど

ん日本に来て、今日も私実は東京から来たん

ですけれども、東京駅がものすごい人です。

本当何か事故でもあったのかっていうぐら

い人がもう溢れていまして、大きなスーツケ

ースを持った外国の方はいっぱい新幹線乗

って、あちこちに来ているわけです。そうい

う人たちが、この日本酒を飲んで美味しいと

いうことになるわけなんです。 

ちょっと面白い写真を三つほど用意しま

した。この一番その手前のお写真ですけれど

も、着物を着たこの外国人女性がですね日本

酒を飲んでいる。これは素晴らしい話ですけ

ど、着物も日本の文化です。日本酒を飲んで

いただくと非常に嬉しいんですが、ちょっと

その隣の女将さんの表情を見ていただきた

いんですね。この女将さんの表情は優しいで

すね。どうです美味しいでしょと。これが日

本酒ですよと言って、おもてなし感じませ

ん？非常に私、この表情が、女将さんの表情

が優しくていいなと思うわけであります。い

ろいろ説明もされているんでしょう。聞きな

がら着物を着た外国人の女性がお酒を飲ん

でいる。これ非常にインプレッシブな画だな

と思っているわけであります。 

それで真ん中の写真をご覧いただきます

と、外国人の多分旅行者のグループなんだと

思うんですけども、一番右の女性が一升瓶を

持ってニコニコしているんです。昔、日本酒

の一升瓶を持ってニコニコすると大体酒飲

みのおっさんだったわけですけれども、見て

ください。若いかどうか別として、女性でし

かも外国人の女性がですよ。一升瓶持ってニ
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コニコしているってこれすごいですね。もう

一升瓶を持ってニコニコするのは酔っぱら

いのおっさんだけじゃもうないんだという

ことが、これで証明されている写真だという

ふうに思うわけであります。 

そして一番右の写真見てください。これま

た興味深い写真なんですけど、日本酒作りの

ある意味難しさだとか、工夫だとか、生酛づ

くりの話だとか、日本酒って作るの大変なん

です。皆さんご存知のように。というのは例

えばワイン、元々ブドウですよね。ブドウ糖

というぐらいで、糖ですから元々、ほっとき

ゃアルコール発酵するんですけども、米はほ

っといてもアルコール発酵しないんですね。

麴菌で一部糖化させて、糖に変えて、その糖

がアルコール発酵、並行複発酵っていうんす

けども、非常に難しい技術なんですね。実は。

その糖化させながら、アルコール発酵もさせ

ながら、それをどうバランスよくやっていく

かってのは、杜氏の人の腕の見せ所で、下手

すると美味しくない酒になるし、うまく作る

と美味しい酒になる。 

長期低温発酵ってなぜ冬に仕込むのかっ

ていうと、急にアルコール発酵すると味が落

ちるわけです。だけど、あんまり温度が低い

ところ、下がってアルコール発酵が止まっち

ゃう。ちょうどいい低温でじっくり長期低温

で発酵させると、これが美味しい酒になるわ

けなんです。だから、真冬に仕込むわけです

けれども、そのときに温度管理が非常に大事

なわけです。あんまり下がりすぎるとちょっ

と温めたりしなきゃいけない。上がりすぎる

と、今度は駄目なんで寒いときにやる。毎日

毎日そういう管理をしなきゃいけないんで

す。こんな面倒くさい作業を経て、日本酒っ

てのはできるんです。ずっともう朝昼晩管理

をしながら作ってくれる。ほっとけばできる

っていうものじゃないんです。ファインチュ

ーニングっていいますか、非常にこの微妙な

作業しながら作られているのが日本酒だと。

こんな作業ができる人って誰なんだろうと

考えてみると、勤勉な国民性を持つ日本人だ

ったわけです。日本の杜氏の人たちの熟練の

技術、これを見に来る外国人も増えて、実際

作る現場も見せてくれるっていうことで、い

ろんな国の人が見に来るわけですよ。びっく

りするわけです。これは大変だなと。こうや

って作るのが日本酒だと。こういう人たちは

どうなるかっていうと、おそらくこの作って

いる現場を見た人たちは、ますます日本酒が

飲みたいな、日本酒ってすごいなと思って本

国に帰っていく。あるいは日本中でお酒を飲

むというですね、ことになるんじゃないかと

いうふうに思うわけであります。 

つまり何が言いたいかっていうと、航空機

武器っていうところで、爆弾とか戦車とか戦

闘機とかそういう話を所管してた話をしま

したけれども、やはり日本も、いろんな安全

保障巡る大変な動きがあり、台湾海峡波高し

でありますけれども、北朝鮮のミサイルなど

いろんな問題があって、日本にはハードパワ

ーも必要です。戦闘機とか戦車とかミサイル

とか爆弾とかそういうのもないとこもあり

ます。国を守るために。だけどハードパワー

だけじゃ駄目なんですね。ソフトパワー。や

っぱりこの写真もう 1 回見てみてください。

この一番下の段のですね、学校の人たちは、

日本に行ってこんなもの飲んだよ、こんな美

味しい日本酒を飲んだよ、日本ってすごいい

い国だよと。もし日本ファンになってくれて、

日本に向かって鉄砲を打ちたくないという
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人が 1 人でも 2 人でも増えていく、これが

実は日本を守ることになるわけです。 

エルトゥールル号事件をご存知だと思い

ますけれども、100 年前にですね、トルコの

軍艦が和歌山の沖で沈んだときに、串本の漁

師の人たちが命がけで救ったわけですね。ト

ルコの軍艦、嵐で沈みかけた。そういうこと

がトルコの教科書に書いてあるもんですか

ら、トルコ人はみんな知っているんですね。

エルトゥールル号事件。明治時代の話です。

そしてそれから 100 年経って、イランイラ

ク戦争のときにテヘランに取り残された日

本人を救ってくれたのは、トルコ航空機だっ

たんですね。100 年後です。皆さん。100 年

たっても日本が好きだと思ったら助けてく

れるんです。もちろん、我々が今生きている

間に、我々が助けるってのは大事ですけれど

も、ひょっとしたら我々の子や孫の時代、も

っと先かもしれないに、このソフトパワーっ

ていうのが、我々の将来の世代を守ってくれ

るのかもしれません。ソフトパワーの力は侮

っちゃ駄目で、日本に向かって鉄砲撃ちたく

ないな、日本大好きだな、こういう人を増や

していく。その力の一つが、私はこの写真に

現れるような日本酒の力ではないかと、日本

文化の力ではないかというふうに思うわけ

であります。 

というわけで皆さん、今日うちに帰って多

分日本酒を飲まれる方も多いと思いますけ

れども、こういったお話も、かみしめながら

飲んでいただくと、今日の飲まれるお酒の味

が一味も二味も違うんじゃないかというふ

うに思うわけであります。 

 

パネルディスカッション 

中村 パネルディスカッション、実はあんま

りもう時間が残されていない中で、今日あの

素晴らしい講演をしていただいた皆さん方

とですね、ご忌憚のない意見交換をしようと

思っております。普通パネルディスカッショ

ンと言いますと、何か喧々諤々の議論になっ

て何か結論に向かって進むっていう感じが

しますけれども、今日はこういうタイトルで

こういうしつらえのシンポジウムでござい

ますので、あんまり議論というよりも、皆さ

んの思いをですね語っていただくという形

でいいんじゃないかというふうに思ってい

ます。従いまして、今日は皆さんのお名前を

呼ぶときも「さん」付けで呼ばせていただき

たいというふうに思っております。何て言う

んでしょうか、リラックスした格好でいろい

ろ講演者の皆さんの思いを、今日お聞きの皆

さんにお伝えできればというふうに思って

おります。 

早速ですけれども、今日、非常に私自身も

お聞きしていてすごく面白いっていいます

か、なるほどなと思うところはたくさんあっ

たわけですけれども、多分、今日のご講演者

の皆さん方も、それぞれ他の講演者の方のお

話を聞いて、いろんなことを思われたんじゃ

ないかというふうに思います。従いまして、

それぞれの皆さんの思いっていうか、今日の

トータルに聞かれて、どういうご意見を持た

れたか、あるいは質問があったりとか、ある

いは感想があったりとか、あるいはご自身の

発表講演にさらに付け足したいこととか、い

ろいろ多分おありだと思います。私自身もさ

っき言いましたように、聞いていまして、非

常に勉強になりましたし、私の講演の話は、

皆さんの話に対する感想みたいなとこもち

ょっとあったわけです。そういうわけで、お
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1 人お 1 人、まず 1 周目は皆さんそれぞれに

対するご意見、ご感想、ご質問等、発表順に

お聞きできればと思います。まず高橋さんか

らお願いしたいと思います。 

 

高橋 はい、ありがとうございます。時間も

ないので早々に話したいと思います。今日は

聞いていまして、お酒と農業の繋がりって非

常に大事だなと。私自身も米の買い付けとか

やっていましたし、村米制度で農家の方と話

をすることが多いです。いつも思うのは、本

当にこの先お米作りでやっていけるのかな

と。離農される方非常に多いです。後継者が

いないです。高齢化になっています。すごい

大変な思いして米作っているのに。大吟醸っ

ていうのがありますけども、もう周りを

50%以下まで削ってというようなことで作

っていきます。私はそれを見ていて何か悲し

いなと思うところがあって、磨かなくても何

か吟醸のようなお酒ができたら面白いなと

いうことで、酵母をちょっと改変して、お米

を磨かなくても吟醸のような香りを作る酵

母を開発しました。今、そんなに磨かず、70%

も磨かないんですけども、吟醸のような香り

が出るお酒を出して、うちから売っています。

そこでサステイナブルな取り組みというよ

うなことは言ってないんですけれども、今日、

牧さんのお話の中で、低精白あまり磨かなく

てもいいんじゃないかというようなお話が

あったのですけども、そういう市場を作って

いくためには、どのような働きかけをしたら

いいのかなと思いまして、ご意見あればよろ

しくお願いします。 

 

中村 じゃあ牧さん、どうぞよろしくお願い

します。 

 

牧 はい。自分の感想も含めてですね 3 点。

3 点目で今のお話にお答えしたいと思いま

す。今日改めて思ったのは、日本酒ってのは

本当に地域に根ざしているなと。その土地で

できた米、水、風、それから河川の水力、海

運ですね、非常に地域に根ざしているなとい

うこと。で 2 点目が、やっぱり日本酒造りの

奥の深さですね。私、高橋所長の日本酒の科

学という本読ませていただいたんですけれ

ども、本当に生酛づくりは奥が深いですね。

同じお酒飲んでいても、これを知って飲むと

飲まないと全く違うなと思いました。3 点目

は、常に新しいチャレンジっていうんですか、

新しい付加価値を生み出す。先ほど、もう脱

炭素、地球環境を考えたときに、削って価値

を上げるだけじゃなく、削らなくても吟醸の

風味を上げていこうと、こういう常に新しい

チャレンジがある。先ほどの御質問に対する

答えがこれまさにこれ。経済産業省じゃなく

て国税庁なんですね、お酒は。あるいは日本

酒の協会なりが一定の基準を作って、場合に

よっては環境省なんかと組んでもいいかも

しれません。一定の基準を皆さん合意の上で

形成して、一つ脱炭素とサステイナブルな地

域作りに合ったような酒の基準作りみたい

なのを、皆さんで考えていったらいいんじゃ

ないかなというふうに思いました。以上でご

ざいます。 

 

中村 はい、ありがとうございました。引き

続きまして櫻井さん、どなたにでも結構です

し全員でも結構ですので、ご質問とかご意見

とか、あるいはご自身の補足でも何でも大丈

夫です。はい、お願いします。 
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櫻井 ちょっと言い足りなかったところも

ありますんで、我々のキャッチフレーズには、

お米・水・人が原点ですみたいなところもあ

るんですが、今日まさしくこの三つを、一緒

にたまたま嘉納社長から話がありました。そ

の中で私がお話したのは米ですが、やっぱり

今、農業の崩壊なんていうことも言われてい

まして、年齢がどんどん上がってしまって。

今年はとにかく暑い夏でしたので、収量も落

ちる、品質ももう一つというようなことで、

米を作る値打ちがないやということで、もう

米作りやめたっていう方が、来年は増えやせ

んかなというふうに思って危惧をしていま

す。とにかく我々の原点は米で、米がないと

お酒できませんので。ですからお米の生産と

いいますか、農家さんをもっともっと大事に

せないかんなという気持ちがありますし、そ

れがひいては最終的には持続可能な社会を

築く一つの方法だというふうには理解して

います。今後もできる限りですね、我々とし

てできることをやっていくというのが基本

方針であります。ちょっと言い足りなかった

ことを少し話しさせていただきました。 

 

中村 どうもありがとうございました。引き

続いて、木本さんお願いします。 

 

木本 作り手のお 2 人に質問なんですけど、

伝統と革新です。革新に関して省エネってい

うか人手を減らしていく方向というのはす

ごく理解できるので、これは常に考えておら

れることやと思うんですけども、酒そのもの

を変えようとする革新ですね。技法とかお米

そのものとか、先ほど出てきた、削る削らな

いとか、元々の味、香り、品質っていうのを

維持して、変えていくってのは、すごくわか

りやすいですけど、新たなものへ踏み出そう

とするとき、踏み出さないって決めておられ

る酒蔵屋さんもあるんすね。いくつか酒蔵さ

ん。でも２社さんは、割とそういう新たなと

こへ踏み出そうとされていると思うので。質

問はですね、どこを目指して、もちろん消費

者の好みをサーチしてって事になるんでし

ょうけど、作り手の責任者としてはどこを目

指して、何をどう変えていくっていう考えで

されようとしているのか。ちょっと質問難し

いかもわかりませんけど、率直な。せっかく

の機会なので教えていただければと思いま

す。 

 

中村 高橋さんと櫻井さん、よろしくお願い

します。 

 

高橋 本当に難しい質問ではあります。お酒

は誰が作るのって、杜氏さんが 1 人すごい人

がいても作れないんですね。作るのは先ほど

言いました麹菌とか酵母とか微生物です。と

いう点では、私達はやっぱり革新、そういう

醸造研究ができるというのが灘・伏見の強み

でありますので、先ほど申しました「銀パッ

ク」という磨かなくても香りを出すというよ

うな酵母の育種なんかも、当然やっていって

います。今の延長線上から、もうちょっと幅

を広げているんですけど、アルコールは悪い

影響も思われるところがありますので、アル

コール度数の低いお酒、この方が喜ばれるの

かなということで、どういう風味にしたらい

いのかなというような開発を、結構力を入れ

てやっております。 

 

中村 ありがとうございました。お願いしま

す。 
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櫻井 なかなか難しい話ですけども、高橋さ

んが言われる通り、日本酒は微生物、麹と酵

母がないとできないですが、アルコール発酵

するということは必ず炭酸ガスが出ます。こ

の炭酸ガスを出ない発酵ができれば、もしか

したらノーベル賞かなと。そのことができる

とは思わないですけども、ただ思ってしまう

とできないかもしれません。天地がひっくり

返るようなお話をしているんですけども、微

生物を触ってやるというのは一つの方法だ

ろうと思います。何かの成分をたくさん作ら

して、その成分を生成して何かに有効に使う

っていうのは、アルコール発酵だけじゃなく

て、例えばアミノ酸発酵なんかもそうですけ

ども、いろんな成分を取っていこうとする発

酵も世の中にたくさんあります。ただ我々が

やっているのは、やっぱり人が飲むものです

から、飲んでいただいて美味しくないと駄目

だと思います。いくら作り手が良かれと思っ

ても、お客様にこれはうまくないなと言われ

たら終わりですんで、そこは絶対外せないと

ころだというふうには思っています。 

 

中村 どうもありがとうございました。どう

ぞ皆さん。 

 

木本 まず高橋さんおっしゃったことと、そ

れからプレゼン時に「まる」のところで度数

を下げるって話されていたので、２社さんも

ある程度戦略的にされているんだなという

ことがわかりました。飲んだ瞬間の度数が低

いっていうのは、日本だけの若者の傾向じゃ

なくて、全世界的に度数が低いお酒っていう

流れに多分なっていると思うんですね。留学

生に聞いてもそうだし、あんなゲルマン民族

のなんぼ飲んでも酔わへんような民族も度

数が低めを好むみたいなことになっている

ので、大きな傾向だと思うんです。多分。 

日本酒とワイン以外、すなわち蒸留酒です

ね。うまみ成分少ないから割っても、味的に

あまり変わらないと思うんですね、いわゆる

ラムとかウォッカとかっていうのは。ところ

が日本酒は並行複発酵なので、ワインに比べ

ても、ワインって単発酵だから元々のブドウ

のままいくので、いわゆるいろんな成分があ

まり入っていない。日本酒は多分いろんな成

分が入っていて、それを度数下げるっていう

のは、メーカーさんから見て何すんねん、消

費者の方々から見ても何すんねんと言われ

るような日本酒カクテルのやり方以外は、な

かなか難しいかなと思っています。もうそこ

はメーカーさん自身が、そのうまみ成分を残

したまま度数を下げるっていうのは、非常に

消費者から見て意味あるかなというふうに

は思いました。 

あるイギリスに進出しておられる酒造メ

ーカーの社長が、現地に日本酒をよく分から

せる方法というのは、生ガキに白ワインと比

べさせるっていうことらしくて。現地では白

ワインと生ガキっていうのは、ある程度アッ

パークラスだと当然の常識で、生ガキに合う

のは白ワインやみたいな常識なんですけど、

日本酒でそれを比べさせると、その方がおっ

しゃるには 10 人に 9 人が日本酒の方がいい

っていうふうに言うと。なぜなら日本酒って、

いろんな成分入っていて、生ガキの臭みを消

すのはワインよりも良いっていう判断らし

くて。このワインの単発酵と違う並行複発酵

の日本酒の特性で。炭酸で割るのじゃなくて、

メーカーさんが同数下げるっていうのは、お
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そらく一定の消費者にはウェルカムなんだ

なと思ってお聞きしていました。 

 

中村 ありがとうございました。実はですね

時間がもうそろそろ迫っていまして、最後に、

今日せっかくご講演いただいた皆様方から、

いろんな意味でお酒に携わってこられてい

るわけなんで、お 1 人ずつ日本酒への想いっ

ていうか、個人的な思いで結構ですので、立

場を離れて、自分にとって日本酒って何なの

かとか、なんで日本酒が好きなのかとかいう

辺りをお話いただければと思います。木本さ

んから順に、お願いできればなというふうに

思います。 

 

木本 本日は貴重な機会ありがとうござい

ました。私が登壇して、お話しながら決定的

に思ったのは、聴衆の皆さんの目線でした。

日本酒のいろんな話がある中で、私の報告を

どういうふうにするんだっていうときに、そ

うかそうかみたいなうなずきとか、日本酒の

好きな方あるいは興味のある方が集まって

ここにおられて、かつ他の登壇者の方々の、

特にメーカーのお三方のお話伺っていて、や

はりその思いを若い人に伝えるのが大学に

籍を置く者の役割かなという気がしていま

す。今後、関わっておられる方あるいはメー

カーの方いらっしゃいましたら、大学の方で

頑張りますので、ぜひ連携ご協力のほどお願

いしたいと思います。本日はありがとうござ

いました。 

 

中村 ありがとうございました。それでは牧

さんお願いします。 

 

牧 私、全国あちこち転勤する中で、地元の

酒蔵見学をして、その後、酒を飲んでファン

になっていった。地域に根ざしている、背景

にどういう物語が、どういう技術があるのか、

それを知ると、味も変わってくるんです。今

日もたくさんのことを学ばせていただきま

した。これからますます日本酒が美味しくな

ると思います。今日はありがとうございまし

た。 

 

中村 ありがとうございました。櫻井さん、

お願いします。 

 

櫻井 やっぱり日本酒の世界でいくと、コロ

ナでなかなかできなかったんですけれども、

注いで注がれてっていうところがあります

ね。あるいは人と人の距離を縮めるという手

段としてはまさしくいいものだと思います。

こういう文化、酒飲みの文化ですよね。今日

も、外は寒いですから、冷たいお酒じゃなく

て、温かいお酒も美味しゅうございますので、

皆さん方、温かいお酒も召し上がっていただ

ければと思います。最後にもう一つだけ、先

ほど牡蠣の話がでましたが、私もワインの方

の勉強もしていましたので、普通、牡蠣にシ

ャブリっていうのは常識だったかもしれま

せん。先ほどの話の通りですね。牡蠣に日本

酒合うんだよっていうことを世界にも広め

ていけば、これまた別の世界が出てくるんじ

ゃないかなというふうに思いました。牡蠣に

日本酒、もうこの合言葉一つで世界を日本酒

の世界にしてしまえば、面白いかなと思って

います。今日はありがとうございました。 

 

中村 ありがとうございました。最後に高橋

さんお願いします。 
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高橋 木本先生の話の中で、何ですかね海外

行ったときに日本人が自分の国のお酒のこ

とを知らないっていうのが、私もすごく問題

だなといつも思っています。世界中見渡して、

先進的な文化を持つ国っていうのは、それぞ

れ独自のお酒を持っているということで、お

酒というのは海外行ったときにも通用する

ものなので、皆さんに勉強していただきたい

なと。常日頃、そういう普及活動もしていき

たいなと思っています。そういうことを知っ

ていくと、またお酒が美味しくなります。あ

の樽酒の樽を作っているのを見ていただく

と、絶対、樽酒は美味しいですし、こんなに

安くておかしいねと思うこともあります。ぜ

ひ、そう感じていただきたいので、うちの記

念館に来ていただきたいですし、私が監修さ

せてもらっています『日本酒の科学』を読ん

でもらったら、どんどんお酒美味しくなりま

す。皆様、サイエンスとしても面白いですの

で、日本酒に興味を持っていただければと思

います。今日はありがとうございました。 

 

中村 ありがとうございました。本当に、そ

れぞれのご経験を踏まえて、日本酒に対する

思いを語っていただきました。私自身も、い

ろんな思いがありまして、広島で生まれたも

んですから、広島の酒をずっと飲んでいまし

た。私、運転免許を合宿制で取ったんですけ

ども、そのときに民宿の人が毎日出してくれ

た山形の地酒がめちゃくちゃ美味しくてで

すね、日本酒が大好きになっちゃいました。

好きになるといろんな日本酒の飲み比べを

あちこちでして、自分なりのスタンダードっ

ていうのがだんだんできていくわけです。こ

れは美味しいなとか。そういう中で、ますま

す奥が深いなというふうに思っていくわけ

であります。今日は、本当にバラエティーに

富む蘊蓄と言いますか、日本酒にますます詳

しくなる、日本酒の意味・意義っていうのを

知るいい機会に、私自身もなったなというふ

うに思いまして、感謝をいたしております。 

日本酒もそうですけれども、やっぱり美味

しいっていうのは大事ですよね。飲むときに

美味しい、楽しい。楽しく飲む。さっきの女

将さんじゃないですけど、サービスが良くて

嬉しい。そして、今日のこのシンポジウムじ

ゃないですけど、勉強になっていろいろ蘊蓄

を傾けられる。勉強になったと。美味しい、

楽しい、嬉しい、勉強になったを繋ぐと、

OTUB で大粒になるんですね。今日は、皆

さん、粒は米に立つと書くんですけども、米

粒の粒ですけど、大粒の感動を得ていただけ

れば、そして皆さん自身が改めて発信してい

ただければ、このシンポジウムは意味のあっ

たシンポジウムになるんじゃないかという

ふうに思っております。 

最後になりましたけれども、このシンポジ

ウム会場にお運びいただきました皆さん、そ

してネットでご覧いただきました皆さん、本

当に長い時間、お付き合いいただきまして誠

にありがとうございました。皆様お 1 人 1 人

の益々のご健勝、ご多幸、そしてご発展をお

祈りいたしまして、このパネルディスカッシ

ョン終了させていただきたいと思います。ど

うもありがとうございました。 

 

津田  どうもありがとうございました。パ

ネルディスカッションの皆様方に今一度大

きな拍手をお伝えください、ありがとうござ

いました。それではどうぞご降壇くださいま

せ。ご清聴賜りありがとうございました。 
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閉会挨拶 

 

津田 それでは閉会にあたりまして、ここで

主催校であります兵庫県立大学政策科学研

究所所長の田中隆から、ご挨拶をさせていた

だこうと思います。 

 

田中 兵庫県立大学政策科学研究所所長田

中隆でございます。皆様、本日は、改めまし

て、当研究所主催シンポジウムにご来場くだ

さり、ありがとうございました。「サステイ

ナブルな社会と日本酒の世界」と題しての本

日のシンポジウムは、灘五郷に代表される豊

かでサステイナブルな環境で育まれ、サステ

イナブルを前提とした高い伝統技術の継承

とイノベーションに取り組んできた酒造業

の姿、持続可能な地域作りと大学教育で大き

な貢献をもたらす酒造業や日本酒振興の可

能性、サステイナブルな社会経済の発展への

清酒業の役割、日本酒の文化力の影響などと

いった、日本酒の世界について、専門家と実

務家の先生方によるご講演とパネルディス

カッションという構成でお送りいたしまし

た。 

中村先生や木本先生のお話にも触れられ

ておりましたように、日常のケの世界で私達

を和ませ、神事や儀礼のような非日常なハレ

の世界で、私達を気高く律してくれる日本酒

は、今までもこれからも私達の生活や文化、

価値観を作ってくれる存在であるとともに、

サステイナブルな世界をもたらしてくれる

ものです。本日のシンポジウムから、この日

本酒の世界を知ることで、本当の意味で腑に

落ちるサステイナブルな社会への道筋を、少

しでも皆様に示すことができたなら、主催者

として大変嬉しく存じます。 

本日のシンポジウム開催にあたりご尽力

とご協力いただきました皆様に、改めまして

深く御礼申し上げます。共催をいただき、開

催のご挨拶を賜りました関西学院大学産業

研究所所長豊原法彦先生。基調講演を賜りま

した、白鶴酒造株式会社代表取締役社長、灘

五郷酒造組合理事長嘉納健二様。続いてご講

演を賜りました、菊正宗酒造株式会社執行役

員・総合研究所長高橋俊成様、白鶴酒造株式

会社専務取締役執行役員・生産本部長櫻井一

雅様、当研究所特任教授牧慎太郎先生、関西

学院大学国際学部教授木本圭一先生、パネル

ディスカッションで討論者をお務めくださ

いました、当研究所特任教授中村稔先生、司

会の労をお務めくださいました甲南女子大

学文学部専任講師津田直美先生、本当にあり

がとうございました。そして、日本酒の世界

を語る上で、これほどの豪華メンバーでのシ

ンポジウムの開催は、当研究所特任教授中村

稔先生、当研究所専任講師大澤篤先生の御尽

力なくしては実現し得なかったことを申し

添えます。ありがとうございました。簡単で

はございますが、これをもちまして閉会の挨

拶と代えさせていただきます。皆様、本日は

誠にありがとうございました。 

 

 

以上 
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＞＞＞＞＞附録 ③ 

 

2023 年度 第 3 回 兵庫県立大学政策科学研究所シンポジウム 

「共生と芸術文化」 

 

津田 皆様、大変長らくお待たせをいたし

ました。本日は対面参加での皆様、それか

らオンライン参加での皆様、ありがとうご

ざいます。兵庫県立大学政策科学研究所シ

ンポジウム「共生と芸術文化」、これをテ

ーマに今日は行ってまいりたいと思います。

本日、私司会進行の甲南女子大学から参り

ました津田なおみと申します。どうぞ最後

までよろしくお願いいたします。さて、そ

れではまず初めに、今日は共生と芸術文化

がテーマでございますが、関西学院大学産

業研究所豊原法彦所長から開会のご挨拶を

させていただきます。 

 

開催の挨拶 

 

豊原 こんにちは。よろしくお願いいたし

ます。関西学院大学産業研究所から参りま

した豊原でございます。よろしくお願いい

たします。関西学院大学と、それから兵庫

県立大学政策科学研究所とは協定を結んで

おりましてご縁がありまして、こういう形

でシンポジウムをいろいろさせていただい

ております。 

二つの大学、ご承知のように兵庫県にある

大学ということで、我々は産業ですし県立

大学は政策科学ということでどうしても経

済商学の方に偏りはするんですけれども、

いろんなご縁があってこういう形、共生で

あるとかですね、芸術文化という形のとこ

ろについてのシンポジウムをさせていただ

けることを非常に喜んでおります。 

ご承知のように兵庫県といいますのは、北

の方日本海に接しておりますし、そして南

の方淡路島の下の方は太平洋まで面してい

るという非常に縦に 170 キロほどある長い

ところです。このところに文化がありまし

て、各々生活があり文化がありまして、そ

こを目指した芸術がいろいろ広がっている

のは皆さんよくご存知のようなことだと思

います。 

そういうところをですね、いろんな文化が

あるものがどういうふうに広がってきたか、

そしてそれをどのような形で残していくか、

どうしても少子高齢化等ですね、いろいろ

な波に押し寄せられているのも事実ですけ

れども、ただいろんな試みの中でインバウ

ンドのものを取り込むであるとかですね、

また来年ですかね大阪関西万博を行う中で、

兵庫県の方ではフィールドパビリオンとい

うことで、地域ごとにパビリオンという形

で文化の拠点として、外から来られた方に

日本のまたは兵庫県の様々な地域の文化を

見ていただきたいという形で、いろいろ広

げていっているというふうに聞いておりま

す。 

もちろんですね文化といいますと、各々が

思ってることが必ずしも一致するわけでは

ないですし、様々な方々が様々な意見で動

いております。もう当然バックグラウンド

が違うんですけれども、それをどのような
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形でともに共同・共生してそして新たなも

のを作っていくか、そういうことが今後の

課題となってくることは皆さんよくご存知

ではないかと思います。そういうことをで

すね、いろんな観点から、今日また様々い

ろんな方面からの先生方のお話があります

ので、それを聞いていただいて、最後にま

たシンポジウムというかキャッチボールも

ありますので、それをしっかり聞いて、い

ろいろ考えを深めていただけたらというふ

うに思います。本日はどうぞよろしくお願

いいたします。 

 

趣旨説明・登壇者紹介 

 

津田 まずは関西学院大学産業研究所の豊

原法彦所長からご挨拶させていただきまし

た。それでは、ここでシンポジウムの趣旨

の説明と、本日の登壇者のご紹介をさせて

いただきます。本日のシンポジウムは、芸

術文化の社会的な貢献、これに注目してま

いります。芸術文化の性質を社会生活に取

り込むような施策がこれからの社会におい

てはますます重要になるのではないかと考

えるためです。日本社会では言語や文化の

均質性が非常に高いので、国民性として暗

黙の了解とか、行間を読むといったことが

本当に多用されます。しかし、今のように

インバウンドであったり社会のグローバル

化が進んでいきますと、違う文化と出会う

機会が増えてまいります。そうすると誤解

や衝突が生じることは避けられないという

ことになりますね。そのためにグローバル

社会におけるコミュニケーションは、まず

私達がお互いにわかり合うことは難しいん

じゃないか、この視点に立つことからスタ

ートしなければなりません。そこから私達

が持っている共感力を使って、違う文化や

価値観を持つ人々の悩みや苦しみの原因を

把握していく。これが持続可能な共生に向

けて第一歩ではないかと考えるからです。

そこで、芸術は、ときとして言語を使わな

くても人々の心を動かすこと、そういうこ

とは皆さんも大変たくさん体験されてきた

のではないかと思います。そのために国内

の芸術文化の資源を効果的に活用すること

で、違う文化、違う文化の間、それから日

常生活と非日常の間にありますバリアを緩

和解消することが期待できるのではないか。

このシンポジウムでは、芸術文化施設や担

い手の成長、社会政策支援の中長期的な連

携など、こういったことに着目をしながら、

グローバル社会などにおけます芸術文化の

社会的貢献について、考えてまいりたいと

思っております。 

では、ここから登壇者の皆様をご紹介させ

ていただきます。まず、基調講演をいただ

きます平田オリザ先生です。平田オリザ先

生は芸術文化観光専門職大学の学長でいら

っしゃいます。ポスターやチラシの記載と

はちょっと若干変更がございまして、本日

の基調講演は平田オリザ先生お 1 人となり

ます、よろしくお願いいたします。 

そして、講演者パネリストの皆様もご登壇

順にご紹介をさせていただきます。兵庫県

立美術館の館長林洋子先生です。よろしく

お願いいたします。芸術文化観光専門職大

学専任講師の小林瑠音先生です。同志社大

学経済学部教授の太下義之先生です。そし

て最後に、パネルディスカッションの登壇

者でございます兵庫県立大学政策科学研究

所中村稔特任教授でございます。以上の皆



139 

 

様方によって、本日はシンポジウム進行し

てまいります。よろしくお願いいたします。 

それではまず、第一部基調講演に移ってま

いりたいと思います、平田オリザ先生にご

登壇をいただきます。本日の先生のテーマ

でございますが、「芸術文化による対話型

社会の構築を目指して」、このテーマでご

講演いただきます。ではよろしくお願いい

たします。 

 

第Ⅰ部 基調講演 

 

◼ 平田オリザ「芸術文化による対話型社

会の構築を目指して」 

 

平田 平田です、よろしくお願いいたしま

す。30分なのでちょっと駆け足になるかと

思いますが、ちょっと普段だったら自己紹

介から始めるんですけど今日はちょっとこ

れは割愛させていただいて、普段私劇作

家・演出家でこういう作品を作るのが一番

の仕事です。これオペラとかですね、今は

ですね兵庫県県北の豊岡というところにあ

ります芸術文化観光専門職大学の学長をし

ております。こちらの大学は兵庫県立大学

と 1 法人 2 大学という制度になっておりま

して、一つの法人の中に二つの大学がある

ということで、県立大学さんにですね、い

ろんなことを頼りながらですね、3 年前に

開学をした大学です。学年 80人、全学 320

人の非常に小さな大学になっています。 

後でも触れますが、私自身はずっと小学

校・中学校の国語の教科書を作るお手伝い

をずっとしてきたので、今も大体年間 50

校ぐらいはこういった小学校・中学校に出

向いていって授業をしています。この伊丹

市でもですね、小学校や中学校でずいぶん

授業をさせていただきました。私が今暮ら

す豊岡市は市内 34 の全ての小・中学校で

演劇教育が導入されてますし、この近隣で

言いますと宝塚市、これ数年前から小学校

がですね全校実施、あるいはお隣の大阪に

あります豊中市ですね、こちら先般大きな

巨大な義務教育学校ができまして、ここで

も演劇を導入した授業が行われています。

これ何でこういった授業が広がっているの

かということを今日後半で少しお話をして

いきたいと思っております。大学でもです

ね、こういったワークショップ形式と言わ

れる演劇的手法を使った授業をずっとして

きました。もう一つの私の仕事はこういっ

た社会における芸術の役割、アートマネジ

メントと言いますけれども、それを芸術家

の立場から教えるというのが私の 20 年来

の仕事になってきます。 

社会における芸術の役割いろいろあると思

うんですが、大体三つぐらいに分けるとわ

かりやすいんじゃないかというふうに説明

をしてきました。一つ目が芸術そのものの

役割ですね。皆さんが例えば音楽を聞いて

心が慰められたり、絵画を見て心が落ち着

いたり、映画や演劇や小説から勇気をもら

ったり。今日わざわざここに来てらっしゃ

る方でですね、私はそんな恩恵を受けたこ

とありませんって人はあまりいないと思う

んですが、一般市民からすると芸術の恩恵

とは思われてないこともありますね。例え

ば週に 1 回カラオケでストレスを発散する

と、でもそのカラオケは何かの楽器によっ

て演奏され楽譜によって記録されてきたわ

けですよね。西洋音楽の何百年という営み

の後にですね、この大衆芸能とかもあると
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いうことなので、多くの人が実は知らず知

らずに芸術の恩恵は受けていると。 

それからコミュニティ形成維持のための役

割。これはどんな文化人類学者に聞いても

ですね、どんな未開の集落に行っても、芸

術の起源になったお祭りとかですね、ダン

スとかがあるわけですね。これは人間が人

間になった、要するにホモサピエンスにな

ったあたりから、もうそういうものはあっ

たんではないかと、どうしてもこういうも

のを必要としてるんじゃないかということ

ですね。 

それから「社会包摂」、これちょっと新し

い概念なので、この後ご紹介していきたい

と思います。 

それから今時ですから直接社会に役立つ役

割ということで、教育とか観光・経済・福

祉・医療。今日ちょっと後半教育の話をし

ますが、本学なんかこの観光がメインで、

いわゆる「文化観光」と呼ばれるものです

ね。これまで日本はインバウンドで大変潤

ってきたわけですけれども、これ、もちろ

ん観光業界の大変なご努力もあるんですが、

やっぱり最大の外的要因は円安と東アジア

の経済発展ですね。これから中国・東南ア

ジアに 20 億人近い中間層が生まれてくる

と、大体年間所得が 400 万円を超えると海

外旅行に行き始めるわけですけれども、次

もう 1 回来てもらわなきゃいけないですね。

1 回目は安くて近くて安心安全の日本を選

んでくださってるわけですけど、もう 1 回

来ていただかなきゃいけない。もう 1 回来

るときにやっぱり富士山何度も見た人あん

まりいないわけですよね。これからやっぱ

り食やスポーツも含めたコンテンツ、中身

が重要になってきます。こういうコンテン

ツ重視の観光のことを「文化観光」と観光

学の世界で呼ぶわけですけれども、その中

でも文化観光というのは食文化もあればス

ポーツ文化もあるんですが、その中でも特

に日本が弱いと言われるのが、芸術文化の

ジャンルなわけですね。海外の富裕層が日

本に来るとですね、もう日本は素晴らしく

て美味しくて楽しいけど夜が退屈だとみん

なおっしゃるわけです。このナイトカルチ

ャー、ナイトアミューズメントあるいはナ

イトエコノミー、ここを充実させていかな

いとリピーターは来ないと。 

逆に言えばですね但馬もですね、あるいは

例えば兵庫県、神戸とかですね姫路もそう

なんですけど、とにかく泊まってもらわな

いとお金落ちないんですね。特に神戸なん

かはこれだけ世界遺産に囲まれていて、今

まではですね、異人館とか南京町みたいに、

国内観光を集めるアイテムは神戸たくさん

あったんですけど、異人さん異人館来ない

ですし、中国の方、南京町なんか来ないん

で、要するに昼の観光はあんまり多分神戸

も伸びないんですね。 

でも夜は、夜景と神戸ビーフという圧倒的

なキラーコンテンツを持っているので、昼

間は京都でも奈良でも大阪でも高野山でも

姫路でも広島あたりでも、行っても日帰り

で戻ってこられる。夜は夜景を楽しみなが

ら、ジャズを聞きながらカクテル飲むなん

てことは神戸だと十分できるので、その方

がお金が落ちるわけですね。観光学の世界

では、夜の消費と昼の消費では 7倍から 10

倍違うというデータが出ています。 

兵庫県の生きる道は、要するにどれだけ宿

泊者数を増やして滞留時間を増やしてお金

が落ちるようにする。入れ込み客数ならば
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京都・大阪に勝てるわけないんだけれども、

兵庫県が一番お金が落ちるようにする。こ

れが大きなポイントになっていくわけです。

今日はこれがメインではないんですが、う

ちの大学はそういうものを教える大学だと

いうことですね。そうすると経済がついて

くると。 

福祉や医療は何かと思われるかもしれませ

んが、今例えば認知症の治療とか予防にで

すね、演劇とかダンスが非常に注目を集め

ています。こういったところも直接役に立

つ役割。ここら辺は 3 年 5 年 10 年で答え

の出るものですね、ここら辺は 30 年 50 年

単位の、これは 100 年 200 年単位のもので

す。 

文化政策として考えた場合には限られた予

算をうまくバランスよく配分することが大

事になります。小さな村でですね、人口

5000人の村で毎年 5億円のオペラ作ってた

ら、それは怒られるわけですけれども、し

かしそれが観光目的で何万人という集客が

夏休みにあるんだったらば十分それはペイ

すると。逆にですね、うちは 5000 人の村

だから全然創造活動はしませんというわけ

にはいかなくてですね、これ人類に対する

貢献なので何かをやらなきゃいけないわけ

ですね。これ環境政策にすごく似ててです

ね、目の前のドブを綺麗にすることも大事

なんだけれども、CO2 削減にも協力しな

きゃいけない。うちの自治体規模がちっち

ゃいんで CO2 削減協力できませんってわ

けにはいかないんですよね。こういうこと

をバランスよくやっていくのが文化政策と

言えるかと思います。 

今日はそのうちの前半、「社会包摂」につ

いてお話をするわけですけれども、今です

ね多くの自治体がですね、新しい文化施設

を作っていくわけですけれども、これヨー

ロッパの場合にはですね、もう文化施設の

役割ってのは大きく変わりつつあります、

まさに今日のテーマである「共生の場」と

いうことですね。 

よく劇場というのは非日常の空間と言われ

ますけれども、これはお化け屋敷みたいな

のが非日常の空間だけじゃないんですね。

経済活動からすると出会わないはずの人を

出会わせるのが非日常の空間なわけです。

演劇を通じてホームレスと高校生が出会う

とかですね、音楽を通じてシングルマザー

と外国人労働者が出会う、美術を通じて高

齢者と障害者が出会う、そういう仕掛けを

作っていくことが公共文化施設の大きな役

割になっています。 

これの一番象徴的な例はですね、ヨーロッ

パの多くの美術館やコンサートホールで行

われている「ホームレスプロジェクト」と

いうものです。これはホームレスの方に月

に 1 回ぐらいシャワーを浴びてもらって、

バザーで集めた服に着替えてもらって、美

術展とかコンサートとかスポーツ観戦とか

に招待すると。先進国のホームレスは生ま

れながらにホームレスなわけではないです

よね。何かの理由でドロップアウトしてし

まったわけです。それもちろん経済の理由

が一番なんですけど、経済の理由だけでは

ホームレスにならないんですね、そういう

生活保護を受ければいいから。マインドの

問題で世捨て人になってしまう。そういう

人たちにですね、芸術とかスポーツに触れ

てもらうことによって、そういえば子供の

頃親父とサッカー見に行ったなとか、うち

のお袋ああ見えて絵だけは好きだったなと
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かですね、そういうことで生きる気力・労

働意欲を取り戻してもらえば、これはもの

すごい安上がりなホームレス対策なわけで

す。炊き出しをすれば目の前の命は救える

けれども、抜本的な解決にならないんです

ね。こっちは救えるけれどもマインドの方

は変えられない。このマインドの方を変え

ないとやはり根本的な解決にはならないと

いうことです。 

ホームレスプロジェクトは、今日来てらっ

しゃる方にはちょっと遠いイメージかもし

れませんが、例えば、でも関西でもですね

西成なんかで、大阪市立大、今公立大にな

りましたが、学生さんたちなんかが入って

「アート」による支援というものを伝統的

に行っています。 

最も有名なのは、今ちょっとたぶん活動を

中断してらっしゃると思うんですけど、元

路上生活者の方の紙芝居劇団っていうのが

あって、路上生活者の方の支援っていうの

はもうパターンは決まってるんですね、ま

ずアパートに入ってもらって、住所を作っ

て生活保護の申請をして、一方で求職活動

をちゃんとしていく。 

そうなんですけど、これねアパートに入っ

た瞬間に孤独になっちゃうんです。またお

酒飲み始めちゃったり、結局路上に戻っち

ゃったりするんですね。この紙芝居劇団は

ですね、紙芝居なんだけど桃太郎とか犬猿

雉とかを何人かでやるものなんですね。そ

れで老人ホームとか保育園に慰問に行きま

す。面白いもんでですね、やっぱり人って

いうのは「役に立ってる、社会と繋がって

る」ってことになるとですね、ちょっと明

日朝早くから保育園だから早く寝ようかと

かですね、お酒控えようかとか、こうなっ

ていくわけですね、生活習慣がちゃんと整

っていくわけです。 

ただ単に居場所を作るだけではなくって

「出番」を作っていかなきゃいけない。例

えば図書館なんかもそうですね、今図書館

非常に重要な場所になっています、引きこ

もりの方で図書館とコンビニなら行けるっ

ていう層が一定数いるんですね。そういう

方にとにかく図書館に来てもらって、談話

室とか作って、そこにできればカウンセラ

ーとかボランティアの方を配置して、で喋

れるようになったら今度は絵本とかを持っ

て「ちょっと子供に読み聞かせでもやって

みない」っていうふうに社会参加を促す。

これが「居場所」と「出番」という考え方

です。今までの日本の政策は居場所作りと

出番作りを別々にやってたんですね、でも

これを繋げていかなきゃいけない。居場所

だけ作っても社会と繋がってないとまたす

ぐ戻っちゃうから、すぐ引きこもっちゃう

から。 

例えば、私は東京で 40 年近く小さな劇場

を経営してきたんですけれども、この劇場

はですね、もう 20 数年前から雇用保険受

給者、要するに失業者に対する大幅な割引

を実施しています。これもヨーロッパの美

術館やコンサートホールで普通に行われて

いる政策です。日本では一般料金があって

学割があって高齢者割引があって障害者割

引まで今普通にありますよね。それでヨー

ロッパにはその下にですね、失業者割引っ

ていうのがあるんです。日本はどちらかと

いうと逆の政策をしてきちゃったんですよ

ね。失業した方が平日の昼間に劇場や映画

館に来たら、求職活動を怠っているって言

って失業保険切っちゃうような政策をして
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きました。これも 100 歩譲れば理由があっ

たんだと思うんです。高度経済成長の時代

だったらば景気変動の波はあっても、半年

も我慢すればみんなが望む仕事に就けた。

だから失業は自己責任と言えた時代の雇用

政策です。今よほどのガチガチの新自由主

義者の方じゃなければ、失業は自己責任と

は言えないですよね。今、何らかの理由で

あっけなく失業してしまう。企業がグロー

バル化する中で、労働者を守る必要がなく

なってしまったので、これだけ非正規が増

える中で失業は自己責任とは誰も言えませ

ん。 

今日本社会が抱える大きな問題の一つが中

高年の特に男性の引きこもり、そして孤独

死・孤立死ですよね。この問題は私大学で

ずっと 20 年近く扱ってきたんですけれど

も、実は数年前に東京都の江戸川区で非常

にショッキングなデータが出ました。江戸

川区って東京の下町の方なんですけど、や

っぱり引きこもりの大規模調査したんです

ね。皆さんね、数年前に中高年の引きこも

りの方が若年層のひきこもりより「数」と

して多い、要するに人が多いから、比率と

しては若者の方がまだ多いんだけど数とし

ては中高年の方が多いってことがデータで

出て、結構これ社会にショックを与えたん

ですけど、当然そのようになると思ってい

たら違ったんです。一番多かったのは 40

代の女性だったんです。何でだと思います

か。就職氷河期です。この方たちは 4 年制

大学出て非常に優秀なんだけど、新卒時点

で 100社を受けて 100 社落ちた方たちです。

今 100 社ぐらいネットでいくらでも出願で

きますから、リクルートなんかで。100 社

受けて 100社落ちるってことは 100回往復

ビンタされるようなもんでしょ、「あなた

社会にいりませんいりませんいりませんい

りません…」ってずっと言われるようなも

んです。 

教育学の世界でよく「自己肯定感」ってこ

とは聞くと思うんですけど、最近「自己肯

定感」から「自己有用感」という言葉がよ

く使われるようになりました。自分が社会

にとって必要とされているか、自分が他者

から必要とされているかと、そういう感覚

が子供時代から大事なんだって、これ「自

己有用感」というふうに言います。要する

に自己有用感が欠如しちゃうと精神が不安

定になってしまう、一定数心が病んでしま

う。そのツケが今回ってきて 40 代の女性

のひきこもりが非常に増えている、しかも

女性の方が所得がどうしても低くなってし

まいますから、非正規の場合に。これから

非常に大きな社会問題になっていくと。 

さて、中高年の孤独死・孤立死は社会全体

にとっても大きなリスクとコストになりま

す。その部屋の臭いはひどいわ、周りの人

のショックも大きいわ、その部屋なんか誰

も住まなくなるし、周りの人も引っ越して

いってしまいます。そうすると勝ち組であ

るはずの不動産所有者にとっても、個人で

は追い切れないようなリスクとコストにな

っていくってことですね。 

だから私達は考え方を変えていかなきゃい

けないと思うんです。失業した方が平日の

昼間に劇場に来てくれたら、「失業してん

のに劇場に来てくれてありがとう、落ち込

んでるときほどアートが大事だよね、アー

ト必要だよね、新しい発想で働く、また働

く道探そうね」と。生活保護世帯が親子で

劇場に来てくれたら、「よく生活大変なの
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に劇場来てくれたね、これで負の連鎖が断

ち切られるからね、タダでいいから見てい

って」と。こういう社会に変えていかなき

ゃいけないんじゃないか。これを文化によ

る社会包摂というわけですね、「ソーシャ

ル・インクルージョン」の訳は、「社会包

摂」あるいは「社会的包摂」というふうに

訳されます。 

日本はずっと地縁血縁型の社会だったんで

すけれども、これは戦後崩れてきたわけで

すよね。それに取って代わったのが企業社

会でした。社宅に住み社員旅行を楽しみ社

内運動会に参加し、企業年金に守られて

人々は生きていくと思っていました。しか

し、1990 年以降企業がグローバル化する

中で、企業は個人を守る必要が全くなくな

ってしまった、労働者を守る必要が全くな

くなってしまった。ふと振り返ると地縁血

縁型社会もない。これが 1 次流行語になっ

た「無縁社会」の正体です。どこにも縁が

ない社会です。 

日本は最後のセーフティネットである宗教

も非常に弱い国なので、ヨーロッパのホー

ムレスは本当に危なくなったら教会に駆け

込むんですけど、日本のお寺はそういう要

素をほとんど持ってないので、日本はです

ね、世界でも、世界の先進国の中でも最も

人間が孤立しやすい社会なんですね。 

でも孤立させてしまうとリスクとコストが

増大します。例えばわかりやすい例はゴミ

屋敷問題ですね。ワイドショーとかでよく

報道される。あれ、各自治体が条例を作っ

て対応してます、逆に言うと条例作らない

と対応できないんですよね、だって家にゴ

ミ溜めてるだけですから、もう個人の自由

じゃないですかいくらゴミ溜めようが。で

もそこで火事が起きたら、結局誰がそのリ

スクとコストを負うんですか、行政が負い

そして納税者である皆さんがその最終的な

コストを負うんです。あるいは京都アニメ

や梅田のあの放火事件、完全に孤立した人

たちの犯罪ですよね、あれだけの大きなリ

スクを社会が負わなきゃいけないんです。

だからどうにかして人々を社会に繋ぎとめ

ておかなきゃいけない。その繋ぎとめてお

くときに、芸術っていうのは非常に大きな

力を発揮するというのが、少なくともヨー

ロッパにおける共通の理念です。この社会

包摂というのは、強欲資本主義でもない、

福祉のバラマキでもない第 3 の道です。お

そらくこれ以外に 21 世紀の先進国が進む

道はないんではないかということなんです

ね。さて失業した方にこそ演劇や音楽が届

く社会、困難な世帯にこそ芸術が届く社会

を作っていくべきじゃないかと、これも僕

20年ぐらいずっと言ってきました。 

ですが、私大阪大学に長くいて、あと東京

芸大でもずっと教えてたんですけど、そう

するとですね年々、学生たちが実感が持て

ないんだろうな、という実感をすごく持つ

ようになりました。阪大、7 割が中高一貫

校出身ですね。東京芸大、もう富裕層しか

来られません、3 歳からバイオリン習って

るような子たちですから。すごいいい子た

ちなんですよ、すごい熱心に僕の授業取り

に来るような子でよく聞いてくれる、頭で

は理解しても、でも実感ができない。日本

の貧困は相対的貧困なので小学生ぐらいだ

とわかんないんですね。高校生ぐらいにな

って、みんなスケート行こうぜとかなって、

「いや俺ちょっと今日いいわ」みたいなの

がいて初めて、「こいつん家そういうちょ
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っと貧乏なんだ」みたいなことが肌感覚と

してわかるんですけど、中高一貫校で同じ

ような所得層が集められちゃうと実感でき

ないんですよね。先日もある大手の新聞社

のエリート新聞記者と話してて、本当にわ

からなかったと記者になるまで。本当の意

味での貧困というのがよくわからなかった、

自分はすごく恵まれた家庭に育って、たま

たま彼女は大阪大学出身だったんですけど、

中高一貫校で阪大まで行って大学院まで行

かしてもらったんで全然わからない、本当

の意味では分かってなかったってことがわ

かったと、新聞記者になって、と言ってい

ました。 

どうすれば伝わるかなと思って考えました、

教員なので。失業した方が劇場に来て雇用

保険を切られちゃうような社会、あるいは

生活保護の世帯が劇場に来て、何だ税金で

食わせてもらってんのにと後ろ指をさされ

る社会と、子育て中のお母さんが子供を保

育園に預けて映画を見に行ったら後ろ指さ

される社会は根っこのところで繋がってる

んじゃないか、と説明するようになりまし

た。 

例えば東京都杉並区、かつて待機児童が最

も多かった区の一つです。杉並区では、子

育て中のお母さんが子供を保育園に預けた

後にファミレスでママ友とだべってたら通

報された、という都市伝説があります。こ

れ分からないです、僕すごい調べたんだけ

ど本当かどうか分かんないんです、最後ま

で。でも杉並区のお母さんも全員それを信

じてます。だからファミレスに行けないん

です。ご承知のように待機児童の厳しいと

ころは、当然働いてないと入れられません

からね。あのお母さん働いてませんよって

通報された。これ本当だとしたら通報した

側も相当やっぱり追い詰められてたと思う

んですけどね。 

要するに特に女性がですよ、結婚、出産、

子育てによってそれまで享受していた文化

的な生活を放棄しなければならないとした

ら、それは少子化になるでしょう。なぜ女

性だけが、あるいは子育て世帯だけが、そ

れを放棄しなきゃいけないんですか。昭和

の時代ですか。昭和の時代そう言われたん

です、子供できたんだからちょっと我慢し

なさいよとか。でももうそういう時代では

ないんです。韓国は日本以上の少子化です

よね、特殊出生率 0.7、これもうはっきり

と女性の反乱だと言われています。女性だ

けが文化的な生活を享受できなくなってし

まうからです。私は、子育て世代が普通に

文化を享受できる社会を作らなければ、少

子化は止まらないと思います。子育て世帯

こそ保育園預けて親が人生楽しまないと、

そういう社会を作っていかないと少子化は

止まらないんではないかと思います。 

これ働き方改革も同じです。たまたま豊岡

の看護の組合に呼ばれて講演会して、どん

どん働き方改革が進んでるんですね。例え

ば今子供が熱を出したからといって、休ん

で後ろ指指されることはないです。この忙

しいのに子供のために休むのとは言われな

いです、大変ねと言われます。次どうすれ

ばいいですかって聞かれました、看護師長

さんに。豊岡は神戸に出るのも京都でも大

阪でも 2 時間かかります。そのときに、若

い看護師さんが結婚してる・してないに関

わらずですよ、若い看護師さんの推しのア

イドルのコンサートが神戸や京都であった

ら、積極的に行かせてあげる職場を作るっ
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てことだと思います。「来週あんたの好き

なアイドルちょっと神戸でコンサートある

じゃん、チケットちゃんと取ったの？、有

給ちゃんと取りなさいよ、行ってきなさい

みんなでカバーするから」、そういう社会

を作らなければ、本当の意味での働き方改

革ではないです。 

なぜ今、政府の子育て支援がことごとく功

を奏さないかというと、お金出すから子供

を産んでくださいって見えてしまうからで

しょう。どうにかして犠牲を最小限にする

ので、子供を産んでくださいっていう政策

になってます。そうじゃなくって人々がち

ゃんと生活を楽しむ、文化を享受できるよ

うな社会を作っていってこそ、子供を産も

うという気になるんだと思うんです。子育

て自体は楽しいから。そういう社会を作る

っていうときに、この芸術文化の役割って

いうのは非常に大きいんではないかなと思

っています。 

さて、もう一つが今日のテーマである対話

型の社会ということですね。今冒頭ご紹介

したこの演劇を使ったコミュニケーション

教育の授業がどんどん広がっていっていま

す。いろんな理由があるんですが、一番の

根本的な理由は学習指導要領の改訂です。

この新しい学習指導要領では、主体的・対

話的で深い学びということが繰り返し言わ

れています。「主体的」ってよく使います

が、「対話的」って何だ？と思いますよね。

それからそもそも主体的と対話的って時に

相反するんじゃないかってことですね。 

ただやっぱりこの「対話的」って入ったこ

とによって、演劇の授業がすごく広まって

いったことは確かなんですね。ちょっとこ

のことについて残りの短い時間ですけど話

をしていきたいと思います。対話って何か

ってことなんですけれども、私劇作家って

いうのは話し言葉を書くのが仕事なんです

ね。話し言葉っていうのは、会話だけでは

なくていろんな種類があるわけです。これ

は意識的か無意識かで並べてみましたが、

私は特にその中でも、この「対話」と「会

話」をきちんと区別することが大事なんじ

ゃないかと、これはもう 30 年来ぐらい言

ってきました。「対話」っていうのはダイ

アログですね、「会話」っていうのは

conversation で、英語でははっきりとした

違いがあるんですが、日本語ではダイアロ

グを対話・対の話というふうに訳してしま

ったためですね、未だに辞書を引くとです

ね、向かい合って話すこととか一対一で話

すことというふうに出てきます。ケンブリ

ッジ引くとですね、驚くべきがダイアログ

の一番最初に演劇や映画のセリフって出て

くるんですね。私なりの定義はですね、

「会話」ってのは親しい人同士のお喋りで、

「対話」っていうのは知らない人との間の

情報の交換や、知っている人同士でも価値

観が異なるときの擦り合わせを対話という

と。 

演劇っていうのはですね、常にこの「対話」

を要求するわけです。例えば、お父さんと

お母さんとお姉さんと弟がいて、ちゃぶ台

を囲んで話しています。これ会話です。い

くらでも会話が続くんだけど、お客さんか

ら見て有効な情報ってなかなか出てこない

ですね。例えばお父さんの仕事はいつまで

経っても分かりません。子供がお父さんに

「お父さん仕事何？」って聞くわけにいか

ないので。そこで、私達劇作家は必ず「他

者」を登場させます。例えば娘の恋人が初
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めて家に来る日とかって設定にするわけで

すね。娘の恋人が初めて来る日なんて、日

本のお父さんは奥に引っ込んでますから、

最初お母さんと話すわけですね。お母さん、

「やー、近頃銀行も大変でしてね」とか言

って、「この家のお父さん銀行員なのかな

…」という情報が客席に伝わるわけです。

もちろんイマドキですから、いやお父さん

失業中でお母さんがバリバリのバンカーだ

ったみたいな展開でもいいんですけど。と

にかくそうやって「他者」を登場させるこ

とによって情報を伝える、「対話」の構造

を作るっていうのが演劇の大事なとこなん

ですね。 

さて、この「対話」というのはですね、日

本文化は長くですね、特にこれ稲作文化と

いうのがですね、米というのは、村全体で

田植えして村全体で草刈りして村全体で稲

刈りしないと収量が上がらないという特殊

な作物なんですね。麦ってのは家族経営で

できるんですけど、南方由来のこの稲をで

すね、この高緯度地方で作ろうとするとみ

んなで頑張らなきゃいけない。私たちはそ

ういう強固な強い共同体を作ってきました。

その中で、「日本人なら分かってよ」、「日

本人なら察してよ」と、こういうあまり喋

らなくても以心伝心で伝わるようなコミュ

ニケーションを育てています。これ僕は分

かり合う文化、察し合う文化と読んできま

した。これ言語学の世界ではこういう文化

のことを「ハイコンテクストな社会」とい

う風に呼ぶわけですね。「コンテクスト」、

汲み取りやすい社会です。それに対して、

ヨーロッパは異なる価値観・異なる文化・

異なる宗教を持った人たちが背中合わせで

暮らしてますから、自分が何者であって何

を愛し、何を憎みどんな能力を持って社会

に貢献できるかをきちんと言葉にして説明

しなきゃいけない文化です。これローコン

テクストな文化ですね、特に多民族国家は

ローコンテクストな文化になるわけです。

きちんと説明しないと通じないからです。

これはそれぞれ文化の違いですから、善し

悪しではないし、まして優劣ではないと。

ただ日本もそうも言ってられない社会にな

ってきたってことですね。 

演劇教育もこれ似たようなとこがあってで

すね、例えば私全国回ってますけど、小豆

島町ってのは非常に導入が早かった、もう

10年前ぐらいから導入しています。なんで

かっていうと、その当時の市長と教育長が

ですね、保育園からずっと一緒だったらし

いんですね。2 人とも大学に行ってからと

ても苦労したと。大学に行って初めて「自

分を」知らない人に会ったと。いいですか、

自分が知らない人じゃないですよ、自分の

ことを知らない人に初めて会ったと。島だ

からもう本当に全員が知り合いで、どこど

この誰々ちゃんなんです。初めて自分を知

らない人に会って、もうどう接していいの

かわかんなかった。ただ、40年前小豆島か

ら大学に行くのは 2 割ぐらいでした。だか

らエリート層しか行かなかったからどうに

かなった。でも今小豆島でも 7 割は 1 回外

に出るんですよね、島から、18歳で。今の

若い子たちにあんな苦労はさせられないっ

てことで、コミュニケーション教育の導入

が早くから進みました。 

これ日本の縮図なんだと思うんです。日本

は災害は多いけれども、四季が豊かで、食

生活が充実してて清潔で安心安全で、この

島国に 1 億 2000 万人がのんびり暮らして
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いけるんだったら、グローバルコミュニケ

ーションスキルなんていらないかもしれな

い。でももうそうはいきませんよね。これ

から日本人はどんどん人口が減っていく。

何らかの形で移民の方に来ていただかなき

ゃいけない。今大体、日本文化をバックグ

ラウンドとしない方がこの国土に最大で

4%ぐらいいらっしゃると考えられていま

す。これが 10数年から 20年のうちに 10%

ぐらいにはなるんではないかと。そっから

先はもう、孫・ひ孫の世代ですから、移民

の方が確実に出生率は高くなりますから、

どこの国でも、当然日本文化をバックグラ

ウンドとしない人が急速に増えていく。日

本語は完璧に話せるけれども、日本文化や

宗教が異なる人たちが増えていくことは間

違いない。日本社会もこのハイコンテクス

トの社会でとどまっていくことはもうでき

ないんです。なので私達はこの「対話」の

力を身につけなきゃいけない。 

でもこれ、ちょっと虚しいことでもあるん

ですよね。分かり合う・察し合う文化の中

で私達は素晴らしい文化を生み出してきま

した。例えば、俳句や短歌のような世界で

最も短い詩の形を生み出してきました。

「柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺」と言った

だけで、ここにいるほとんどの人が斑鳩の

里の夕暮れの寂しげな風景を思い浮かべる

ことができる。これ非常に近代国家の生成

過程ではすごく有利な条件なんですね、統

一がしやすいから。だから私達はこれを背

景にして、アジアで最も早く近代国家を成

立させ戦後復興を成し遂げました。でも一

方で多様性が欠けるんですよね。ハイコン

テクストの社会で成熟社会になると、これ

が足枷になってしまう。だから私達は「柿

食えば鐘が鳴るなり法隆寺」を説明しなき

ゃいけないんです。鐘が鳴ったから柿が食

べたくなったのか、柿食べてたら偶然鐘が

鳴ったのか、法隆寺は何だ…、これ説明し

たら身も蓋もない。でもこの虚しさに耐え

るんです。国際化っていうのはそういうこ

とです。自分の文化を押し付けない、他者

の文化を許容する。そして、この虚しさに

耐えながら、他の異なる文化、異なる価値

観、異なる宗教と出会ったときの喜びを少

しでも見出すような教育を私達はしていか

なきゃいけないんじゃないかということで

すね。 

さてそう考えるとですね、さっきの主体

的・対話的で深い学びですね、さっき言っ

たように「主体的」と「対話的」、相反す

るんじゃないかという時に、もう一つ今日

のキーワードになってる「共感」ですね。

私達は最近教育学の世界でこれシンパシー

からエンパシーへというふうに呼びます。

シンパシーというのはほとんど同じ訳語が

出てきてしまうんで、私は同情から共感へ、

同一性から共有性へと言ってきたんですけ

ど、「シンパシー」というのは、可哀想な

人がいたとき可哀想だなって心から思う感

情、これは「シンパシー」です。「エンパ

シー」というのは、異なる価値観・異なる

文化的な背景を持った人が何でそんなこと

をしたんだろうということを考える態度や

技術や能力のことを指します。これは自然

に出てくる感情ではないので、リテラシー

に近いので、教育できちんとつけていかな

きゃいけないというのがヨーロッパの先端

的な教育の共通の考え方です。 

僕はよく説明するのは、例えば今またアメ

リカの大統領選挙話題になってますけど、
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3 年前にトランプ前大統領の支持者たちが

国会議事堂に乱入しましたね。私達はあの

乱暴者を絶対に許せないけれども、でもト

ランプさんに投票した 7000 万人の白人貧

困層の寂しさや悲しみについては理解に努

めなきゃいけないんだと。トランプに投票

するなんて馬鹿だなと切って捨てるんでは

なくて、僕はトランプに投票しないけれど

も、君がトランプさんに投票した気持ちは

わかるよ、っていうのが「エンパシー」で

す。このエンパシーをつけないと、多文化

共生型の社会っていうのは成立しないです。

同意はしないけど理解に努める、日本では

ですね、どうしても分かるっていうのは同

意するとほぼ同義語になってしまうんです

けど、《同意はしない・同化はしないけど、

理解に努める》、これが「エンパシー」な

んですね。このエンパシーの能力が大事に

なってくる。そう考えるとですよ、フラン

ス革命、自由・平等・博愛と言いますね、

自由と平等は相反するわけです。自由を優

先すると格差が生まれます、平等を優先す

ると個人の人権を抑圧する場合が出てくる、

社会主義国のように。そこに博愛というポ

ヤッとした概念を入れたのがフランス革命

の価値が普遍化した理由ですよね。 

同じように主体的・対話的で深い学びでは

なくて、主体的・対話的で共感のある学び、

あるいは僕はよく主体的・対話的で愛のあ

る学びと呼んできましたけれども、この

「共感力」というのは非常に重要なんじゃ

ないか。そのときにですね、芸術という一

回性のものが実はこの共感力を最も高める

んじゃないかということで、なぜ一回性の

ものがちょっと共感力を高めるかについて

は、後でまた時間があればシンポジウムの

ディスカッションのときにまたお話をした

いと思いますが、基調講演なのでここまで

の問題提起で終わりにしたいと思います。

どうもありがとうございました。 

 

津田 ありがとうございました、平田オリ

ザ先生でした。いま一度大きな拍手をお願

いいたします。基調講演、素晴らしい、も

うたくさん私もメモを取ってですね、聞か

せていただいておりましたが、またこの後

の皆さんとのコミュニケーションを楽しん

でいただきたいと思います。 

 

第Ⅱ部 講演 

 

津田 さあ、それではここから第Ⅱ部の講

演に移ってまいります。それぞれの先生方

がお出になりましてご講演をいただいてま

いります。まずは林洋子先生でございます。

今日、テーマは、「兵庫県立美術館は、時

代と地域と「共生」できるか？」こちらの

観点からお話をいただこうと思っておりま

す。では林先生、お願いいたします。 

 

◼ 林洋子 「兵庫県立美術館は、時代を

地域と「共生」できるか？」 

 

林 はい、ご紹介ありがとうございます。

兵庫県立美術館の館長の林と申します。午

後の眠い時間ですけれども 20 分間ぐらい

ご一緒いただければと思います。昨年の 4

月に着任したばかりのあの新人の者です。

着任した直後に県立大学からこういったシ

ンポジウムに出てもらえないかというご相

談をいただいて、最初伺ったときにメイン

ゲストは平田オリザ先生であるということ
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を伺い、かつ、つまり演劇や舞台が中心な

お話になるかもしれないし、それから他の

講師の先生も、文化政策がご専門の方々が

多くなりそうだなという感じがしていたの

で、普段美術館で仕事をしていますからか

なりアウェイ感を持ってどうしようどうし

ようというふうに心配をしていました。ま

さに私にとっては異文化体験であるわけで

すけれども、だからこそ今日来てみて今平

田先生のお話も伺いましたし、この後の文

化政策の先生方のお話も少し事前に伺って

おりますので、本当に普段接することがな

いことを教えていただける機会となり、こ

の後のご発表それからディスカッションも

大変楽しみにしております。 

私の話は本当にもう美術館現場に即したも

のでありますし、せっかく普段は兵庫県内、

神戸市内の灘駅の近くの美術館であります

けれども、それが今日は伊丹という地域に

来てお話をしているわけですが、おそらく

いらしていただいたこともある方も多いか

と思いますので、リアリティを持っていた

だけるところでお話をできるということで、

美術館、その中でも兵庫県立美術館という

ものが今の時代や地域と共生していけるの

かどうか、先ほどの平田先生のお話にあっ

たような時代の中で、どういうふうにやっ

ていけるのかなというのをお話できればと

いうふうに思っております。 

（投影資料を指して）今ですね、館の上に

こういったカエルのバルーンが載っており

ますけれども、元々私達の美術館の前身は

1970 年の 10 月、前回の万博が終わった段

階で王子公園の近くにできております。兵

庫県の県政 100 年を記念したものでありま

す。当時戦後ですけれども 1951 年に博物

館法ができます。元々美術館・博物館とい

うものは私は昭和の夢というふうに言って

おりますけれども、日本で最初の公立美術

館ができたのは 1926 年に東京都・東京府

の美術館でありまして、そこから 64 年を

かけて全国にほぼほぼ美術館ができていく

時代ですけれども、その中で近代という名

前を冠した明治以降の美術を扱う美術館が

できてくるのは、実はもう戦後になってか

ら 1950 年代、1951, 2 年に東京国立近代美

術館、西日本で最初にできたのは兵庫県と

それから和歌山県ということですけれども、

基本的にやはり長らく美術館というものは、

ものが中心であって、例えば兵庫県内の重

要な作品をお見せする、それから海外から

重要な作品を借りてきてお見せするという、

皆さんとものの出会い・作品との出会いと

いう場所であり続けてきたわけですけれど

も、それが大きく変わってくるのは 2000

年以降の話です。 

兵庫県は震災の後、震災復興のシンボルと

いうことで兵庫県立美術館を持ちます、そ

れが今私が勤めている美術館でありますけ

れども、そういった中で国も文化芸術振興

基本法であったり、博物館法を改訂するこ

とによって物から人へという流れが出てき

ます。 

先ほど平田先生の演劇の世界の変化のお話

も 伺 い な が ら 、 実 は こ の ICOM

（International Counsil of Museum）とい

う国際的な美術館ミュージアムの集団があ

りますけれども、そちらがやはり 2022 年

に出したミュージアムの定義がありますけ

れども、こちらも近年大きく変わってきて

おります。博物館これは美術館、博物館を

含めるミュージアムですけれども、”有形
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および無形の遺産を研究、収集、保存、解

釈、展示する、社会のための非営利の常設

機関である。博物館は一般に公開され、誰

もが利用でき、包摂的であって、多様性と

持続可能性を育む。倫理的かつ専門性を持

ってコミュニケーションを図り、コミュニ

ティの参加とともに博物館は活動し、教育、

愉しみ、省察と知識共有のための様々な経

験を提供する”という形で、もの中心の文

化施設からより演劇的なものに近づきつつ

あるというのが、今美術館、博物館が直面

していることではないかなというふうに思

っています。 

少し懐かしいお写真をお見せしたいと思っ

ております。懐かしいと思う方と、知らな

いっていう方もあるかもしれませんけれど

も、兵庫県立近代美術館 1970 年に出来た

ときの写真であります。モノクロしか、ま

あカラーもあったはずですが、ちょっと今、

手元にモノクロしか見つかりませんでした

けれども、王子動物園の南側にできました

ものであります。村野藤吾さんという関西

のモダニズム建築を代表する建築家であり、

非常に 1970 年段階としては、非常に画期

的な、この大展示室は柱のない空間で、後

に 80 年代以降関西の現代美術の発表の場

として大きく羽ばたいていくことになった

空間であります。 

ですけれども、もちろん震災、1995 年の

震災の折には、この伊丹の地域も大変大き

な被害を受けておられますけれども、開館

から 25 年目に大震災が来まして、私達、

この元の美術館も 1 階のところがピロティ

だったということもあって、ガラスの壁面

でそこに彫刻が展示されていたわけです。

こちらは展示室の中ですけれども大きな被

害を受けました。元々90年代になってから

新しい美術館を作る計画を兵庫県は持って

いたわけですけれども、この震災によって

一層新美術館建築というものが計画が促進

をされます。 

そして思えば阪神間の美術館が、社会に開

かれる大きな分岐点になったのは阪神淡路

の震災でした。西宮市の大谷記念美術館は

避難所としてしばらく市民に美術館を公開

することといたしました。2002 年になっ

て兵庫県立美術館ができます。安藤忠雄先

生の設計になります。兵庫県はその震災復

興のシンボルとして、この美術館とそれか

ら西宮北口のゲームセンターですね、二つ

の美術と音楽の新しい大規模施設を持つこ

とになりました。前の県立近代美術館がよ

り六甲の山に近いところであったとすると、

海沿いの場所であります。元々の美術館、

近代美術館はどうなったかというと、県民

のための貸しギャラリー施設として原田の

森ギャラリーとして生き残り、さらに

2012 年、今から 10 年ちょっと前ですけれ

ども、兵庫県西脇市出身の横尾忠則先生か

ら大量の作品を寄贈・寄託いただくことに

よって、横尾忠則現代美術館として開館を

いたしております。ですから古い美術館も

耐震構造を加えながら継続的に使っている

ということで、山に近い原田の森ギャラリ

ーと横尾忠則現代美術館、さらに海沿いの

県立美術館というものを今私は館長を仰せ

つかっております。 

この HAT 地区という、震災復興の地域で

すけれども、元々は神戸製鋼や川崎重工さ

んといった神戸の鉄産業の場所、工場の場

所であったわけですけれども、昭和の間に

そこが郊外に移転していく・業務転換して
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いく中で、追々三宮からの新都心として構

想されていたところに、震災が来たことに

よって、その後震災復興のシンボルの地と

して 2000 年過ぎてから街開きがされて、

今 20年ぐらい経って美術館や JICA や赤十

字もあったり、それからURの住宅で 7000

人ぐらいの人口ができて新しい街として定

着していってるのではないかなというふう

に思います。 

（投影資料を指しながら）こういう形で

元々の美術館がこの王子動物園の近くにあ

って、今横尾忠則現代美術館になっており

ますけれども、より海沿いに県立近代県立

美術館となって、博物館法では動物園とか

水族館、それからプラネタリウムも全てミ

ュージアムに位置づけられますので、こう

いった神戸市の中で文化施設が集中してい

る場所として「ミュージアムロード」とい

う名前でこの 1 本線で繋がるということが、

前館長の時代から進められています。 

そこに 2019 年ですね、開館してから 15年

以上経ってから、安藤ギャラリーというも

のが付け加わっております。皆さんのお手

元に館のチラシであったりそれから安藤ギ

ャラリーのパンフレットもお配りしており

ますので、ぜひご覧いただければというふ

うに思います。設計をしてくださった安藤

忠雄先生のスタート段階から、どうしても

安藤先生というと大阪の建築家というイメ

ージが強いかもしれませんけれども、元々

ご家族としては神戸にご縁があったわけで、

1960 年代後半「さんちか」の設計あたり

から、神戸の真ん中の辺りの建築に個人や

商業店舗の設計からスタートをされて、阪

神間の個人住宅の設計をされて、その後大

きく公共建築であったり、美術館であった

りっていうことが増えていった、本当に関

西だけではなくて阪神間ゆかりの建築家で

あって、その先生の模型であったり図面で

あったりということをご寄託いただいて、

今展示をしております。 

ここが実は今文化観光、先ほど平田先生も

ありましたけれども、テーマを持った観光

をされる日本人に限らず海外の方々の受け

皿になっております。安藤先生は神戸の駅

前にあるこども図書館もそうですけれども、

近年、公共に建物を寄贈されるという動き

をずっとされていて、こちらの安藤ギャラ

リーも、先生のご寄贈によってできて無料

公開をしていることもありまして、今常設

展示室よりも倍の数のお客様が見えており

ます。昨年よりも今 80%増ということでお

客様が来てくださっている、そういった

方々は特に関西圏、西日本に多い阪神間か

ら瀬戸内辺りに多い安藤先生の建築を見る

以前にここに立ち寄って、安藤先生の建築

について予習をしてくださって出かけて行

かれるっていう、そういったハブ的な場所

になっておりまして、その傾向を実は官は

逆手にとって、安藤先生や日本の現代建築

やデザインに関心のある客層により集まっ

てもらえるようにパンフレットを作る、ポ

ストカードを作る、バイリンガル表示をす

る、いろんな形で逆にお客様に動かされる

形で展開をしようとしておりますし、2025

年は関西万博だけではなくて、「瀬戸内国

際芸術祭」も重なる時期ということで、こ

の私達の安藤建築そして、安藤先生の建築

が集積している瀬戸内の直島 10 館以上の

美術館やホテルが集積している直島、そし

て横尾忠則先生につきましても手島という

ところに「手島横尾館」というミュージア
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ムがありますので、そういったアーティス

トを確認しながら、他の地域と連携してい

くということを今積極的に推し進めようと

しております。 

ですので、まだ新米館長でありますけれど

も、今抱えている大きな課題としては、地

域との連携、今までは展示室の中でお宝を

見せるよっていう、かつての昭和的な美術

館のあり方ではなくて、美術館とその地域

の連携を果たしていくんだよっていうこと

があるとすると、もう一つは先ほどの

2025 年の連携にも見られるように、県境

であったり、兵庫県、岡山県、香川県って

そういうことを限らないで連携していきま

すよ、設立母体も国立であろうが公立であ

ろうが私立であろうが連携しますよ、美術

館じゃなくても動物園とも水族館とも館種

を超えた連携をしていきますよっていうこ

と。それから国際的な連携ですね、日本国

内だけではなくて、特にアジアの文化施設

と連携していきますよ。それから先ほどの

平田先生のお話にあった文化観光や文化経

済といったものの連携ということもありま

す。 

それから県立である私達は、教育委員会の

直轄の美術館でありますけれども、知事や

県庁のニーズへの対応ということで、兵庫

県の県民の方であったらだんだん馴染んで

きておられるかもしれませんけれども、過

去 2 年間ですね、7 月には「プレミアム芸

術デー」ということで、県立の文化施設無

料オープンということでさせていただいて

ますけれども、そういった県全体の取り組

み、バリアを低くしていく、その経済的な

問題であったり一時保育をしたり、それか

らとにかく文化施設へのアクセシビリティ

を高めていこうという努力をしております。 

一方で、この安藤忠雄先生の建物 20 年を

経過しまして老朽化が進み始めている、ど

こも大きな文化施設は 20 年・25 年経つと

そのハードとそれからこういった電気系統

のことのいろいろな転換に直面していると

いうこともあって、今改革の時期に直面し

ています。 

そういった中で私達が今、地域との関わり

やアクセシビリティを高めるという意味で

大きく取り組んでいることが、兵庫県立近

代美術館時代から取り組んできている「美

術のなかのかたち」展であります。実は皆

さんも、例えば障害がお持ちの方が作られ

た作品を見るとか、逆に障害のある方が、

何らかのバリアがある人たちを鑑賞者、鑑

賞支援をするっていうことは、実は東京オ

リパラの前後、2010 年代の半ばくらいか

ら全国の文化施設で非常に増えていったと

思うんですけれども、この兵庫県立近代美

術館は何と震災前から、1989 年の段階か

ら、元々やっぱり美術館ってのは視覚のた

めの、見る人のための殿堂であるとすると、

そうではなくて視覚に差し障りのある人に

とっても、当時はまだアクセシビリティと

は言いませんけれども、取っ掛かりを持て

ないかということを考えた先人がおられて、

視覚だけではなくて触覚で何か美術鑑賞が

できないかということを考え、まだ日本国

内では先例が非常に少ない 80 年代半ばぐ

らいから、少しずつ東京の「ギャラリー

TOM」さんであったり、試みが出てきて

いましたけれども、アメリカの美術館のフ

ィラデルフィアの美術館の先例などを参考

にしながら開始したのが、この「美術のな

かのかたちーー手で見る造形展」というこ
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とで、もしかしたら古いこの市民の方はご

記憶があるかもしれませんけれども、左側

がこれ1990年ですから2回目でしょうね、

最初はやはり館蔵品で触れていただくと。

特にうちの美術館は 1970 年代にできてい

て、まだ日本経済がそれほど豊かではなか

った時代に海外の作品を収集するとなると、

1970 年代ではまだ版画とか彫刻中心なん

ですね。日本で公立美術館で印象派の絵画

とか名画を買うようになったのは、1979

年に山梨県立美術館ができたときに、ミレ

ーの種まく人をお買いになって、それ以降

どこもやっぱり県立美術館ができるなら

「ザ・目玉作品」を買いましょう、それな

らモネとか印象派買いましょう、みたいな

ブームが起こるんですけれども、兵庫県は

1970 年にできたということもあって、目

玉を買うんじゃなくて着実に良い作品を、

しかもある種お値ごろ価格のものを買い集

めていたわけですけれども、それをまた活

用する手段として、ロダンであったり、こ

こだとマイオールであったりフォートリエ

であったり、そういった作家の作品にのべ

つまくなし触れていいわけではない、ちゃ

んと触れ方を学んでいただきながら、作品

やスタッフと対話しながら見ていただくと

いうプログラムを始めて、そしてその次、

右側にあるものは、地域にゆかりの現代作

家に、視覚に障害がある人、もしくは視覚

に障害がなくても触れる鑑賞のために作品

を提供いただけませんかというお願い、こ

の二つのパターンですね、既にあるものに

触れていただくということと、触れること

を前提に作家に作っていただくという二つ

の流れを、もう 1990 年代に兵庫県は体験

をしていたということで、実はその展覧会

は毎年そんなに長い開期ではないんですね、

１年間の中で１、２ヶ月っていうことでは

あったんですが、ただその機会もあって視

覚障害のある方とご縁ができましたので、

その後もずっと 30 年来、事前に申し込み

をいただいていれば、視覚障害の方には彫

刻作品に関して触れていただいて鑑賞でき

るということをずっと継続して参りました。 

そして昨年、私が着任してから、こんな美

術館だったらもっとできることあるんじゃ

ないかっていうことで始めたのが、「ゆっ

くり解説会」というものです。近年テレビ

であっても、映画とか舞台でも手話通訳付

きであったり、要約筆記、ここに画面が出

て私が喋ってることが同時で文字がバーっ

て出てくるような筆記っていうのは増えて

るんですね。ここでは学芸がいて通訳さん

がいて、例えばこの方がわかりやすいです

ね、ここは要約筆記が出てきておりますけ

れども、これを昨年のプレミアム芸術デー

で試してみました。最初は、人がやっぱり

聴覚障害者のためだけなんじゃないかと思

われてしまうんじゃないか、あんまりお客

様が集まらないんじゃないか、っていう心

配もして、初回の段階では、昨年の 7 月の

段階では、学芸員と職員の教育の機会、こ

ういうふうに手話通訳や要約筆記をつける、

そこにお客様がどういうふうに参加されて

いるっていうのを知るために職員がいっぱ

い出るっていうことで、トライアルでやっ

てみたんですけれども、そのときに特に事

務職員の方からこれはすごくわかりやすい

と、普段のものよりもわかりやすいことで

大変好評でしたので、これを定番化するこ

とになりました。聴覚障害の方だけではな

くて、ご高齢の方であったり外国人、非日
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本語話者の方にとっても、ゆっくり話すと

いうことがとてもわかりやすいということ

で好評をいただきまして、当面年に 4 回程

度の開催をする予定で、次回は 4 月 28 日

であります。 

その一環で、国際障害者週間というのが12

月にありますけれども、そのときに映画の

上映会とトークとワークショップをいたし

ました。そのときに上映した岡野晃子監督

が 2022 年に発表されました「手でふれて

みる世界」という映画を一分半ほどちょっ

と見ていただければと思います。 

（動画上映） 

昨年の 12 月の障害者週間のときに映画の

上映会と、それから実際に当館には触れら

れる作品がありますので、こういった実際

に視覚に障害のある方と、それから見える

方にもアイマスクをしていただいて触れて

鑑賞をしていただくということで、ちょう

どここは、今お客様と対話をしながら鑑賞

をされてるのが岡野監督であります。 

この映画、2022 年の 12 月に京都国立近代

美術館、国立新美術館で初公開をさせてい

ただきましたけれども、そこから 1 年間ぐ

らいで国内外の美術館・大学等で上映会を

重ねて既に 2000 人以上がご覧になってい

ます。兵庫県立美術館でも昨年の 12 月に

この 60 分間の全編を紹介させていただき

ました。1 年間で技術的にも進化をしまし

て、ユニバーサル上映という字幕と音声ガ

イドが付いた形で上映をいたしました。こ

ういった形で私どもはこれから 12 月が毎

年国際障害者週間なので、12月に合わせて

この「手のなかのかたち」展と、それから

何らかの講演会やイベントをやっていこう

と思っております。当館らしい身の丈に合

った何かを継続し展開していくことが兵庫

県立美術館の共生の現在ですので、ぜひ一

度足を運んでいただければと思います。少

し長くなりました、ありがとうございまし

た。 

 

津田 ありがとうございました、林先生で

ございました。いま一度大きな拍手をお添

えください。なんか触ってみたいね、そん

な感じになりましたけれども、美術館博物

館の観点から講演をいただきました。次は

ですね、小林瑠音先生でございます。今度

は「英国アーツカウンシル：創設者ジョ

ン・メイナード・ケインズの理念を中心に」

ということでお話をいただこうと思ってお

ります。では、小林先生、よろしいでしょ

うか。はい、よろしくお願いいたします。 

 

◼ 小林瑠音「英国アーツカウンシル：創

設者ジョン・メイナード・ケインズの

理念を中心に」 

 

小林 はい、改めまして小林です、よろし

くお願いいたします。今日はそうそうたる

皆さんの中で大変恐縮しておりまして、ま

さに文字通り末席を汚すような形にはなり

ますけれども、いろいろ学ばせていただき

たいと思っております。先ほど平田さん、

林さんからのお話もありましたように、近

年美術館、劇場、それから芸術祭などにお

いて、この芸術領域というのが、他の政策

領域ですね、医療とか障害者支援、子育て、

まち作りといった別の領域と連携していく

というシーンが非常に増えてきた、という

ことだったかと思います。そういった取り

組みというものを、まさに今日のシンポジ
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ウムのテーマでありますけれども、持続可

能にしていく文化政策的なシステムは何か

ということで、特に現在、注目を集めてい

る、集めてきたのが、このアーツカウンシ

ル制度というものかと思います。今日はで

すね、このタイトルですけれども、「英国

アーツカウンシル：創設者ジョン・メイナ

ード・ケインズの理念を中心に」というこ

とでお話をさせていただきます。 

今日の内容ですけれども、まず最初に「ア

ーツカウンシルとはなんぞや」という簡単

なご説明をした後に、英国アーツカウンシ

ル発案の背景ということで、その創設者で

ある経済学者のジョン・メイナード・ケイ

ンズの経歴などを元に紐解いてみたいと思

います。次にですね、ケインズが残したア

ーツカウンシルの理念とは何かということ

で、イギリスのアーツカウンシル、それは

実に 78 年の歴史があるわけですけれども、

その中で設立時から現在に至るまで継承さ

れているケインズの理念・メッセージとい

うのはどういったものがあるのか、という

ことをちょっとお話してみたいと思います。 

まず「アーツカウンシルとは」ということ

なんですけれども、後ほど具体的にご説明

しますが、「アーツカウンシル」というの

は、助成とか評価および、助成を担う専門

機関のことを、芸術領域における専門機関

のことを指すと言われています。日本にお

いてもですね 2011 年以降、文化庁や芸術

文化振興会がイニシアチブをとる形で、全

国規模でこのアーツカウンシル制度という

ものが導入されてきました。こちらに示し

ているのがアーツカウンシルネットワーク

という組織があるんですけれども、そちら

の会員になっている 20 団体です。それぞ

れアーツカウンシルという名前を使ってい

らっしゃるところもあれば、アーツコミッ

ションとか、クリエイティブリンクコンソ

ーシアムというような形をとっておられる

団体もいらっしゃいます。いずれにしろで

すね、基本的には自治体文化財団の中に、

アーツカウンシルという専門セクションが

併設されるというパターンが多いかなと思

います。この自治体文化財団というのはで

すね、こちら今日会場になってるアイホー

ルさんも伊丹スポーツ文化財団さん、元伊

丹市文化振興財団さんという、自治体文化

財団だと思うんですけれども、そういった

地方自治体の管轄にある、文化芸術財団で

すね、その中にそういう助成とか提言ある

いは評価を行う専門のセクションを設ける

というのが、アーツカウンシルの今、日本

における基本的なパターンかなと思います。 

ではなぜ日本ではアーツカウンシル制度と

いうものが、こういった全国規模で導入さ

れてきたのか、その背景について３つある

かと思います。１つが各芸術ジャンルや文

化政策の専門家による審査、事後評価、助

言というものが必要ではないかということ

です。基本的に行政職というのはですね、

3 年とかの配属のローテーションがあるか

と思うんですけれども、その中でなかなか

専門的なネットワークであるとか、ノウハ

ウの蓄積・継続っていうのがなかなか難し

いということがあり、それであれば、その

各ジャンルに詳しい専門家あるいは文化政

策の専門家が、常時配属されて、こういっ

た審査とか評価を行うような仕組み作りが

必要ではないか、ということが一点。 

２つ目に、この芸術領域に特化したシンク

タンク機能ということですけれども、この
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芸術領域の調査とか分析を専門にする、あ

るいはそういう専門のセクションを持って

いるシンクタンクっていうのは、世界に比

べて日本ではまだまだ数少ない現状にある

と思われます。例えば、劇場とか美術館に

来る鑑賞者あるいは参加者の人たちが、ど

ういう社会経済的属性にあるのか、あるい

はこういった芸術領域で働く人たちの労働

環境といったものが、どういった状況にあ

るのか。そういったものをですね、特に地

域に密着したデータセットを作っていく、

そしてそれに基づいた政策立案・提言をし

ていくというような、エビデンスベースト

な文化政策の必要性というものが高まって

きている。 

そして第 3 に、この縦割りのハードルを越

える領域横断型の中間支援機能ということ

です。先ほど、平田さん林さんの話にもあ

りましたように、ますます福祉とか、教育、

まちづくりといった別の領域との連携が深

まる中で、やはりそれぞれの領域のなんて

いうんですかね文化とか言葉遣いみたいな

ものに対応していく、そういった専門職、

かつ人材を育成していくといったことも含

めて、こういった中間支援機能というもの

の必要性が高まっているということがある

かと思われます。 

こういった形で、日本でもこのアーツカウ

ンシル制度というものが注目を浴び、ここ

10年以上かけて全国的に導入が進んできた

わけですけれども、この際にモデルケース

の一つとされてきたのがイギリスのアーツ

カウンシルです。英国アーツカウンシル、

日本語では英国芸術評議会と言いますけれ

ども、The Arts Council of Great Britain、

通称 ACGB と訳します。この ACGB とい

うのは、1946 年にイギリスで設立された

芸術文化事業に対する助成、評価および、

助言を中心とした文化政策の執行を担う専

門機関であり、現在でいうところの「執行

型政府外公共機関」というふうに言われま

す。ここでのポイントは、政府外ですね、

中央政府だったり、自治体である行政機関

の 「 外 」 に あ る 、 英 語 で は Non-

Departmental という言い方をしておりま

すけれども、外にある、ある種第三者的な

専門機関であるということがポイントです。 

この ACGB は 1945 年 6 月 12 日に、大蔵

大臣ジョンアンダーソンにより英国下院議

会において設立が発表され、初代会長とし

て経済学者のジョン・メイナード・ケイン

ズが就任しました。ですがこのACGBとい

う名称が初めて公示された、公になったと

いうのはこの日なんですけれども、実はそ

の正式な発足、つまりロイヤル・チャータ

ーという王立勅許というものがありまして、

いわゆるチャリティー団体ですね NPO な

どに、ときの国王・女王が法人格を付与す

るというシステムなんですが、そのロイヤ

ル・チャーターというものがアーツカウン

シルに付与された 1946 年 8 月 9 日とみる

場合が一般的です。 

なんでこんな細かいことを言うかといいま

すと、実はこのアーツカウンシルの正式な

発足、お誕生日ですね、というのが、つま

りロイヤルチャーターがアーツカウンシル

に付与されたこの時点で、実はケインズは

もうこの世にはいなかった、もうお亡くな

りになっていたんですね。アーツカウンシ

ルって、イコール「ケインズ」というふう

に語られがちなんですけれども、実は彼は

たった 10 ヶ月だけの会長職だったという
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点は、あまりこれまで特に日本では語られ

てこなかったことかなとは思います。 

このアーツカウンシル・グレートブリテン

ですけれども、1994 年に四つの組織に分

割されました。イギリスというのは四つの

地域ですね、イングランド、ウェールズ、

それからスコットランド、北アイルランド

との連合王国ですけれども、現在はそれぞ

れの地域にそれぞれのアーツカウンシルが

あり、それぞれの財源を持っているという

形です。現在ですね、アーツカウンシルっ

て言われるときには、大体このアーツカウ

ンシル・イングランドですね、このことを

指すことが多いかなと思います。 

次に、アーツカウンシルの発案の背景とい

うことで、その創設者ケインズのアートマ

ネージャーとしての側面という切り口から

見ていきたいと思います。創設者のケイン

ズは 1883 年にイギリスのケンブリッジに

生まれました。皆さんご存知の通り、現代

を代表する経済学者であり、同時に、第一

次世界大戦にはロイド＝ジョージ首相に随

行してパリ講和会議に出席、第二次世界大

戦後のブレトンウッズ体制構築にも貢献し

た、イギリス国内に限らず、国際政治に貢

献した人物であるということは、皆さんご

存知かなとは思うんですけれども、これま

でケインズの個人史、パーソナル・ヒスト

リーの中であまりスポットライトが当たっ

てこなかった側面として、芸術愛好家とし

ての側面、それからイギリスの文化政策の

基盤作りをした貢献者であるということで

す。具体的には、ナショナルギャラリーで

すね、日本でいう国立西洋美術館ですかね、

の理事を務め、私財を投じて公立劇場の再

建に尽力しました。個人的にも芸術を深く

愛したケインズは、妻はロシア人バレリー

ナ、こちらのお写真にある方ですけれども、

であると同時に、公演批評や映画評論、美

術展のカタログの序文なども進んで手がけ

るマルチな人物であったと。寝室にはセザ

ンヌ、洗濯場にはドガの作品を飾る、絵画

コレクターでもあったという記録も残って

います。文化政策の側面で言いますと、先

ほどのアーツカウンシル・グレートブリテ

ンの設立を提唱して、ロイヤルチャーター、

つまり定款にあたるものですね、その草稿

を作成しました。しかし、正式な船出を見

ることなく志半ばで世を去っていると。た

った 10 ヶ月の会長職の間に実施したロン

ドン中心の芸術復興政策、つまり、戦争で

焼け野原になったロンドンに世界第 1 級の

劇場、つまり今のロイヤルオペラハウスな

んですけれども、それを復興させる、作る

というところに集中したというのが、この

10ヶ月間のケインズの施策だったわけなん

ですが、この劇場復興政策というものがケ

インズ主義＝「ロンドン中心、エクセレン

ス重視、ハイアート志向」の政策として、

後世のアーツカウンシルのスタンスという

ことで 1 人歩きしていったということがあ

ります。政治経済の場面でケインズ主義、

ケインジアンというと、どちらかというと

財政出動をして公共投資を増やすという大

きな政府ですね、言われた人物というふう

に一般的に理解されてるかと思いますが、

芸術の場面、あるいはアーツカウンシルを

語るコンテキストの中でケインジアンとい

うと、実はハイアート主義とかプロフェッ

ショナル志向といった形で、ややちょっと

批判的というか、言い回しで語られること

がイギリスでは多いかなと思います。 
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次にアートマネージャーとしてのケインズ

ですけれども、まずブルームズベリー・グ

ループというのがありまして、これはケン

ブリッジ大学時代の友人を中心に結成され

たもので、ここでは定期的な会合で、主に

戯曲とか詞を朗読したり、プライベートな

展覧会みたいなのを開催していました。初

期メンバーには小説家のヴァージニア・ウ

ルフ、イギリスの女性作家として非常に有

名な方であるとか、画家のヴァネッサ・ベ

ル、美術評論家のロジャー・フライ、画家

のダンカン・グラント、そして今大河ドラ

マでも注目を浴びてますが、源氏物語の英

訳者アーサー・ウェイリーなども、このグ

ループのメンバーだったというふうに言わ

れています。こういう大学時代のサークル

活動みたいなところで交友を温めた、こう

いった芸術家であるとか批評家たちが、実

際にケインズが自分の絵画コレクションを

作っていったり、イギリスの文化政策の構

想を練っていく中で、ある種のブレーン、

アドバイザーというような役割をしていっ

たというふうに考えられます。 

ケインズがアートマネージャーとしてどう

いうことをしていたかということなんです

けれども、カマーゴ・バレエ協会というの

がありまして、そこではですね、名誉財務

担当という形で損失補償基金というのを立

ち上げ、自らその会員に年間費更新の通達

を出すといったような、非常に細かい会計

庶務の役割を担っていました。 

それからケンブリッジ・アーツ・シアター、

自分の故郷ですね、ケンブリッジに劇場を

建てるということで、設立発起人として、

ポケットマネーから 1 万 7450 ポンドの無

利子ローンを提供。それだけではなく上演

プログラムとか、劇場の中のレストランの

メニュー、それからワインリストにまでも

口出しをしていた、ということが残ってい

ますけれども、このアートマネージャーと

してのケインズを語る上で外せないのが、

この「ロンドン芸術家協会」、London 

Artists' Association というものです。これ

は 1925 年にケインズがサミュエル・コー

ト―ルドらとともに設立したものです。こ

のサミュエル・コート―ルドって人物なん

ですけれども、繊維業を元に財を成した実

業家であるんですが、実は絵画の膨大なコ

レクションを持っていて、セザンヌとかゴ

ーガンといったフランス近代美術を中心と

するコレクションを持っていた人物ですね。 

それをもとに、今ロンドンにあるコート―

ルド美術館であるとか、コート―ルド美術

研究所、今はもうロンドン大学の 1 研究組

織になっているんですが、それを立ち上げ

たような、いわゆる美術界の大物となって

いく人物です、この 25 年の時点では。そ

ういった同志らとともにこのアソシエーシ

ョンを設立したと。このアソシエーション

で何をしてたかといいますと、このメンバ

ーの合同展の企画運営ですね、ちょっと薄

いですけれども、この実際エキシビション

のいわゆるチラシがこちらです。それから、

そのメンバーの芸術家、アーティストたち

の作品販売のための共同組合として、この

アソシエーションを組織化していました。

メンバーに 1 人当たり年間 150 ポンドの収

入を保証するというような建付けだったわ

けですけれども、しかしこの運営方法であ

るとか、具体的なエキシビションの作品の

設置方法・場所などを巡って、度々芸術家

とケインズは衝突してしまうと。そして
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1933 年にこのアソシエーション自体は解

散してしまうということですね。 

たった 8 年間だけのこういった取り組みだ

ったわけですけれども、これまで見てきた

ように、ケインズは劇場を設立するとか、

美術の展覧会をするとか企画運営する、あ

るいはそういった美術家・アーティストた

ちの財政的な支援をするというような現場

に身を投じ、ある種のアートマネージャー

として身を投じてきたわけですけれども、

その中で得た実務家としての教訓として、

個人の奉仕と善意に頼る民間の努力だけで

は、継続的な芸術支援活動は立ち行かない、

という苦い経験を身をもってした、という

ことがあるかと思います。翻って、やはり

公的な資金で継続的な公的な機関が必要だ

というような、アーツカウンシル的な構想

がここから生まれていったのではないかと

いうこと、それから、ケインズの終生変わ

らない芸術愛好家としての信念として残っ

ている言葉ですけれども、芸術家というの

は、世界で一番高尚であると同時に一番気

難しい人々だという発言であるとか、芸術

家の仕事というのは、個人的で自由な規制

なく組織されず、統制されないものだとい

う言葉を残しています。 

ケインズは芸術とか芸術家の自立性という

ものを尊重し、芸術家たちが自由に活動す

るあるいは自由に泳げるための組織、シス

テムというのがアーツカウンシルに繋がっ

ていくそういった必要性がある、という理

念に繋がっていったのではないかというふ

うに考えています。 

最後にケインズが残したこのアーツカウン

シルの理念ですね、78年という歴史の中で

残っている継承されている初期の理念って

どういったものがあるのかということで、

ここでは二つご紹介したいと思います。ま

ず一つはこの半独立の機関、セミインディ

ペンデントという言葉です。これはよくア

ームズレングスの原則というふうに言われ

まして、この辺りは太下先生のご専門では

あるんですけれども、いわゆる中央政府で

あったり行政機関とは腕の長さほどの距離

を保つ、独立性を担保するべきだという理

念ですね。 

こちらに示している引用は、ケインズが

1945年の 7月 12日にBBCのラジオで「ア

ーツカウンシル：その政策と期待」という

有名な講演をしているんですけれども、そ

の中のワンフレーズです。このフレーズは、

日本でアーツカウンシルというものが導入

されていく中でも、何度も繰り返し紹介さ

れてきた、知る人ぞ知る有名なフレーズな

んですけれども、こちらでもご紹介してお

きたいと思います。「これからは、我々は

制度的に独立の、お役所的形式主義から自

由な、しかし大蔵省によってファイナンス

され、最終的には議会に対して責任を持つ

ー議会は、折に触れ我々の支出について票

決する際、我々の仕事ぶりに満足している

ことが必要でしょうー恒久的な機関でなけ

ればなりません。（中略）それは、非常に

イギリス的で形式ばらず、地味なーお望み

なら生焼け（half baked）と言ってよいー

やり方で始まりました。公衆の娯しみのた

めに、劇、音楽および絵画の芸術を贈るべ

く、まじめな目的と成功への合理的な展望

を持って努力している、私的あるいは地方

の主導で作られた何らかの協会ないし事業

体を鼓舞し、援け、支えるために、半独立

の機関（semi-independent）がささやかな
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資金を提供されているのです」という日本

語訳なんですけれども、ここでよくお役所

的な形式主義というのはですね、いわゆる

単年度収支であったり、配置転換含めた人

事ローテーションみたいなものがイギリス

にも少なからずあるんですが、そういう行

政のルールでもって、中心部まで火が通っ

ていない生焼け・半焼けの状態であるとい

うこと。それから半独立ですね、腕の長さ

なのか、手首ぐらいの長さなのか、そうい

うある種一定の距離感を、行政とは保つべ

きであるという原則がここから読み取れま

す。 

もう一つですね、重要なケインズのメッセ

ージとしては、このアーツカウンシルのア

ドバイザー機能というものがあります。こ

れは現在のアーツカウンシル・イングラン

ドのロイヤルチャーターで、2013 年にマ

イナーチェンジされたものなんですけれど

も、その中のアーツカウンシルの目的とい

うところがありまして、そこに四つの項目

が掲げられています。一つはですね、アー

トに関する知識と理解と実践を発展・向上

させること。二つ目はアクセシビリティで

すね。三つ目が、公衆の教育、美術芸術的

な教育を向上させるということ。四つ目が、

この政府、省庁、地方自治体など関係団体

に対して助言し、協力する、アドバイス&

コーポレートというふうに言っていますけ

れども、というテキストです。その一番下

の 4 番目のところ、黄色で囲っているんで

すけれども、なぜこの第 4 項目が重要なの

かというと、実はケインズがアーツカウン

シル構想を練っていたときの第 1 次提案書

というものが残ってるんですが、その中、

ファーストプロポーズですね、その中にも

この第 4 項目目とほぼ同じ原形をとどめた

文章があります。ロイヤルチャーターとい

うのはこの 1946年から 2013年に至るまで、

何度か改定されマイナーチェンジされてい

るんですけれども、現在のこの 2013 年最

新版なんですが、そのオリジナルから最新

版まで、唯一ですね、ほぼ原形をとどめて

残っているのがこの第 4 項目、助言し協力

するという、advice and co-operate という

文章です。つまりですね、こっから読み解

けることっていうのは、ケインズがこの初

期構想の時点からアーツカウンシルの主要

な役割として、この専門的な知見に基づい

たアドバイザー機能というものを重視して

いて、それが現在まで脈々と引き継がれて

いるということが言えるかと思います。 

こちら最後のスライドですけれども、この

ようにケインズの視点あるいは経歴・理念

からアーツカウンシルが生まれてきた足跡

というものを辿ってきてみましたけれども、

このイギリスの事例から何か学べることが

あるとするならば、この二つがあるかなと

思っています。一つはですね、改編・伸縮

していくということを前提としたシステム

構築だったということです。ケインズは初

期の段階から生焼けとか半独立とか、ハー

フとかセミとか、非常に曖昧で、余白を残

したような表現を使っています。つまりア

ーツカウンシル制度っていうのは、そのと

きの要請に応じて焼き加減であるとか行政

との距離感みたいなものを、日々変化させ

ながら現在に至っていると、最初からカチ

カチに固めるものではなくって、変わって

いくあるいは伸び縮みしていくということ

を前提に、むしろ意識的に作られたシステ

ムであるということが言えると思います。 
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二つ目ですね、芸術領域に特化したシンク

タンク機能ということなんですけれども、

先ほど出てきたアドバイスとかコーポレー

ションに当たりますが、アーツカウンシル

というと、何となくイベントとかフェステ

ィバルを企画したり運営したり、あるいは

行政から降りてくる予算を配分するという

ようなイメージがありますけれども、もっ

と前の段階ですね、専門的な知見やデータ

を用いて具体的なアドバイスをする、ある

いはそういったアドバイスができる人材を

育成していくということが重要で、そのス

タンスが脈々と、78年の歴史の中に地下鉱

脈的に残っているのではないかということ

です。 

私は別にケインズの伝道者でも、アーツカ

ウンシルという制度の啓蒙者でもないので、

イギリスの事例というものが全てではない

と思いますし、一つの参照点として、それ

ぞれの国・あるいは地域がカスタマイズし

ながら、こういった制度を作っていく必要

があるのではないかなと思っています。こ

れまでのお話にありましたように、こうい

った領域横断していく連携していくハブス

テーションの一つとして、それを担う人材

を育成していく機関として、こういった共

生社会作り、持続可能なシステム構築に貢

献していくということが重要なのかなとい

うふうに考えています。少しオーバーして

しまいましたが、私からは以上です。あり

がとうございました。 

 

津田 ありがとうございました。小林先生

でございました。様々な視点からのね、い

ろんなご講演。次が第 2 部の講演の最後に

なりますが、太下義之先生にご登壇をいた

だきます。テーマは「欧州の文化事業と持

続可能な社会」、こちらをテーマにお話し

いただきます。お願いいたします。 

 

◼ 太下義之「欧州の文化事業と持続可能

な社会」 

 

太下 はい、ただいまご紹介いただきまし

た、太下です。講演が四つも続くと、多分

皆さんお疲れだと思いますが、これで最後

ですので、あと 20 分頑張ってお付き合い

ください。私に与えられたお題はですね、

「欧州の文化事業と持続可能な社会」とい

うことで、今日のシンポジウムのテーマの

共生ということですね。これについてヨー

ロッパの文化事業である「欧州文化首都」

という事例のお話を今日するんですが、そ

の中で共生または持続可能な社会のために

どういう取り組みがなされてきたのかとい

う具体的な事例をちょっとお話して、最後

にこの兵庫県での今後の文化政策に関して

の提案を二つしたいと思います。 

この欧州文化首都ですね、最初に概要をお

話しますけれども、多分ヨーロッパの話か

と思ってですね、あまり兵庫と関係ないと

思ってお聞きになっちゃうんじゃないかな

と思うんですが、そういうわけではありま

せん。最後にこれが実は兵庫県にも関連す

るんだという話をちょっとお話したいと思

いますので、全然海の向こうの話という、

そういう遠い感覚じゃなくてお聞きいただ

ければと思います。 

この「欧州文化首都」っていうのは、その

名の通りですね、ある都市において 1 年間

「ここがヨーロッパの文化的な首都だよ」

ということで決められてですね、1 年間に
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渡って様々な芸術文化に関する行事を行う

という制度なんですね。これいわゆる欧州、

EU のですね、非常に中心的な文化政策の

一つになっています。これ何でこういう制

度が始まったのかっていうとですね、実は

1985 年から始まってますので、もう 40 年

近く続けられている非常に長く続いている

制度です。これ元々の提唱者はギリシャの

文化大臣のメリナ・メルクーリという人で

すね。メリナ・メルクーリっていうともし

かしたらあれっと思った人もいるかもしれ

ません、実は女優さんでもありました。昔

の映画なのでご覧になった方いるかどうか

ですけど、例えば日曜日は駄目よとかの主

演女優ですね。別にどっかの国にありがち

なタレントが議員になったとかそういうケ

ースではなくて、メルクーリ家って元々は

政治家一家なんですね。逆に非常にエリー

トの政治家一家から女優が出たっていうの

が実態だと思いますけど、いずれにしても

このメリナ・メルクーリが提唱して、この

欧州文化首都が始まるんですが、この

1985 年というタイミングがですね、実は

重要な部分もあって、EU の統合前から始

まってるんですね。これは EU 統合という

ものをにらんだ、先ほども申した通り、

EU にとって非常に重要な文化政策なんで

すけれども、その理念というのが二つあり

ます。 

一つは、これから EU というものに向かっ

てみんな統合していくと、すなわち国がな

くなっていくんですね。ギリシャとかドイ

ツとかフランスとかっていう国は実はどん

どんその意味をなさなくなっていく。全て

の法律も統合されていく。社会制度も統合

されていく。なので、ヨーロッパ人として

の文化の共通性をお互い確認しようという

のが一つの大きな目的です。これが一つで、

もう一つの目的は、そうは言っても、これ

最終的に EU という一つの大きな国になっ

ていく壮大な社会実験なわけですけれども、

最終的に EU という一つの国になっても、

でもやっぱり個々の文化はずっと残ってい

くと、ギリシャの文化はギリシャの文化と

して残っていく、それは言語とともに残っ

ていく。なので、最終的には EU という一

つの国家になるんだけれども、お互いの文

化的な多様性を認め合おうという、実は一

つ目の目的とは、言葉尻だけで考えると、

相反する非常に興味深い二つの目標を掲げ

ているんですね。これ実は EU そのものの

大きな理念である多様性の中の統合という、

この EU の理念を体現する制度でもあるわ

けです。 

ちょっと前振り長くなりましたけど、こう

いったことでずっと続いてるんですが、い

くつかの都市で、今日のテーマであります

共生とか、持続可能性に関わる興味深い取

り組みがありますので、これを簡単にご紹

介していきたいと思います。 

最初にご紹介するのはロッテルダムですね、

オランダの大都市ですけれども、2001 年

に欧州文化首都が開催されました。オラン

ダっていうと日本の歴史とも非常に深い繋

がりがありますけれども、今でこそそんな

に大国というイメージはないですが、元々

イギリスが覇権を握る前、ヨーロッパの中

の最大覇権国ですよね。なので、実はオラ

ンダは非常に歴史が古く、かつ多くの人と

交わってきた歴史があるわけです。特にこ

のロッテルダムは首都ではないんですが、

オランダ最大の産業都市ということで、非
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常に多様な人々が住んでるわけですね。た

だし、文化的にはそんなに住民自身もです

ね、自分たちの都市が文化都市だっていう

自認はなかったという中で、2001 年この

欧州文化首都を開催する中で、ロッテルダ

ムは実は多様な魅力があるんだっていうと

ころを大きなコンセプトに掲げて実施しま

した。 

あの様々な文化事業が 1 年間にわたって行

われたんですけれども、その中で今日ご紹

介するのは一つだけです。「他の教区の

人々のための説教」、ちょっと長くて硬い

タイトルで、何をしてるんだっていう感じ

がするかもしれませんけど、先ほど申し上

げた通り、オランダ古くから多くの国々と

多様な交流をしてきたわけですね。あの世

界で最初の株式会社の東インド会社なんて

オランダの会社ですからね。ロッテルダム

にも数十の国籍の人々が住んでいます。そ

れぞれバックグラウンドになる宗教も違う

わけですね。実は、すぐ通りを挟んで隣に

そういう人々が住んでいるという状況があ

るわけですけれども、でも、そういったバ

ックグラウンドの違い、文化の違い、生活

習慣の違いから、実はすぐ隣に住んでいて

もほとんど交流がないというのが実態でし

た。そういった中で、これ宗教も違うわけ

ですから、お互いの宗教について知り合う

機会もないわけですね。でもこれは非常に

もったいないでしょうと、同じ町に住んで

るんだからということで、それぞれの宗教

の、牧師なり司祭というポジションの人々

がいますよね。その姿形が隣の教区、要す

るに隣の教区といっても同じ宗教ではない、

違う宗教を信じている人々のところに行っ

て、自分たちの宗教の話をすると。もちろ

んこれはその宗教に勧誘しようということ

ではありません。信心を変えてくれという

ことではないですね。最初の平田オリザさ

んのお話の中にもありましたけれども、別

にそれを同意してほしいんじゃないんだけ

れども、そういう違う宗教があって、隣に

そういう人たちが住んでるんだってことを

理解してほしいというエンパシーの話です

ね。これをお互いにやり合ったわけです。

これが実は文化プロジェクトとして実施さ

れたわけですね。 

これ 2001 年に実施されたってのは結構実

は重要な節目です。2001 年、21 世紀最初

の年にもなるわけですけれども、この年に

何があったのか、もう覚えてらっしゃいま

せんか？「9.11」ですね。9.11、アメリカ

のワールドトレードセンターのですね、爆

破という非常に痛ましい事件ですけれども、

あれが何で起こったのかという説明の仕方

は多様にあると思いますけれども、一つに

は、アメリカ、そしてヨーロッパという社

会が、イスラムという文化、宗教に対して

あまりに無理解であったというところが根

本的な原因ではないでしょうかね。そうい

ったことを背景にしながら、このお互いの

宗教を知り合おうという動きが実は非常に

重要になってきたわけですね。ちなみに

2001 年以降、ヨーロッパの劇場や美術館

ではイスラム文化の紹介が極めて盛んにな

っていきます。ヨーロッパの一部の人たち

は、今までの自分の間違いに気づいたとい

うことですね。 

2004 年にはフランスのリールという都市

で、この欧州文化首都が開催されました。

先ほどのロッテルダムは、どっかでもしか

したら名前は聞いたことがあるかもしれま
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せんね。経済都市でもあるので、商社とか

メーカーとかお仕事された方はどっかで名

前聞いたことあるかもしれません。でもリ

ールはちょっと馴染みがないかもしれませ

んね。今ちょっと地図が出てますけど、フ

ランスという国の一番北部の方の街ですね、

国境に近い町です。実はこのリールという

街はですね、比較的近年になってから世界

的な意味で注目を集めるようなりました。

それは英仏海峡繋がるユーロスターという

超特急がありますけれども、これのフラン

ス側の一つの出口といいますか、結節点が

このリールという街になるんですね。この

地図でロンドンからリールに伸びているの

がわかるんじゃないかなと思うんですね。

さらにパリからももちろんリールに特急は

出ています。このパリから出る特急はリー

ルで止まるんじゃなくて、隣のブリュッセ

ルまで行き、さらに北のドイツとかオラン

ダに行く特急もあるわけですけれども、そ

ういった意味で実はヨーロッパの鉄道の点

でのですね、交通結節点になったわけです

ね。 

一方でリールって街は、14世紀からはラシ

ャ、そして 16 世紀からは毛織物というこ

とで、ずっと織物を中心として、近年では

機械とかですね、そういう産業のまちとし

て発展してきた工業都市なんですね。でも

やっぱり文化的な魅力も必要だろうという

ことで、長期的に都市は変身していくんだ

っていうことをですね、テーマに掲げまし

た。Metamorphosis という、変身という言

葉をキーワードに掲げてこの欧州文化首都

をやったんですね。その一環で、日本人ア

ーティストとして世界的に有名な草間彌生

さんのオブジェといいますかアート作品が、

さっき言ったリールのですね、ユーロスタ

ーの新しくできた駅前に設置されています。

リールはですね、結構地道なプロジェクト

をやってですね、要するにこれ、ヨーロッ

パの首都だよっていうことで選ばれたわけ

なので、普通華々しいことをやりがちなん

ですけれども、もちろんリールでも割と

華々しいプロジェクトも企画はされたんで

すけれども、実は非常に一番地味に効果が

大きかったと言われているのが、この市役

所でのプロジェクトといいますね。やっぱ

り欧州の文化首都ということでヨーロッパ

を代表する文化的な行事をやると、展覧会

やろうというと、普通考えると、非常に大

規模な展覧会をやってたくさんの人に来て

もらおうというふうに考えるわけですけど、

リールの人たちは違う発想したわけですね。

多くの人たちに絵を見てもらいたいと。で

も、なかなか普段美術館に行かない人たち

に美術館来てよと言っても来ないでしょう

と。じゃあどうしたらいいのか、いや普段

人が行くところにアート作品を置けばいい

じゃないかと。普段人がいっぱい行くとこ

ろってどこっていうと、それ市役所じゃな

い？と、だっていろんな手続きとか申請と

かですね、市役所に必ず行きますと。じゃ

あ市役所に作品を置こうと。リールにはそ

の当時大きな美術館がなかったので、フラ

ンスですから、ルーブルから借りてくれば

いいやっていう、非常にですね、大胆かつ

ハードルの高い発想をして、これ普通なか

なか大変なわけですね、ルーブルちょっと

作品貸してよと、どうするんですかと、い

や市役所に掲げるんですと、市役所ですか

と、そこは温度湿度照明の管理はどうなっ

てますか、警備はどうなってますかと…。
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なかなかお宝普通貸してくれないわけです。

でも非常に粘り強い交渉をして、そういう

温度湿度管理照明の管理警備全部ですね、

市民が総出でやりますと、いうことでこれ

は非常に上手くいったんですね。その結果

どういうことなるかっていうと、ちょっと

いわゆる観光客とかそういうのをとりあえ

ず飛ばしちゃいますが、実は一方でルーブ

ルはですね、パリにあって有名ですけれど

も、パリのルーブル行かれた方はわかると

思うんですけども、絵がすごいぎゅうぎゅ

うにかけてありますよね。もちろんあれが

全部じゃないです。収蔵庫もいっぱいあり

ます。分館を作ろうとしたんですね、フラ

ンスのどこかに。候補地をいくつか探して

たと。そういうときに先ほどのリールが作

品を貸してくれって申し出をしてきて、最

初はルーブルは嫌がったわけですけど、い

ろいろ交渉してやっていくうちに非常に誠

意をもって接してくれるし、結果として非

常に上手くいったと。ルーブルの作品が市

民にも大変好評であったという中で信頼関

係ができた。じゃあリールの辺りでもいい

かということになり、実はリールの隣町の

ランスというところにですね、この別館が

結果として誘致されるということだったん

ですね。これはものすごい効果ですよね。

もう世界的に有名なルーブルが来てしまっ

たと。ちなみにこのルーブルの別館を設計

したのは日本人の建築家ユニットの妹島和

世さんと西沢立衛さんのコンビです。これ

に気を良くしてリールはですね、2004 年

に欧州文化首都を成功させたわけですけど、

この勢いを 3000 年まで続けるぞっていう

ので、リール 3000 というプロジェクトを

継続中です。 

次にご紹介するのが、オーストリアのリン

ツですね。これもあんまり日本では有名で

はない都市かもしれません。オーストリア

というと首都のウィーンが一番文化的にも

有名ですよね。続いてグラーツ、それに続

く第 3 都市ですね。ここも実は文化的な都

市というよりは、経済都市としてヨーロッ

パでは有名です。ウィーンとドイツのミュ

ンヘンを繋ぐ幹線道路上にあるので、工業

が発達した都市なんですね。実はそれと同

時にですね、このリンツという街は、ナチ

ス、ドイツのナチスとですね非常に密接な

関わりがある都市です。なぜかというと、

ヒトラーが生まれたのはこのリンツの近郊

なんですね。なので実はドイツが中心と思

われがちですけど、このリンツという街で

ナチスが非常に大きな活動を様々していま

すし、様々な事件を引き起こしています。 

そこで生まれたのが、この文化プログラム

としての「IN SITU」、日本語で言うと

「現場」という意味の言葉ですね。なんと

なく写真でわかりますかね、街中の広場と

か通りとか建物とかに、チョークのような

もので、かつてナチスがそこで何をしたの

かという歴史的な事実が記されています。

これ自体がアートプロジェクトなんですね。

これどういう意味を持つのかということで

すけど、チョークのようなもので書いてあ

りますから、この 1 年間欧州文化首都をや

ってるとき、期間中にですね、雨も増えれ

ば風も吹く人も通れば車も通るということ

で、この文字はどんどんかすれて消えてい

きます。この消えていくということがわか

るわけですね、見えるわけです。これが

人々の記憶の風化とパラレルな関係にある

と。要するにリンツの人たちはかつてナチ
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スが自分たちの町に何をしたかもちろん知

ってるわけですけれども、できれば思い出

したくない振り返りたくないという、そう

いう思いがあるわけですね、これは負の記

憶ですから。だけれども、それはしっかり

事実としてあるわけだから、もう 1 回見つ

め直そうという、そういうことですね。他

者に対するエンパシーとか共生を考えると

きに、まず自らを振り返らないと多分それ

は不可能ですね。自らの過去を振り返る、

非常に歴史的に重たいプロジェクトをリン

ツはやりました。 

次、2010 年にはですね、ドイツのエッセ

ンというところでこの欧州文化首都が開か

れました。エッセンという名前だけだとあ

んまりピンと来ないかもしれませんけど、

エッセンがある地方ルール地方といいます。

ルール地方というと、あっと思う人もいる

と思いますね。小学校の教科書でも多分、

紹介されているドイツ最大の工業地帯であ

り炭鉱地帯ですね。このルール地方の一番

中心となる町がエッセンというところです

ね。これも先ほど紹介したフランスのリー

ルと同じようにですね、やっぱり工業都市

というイメージが非常に強い、色でいうと

灰色の街という。そこから文化による変革

をしていこうということを大きなテーマに

掲げたんですね。 

ここでもいろんなプロジェクトがあったん

ですけれども、その中で、ある意味一番興

味深いプロジェクトを一つだけご紹介しま

すと、「静かな暮らし」というちょっと地

味なタイトルのプロジェクトです、「Still-

Leben」っていうんですけど、これ何かと

いうと、何となくわかりますかね、これ道

路ですけれども、高速道路なんですね。先

ほど申し上げた通り、ルール地方というの

はドイツの最大の工業地帯であり産炭地域

なんですけれども、そこと他のエリアを結

ぶですね、アウトバーンがあるんですね、

高速道路が。これ普段はものすごい交通量

なわけです、日本で言うと東名とか名神と

かに匹敵する道路だと思うんですけど、こ

こをですね完全閉鎖してしまった、60キロ

に渡って。普通だとあり得ない事業なんで

すけれども、そして、片側の方は自転車、

ドイツ人自転車好きですからね、自転車に

開放し、もう片側はですね。人がいっぱい

いるように見えますけど、これ拡大すると

こうなってまして、2 万台のテーブルを置

いて、この 2 万台のテーブルをそれぞれ公

募で市民に開放したんですね。ただ、何に

使ってもいいよっていうか、「何らかの文

化的なアクティビティをやってね」と。こ

の「文化」の概念は非常に広いです。何か

サンドイッチを作って振舞ってもいいし、

何か音楽を奏でてもいいしと。この 2 万台

のテーブルあっという間に埋まったそうな

んですね。さらに言うと、後々の住民のア

ンケートなんかでも、もう一度やって欲し

いプロジェクトの筆頭に上がるのが、この

「Still-Leben 静かな暮らし」という。ただ

担当した市役所の人達に言わせると、2 度

とやりたくないと、大変だったんでしょう

ね、きっとね。こういうことがありました。 

先ほど兵庫県立美術館の林館長のプレゼン

テーションの中でですね、社会包摂、特に

障害者芸術の話の紹介ありましたけど、こ

れ 2010 年頃から日本で盛んになったと言

いますけど、実はその背景があって、ロン

ドンオリンピックなんですね。ロンドンオ

リンピックが 2010 年、12 年に開催されま
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した。ここで障害者芸術は極めてクローズ

アップされて、それでロンドンオリンピッ

ク大成功だった要因の大きな一つではない

かと言われたんです。これを受けて日本で

も実は障害者芸術が盛んになっていくんで

すが、ここでちょっと紹介したいのが、私

の前にプレゼンテーションされた小林先生

のアーツカウンシル・イングランドの紹介

あったと思うんですけど、これアーツカウ

ンシル・イングランドの人事データです。

これ 2008 年からずっと始まっていて、ち

ょっと薄くて見づらいかもしれませんが三

つ折れ線グラフがあります。人事データで

縦線はパーセントですね、要するにアーツ

カウンシルの職員の何パーセントがどうな

ってるのかっていう話なんですけど、これ

時間ないんで普段だとクイズにするんです

けど出しちゃいますと、上からですね、こ

の上の割とはっきり見える青い線は BME

（Black & Minority Ethnic) 、要するに黒人

なんかに代表される少数民族ですね。少数

民族って言い方もすごい言い方ですけど、

要するにイングランドにおける少数民族。

ずっと横ばいできてるような感じの線が

DISABLED、身体障害者ですね。興味深

いのが、最初は一番低いんですけどだんだ

ん伸びていっているこの薄い線がLGBTな

んです。 

ここまで話をすると、企業や役所などの組

織で何らか人事的な役所のポジションで携

わった方は、おやっと思うと思うんですね。

もしかしたらこの民族とか身体障害につい

ては、外形的に把握できるかもしれない。

でもこのLGBTに関しては、外形からでは

把握はほぼ不可能ですね。どうしてこのグ

ラフが成り立っているのか。理由は簡単で

す。従業員が喜んで自らのデータを提供し

たからですね。なんでアーツカウンシルの

従業員たちは自ら喜んでこのデータを提供

したのか、それは誇りです。要するに、

我々はこんなに多様でクリエイティビティ

であり担保されてるんだという、そういう

誇りなんですね。そのためにアーツカウン

シルのメンバーたちはこのデータを喜んで

提供し、それが公開されていると。こうい

うことになります。「多様性」こそがこれ

からのクリエイティビティ、そして発展の

ための大きな源流になるというふうに確信

してるんですね。 

一方で、日本の事例ですけど、平成 30 年

度女性が輝く先進企業表彰、内閣総理大臣

賞表彰の式典写真です。女性 1 人だけです。

ちなみこの人は大臣ですからね。表彰状を

出す側なんですけど、女性が輝くと言って

いながら、表彰状を受けるのはみんな中年

男性という、非常に興味深い光景ですね。

まだまだ日本はやることがいっぱいありそ

うです。 

最後に兵庫県の提案ということを二つした

いんですが、一つは小林先生からもご紹介

のあったアーツカウンシルという組織です

ね、芸術支援のための専門組織、これをぜ

ひ兵庫でも作ったらどうでしょうかと。

「アーツカウンシル兵庫」、とりあえず名

前も考えてみました。アーツカウンシル兵

庫を中核としてですね、持続可能で豊かな

社会を創造するという、そういうこともそ

ろそろ構想しても良い段階に来てるんでは

ないでしょうか、というのが一点。 

もう一つがですね、東アジア文化都市とい

うものの提案です。この東アジア文化とし

て何なのっていうことですけど、実はこれ、
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先ほど冒頭でご紹介した欧州文化首都を参

考にして作られた制度です。ここで言って

いる東アジアというのは、日本と中国、韓

国の 3 カ国ですね。この 3 カ国で欧州文化

首都のようにですね、毎年、各国で東アジ

ア文化都市を選んで 3 カ国の 3 都市が文化

交流を 1 年間やっていこうという、そうい

う制度になっています。 

ちなみに 2014 年から始まって、今年は 10

年目なんですね。日本は石川県、中国は大

連市と濰坊市、韓国は金海市。残念ながら

石川県はですね、1 月 1 日の能登半島地震

のためにですね、1 月のうちにもう既に東

アジア文化都市の開催の返上を発表してい

ますので、今年は日本ではこの東アジア文

化都市の事業は行われないという形になり

ます。でもぜひですね、この東アジア文化

都市をですね、この兵庫でやったらいいん

ではないかなというふうに思うんですね。

その際に、兵庫県、大変広い県ですので、

できればこの但馬地域で、せっかくですね

今日、平田オリザさんもいらっしゃって観

光専門職大学もできたわけですから、ここ

を中心に演劇祭を中核とする東アジア文化

都市を開催してはどうかなというふうに思

います。 

すいません、だいぶ時間がオーバーしてし

まいましたけど、喋り足らない部分は後の

パネルディスカッションでお話したいと思

います。ご清聴ありがとうございました。 

 

津田 ありがとうございました、太下先生

でございました。それぞれの先生方のちょ

っと物足りなかった部分は、先ほどおっし

ゃったようにパネルディスカッションで、

また皆さんね、聞いていただきたいと思い

ます。これをもちまして第 1 部・第 2 部は

終了です。ここから 10 分の休憩時間を取

らせていただきます。私の時計で4時20分

過ぎになりますかね。パネルディスカッシ

ョン入らせていただきますので、それまで

にお席にお戻りください。それからアンケ

ートをお渡ししていると思いますが、アン

ケートへのご記入もよろしければよろしく

お願いいたします。それではここから休憩

に入ります。 

 

 

第Ⅲ部 パネルディスカッション 

 

「異質な他者との接触と共生―芸術文化の

社会的貢献―」 

 

津田 さて、お待たせをいたしました、こ

こからはパネルディスカッションでござい

ます。「異質な他者との接触と共生―芸術

文化の社会的貢献―」というテーマでです

ね、今度は中村稔特任教授に入っていただ

きまして進めていただこうと思います。で

は早速よろしくお願いいたします。 

 

中村 それではですね、パネルディスカッ

ションを始めさせていただきたいと思いま

す。最初にですね、4 人の先生方から大変

興味深いお話をいただいたわけでございま

すけれども、少し振り返ってみますと、基

調講演におきましては、平田先生から社会

包摂、社会におけるですね芸術文化の役割、

そして共生と芸術文化について示唆に富む

お話をいただきました。その中で例えば

「対話」と「会話」についてのお話とか、

あるいは対話と演劇の関係でございますと
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か、そういうものについての洞察を示して

いただきまして、多様性がますます深まる

我が国におきましても、演劇の役割ってい

うのが他者理解、「エンパシー」という言

葉がありましたけれども、演劇が役割を果

たしていくというふうなお話もいただいた

わけでございます。 

これを受けまして、林館長からですね、地

域との共生に向けた様々な美術館の役割、

果たしておられる取り組みということを具

体的にお話をいただきました。その中で特

にアクセシビリティといいますか、芸術文

化へのアクセシビリティとして、視覚だけ

にとどまらず、触覚とか聴覚といったもの

も含めてですね、広げていくといったよう

なお取り組みについてもお話があったわけ

でございます。これはもちろんその障害者

の方のみならずですね、高齢者あるいは外

国人にとってもですね、大変アクセシビリ

ティが改善していくという意味ではですね、

大事なポイントだというふうなお話もござ

いました。 

それから小林先生からですね、アーツカウ

ンシルの歴史、あるいは意義、役割といっ

たものについて詳細なご説明がございまし

た。とりわけケインズがですね、その果た

した役割といいますか、このアーツカウン

シルの成り立ちについてですね、どういっ

た思い・役割があったのかっていうふうな

ことにつきましてもですね、我々ケインズ

というと、ケインジアンとかってですね、

経済学の教科書でしかあんまり触れること

はなかったわけでございますけれども、そ

ういうことだったのかということにですね、

我々気づかせていただいたということでご

ざいます。 

それから太下先生からはですね、欧州文化

首都ということでですね、ヨーロッパって

のは非常に歴史的にもですね、大変対立が

多かったり戦争が多かったりした地域であ

りますけれども、多様性の中の統合という

言葉がございましたけれども、多様性を活

かしながらですね、統合の深化と拡大とい

うのを続けてきたのが欧州の歴史だったと

いうことだと思いますけれども、その中で

ですね、芸術文化が果たす役割、とくに欧

州文化首都というものについての経緯だと

か、あるいは果たしてきた役割、そして具

体的にですね、ロッテルダムとかリールと

かリンツとかですね、何が起こったのかと

いうこともですね、ご紹介をいただいたと

いうわけでございます。 

このようにですね、この本日のタイトルに

もありますけれども、このサステナブルな

社会においてですね、この共生というのは

不可欠なわけでございますけれども、そこ

にその芸術文化がどう関わっていくのかと

いうことについてですね、それぞれの立場

からご説明いただき、私達も大変勉強にな

ったところでございますけれども、多分お

聞きになっておられた会場の皆さん、ある

いはウェブで聞かれている皆さんもですね、

知見が深まったんではないかというふうに

思っているところでございます。 

このパネルディスカッションではですね、

せっかくこの 4 人の方々がですね、集まっ

ておられるわけでございますので、ぜひで

すね、このそれぞれの先生方からですね、

それぞれのお話についてですね、その先生

方が聞かれた先生方のお話っていうのはど

うだったのかなということをですね、最初

にちょっとお伺いできたらなと思います。
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どの先生に対してっていうことは特になく

てですね、自由にご質問されたり、あるい

はそのご自身のお話に付け加えられたり、

ということをちょっと自由にですね、最初

一当たりやってみたらどうかなというふう

に思います。ご発表順にですね、平田先生、

林先生、小林先生、太下先生の順にですね、

それぞれご質問とかご意見とかご発表に対

してですね、一言ずついただいて回答でき

れば、それぞれの先生方からしていただけ

ればなというふうに思います。まず平田先

生から、よろしくお願いします。 

 

平田 質問はないんですけど、そうですね、

やはり私は 17 歳のときに伊東光晴先生の

ケインズという岩波新書を読んで、非常に

感銘を受けて、その中にはケインズの「な

ぜそういう考えに至ったか」ということが

詳しく書かれていて、一つは脱植民地主義

ですよね、ケインズというのは。ですから

もはやイギリスは大英帝国ではなくて、こ

の狭い島国の中で様々な人々が共生をしな

きゃいけないってことをケインズは考えた。

もう一つちょっと触れてらっしゃる大学時

代の Society の中でですね、ジョージ・エ

ドワード・ムーアという哲学者に非常に影

響を受けるわけですね。ムーアが言ってい

たのは主に二つで、一つは当時の功利主義

への批判で、全体というのは個の集積では

ないんだっていうことですね。もう一つは

人間というのは功利主義的に善悪を判断す

るんじゃなくて直感によって善悪を判断す

るんだと。でもそのことがですね、おそら

くそのケインズにとってですね、芸術とい

うものを重んじる風土になってるんじゃな

いかと思うんですね。私がちょっと最後に

触れました、大学というのは、自然科学と

社会科学と人文学によって成り立ってるん

ですが、自然科学というのは再現可能でな

くてはいけないんですね、ある法則を発見

したら誰が実験しても同じ結果にならなき

ゃいけない。社会科学というのはまさに経

済学がその中心にあるわけですけれども、

統計などを駆使して、例外はあるけれども

おそらく人間や社会はこういうふうに動き

ますよと。でも、一番人々の共感を得るの

は私達人文学であって、別に人文学が偉い

というわけではないんですけど、どうして

も人間は自然科学や社会科学だけでは信じ

きれない部分があって、それよりも 1 人 1

人の体験とかに共感する、特に芸術家とい

う特殊なレンズを持った人間の目を通して

作られた言葉や色や音や形に強い共感を示

すっていうところが、人間のコミュニケー

ションの特徴であって、そのエンパシーを

得るためにはどうしてもそういった特殊性

が必要なんだということが、今日の私も含

めた 4 人の講演の共通点ではなかったかな

というふうに思っています。 

 

中村 はい。ありがとうございます。続き

まして、林先生お願いします。 

 

林 ありがとうございます。なかなか経済

分野に対して、なんていうか基礎知識が足

りてないんですが、今日改めてケインズも

コート―ルドも 1880 年代の生まれじゃな

いかなと思うんですけれども、美術の領域

でも 1880 年代生まれのピカソとか、あと

私が研究している藤田嗣治もそうなんです

けれども、20世紀の美術を担った巨人とい

うのは大体 1880 年代に生まれて、若いと
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きに第一次世界大戦を経験して、2 人とも

出征はしてませんけれども、同世代の人た

ちっていうのは第一次世界大戦に兵士とし

て関わって亡くなる人もいるし、後方支援

に回ったり、あと亡命したりっていうこと

もあって、第二次世界大戦のときはもう50

代に入っていて、ある意味国家の軍国主義

的なものに支援してしまったり逆のスタン

スをとったり、っていう中で戦後を迎えて

いくわけですけれども、まさにケインズに

せよコート―ルドにせよ、その戦後のアー

ツカウンシルがやっぱり二つの大きな対戦

を経て発想されたことなんだなっていうこ

とを改めて感じ、そこをまた遡って考えて

いくと、私の専門とするミュージアムって

いうものも、元々はやはり王室や貴族が持

っていたコレクションっていうのが 18 世

紀の市民革命によって市民に開かれていっ

た公開されたり共有化されていったってい

うことがあって、そういった革命や戦争に

よって文化芸術のあり方っていうのが新し

いフォーマットが出てくるんだろうなって

いうふうに思い、今この 2020 年代を迎え

ましたけれども、戦争は広がり、またパン

デミックがいろんな形で広まっている状況

の中で、おそらく新しいステージに行かな

くてはいけない時期に来てるのかなってい

うのを改めて思ったことが一つ目です。 

二つ目アーツカウンシルのお話でしたけれ

ども、海外において、ヨーロッパにおいて

美術館っていうものや、アートセンター的

なものが広がっていくのは日本よりも段階

が早いので、日本でミュージアムが広がっ

ていったっていうのは 1920 年代以降、今

から 100 年前ぐらいから戦後・昭和にかけ

てというお話をしまして、その後 1990 年

代からアートセンター的なものです、だか

ら領域横断的な美術も演劇も音楽もやるよ

うな、かつ物の収蔵だけではなくてクリエ

イションに関わっていくっていう形の文化

施設ができていって、象徴的なものは

1990 年にできた水戸芸術館とか京都芸術

センターとか、この地域であれば神戸アー

トビレッジセンター、今解消されましたけ

れども、そういうものができ始めたのが90

年代で、アーツカウンシルはどちらかとい

うと 2000 年以降のお話であって、象徴的

なものとしてはもちろんアーツカウンシル

東京であったり、それから静岡であったり、

あと日本芸術振興会っていうのも、実はジ

ャパン・アーツカウンシルなんですね、で

も、事実上なんというか、文化庁や国の文

化行政のある種執行機関みたいな形であっ

て、よく日本版アーツカウンシルというふ

うに芸文伸の紹介がされますけれども、な

かなかうまくいっていないところがあって、

より地域型のアーツカウンシルに期待され

るところが多いんだろうなというふうに思

っております。 

最後三つ目ですけれども、駆け足で手で触

れてみる世界の映画をご紹介しましたけれ

ども、あの美術館はオメロ触覚美術館とい

う、「オメロ」ってちょっと聞いてわから

なかったと思うんですけど、あれ「オメロ

ス」なんですね。だからやっぱりその最大

の西洋の古典を作った人は実は視覚に障害

があったっていうことですし、例えば日本

で、卑近な例を考えると、例えば江戸時代

の群書類従を作った塙保己一もまた視覚に

障害があったわけで、実は私達が継承して

いる文化の根本的なところにはいろんな障

害を持った人材が貢献している、っていう
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ことがあると思うんですけれども、そうい

う名前をホメロスの名前をつけた美術館を

視覚に障害があるお 2人のカップルが 1993

年に作られて、その活動を地域が支援する

中で、イタリアはそれを 1999 年に国有化

をしたと。ですのでオメロ触覚美術館はイ

タリア国立の美術館になっております。結

果として作った人は視覚に障害がある人で

あったけれども、来ているお客様というの

は視覚に障害のある人もいるし、それから

子供たちですね、見える見えないに関わら

ず子供たちということと、それからやはり

美術館に身を置くものとして羨ましいなと

いうふうに思うのは、イタリア全土の美術

館の学芸員の研修の場所になっていると、

そこに若い学芸員が来て、どういうふうに

バリアがある、感覚にバリアがある人たち

への鑑賞支援というものを学ぶ場所になっ

ているというのが、そういう施設が日本で

新しくできるかどうかはわかりませんけれ

ども、どこかの美術館がそういう役割を担

うというようなことがあるといいなという

ふうに思っているところです、以上です。 

 

中村 はい、ありがとうございました。そ

れでは小林先生、よろしくお願いします。 

 

小林 はい、ありがとうございました。ケ

インズの視点についても、経済学や美術史

の側面から補足いただきまして、新たな学

びとなりました。今日の皆さんのお話伺い

まして、やはり芸術というものが、芸術だ

けではない外の領域ですよね、これまでコ

ラボレーションをしてこなかったような医

療とか福祉、子育て支援、障害者支援とい

うようなところと、強く深くそして丁寧に

慎重に連携していかないといけないという、

多様な海外の事例も含めたたくさんのケー

スを聞かせていただいて大変勉強になりま

した。そういった中でやはり、さっき平田

さんの話の中にもエンパシーというキーワ

ードありましたけれども、全く異なる問題

意識、言葉遣い、金銭感覚だったりスピー

ド感だったり、そういう人たちの間に立つ

媒介者っていうんですかね、繋ぎ手となる

人たちの役割ってすごく重要になってきて

いて、今芸術領域の中でそういう人たちは、

例えば芸術祭のスタッフであったり、文化

施設の職員であったり、劇団の制作さんだ

ったり、こういった行政職の方だったりす

るわけですけれども、芸術領域においては、

そういった方々の多くがやはりフリーラン

スや非正規雇用っていう状況にもあったり

するわけなんですが、そういう媒介をする、

異なる人たちの間に立ってエンパシーをも

って媒介するということは、実はものすご

く難しいことだというふうに、私もいろん

な現場を見て思っていて、それは一つのも

のすごく高度なコミュニケーション能力だ

ったり、他者に傾聴するような、経験値み

たいな、すごく一種のまさに専門職だとい

うふうに思うんですね。そういう人たちが

多くが芸術領域の中では活躍されているん

ですけれども、非常に不安定な職種で、そ

ういったことが今回コロナを通して露呈し

てきて多くの方が声を上げてこられた。そ

この中で例えば、演劇と美術の間のコラボ

レーションが生まれてきたりしているわけ

ですが、やはりコロナが収束して現場が動

き出すと、やはりそういったインフラの部

分だったり制作だったりシステムの部分と

いうところは、なかなか向き合いづらくな
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ってくるというところで、やはり今日の皆

さんの話を聞きながら、そういったところ

も深く継続的にディスカッションしていく

ということが、我々文化政策の研究をして

いる研究者の役目だなということも、今回

改めて学ばせていただきました。ありがと

うございます。 

 

中村 どうもありがとうございました。そ

れでは、太下先生お願いします。 

 

太下 はい。今日のこのシンポジウムのテ

ーマ改めて振り返ってみると、共生と芸術

文化という非常に大きなテーマですよね。

平田さん始め、皆さん方のお話にやっぱり

共通するテーマとして、共生そして持続可

能性ということが言われてきたわけですけ

ど、関連するキーワードで包摂という言葉

も語られましたよね。包摂って日常的には

多分使わない言葉だと思います。福祉の世

界ではよく使いますけれども、あんまりそ

れ以外の世界では使わない。最近ようやく

文化の世界でも社会包摂とかですね、文化

による包摂ということで使われるようにな

りましたけど。この包摂、やっぱり主にヨ

ーロッパから輸入されてきた概念ですよね。

英語で言うと、インクルーシブという言葉

になるわけですけど、当然言葉ですから対

立概念があって、英語で言うとインクルー

シブの反対語はエクスクルーシブになるわ

けですね。排除するという。ただ、今の共

性という文脈で考えると、当然インクルー

シブが良くてエクスクルーシブは悪だとい

うことになるんですけど、今の日本もだん

だんヨーロッパとかに近い社会になってき

ているので、排除というのが見えるように

なってきましたけど、ヨーロッパの方が遥

かに激しくこの排除が見えるわけですね。

日常的にあるわけです。 

だから例えば英語で言うと、高級住宅地っ

ていうのは、エクスクルーシブ・レジデン

シャル・ディストリクトというふうに言い

ますよね。要するに土地の価値が高くなか

なか貧乏人には買えないような値段になっ

て、貧乏人がそこから排除されていくと、

そこは高級住宅地になるわけですね。一番

典型的なのゲーテッドコミュニティって、

もうゲートで囲っちゃうと。あとは高級ク

ラブなんていうのもありますけど、これも

エクスクルーシブクラブ、要するに特定の

メンバーシップだけ、それは富裕層とかね、

そういうことに限定する、それ以外排除す

れば、それは高級クラブになるという。だ

からヨーロッパの社会においては、その排

除が日常的にあるわけですよね。実は日本

社会もあるわけですけど、それがもう激し

く日常的にあって、だからこそインクルー

シブが必要だよっていう概念が出てきたん

だと思います。 

一方で日本でね、この概念を受容するとき

に、ヨーロッパで非常に重視されてるから

必要だよねって言う形では多分定着しない

だろうなと。日本なりの多分定着のさせ方

がきっとあるんじゃないのかなって気はす

るんですね。先ほど林さんのお話の中でユ

ニバーサル上映ってありましたね。映画で

あるとユニバーサル上映ですし、演劇の場

合はユニバーサル講演とかユニバーサル演

劇という言い方をしてますけど、いろんな

形でそこに障害のある方、またサポートが

必要な方もいるという前提で、例えば日本

語字幕を出したりとか、手話通訳が入った
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りとか、いろんな合理的配慮をする上映の

ことまたは演劇のことを言いますけど、こ

れもそういう何か障害があってそれを必要

とする人のための上映であったり、上演の

形式って考えると、すごく狭くなっちゃう

ような気が僕はしてます。実は私、映画の

ユニバーサル上映って好きでよく観に行く

んですよ。多分関西でもあると思うんすけ

ど、東京でも定期的にユニバーサル映画を

上映してる映画館があります、すごいちっ

ちゃい映画館ですけど。ユニバーサル上映、

日本の映画のユニバーサル上映を見ると、

日本語字幕が入るわけですね、当然ですけ

ど。それ聴覚に障害のある人は会話とか聞

けませんから。それでセリフだけでは実は

ないんです。映画で流れてる音はセリフだ

けじゃなくて、音楽もあるし、背景音もあ

るわけです。例えば、そこで森のシーンが

あって、森が風にざわざわと木が揺すられ

てざわめく音がすると、もしその音が映画

において重要であれば、その風でざわめく

森の音という日本語のタイトルがそこに入

ってくるわけです。要するに、そのユニバ

ーサル上映を見るとですね、いろんな気づ

きがまず出てきますね。まず普通だったら

聞き流してしまったかもしれない音声情報

を意識的に聞き見ることができます。さら

に言うと、大人も子供も含めてでしょうけ

れども、その日本語字幕をついた上映を見

ることによって、自分はもしかしたら必要

ないと思っている日本語字幕がなぜついて

いるのかということについて考えを巡らす

ことになるわけですね。 

当然、聴覚に障害がある方は、それが必要

かもしれないという考えに至るんだと思い

ます。むしろ僕はユニバーサル上映はそう

いう障害のある方のために見せる、聞かせ

るんではなくて、子供たちにね、どんどん

小学校とか中学校で積極的に上映会をやる

べきだと思うんですね。そういうのを必要

としている人たちが、君たちのすぐそばに

いるんだよと。今の日本は非常にある意味

そういう学校のシステムが高度に発展して

いるので、障害のある方のための特別の学

校たくさんありますし、学級もできてるの

で、同じ教室で障害のある人が隣にいるっ

ていう状況がだんだんなくなってきてです

ね、おそらく普通に育つと、社会人になる

まで 1 回も障害のある人と全然接点がない

っていうことが普通になってきてると思い

ます。そうじゃないっていうことを気付か

せる上でも、このユニバーサルという上映

や上演形態はすごく重要。それはだから障

害者のためだけではないんですね。健常者

のためにもなると私は思います。そういう

気付きを与えてくれるのが文化という一つ

のツールなのかなという気もするんですね。 

 

中村 どうもありがとうございました。今

のお話 4 人の先生方からですね、非常に今

日のこのテーマに通底するコンセプトをも

う 1 回まとめていただいたような気がいた

します。今平田先生からですね、すごく衝

撃的といいますか、一言をちょっと私は受

けたんですけれども、特殊性を認識しない

とエンパシーっていうのはないんだという

ことですね。それさっき太下先生がおっし

ゃったこととも通用するのかもしれません

けれども、こういう日本というですね非常

にある意味ホモジニアスな社会がですね、

これからサステナブルに発展していくため

には、やはりその多様性っていいますかダ
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イバーシティって言葉が最近バズワードで

すけれども、やっぱり受容していかなけれ

ばならないというふうに感じるんですね。 

先ほどヨーロッパと同じことをしても仕方

がないんだという話もありましたけれども、

一方でヨーロッパっていうのは非常に歴史

的にですね複雑な関係、文化にしてもです

ね、国同士にしても民族にしても、いろん

なその歴史を刻んできた国で、実は私経済

産業省に 35 年ほどおったんですけれども、

その中で外務省に出向してですね、ポーラ

ンド大使館、ベルリンの壁が崩壊した後に

ポーランド大使館におったんですけども、

そのときにポーランドの人たちの中でです

ね、さっき芸術文化っていうのは元々王侯

貴族のためって話ありましたけども、ヤシ

ンスキーっていう貴族がですね、日本の浮

世絵をものすごい膨大なコレクションがあ

ったんですけども、これをぜひ埋もれさせ

ておいたんじゃもったいないということで

ですね、アンジェイ・ワイダっていうです

ね、映画監督有名なポーランドのですね、

が日本の京都賞を受賞されたときにですね、

京都賞の賞金を全部出捐されて、日本の財

界も応援してですね、それから外務省も文

化無償ということで、ポーランド政府がで

すね、これぜひそういう美術館博物館を作

りたいということで、単にヤシンスキーコ

レクションの発表の場だけじゃなくて、日

本の技術もですね、展示したいということ

で、ポーランド日本美術技術博物館という

のをですね、作ろうという構想が立ち上が

りまして、ポーランド政府がですね、その

昔の首都クラコフってとこです、今はワル

シャワが首都ですけれども、クラクフ、日

本でいうと京都みたいなとこですけども、

ここにですね、土地をポーランド政府が提

供して、磯崎新さんっていうですね有名な

建築家さんが無償で設計をされてですね、

博物館ができたということがありました。 

これポーランドもですね、ご覧のように悲

劇の国で 123 年間地図上から消えちゃった

分割されてですね、プロシアロシアオース

トリアに分割されて国がなくなっちゃった、

1 世紀以上ですね、そういう地図から消え

た国ですけれども、そういうその何て言う

んですかね、ヨーロッパにおけるこの様々

な対立だとか、歴史っていうのの中でです

ね、文化芸術に対する何て言うんでしょう

か、その執念とも思えるようなですね思い

で取り組む姿っていうのをですね私自身も

ポーランド大使館に行ったときにですね、

つくづく感じまして、それをこの日本の人

たちもですね、財界も政府も芸術家の人た

ちも感じてですね、協力をしてできたとい

うのを見てきたわけであります。従いまし

てこういう多様性を受容していく日本がで

すね、そして日本がますますこれから発展

していく中でですね、こういった歴史とか

ですね他国の文化に学ぶということは非常

に重要ではないかというふうに、先生方の

お話を聞いて私も思ったわけでございます。 

話は戻りますけども他者理解っていいます

かですね、エンパシーとか包摂とか、非常

に重要なキーワードは今日はたくさん出て

きたわけでございますけれども、その芸術

文化というものが、こういった他者理解・

共生というものに、これからも日本の中で

もですね、大きな役割を果たしていくため

の環境といいますか、どういう環境がこれ

から求められているのかなと、それは一つ

はアーツカウンシルの話もありましたけど
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も、行政との間合いっていうのもあるかも

しれませんし、それから、芸術文化を提供

する側のスタイルもあるかもしれませんし、

それからそれを受容する側、一般市民であ

ったり、芸術文化に関心のある受容する側

がどういう態度・思いでいるべきかとかで

すね、そういったことについて一言ずつお

話しいただければ。だいぶ今お話いただい

たことと被るかもしれませんけれども、改

めましてですね、そういう行政だったり、

提供する側だったりあるいは需要する側で

あったりですね、こういう心構えあるいは

思いっていうのが必要ではないかという話

を、今度は逆の順番で太下先生から一言ず

ついただければと思いますが、いかがでし

ょうか？ 

 

太下 必要なものはいっぱいあるような気

がするんですけど、今日私が提案したのは

二つあって、一つはやっぱりアーツカウン

シルのような芸術文化を支援する組織があ

るということは非常に意味があるんじゃな

いのかなというのがありますよね。行政に

アーツカウンシルを作らないと駄目かって

いうとそういうこともないんでしょうけど、

やっぱり特に日本の行政は異動が早いじゃ

ないですか。もう二、三年ですぐ移動しち

ゃうので、なかなか専門性を持って一つの

分野に取り組むという形になりづらいんで

すよね、ゼネラリストとしての立場がすご

く重視されるので、やっぱりちょっと文化

に関してはきちんと専門的な能力・知見の

ある人たちがいるということがすごく大事

だと思いますので、そういうアーツカウン

シルのような組織をこの兵庫でぜひ作ると

いいんじゃないのかなという気はします。 

もう一つ私が提案したのは、東アジア文化

都市という一つの事業ですけれども、ある

エリアにおいて地域において、文化的な振

興をしていくというやり方色々あるんでし

ょうけれども、一つ何か分かりやすい形で

多くの人を参加してもらえるようなフォー

マットがあると、これは一つのフェスティ

バルの形って分かりやすいわけですよね。

もちろん単に打ち上げ花火的なフェスティ

バルをやればいいということではなくて、

そのフェスティバルの中身は非常に検討さ

れて、多くの人がそこにまさに包摂される

ような仕組み、今日の欧州文化首都でも色

んな「これがアートプロジェクトになるの

か」みたいなプロジェクトを紹介したつも

りですけれども、そういった工夫に工夫を

重ねたフェスティバルを開催する。その一

つの起爆剤に東アジア文化都市を位置づけ

ればいいんじゃないのかなと。特に兵庫県

広いので、なおかつ、豊岡で国際演劇祭と

いうのはスタートしてるわけですから、そ

れを中核にやると非常に組み立てやすいん

ではないかなというふうに思うわけですね。

ぜひこれをこのシンポジウムを契機にそれ

が出来たなんていうふうになると、いいん

じゃないかなと思います。 

 

中村 大変具体的な政策提言ありがとうご

ざいました。小林先生お願いします。 

 

小林 そうですね、先ほど太下さんからも

ご提案がありましたように、アーツカウン

シルであったり東アジア文化都市っていう

ものをぜひ兵庫県でもということで、具体

的には美術館、あるいは芸術祭・演劇祭と

いうプラットフォームがある中で、ぜひ具
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体的な事案が進んでいけばいいなというふ

うに私自身も思っているところですけれど

も、先ほどどういった環境がこれから必要

かということで、先ほど少し言及しました

けれども、やはり非常に芸術領域の中で課

題になっているのはここで働く人たちの労

働環境ですね、やはりそれを整備していく。

それは、こういった社会保障のシステムな

のかもしれませんし、アーツカウンシルの

ような専門的な知見を持った人が、長いス

パン、長いキャリアで一つの領域の専門知

あるいはネットワークを作っていけるよう

な人材育成の環境なのかなというふうには

思います。私自身もやはり大学で芸術、特

に文化政策の領域でこういった文化財団で

働きたいというような学生もたくさんおり

ますが、やはりそういった若い人たちが長

いキャリアをもって計画をしていける、あ

るいは家族を養っていけるっていうような

環境整備ということが喫緊の課題になって

いるなと思います。先ほどそういった意味

では、まさにぜひ近隣の東アジア、韓国と

か台湾、シンガポールなんかもすごく先進

的な文化政策を進めていますので、ヨーロ

ッパだけではなく、そういった近隣諸国と

の連携というのも必要になってくると思い

ますし、先ほど林さんからもありましたよ

うに、やはり既に日本の中にもですね、そ

ういったインキュベーションハブになって

くるような専門知の高い施設、水戸芸術館

であったり京都芸術センターであったり、

というものが既に経験値として蓄積がある

ので、外を見るだけではなくって、いかに

自分たちの中でそういった事例があるか、

そういうところと横の繋がりあるいは縦の

繋がりを作っていくということも重要かな

というふうに思いました。 

 

中村 はい、ありがとうございます。人材

育成の話が今ありましたけれども、私もあ

の役人出身ですけれども耳が痛い話ってい

いますか、特に異動が多くてですね、その

専門性がなかなかっていう話ありましたけ

れども、やっぱりキャリアパスっていうか、

を意識したそういう人材育成というのがで

すね、今まさにこれは役所だけじゃないで

すし、あるいは企業だけではないですし、

あるいはこの芸術文化の分野だけではない

んですけれども、やっぱりこういう長い目

で見た人材育成っていうのが大事だなとい

うふうなお話ありがとうございました。そ

れでは、林先生お願いします。 

 

林 はい、ありがとうございます。小林先

生の人材育成のことは本当に大事なんです

けれども、90年代以降その美術や他の芸術

領域もそうかもしれませんけれども、フリ

ーランス人材に依存しているところがとて

も増えていって、そういう人たちが、例え

ば芸術祭、全国各地の芸術祭であったりプ

ロジェクトに渡り鳥のようにいろいろ行っ

て支えてくださっていた、そういう人たち

が 90 年代は 20 代だったかもしれないけれ

ども、だんだん 30 代 40 代になって自分の

体調やら、親の介護やいろんなことがあっ

て、うまく保証されないなか離職していく

っていう現状を見たときに、後続世代がつ

いてこないっていう切実な問題があって、

そうしているときにコロナ禍がやってくる

ことによって、そもそも芸術家がフリーラ

ンスであるけれども芸術支援者が不安定な

立場っていうことの限界というものが見え
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て、そこに関していろんなことをしなくて

はいけないんじゃないかと言っているうち

にコロナが明けて、結局今またみんな忙し

くなりすぎて、そこをもう喉元すぎれば忘

れてしまっているんだけれども、やっぱり

そこはしっかり取り組むべきじゃないかな

というふうに思います。ですから芸術家、

それから芸術を支援する中間領域的な人た

ちの雇用環境の改善ということと、それか

らあとやっぱりリカレント教育も必要で、

どんどんやっぱり新しいことが求められる

と思うので、何年かしたらば例えば観光専

門職大学のようなところで、例えば 10 年

ぐらいだったら望めばそういう最新の動向

を学べるような機会っていうのが作られる

と良いのかなと、それはご本人にとっても

ですし、その各職場にとってもいいことじ

ゃないかなというふうに思います。 

 

中村 ありがとうございます。最近リスキ

リングとかリカレントっていう言葉がこれ

またバズワードになってきてますけれども、

やはりその人材っていうものに注目しての

ですね対応っていうのは、やっぱりこれか

ら充実していく必要があるんじゃないかと

いうお話ありがとうございました。最後に、

平田先生お願いします。 

 

 平田 はい。アートマネジメントには火

急速やかな課題はないっていう言葉があっ

て、要するに何から手をつけてもいいし、

それから日本は予算面から見ても制度面か

ら見ても圧倒的な後進国なので、「文化政

策」についてはですね、「文化」について

後進国とは思いませんけれども。なのでや

らなきゃいけないことはたくさんあるんで

すが、一方で私は今県立の大学の学長で、

しかも但馬という地域に支えられる大学の

学長をしております。やはり太下さんご指

摘の通り、今どんどん都心部ではですね、

小学生の 7 割が中学受験するなんていうち

ょっと世界の先進国の中でも異常な事態に

なってるのに、これを誰も手をつけないで

多様性多様性と言っていながら、子供が育

つ環境はどんどん多様性を奪う環境になっ

ている。教育格差も体験格差も文化格差も

どんどん広がっている。私は全国のことは

ともかくとして、但馬は比較的独立性の高

い地域なので、6・3・3・4 制を見直して

ですね、うちの大学を中心に新しい教育の

あり方を市町の教育委員会とも協議をしな

がらですね、コミュニケーション教育とか

ふるさと教育を中心にした新しい学びの形

を但馬で成功させて、それを全国に波及す

るというのが今の私の仕事かと思っており

ます。 

 

中村 はい。どうもありがとうございまし

た。時間がですね、もう過ぎちゃっている

んですけれども、最後に兵庫県に対する期

待というかですね、ちょっとお聞きしよう

と思っていたんですが、もう既に今のお話

の中にですねたくさん盛り込んでいただい

たわけでございます。皆さんご存知のよう

にですね、兵庫県っていうのは多文化共生

っていうのを標榜していましてですね、私

も経済産業省から実は兵庫県庁に出向して

産業労働部長だとか、産業振興部長やって

たんですけれども、兵庫県内をくまなく歩

いてみてですね、この兵庫県は非常に宝の

山だというふうに思ってましてですね、非

常に地域特性、五つの国からできていると
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有名な話ですけども多様でありますし、そ

して何よりも国際的にもですね、ご案内の

ように、横浜と神戸ですね最初に開港した、

江戸時代の鎖国が終わってですね、こうい

う特性もあったということでですね、非常

に 150 カ国以上の人が住んでる県なんです

ね。全国で 7 番目に在留外国人登録者数が

多いっていう土地柄でもあります。そうい

う中で国際化・多様化っていうのが一つの

キーポイントになってるんでしょうし、そ

れから多様化の中には単なる国際化だけで

はなくて様々なエンパシーという言葉があ

りましたけども、障害を持ってる方々とか

そういった方への配慮、こういったものも

必要になってくる、とにかく、こういうで

すね多様化ダイバーシティっていうのが、

共生を支える概念でありますし、そして何

よりもサステナブルな社会、日本がこれか

ら持続可能な発展をしていく中でですね非

常に大事なポイントではないかと、それを

実は支えるっていうのが芸術文化の大きな

役割の一つだという話を今日はいただいた

というふうに思っております。 

本当はもっともっと先生方のお話もお聞き

したいところでございますけれども、この

ですねサステナブル社会に不可欠な共生と

その実現手段の一つとしての芸術文化の意

義役割について改めて深く考えることがで

きました。改めまして、先生方どうもあり

がとうございました。そして会場オンライ

ンで最後まで聞いていただいた皆さんに深

く感謝を申し上げて、パネルディスカッシ

ョンを締めさせていただきたいと思います。

どうもありがとうございました。 

 

津田 ありがとうございました。いま一度

大きな拍手をお願いいたします。ありがと

うございました。では先生方、どうぞご降

壇ください。登壇者の皆様もありがとうご

ざいました。 

 

 

閉会の挨拶 

 

津田 それでは、最後に主催校であります

兵庫県立大学政策科学研究所所長の田中隆

から閉会のご挨拶をさせていただきたいと

思います。 

 

田中 ただいまご紹介を賜りました、所長

の田中隆でございます。皆様、本日は改め

まして、当研究所主催シンポジウムにご来

場くださりありがとうございました。本日

のシンポジウムは、今後の日本社会で鍵と

なる芸術文化による社会包摂的な役割と、

演劇などの芸術が生み出す対話の重要性、

兵庫県立美術館が継続されてきた美術の中

の形「手で見る造形展、ゆっくり解説会」

などの地域と共生する先進的な取り組み、

芸術文化と政策分野との横断的な協働と実

装に重要なアーツカウンシル制度を育てた

ケインズの由縁、欧州文化首都からの持続

可能な社会への取り組みと兵庫県へのご提

言といったご講演、そして共生に向けた芸

術文化の社会的機能、関連する政策の意義、

兵庫の可能性などの視点を含んだパネルデ

ィスカッションという構成でお送りいたし

ました。 

古来から社会には様々なバリア・障壁が存

在してきたと言われております。例えば弘

法大師空海の話になりますが、平安時代以

前は巨大な障壁であった生きているものと
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死んでいるものの世界ですね、それを法事

や葬儀といった祭りという文化の一つの形

で克服したと言われています。この偉大な

例ということになりますが、これはもう空

海という人物の偉大さということは言うま

でもないのですが、社会の様々なバリア・

障壁を解消し克服するのは、まさに文化や

芸術であるということを教えてくれるもの

だと思います。そしてその芸術文化の力は

我々にサステナブルな世界をもたらしてく

れるものといえるかと思います。本日のシ

ンポジウムから、持続可能な共生に向けて

グローバル社会を含めた今後の社会でのバ

リア・障壁を解消していく芸術文化の社会

的貢献の大きな可能性を少しでも皆様に示

すことができたなら、主催者として大変嬉

しく存じます。 

本日のシンポジウム開催にあたりご尽力と

ご協力をいただきました皆様に、改めて深

く御礼申し上げます。共催をいただき開催

のご挨拶を賜りました、関西学院大学産業

研究所所長 豊原法彦先生、基調講演を賜

りました芸術文化観光専門職大学学長 平

田オリザ先生、続いてご講演を賜りました、

兵庫県立美術館館長 林洋子先生、芸術文

化観光専門職大学専任講師 小林瑠音先生、

同志社大学経済学部教授 太下義之先生、

パネルディスカッションで討論者をお務め

くださいました、当研究所特任教授 中村

稔先生、司会の労をお務めくださいました、

甲南女子大学文学部専任講師 津田なおみ

先生、本当にありがとうございました。今

回のシンポジウムは当研究所として初めて

の試みでしたが、大変ご多忙の中、平田オ

リザ先生、林洋子先生、中村稔先生を初め、

多くの先生方・皆様のご尽力をいただきま

して実現することができました。 

加えて、本学学長 高坂真先生のご厚意を

いただきまして本シンポジウムが実現でき

ましたことを申し添えます。誠にありがと

うございました。簡単ではございますが、

これをもちまして閉会の挨拶と代えさせて

いただきます。皆様、本日は誠にありがと

うございました。 

 

津田 今の挨拶をもちまして、兵庫県立大

学政策科学研究所シンポジウム共生と芸術

文化、全てのプログラムは終了でございま

す。対面参加の皆様、オンライン参加の皆

様、最後までご臨席賜りましてありがとう

ございました。本日は本当にありがとうご

ざいました。 

 

以上 
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